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　広島県地域保健対策協議会（以下，地対協という。）は，保健・医療・福祉に関する事項を総合的に調
査，研究，協議し，その結果を保健医療施策に反映させ，もって県民の健康の保持・増進と福祉の充実
に寄与することを目的として昭和 44 年に設立されました。
　これまで多くの提言を行政等の関係機関に対し発信し，多大な成果を挙げてきた，全国でもあまり類
を見ない組織です。
　身近な地域で質の高い医療・介護サービスを受け，住み慣れた地域で暮らし続けることができる広島
県の実現を基本理念とする，「広島県地域医療構想」の策定を受け，第 7次保健医療計画の改定に向けた
作業が地対協内に設置の委員会等でも議論されています。
　平成 28 年度の地対協活動においては，医療従事者の確保対策として，新専門医制度の導入に向けた県
内外医師への PR活動として，広島県知事をはじめ関係団体が一堂に介し，記念撮影し若手医師の呼び込
みを行いました。
　また，例年開催している「集団災害医療救護訓練」に加え，昨今の社会情勢の変化や東京オリンピッ
クの開催を見据え，地域で特殊災害に対応可能な人材育成として，MCLS－CBRNEコースを企画立案し
ました。
　医療連携体制としては，二次救急を確保するため，休日夜間診療所へ受入状況や設備等の基礎調査と
外傷対応の可否，さらには初期救急医療改善のための提案・要望等，実態調査も実施しました。
　地域包括ケアシステムの構築に向けた対応としては，平成 30 年度には，介護保険の地域支援事業が移
管されるため，市町が抱える現状と課題を共有し，対策を検討しました。
　各委員会活動は，広島県医師会速報の毎月 15 日号に掲載の「地対協コーナー」にて随時報告しており
ますので，ご参照いただけますと幸いです。また，地対協ホームページ（http://citaikyo.jp/index.html）
にて，過去の報告もご覧いただけます。
　医師不足・地域偏在，あるいは専門医制度の問題，各種健（検）診並びに予防事業，あるいは救急・
災害，在宅医療など医療体制の直面している課題は山積しています。
　本協議会を構成する各団体の取り組みは，自ずと異なりますが，われわれ医療関係団体の目指すとこ
ろは，まさに共通して，県民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることを支えることであると思い
ます。
　それぞれの専門家が分野を超え，同じ土俵で一致団結して問題解決にあたる場として活発な活動を行
い，各団体がそれぞれの使命をもった上で，本協議会としての責務を果たすべく邁進していく所存です。

　今後とも県民の健康と生活の安全を守るために，皆様方のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上
げますとともに，本報告書が良質な医療提供の実現のため，多くの方にご活用いただけることを祈念い
たします。

　　　　　平成 29 年 12 月
　広島県地域保健対策協議会

会　長　　平　　松　　恵　　一
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医師不足対策専門委員会

（平成 28 年度）

医 師 不 足 対 策 専 門 委 員 会 報 告 書

広島県地域保健対策協議会 医師不足対策専門委員会

委 員 長　平川　勝洋

Ⅰ．　は　じ　め　に

　本委員会は，新専門医制度について，国（厚生労
働省）から示された，専門研修プログラムの認定に
向けた調整方針に基づいた，地域ごとに関係者で構
成する協議会（都道府県協議会）の役割を担うこと
とし，平成 29 年度から開始が予定されている，新専
門医制度における広島県の対応について，検討・協
議を行った。

Ⅱ．　新専門医制度に係る課題および国の方針

　新たな専門医制度は，すべての基本診療領域（18
領域に総合診療科を加えた 19 領域）について，平成
26 年 5 月に設立された，一般社団法人日本専門医機
構が一括して認定を行おうとするもので，主たる目
的は，専門医の質の向上にあり，制度の検討などに
当たっては，「プロフェッショナルオートノミー」
（専門家の自律性）の理念の下で，当事者（医療業
界）の主体性に基づいて準備が進められてきた。
　しかしながら，医療関係団体から，新専門医制度
の実施により医師の地域偏在を悪化させるなど，地
域医療に悪影響を及ぼすおそれがあるなどの懸念の
声が上がっていた。
　こうした状況を踏まえ，厚生労働省から，都道　　
府県に対し，地域医療の確保の観点から，関係者
（大学・主な基幹施設・連携施設，医師会，病院団
体，都道府県）による協議会を設置し，必要な情報
共有，検証，調整などを図ることなどを求めた調整
方針（以下「国の調整方針」という。）が示された。

Ⅲ．　協　議　内　容

₁）内科ワーキング会議（平成 ₂₈年 ₅月 ₂₄日開催）
　内科の基本診療領域については，平成 26 年度から
先行して，本委員会において，関係者で意見交換な
どを行ってきたが，平成 28 年度からは，本委員会の

下に内科ワーキング会議として位置付け，引き続き
各基幹施設のプログラムの申請状況や課題の共有な
どを行った。
　広島県からは，現在医師を派遣していない中山間
地域の医療機関も連携施設として追加することなど
を検討するよう依頼がなされた。
　主な意見として，今後，専攻医の募集定員の調整
がどのようになされるかなど不明な点が多いが，地
域に専攻医を配置するためには，県内に十分な人数
の専攻医を確保することが重要であるとの意見が出
され，広島県および広島県地域医療支援センターが
中心となり，関係者と連携して早急に専門医研修プ
ログラムの広報・PR体制を整備することで意見が一
致した。
₂）第 ₁回会議（平成 ₂₈ 年 ₆ 月 ₁₅ 日開催）
　平川委員長から，本委員会が新専門医制度につい
て，国の調整方針に基づいた，地域ごとに関係者で
構成する協議会（都道府県協議会）と位置付けたい
との説明がなされ，了承が得られた。
　国の調整方針に基づき，主な診療領域（内科，外
科，小児科，整形外科，産婦人科，総合診療科）を
中心に，地域医療確保の観点から必要な施設が漏れ
ていないかなどの視点で情報共有・意見交換を行っ
た。
　各診療領域では，これまでの専門医制度と大きな
齟齬はない状況であったが，実際に専攻医がこれま
でどおり派遣されるかどうかを危惧する意見もあっ
た。
　また，広島県から，新専門医制度の導入に向けた
県外医師への PR活動について提案があり，了承さ
れた。
　今後，広島県全体で新専門医制度を推進する，
“オール広島”のイメージを県内外に印象付ける広報
活動を実施することとなった。
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₃） 専門研修プログラム県内主要基幹施設長意見交
換会（平成 ₂₈ 年 ₇ 月 ₁ 日開催）

　広島県が一枚岩となった広報活動を実施するため，
主要な医療機関・関係機関の代表者を集め，PR写真
を撮影するととともに，内科専門医プログラムの審
査結果などについて，情報共有・意見交換を行った。
　なお，この時期には，平成 28 年 6 月 7 日付けで，
「新専門医制度を拙速に行うのではなく，指導医を含
む医師及び研修医の偏在の深刻化が起きないよう集
中的な精査を行うこと」などを要望する厚生労働大
臣談話が発表され，また，同日付けで日本医師会な
どの医療関係団体も同様の趣旨の要望を表明するな
ど，平成 29 年度からの開始が不透明な状況となっ
た。

Ⅳ．　ま　　と　　め

　新専門医制度の開始は，平成 30 年度以降に延期さ
れた。
　広島県においては，主な診療領域において，これ

までの専門性制度と大きな齟齬はない状況であった
が，地域医療への影響を懸念する意見もあり，引き
続き，新専門医制度の動向に十分に注視しながら，
関係機関と情報共有や協議を実施していく必要があ
る。
　また，地域医療への影響を最小限にするためには，
広島県にできるだけ多くの専攻医を呼び込む必要が
ある。
　このため，大学や基幹施設などの関係機関が連携
し，「オール広島県」で取り組んでいることを，ホー
ムページなどを活用して，県内外に積極的に広報し
ていくこととし，具体的には，広島県地域医療支援
センターのホームページ「ふるさとドクターネット
広島」において，広島県知事，広島県医師会長，広
島大学病院長および県内主要基幹施設長などの協力
のもと，専門医研修を PRすることとされた。ホー
ムページアドレスは，次のとおり。
http://www.dn-hiroshima.jp/www/contents/1360 
998314830/index.html
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広島県地域保健対策協議会　医師不足対策専門委員会
委員長　平川　勝洋　広島大学病院
　　　　　　　　　　広島大学大学院医歯薬保健学研究院耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学
委　員　安達　伸生　広島大学大学院医歯薬保健学研究院整形外科学
　　　　荒木　康之　広島市立広島市民病院
　　　　榎野　　新　中国労災病院
　　　　大段　秀樹　広島大学大学院医歯薬保健学研究院消化器・移植外科学
　　　　加賀谷哲郎　広島市健康福祉局保健医療課
　　　　木原　康樹　広島大学大学院医歯薬保健学研究院循環器内科学
　　　　木矢　克造　県立広島病院
　　　　工藤　美樹　広島大学大学院医歯薬保健学研究院産科婦人科学
　　　　桑原　正雄　広島県医師会
　　　　小林　正夫　広島大学大学院医歯薬保健学研究院小児科学
　　　　坂上　隆士　広島県健康福祉局医療介護人材課
　　　　坂口　孝作　福山市民病院
　　　　末田泰二郎　広島大学大学院医歯薬保健学研究院外科学
　　　　杉田　　孝　JA尾道総合病院
　　　　竹﨑　英一　東広島医療センター
　　　　武田　直也　広島県健康福祉局
　　　　田妻　　進　広島大学病院
　　　　谷山　清己　呉医療センター
　　　　茶山　一彰　広島大学大学院医歯薬保健学研究院消化器・代謝内科学
　　　　豊川　達也　福山医療センター
　　　　中島浩一郎　庄原赤十字病院
　　　　中西　敏夫　広島県医師会
　　　　橋本　康男　広島県地域保健医療推進機構地域医療支援センター
　　　　張田　信吾　中国中央病院
　　　　檜谷　義美　広島県医師会
　　　　秀　　道広　広島大学大学院医歯薬保健学研究院皮膚科学
　　　　平林　直樹　広島市立安佐市民病院
　　　　藤本　吉範　JA広島総合病院
　　　　古川　正愛　広島県地域保健医療推進機構地域医療支援センター
　　　　古川　善也　広島赤十字・原爆病院
　　　　村上　恒二　呉共済病院
　　　　山崎　正数　広島県医師会
　　　　山田　博康　広島県医師会
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救急・災害医療体制検討専門委員会

（平成 28 年度）

救急・災害医療体制検討専門委員会報告書

広島県地域保健対策協議会 救急・災害医療体制検討専門委員会

委 員 長　山野上敬夫

【A】訓練
（A-₁）広島県集団災害医療救護訓練₁）

　平成 14 年度より毎年開催し，通算 15 回目となる
訓練を実施した。
　（1）ワーキンググループによる企画（基幹災害拠

点病院である県立広島病院の竹崎亨医師，災
害拠点病院である広島大学病院の廣橋伸之医
師をはじめとする 17 名で構成）
　① 5月 30 日 （月）　訓練想定，内容，準備計
画の共有

　② 6月 27 日 （月）　災害想定，ヘリの関与に
ついての共有

　③ 9月 5日 （月）　訓練タイムスケジュール，
各参加機関の具体的な活動内容

　④ 10 月 13 日 （木）　模擬傷病者，関係者の配
置，アンケートの方法を協議

　（2）訓練日時：平成 28 年 10 月 29 日 （土）8：00～
16：00
　①高速道路 IC訓練（8：00～12：00）
　②病院訓練（13：00～16：00）

　（3）場所：山陽自動車道大竹 IC付近，広島西医療
センター

　（4）訓練実施主体：　広島西医療センター，広島
県地域保健対策協議会，広島県災害拠点病院
等連絡会議，広島県，広島県医師会

　（5）参加協力機関：大竹市消防本部，大竹市医師
会，NEXCO西日本，広島県警察本部，陸上
自衛隊第 13 旅団，広島国際大学，災害拠点病
院　ほか

　（6）参加人数：318 名（病院スタッフ，DMAT，
消防職員，患者役，見学，そのほか）

　（7）内容：
　○高速道路 ICにおけるヘリ搬送拠点設置と

DMATの参集
　　○ドクターヘリ，自衛隊ヘリの離発着展示

　○多数傷病者受け入れ，および院内トリアージ
訓練（発災対応型ブラインド方式）

　○院内災害対策本部立ち上げ・運営訓練
　○災害拠点病院におけるDMATからの受援訓練
　（8）振り返り
　実訓練終了後に振り返りの会が行われた。情報共
有などについていくつかの課題が抽出され，次につ
なげるための活動を示唆するコメントも挙げられた。
　（9）次回開催：興生総合病院にて，平成 29 年 10
月 28 日（土）に実施予定である。今年度に引き続い
て，基幹災害拠点病院である県立広島病院の統括
DMAT資格者・竹崎亨医師などが協力して企画を進
める予定となっている。

（A-₂）MCLS-CBRNEコース
　化学，生物，放射線，爆発物などによる特殊災害
（CBRNE災害）では，通常の大規模事故による多数
傷病者事案や地震などの自然災害とは異なる対応が
求められている。これに対応可能な人材を育成する
目的で，標記のコースを実施した。
　（1）コース名：Mass Casualty Life Support –  chem-

ical, biological, radiological, nuclear, explo-

sive；「MCLS-CBRNE」コース
　（2）主催：広島県地域保健対策協議会　（広島プレ

ホスピタルケア研究会の共催，広島PTD研究
会の協力を得た）

　（3）認定団体：日本集団災害医学会
　（4）ワーキンググループ活動：　基幹災害拠点病

院である県立広島病院の山野上などの 8名で
構成。6月 10 日，9月 17 日に準備会議を行
い，平成 29 年 2 月 9 日に総括会議を行った。

　（5）コース開催日時：平成 28 年 12 月 11 日（日）
　（6）場所：広島県医師会館
　（7）受講人数：30 名
　（8）指導者：東京医科歯科大学救急医学・大友康
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裕教授以下 30 名
　（9）主な研修内容：
　① CBRNEすべてに対する共通の初期活動の理
解（All hazard approach）

　②検知・ゾーニング・除染など，CBRNEテ
ロ・災害の特性の理解

　③個人防護の重要性の理解
　④除染トリアージの理解と実践
　⑤ CBRNE災害現場における，ほかの関係機関
との連携

　⑥筆記試験・実技試験
　（10）本年度のコース開催が有用であったことを受

けて，平成 29 年度も同様にコースを開催する
方向で議論が進んでいる2）。

【B】広島県地域防災計画における医療救護・助産
計画の修正₂）

　平成 29 年 5 月の広島県地域防災計画修正に向け，
広島県医療介護計画課からの計画見直しへの考え方
の説明を受けて，意見交換を行なった。意見の一部
は以下の通りであった。
　①広島土砂災害で明らかになった課題を踏まえて
の，県医師会の活動や JMATなどの記載。

　②災害時の県保健所の活動を想定して，指示を待
たずに災害対策本部を立ち上げる旨の記載。

　③初動時に災害対応のスイッチの，「いつ，どこ
で，どのように」といったコンセプト。

　④災害はさまざまである。一律の方針ですべての
災害に適切に対応することは不可能であること
を考慮。

　⑤多職種の協力。県看護協会，県薬剤師会，県歯
科医師会といった医療関係職能団体との事前協
定締結が必要。

　以上を受けて，平成 29 年 3 月中旬までに県庁内で
の調整の上，広島県より修正文言案が提示された。

【C】災害時地域コーディネーターの推薦・委嘱₃）

　県内の各圏域地対協からの推薦を受け，災害時地
域コーディネーターの委嘱を行っている状況である。
ただし，災害時地域コーディネーターの定義や役割
については，これまでも県医師会・地対協の会議に
おいて検討が行われてきたが，現時点では，想定さ
れる活動規模（市町レベル，圏域レベル，県レベル）
や災害フェーズ（超急性期～慢性期）が明確になっ

ていない。コーディネーターの定義や役割を改めて
整理することが必要であり，今後継続して検討を行
う方針である。

【D】広島県における救急医療の現況₂）

　平成 29年 3月 1日の救急・災害医療関係合同委員
会において，広島県医療介護計画課より提供された
情報は，以下の通りであった。
　①大規模災害時のドクターヘリ運用指針について
　平成 28 年 12 月 5 日付で，国から指針が示された。
（後日，3月 27 日開催の広島県ドクターヘリ運航調整
員会において，災害時の運航ルールを定めた要領が
策定された。）
　②災害発生時の広島県医療介護計画課の初動操作
について

　熊本地震の経験を踏まえての，県の出動要請に基
づく県内 DMAT出動へのご理解・ご協力のお願い。
（出席委員より，一部再検討を求める意見があった。）
　③ HMカードについて
　カード保持者が入力した自身の病名やかかりつけ
医の情報を，救急隊も閲覧が可能となった。

【E（参考）】実災害等への医療救護対応
　本項は，地域保健対策協議会としての活動ではな
いが，本委員会が救急・災害医療体制検討専門委員
会であるため，本年度中に発生した災害などに対す
る広島県内の各組織・部署の医療救護活動の要点を
残す目的で，以下に記載する。

（E-₁）熊本地震₄）－₉）

　平成 28 年 4 月 14 日の前震，4月 16 日の本震，引
き続く多くの被害に対応した活動の項目を以下に記
す。
₁　DMAT

（1）被災地への出動
　　○チーム数
　　◇第 1班（4/16～4/19）15 チーム 71 名（医

師 21 名，看護師 28 名，業務調整員 22 名）
　　◇第 2班（4/18～4/21）　2チーム 9名（医師

2名，看護師 4名，業務調整員 3名）
　　○担当業務

◇DMAT活動拠点本部立ち上げ・運用（菊池
市　川口病院）
◇病院・診療所・避難所の情報収集，要支援

（　　）8



リスト作成
◇病院支援（阿蘇医療センター，熊本赤十字
病院）
◇域内搬送支援
◇巡回診療，スクリーニング（南阿蘇町など）

（2）広島県庁における被災地外DMAT調整本部活動
　　○活動人数：17 名（医師 5名，看護師 3名，業

務調整員 9名）
　　○担当業務

◇広島県から派遣中のDMATチームの活動状
況モニター
◇広島県内で受け入れ可能な傷病者数の把握
◇ドクターヘリ中国四国ブロック内の運航機調
整

◇ DMAT資格を持つ元県立広島病院職員の，
県庁内からの招集・業務調整活動

₂　ドクターヘリ
　厚生労働省DMAT事務局　ドクターヘリ調整本部
からの要請により出動した。
　○日　時：平成 28 年 4 月 17 日
　○搭乗者：医師 1名（DMAT）
　　　　　　看護師 2名（非 DMAT）
　○活動内容：病院間搬送（熊本赤十字病院⇒聖マ

リア病院）2例，ピストン搬送
　○行程
　　 6：34　厚生労働省から出動要請 （天候回復待ち）
　　 9：44　広島ヘリポート発
　　10：26～10：54　大分空港にて給油
　　11：36　参集拠点 （うまかなよかなスタジアム） 着
　　13：06～15：09　患者搬送
　　　　　　大分空港にて給油
　　16：51　広島ヘリポート着

₃　医療救護班
　平成 28 年 4 月 19 日，蒲島郁夫熊本県知事から全
国知事会会長に対して，救護班の派遣要請が出され
た。要請に応えて，以下の救護班を派遣した。
　（1）第 1班（県立広島病院チーム　医師 1名，看

護師2名，薬剤師1名，事務1名）4/21～4/27
　　○阿蘇医療センター：阿蘇地区災害保健医療復

興連絡会議（ADRO）ミーティングに出席。
　　○感染性胃腸炎の集団発生が起こった避難所の

状況把握。土足を厳禁にするなどの指導。

　　○病院支援（救急当直など）　　　その他
　（2）第 2班～第 6班（広島市民病院，安佐市民病

院，福山市民病院，三次中央病院，尾道総合
病院）4/27～5/17

　　○阿蘇医療センター：阿蘇地区災害保健医療復
興連絡会議（ADRO）ミーティングに出席。

　　○病院支援（ER担当，夜勤担当など）
　　○避難所状況，車中泊の状況の調査　　その他

₄　JMAT

　平成 28 年 4 月 24 日に日本医師会からの正式な派
遣要請を受け，以下のチームを派遣した。
　（1）先遣隊（広島県医師会常任理事 3名，同事務

局 3名）　4/30～5/2
　　○阿蘇医療センター：阿蘇地区災害保健医療復

興連絡会議（ADRO）ミーティングに出席。
　　○西原村，益城町：車中泊避難者の状況調査
　　○以後の広島県 JMATの活動方針の判断
　（2）第 1班（広島共立病院チーム：医師，事務，

看護師，理学療法士，薬剤師各 1名）
　　　4/30～5/5
　　○阿蘇医療センター：阿蘇地区災害保健医療復

興連絡会議（ADRO）ミーティングに出席
　　○西原村，南阿蘇村：避難所状況の調査，車中

泊の状況を把握
　　○白水地区：DVT検診（問診，弾性ストッキン

グの装着と指導）

₅　災害時公衆衛生チーム
　（1）保健師チーム（保健師，行政職員）
　　○第 1班　4/18～4/25　甲佐町内の避難所で活動
　　○第 2班～第 11 班　4/26～6/14　甲佐町内の

避難所巡回と戸別訪問による健康管理活動
　（2）リハビリテーションチーム（理学療法士，作

業療法士，後方支援職員）
　　○第 1班　4/24～4/30　甲佐町内の避難所で活動
　　○第 2班～第 6班　4/29～5/25　甲佐町内の避

難所巡回と戸別訪問による活動

₆　DPAT（Disaster Psychiatric Assistance Team）
　　○第 1班　4/18～4/19　（精神科医師，看護師，

精神保健福祉師）
活動拠点本部（熊本赤十字病院）での避難先
3ヵ所の後方支援活動
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　　○第 2班～第 3班　4/18～4/24　（精神科医師，
保健師，行政職員）
熊本避難所（長嶺小学校），宇土市内避難所な
どにおける心のケア

（E-₂）G₇外相会議およびオバマ大統領来訪への対応
　平成 28 年 4 月 10 日～11 日開催の G7 サミット外
相会合に先立って，テロを含む多数傷病者事案発生
を想定し，消防・行政・医療が連携して，地域とし
ての医療救護体制の準備を調整した。各論的な設定
は意義が薄いと考え，コンセプトを共有することに
重点を置いた。コンセプトの要点を以下に示す。
1．災害のスイッチ
　消防組織，医療施設，行政共に，何らかの怪しい
情報が入手された場合は，お互いに直ちにとりあえ
ずの情報共有を行う。消防から医療への情報提供先
の第 1優先順位は，県立広島病院救命救急センター
および広島大学病院高度救命救急センターそれぞれ
のホットラインとする。
2．消防・医療・行政の連携
　広島市消防局が「医療介入を要する」と判断した
時点で，県立広島病院および広島大学病院は，広島
市消防局作成による「災害発生時の救護体制」の考
え方に連携する。
　DMATとしての活動が必要であると判断した時点
からは，DMATと災害拠点病院の統括・調整に関し
ては，広島県医療介護計画課が統括・調整を開始す
る。
3．広域災害医療情報システム；Emergency Medical 

Information System（EMIS）※の活用
　①　EMISの災害モードを立ち上げる。
　②　県内の災害拠点病院は，速やかに EMISに接

続できる体制を整えておく。
　③　消防組織も，主たる本部において EMISを閲

覧する。（DMATリエゾンが入る場合は，こ
れを支援する。）

4．トリアージ，安定化処置，分散搬送に関する統一
コンセプト
　「災害拠点病院でのトリアージ・安定化⇒分散搬送
方式」を始動の骨組みとする。
　①　すべての傷病者を，県立広島病院および広島

大学病院の救急外来に搬送し，トリアージと
安定化処置を行う。しかる後に必要に応じて
分散搬送を調整する。

　②　本部機能支援目的のDMATの派遣は，次の順
に検討する。

　（1）広島市消防局警備本部；消防と医療の密なる
情報共有

　（2）広島ヘリポート航空隊本部；使用可能なヘリ
の情報の共有，伝達，ヘリ搬送調整

　（3）県庁健康福祉局医療介護計画課；県内DMAT

の采配，日本 DMAT事務局との連携
5．現場救護所を設置する場合
　傷病者が，「災害拠点病院でのトリアージ・安定
化⇒分散搬送方式」では対応可能な数に達し，現場
がボトルネックになると想像される場合に，消防が
設置し DMATが支援に入る。
6．広域医療搬送を要する場合
　広島県内の医療資源を総動員しても，対応不能な
傷病者のニーズがあると想像される場合，広島県
DMAT調整本部は，遅滞なく厚生労働省 DMAT事
務局に依頼し，国家としての対応のスイッチを入れ
る。調整すべき事項は，①県外 DMATチーム要請，
②県外への広域医療搬送計画，③県外からのドク
ターヘリの参集調整などである。
7．CBRNE災害※の場合
　①　現場に於いて化学物質による汚染が疑われる

場合，明らかに大量の物質が皮膚などに付着
した場合を除き，速やかに乾的除染のみを
行った後に，県立広島病院および広島大学病
院救急外来に搬送する。

　②　県立広島病院および広島大学病院救急外来で
は，二次トリアージと救命的処置（気管挿管，
人工呼吸，予め配備された拮抗薬の投与など）
を行う。

　③　現場において有意の放射線量が detectされた
場合，広島大学病院および県立広島病院救急
外来においてスクリーニングを行いつつ，外
傷などに対しては二次トリアージと救命的処
置を行う。

　④　現場（広義）に出動したDMATなどの医療救
護班は，Cold Zoneで活動し，Warm Zoneに
は原則として立ち入らない。

　※ CBRNE; Chemical, Biological, Radiation, 

Nuclear。Explosion

8．備蓄薬品の調整
　主として化学剤に対する拮抗薬の卸業者からの入
手，国家備蓄からの配備，院内製剤の調剤について，
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医療介護計画課の担当下に調整し，県立広島病院と
広島大学病院に集約して配備した。

　同年 5月 27 日，オバマ米大統領が広島を訪れた。
テロを含む万が一の備えとして，外相会議と同様の
コンセプトを医療・消防・行政の間で共有して臨ん
だ。加えて，前述 7および 8の項目については，新
たに広島市民病院の参加を申し合わせ，患者受入れ
体制と拮抗剤の備蓄を準備した。大統領来訪当日に
は，広島国際会議場の一角に医療救護班が待機した
（県立広島病院が担当）。
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4） 広島県健康福祉局医療介護計画課：「平成 28 年熊
本地震に係る DMAT活動振り返りの会」資料の
一部抜粋・改編　2016 年（平成 28 年）8月 8日

5） 竹崎　亨，伊関正彦，楠真二，ほか：平成 28 年
熊本地震における県立広島病院の活動～第 1報～
DMAT活動．広島県立病院医誌　48（1）; 97-104, 
2016

6） 岡本健志，山田博康，ほか：平成 28 年熊本地震
における県立広島病院の活動～第 2報～医療救護
班・JMAT．広島県立病院医誌　48（1）; 105-108, 
2016

7） 広島県健康福祉局医務課：平成 28 年熊本地震に
係る救護班登録票・医療救護班活動報告書

8） 山田博康，ほか：広島県医師会速報 2016 年（平
成 28 年）5月 25 日（第 2300 号）pp. 1-4「JMAT

先遣隊活動報告　熊本県医師会・熊本県災害対策
本部・阿蘇地域への医療支援」

9） 村田裕彦：広島県医師会速報 2016 年（平成 28
年）6月 5日（第 2301号）pp. 1-7「JMAT第 1班
活動報告　熊本県医師会・熊本県災害対策本部・
阿蘇地域への医療支援」
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広島県地域保健対策協議会 救急・災害医療体制検討専門委員会
委員長　山野上敬夫　県立広島病院
委　員　今井　茂郎　呉共済病院
　　　　岩﨑　泰昌　呉医療センター
　　　　岩崎　洋一　広島西医療センター
　　　　大田　泰正　福山市医師会
　　　　加賀谷哲郎　広島市健康福祉局保健部保健医療課
　　　　久保　康行　広島県健康福祉局医療介護計画課
　　　　小林　正夫　広島県医師会
　　　　志馬　伸朗　広島大学大学院医歯薬保健学研究院救急集中治療医学
　　　　瀬浪　正樹　JA尾道総合病院
　　　　世良　昭彦　広島市立安佐市民病院
　　　　田中　幸一　市立三次中央病院
　　　　内藤　博司　広島市立広島市民病院
　　　　中川　五男　中国労災病院
　　　　中村　裕二　庄原赤十字病院
　　　　二階堂寛俊　東広島地区医師会
　　　　野間　　純　広島県医師会
　　　　浜田　史洋　日本鋼管福山病院
　　　　藤原恒太郎　興生総合病院
　　　　前田　正人　三原赤十字病院
　　　　松田　裕之　広島赤十字・原爆病院
　　　　宮庄　浩司　福山市民病院
　　　　村田　裕彦　安佐医師会
　　　　山田　博康　広島県医師会
　　　　勇木　　清　東広島医療センター
　　　　吉田　研一　JA広島総合病院

（　　）12



医療体制検討専門委員会

目　　　次

医 療 体 制 検 討 専 門 委 員 会 報 告 書

Ⅰ．　緒 　 　 　 　 　 言

Ⅱ．　休日・夜間急病センターの運営状況に 
関する調査について

Ⅲ．　考 　 　 　 　 察



医療体制検討専門委員会

（平成 28 年度）

医 療 体 制 検 討 専 門 委 員 会 報 告 書

広島県地域保健対策協議会 医療体制検討専門委員会

委 員 長　小林　正夫

Ⅰ．　緒　　　　　言

　医療体制検討専門委員会は，広島県の救急医療体
制について現状を把握し，今後の整備すべき体制に
ついて検討を行うことを目的に，平成 25 年度から設
置した。
　これまでの活動では，各二次医療圏で地域の休日
夜間診療所に携わる医療・行政関係者より各地域の
現状や課題を集積し，委員間で情報を共有するとと
もに課題の抽出と解決に向けた方策を検討してきた。
　本年度は，二次救急医療機関においても，入院を
要しない軽症外傷患者への休日・夜間対応が行われ
ている状況を踏まえ，休日・夜間急病センターの患
者受入状況などを調査・分析した。

Ⅱ．　休日・夜間急病センターの運営状況に関
する調査について

　今後増加が見込まれる高齢者の軽症外傷患者へは，
可能な限り初期救急医療を担う休日夜間急病セン
ターや診療所などでの受入ができないかを検討する
ため，対象となる県内施設に標記の調査を実施した
（調査結果の詳細は別頁に掲載）。
　対象は県内 16 施設の休日・夜間急病センター・診
療所とし，アンケート形式で調査を行った（回答率
100％）。
　調査対象 16 施設のうち，外科を標榜しているのは
8施設。全回答中の外科受診者数は合計 4,381 人と
全受診者 65,743 人の 8％を占めた。
　外科系患者の内訳は整形外科領域が圧倒的に多く，
切傷や骨折のほか鼻出血や目にごみが入ったことへ
の対応など多岐にわたっている。処置可能であれば
整形外科医以外が診るケースもあり，対応状況には

地域差がみられたが，全体としては整形外科領域の
患者が多かった。
　外科標榜の有無を問わず，今後の外傷患者の対応
方針を調査したところ，軽症であっても受入を行わ
ないとの回答が最多となった。また，今後の外傷患
者への対応体制の維持・新設については，すでに外
科を標榜しているセンターでは継続する意向が示さ
れたが，現時点での新設の予定はなかった。
　今回の調査に加え，広島市において，輪番病院に
おける外傷患者の受入状況調査を行ったところ，
ウォークイン受診者は一日平均 21 人で，内訳は準夜
帯 18 人，深夜帯 3人と準夜帯の受診者が圧倒的に多
い。一方で，入院に至る割合は深夜帯が高かったと
いう報告がされた。

Ⅲ．　考　　　　　察

　今後高齢化が進む中で増加する高齢者救急におい
て，入院を要しない軽症外傷患者に対し，二次救急
医療機関でも対応が行われている実態があり，地域
の二次救急医療の負担を軽減し，救急医療体制を維
持していくためには，休日夜間診療所での診療支援
が不可欠となって来ている。
　特に，広島市においては，外科系の救急医療が休
日夜間診療所ではなく輪番病院で実施されているこ
とから，初期治療を専門に行う機能を持つ「けがセ
ンター（仮称）」の設置と，そこに対する基幹病院の
バックアップ体制の構築が望まれる。
　このように，救急医療体制の維持・強化にあたっ
ては，各地域の地域性と医療リソースを考慮した上
で，医療機関の役割分担を進めていく必要があると
思われた。
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平成28年度 休⽇・夜間急病センターの運営状況に関する調査 集計結果  
※「割合（％）」は⼩数点第⼆位を四捨五⼊しているため合計が100％にならない場合があります

◆回収状況
配布件数 回収件数 回収率（％）

16 16 100.0

問１ 貴施設の標榜科⽬をご教⽰ください。（複数回答可能）
区分 件数 割合（％） ※％は、回収件数（16件）中の割合

①内科 14 87.5
②⼩児科 7 43.8
③外科 8 50.0
④眼科 1 6.3
⑤その他 1 6.3

⑤その他の内訳 ※[ ]は回答件数
・⻭科 [1]

問２ 貴施設の受診者数についてご教⽰ください。
（１）時間帯別の受診者数（平⽇）
（１）－１ 回答状況

区分 件数 割合（％）
①回答（時間帯・年齢区分別） 4 25.0
②回答（総数のみ） 5 31.3
③無回答（平⽇診療なしのため） 5 31.3
④無回答（不明のため） 2 12.5

計 16 100.1

（１）－２ 受診者数（〜14歳）
区分 件数 回答数

①17︓00〜18︓00 12 1
②18︓00〜19︓00 9 1
③19︓00〜20︓00 6659 4
④20︓00〜21︓00 3836 4
⑤21︓00〜22︓00 2871 4 平⽇・休⽇の合計値としての回答1件を含む
⑥22︓00〜23︓00 1736 4
⑦23︓00以降 113 3

計 15236

14 

7 
8 

1  1 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

①内科 ②小児科 ③外科 ④眼科 ⑤その他

25.0%

31.3%

31.3%

12.5% ①回答（時間帯・年齢

区分別）

②回答（総数のみ）

③無回答（平日診療な
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（１）－３ 受診者数（15〜64歳）
区分 件数 回答数

①17︓00〜18︓00 31 1
②18︓00〜19︓00 60 1
③19︓00〜20︓00 2420 2
④20︓00〜21︓00 2221 2
⑤21︓00〜22︓00 1676 2
⑥22︓00〜23︓00 1057 2
⑦23︓00以降 71 2

計 7536

（１）－４ 受診者数（65〜74歳）
区分 件数 回答数

①17︓00〜18︓00 10 1
②18︓00〜19︓00 10 1
③19︓00〜20︓00 219 2
④20︓00〜21︓00 184 2
⑤21︓00〜22︓00 141 2
⑥22︓00〜23︓00 67 2
⑦23︓00以降 17 1

計 648

（１）－５ 受診者数（75歳〜）
区分 件数 回答数

①17︓00〜18︓00 10 1
②18︓00〜19︓00 13 1
③19︓00〜20︓00 207 2
④20︓00〜21︓00 190 2
⑤21︓00〜22︓00 131 2
⑥22︓00〜23︓00 93 2
⑦23︓00以降 17 1

計 661
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（１）－６ 受診者数（年齢区分なし）
区分 件数 回答数

①17︓00〜18︓00 63 1
②18︓00〜19︓00 92 1
③19︓00〜20︓00 11331 6
④20︓00〜21︓00 7717 6
⑤21︓00〜22︓00 5763 6 平⽇・休⽇の合計値としての回答1件を含む
⑥22︓00〜23︓00 3380 6
⑦23︓00以降 113 3

計 28459

（２）時間帯別の受診者数（休⽇）
（２）－１ 回答状況

区分 件数 割合（％）
①回答（時間帯・年齢区分別） 2 12.5
②回答（総数のみ） 6 37.5
③無回答（休⽇診療なしのため） 5 31.3
④無回答（不明のため） 3 18.8

計 16 100.1

（２）－２ 受診者数（〜14歳）
区分 件数 回答数

①08︓00〜09︓00 6 1
②09︓00〜10︓00 7 1
③10︓00〜11︓00 3 1
④11︓00〜12︓00 12 1
⑤12︓00〜13︓00 9 1
⑥13︓00〜14︓00 9 1
⑦14︓00〜15︓00 10 1
⑧15︓00〜16︓00 16 1
⑨16︓00〜17︓00 19 1
⑩17︓00〜18︓00 9 1
⑪18︓00〜19︓00 10 1
⑫19︓00〜20︓00 5046 2
⑬20︓00〜21︓00 2873 2
⑭21︓00〜22︓00 2159 2 平⽇・休⽇の合計値としての回答1件を含む
⑮22︓00〜23︓00 1356 2
⑯23︓00以降 3 2

計 11547
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（２）－３ 受診者数（15〜64歳）
区分 件数 回答数

①08︓00〜09︓00 57 1
②09︓00〜10︓00 100 1
③10︓00〜11︓00 90 1
④11︓00〜12︓00 70 1
⑤12︓00〜13︓00 65 1
⑥13︓00〜14︓00 69 1
⑦14︓00〜15︓00 67 1
⑧15︓00〜16︓00 63 1
⑨16︓00〜17︓00 63 1
⑩17︓00〜18︓00 70 1
⑪18︓00〜19︓00 58 1
⑫19︓00〜20︓00 49 1
⑬20︓00〜21︓00 32 1
⑭21︓00〜22︓00 32 1
⑮22︓00〜23︓00 21 1
⑯23︓00以降 74 1

計 980

（２）－４ 受診者数（65〜74歳）
区分 件数 回答数

①08︓00〜09︓00 10 1
②09︓00〜10︓00 22 1
③10︓00〜11︓00 17 1
④11︓00〜12︓00 10 1
⑤12︓00〜13︓00 9 1
⑥13︓00〜14︓00 10 1
⑦14︓00〜15︓00 4 1
⑧15︓00〜16︓00 11 1
⑨16︓00〜17︓00 10 1
⑩17︓00〜18︓00 12 1
⑪18︓00〜19︓00 14 1
⑫19︓00〜20︓00 8 1
⑬20︓00〜21︓00 5 1
⑭21︓00〜22︓00 3 1
⑮22︓00〜23︓00 2 1
⑯23︓00以降 12 1

計 159
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（２）－５ 受診者数（75歳〜）
区分 件数 回答数

①08︓00〜09︓00 11 1
②09︓00〜10︓00 27 1
③10︓00〜11︓00 26 1
④11︓00〜12︓00 24 1
⑤12︓00〜13︓00 16 1
⑥13︓00〜14︓00 12 1
⑦14︓00〜15︓00 26 1
⑧15︓00〜16︓00 24 1
⑨16︓00〜17︓00 16 1
⑩17︓00〜18︓00 11 1
⑪18︓00〜19︓00 12 1
⑫19︓00〜20︓00 11 1
⑬20︓00〜21︓00 10 1
⑭21︓00〜22︓00 8 1
⑮22︓00〜23︓00 8 1
⑯23︓00以降 17 1

計 259  

（２）－６ 受診者数（年齢区分なし）
区分 件数 回答数

①08︓00〜09︓00 84 1
②09︓00〜10︓00 156 1
③10︓00〜11︓00 136 1
④11︓00〜12︓00 116 1
⑤12︓00〜13︓00 99 1
⑥13︓00〜14︓00 100 1
⑦14︓00〜15︓00 107 1
⑧15︓00〜16︓00 114 1
⑨16︓00〜17︓00 108 1
⑩17︓00〜18︓00 102 1
⑪18︓00〜19︓00 94 1
⑫19︓00〜20︓00 5114 2
⑬20︓00〜21︓00 2920 2
⑭21︓00〜22︓00 2202 2 平⽇・休⽇の合計値としての回答1件を含む
⑮22︓00〜23︓00 1387 2
⑯23︓00以降 106 2

計 12945
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（３）標榜科⽬及び標榜科⽬以外の疾病における受診者数
（３）－１ 回答状況

区分 件数 割合（％）
①回答（年齢区分別） 6 37.5
②回答（総数のみ） 9 56.3
③無回答（不明のため） 1 6.3

計 16 100.1

（３）－２ 受診者数（〜14歳）
区分 件数 回答数

①内科 198 4
②⼩児科 17478 4
③外科 674 2
④眼科 0 0
⑤その他 0 0
⑥標榜科⽬以外︓外傷 0 0
⑦標榜科⽬以外︓その他 0 0

計 18350

（３）－３ 受診者数（15〜64歳）
区分 件数 回答数

①内科 10033 4
②⼩児科 0 0
③外科 1215 2
④眼科 0 0
⑤その他 0 0
⑥標榜科⽬以外︓外傷 0 0
⑦標榜科⽬以外︓その他 0 0

計 11248

37.5%

56.3%

6.3%
①回答（年齢区分別）

②回答（総数のみ）

③無回答（不明のため）
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0
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4000
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（３）－４ 受診者数（65〜74歳）
区分 件数 回答数

①内科 942 4
②⼩児科 0 0
③外科 175 2
④眼科 0 0
⑤その他 0 0
⑥標榜科⽬以外︓外傷 0 0
⑦標榜科⽬以外︓その他 0 0

計 1117

（３）－５ 受診者数（75歳〜）
区分 件数 回答数

①内科 1055 4
②⼩児科 0 0
③外科 172 2
④眼科 0 0
⑤その他 0 0
⑥標榜科⽬以外︓外傷 0 0
⑦標榜科⽬以外︓その他 0 0

計 1227

（３）－６ 受診者数（年齢区分なし）
区分 件数 回答数

①内科 37669 13
②⼩児科 20685 6
③外科 4381 4
④眼科 2512 1
⑤その他 496 2
⑥標榜科⽬以外︓外傷 0 0
⑦標榜科⽬以外︓その他 0 0

計 65743
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問３ 外科⼜は外傷の受診者の内訳
（１）ウォークインの受診者数

区分 件数 割合（％）
①総数 4042 100.0
②総数のうち、⼆次医療機関への転送者
数（応急処置後）

548 13.6

③総数のうち、⼆次医療機関への転送者
数（直ちに転送）

1 0.0

（２）救急⾞で搬送されてきた受診者数
区分 件数 割合（％）

①総数 46 100.0
②総数のうち、⼆次医療機関への転送者
数（応急処置後）

3 6.5

③総数のうち、⼆次医療機関への転送者
数（直ちに転送）

0 0.0

問４ 外科等の標榜にかかわらず、貴施設における外傷患者への対応について、ご教⽰ください。
区分 件数 割合（％）

①軽症であっても受⼊は⾏わない 7 43.8
②軽症の場合のみ、受⼊を⾏っている 4 25.0
③軽症でない場合も、受⼊を⾏っている
（応急処置のみの受⼊も含む）

3 18.8

④その他 2 12.5
無回答 0 0.0

計 16 100.1

④その他の内訳
・軽症のみ出務医の承諾を得て受け⼊れている。
・当⽇担当医や診療所で対応できるものについては処置を⾏うが、
 それ以外に治療が必要な場合は、他医療機関へ転送しています。

問５ 貴施設において、今後、外傷患者への対応体制を維持⼜は設けるご意向はありますか。
区分 件数 割合（％）

①すでに外傷患者への対応体制を設けて
おり、今後も維持をしていく予定である

6 37.5

②すでに外傷患者への対応体制は設けて
いるが、今後、⾒直しを⾏う予定である

1 6.3

③新たに外傷患者への対応体制を設ける
予定である

0 0.0

④今後、新たに外傷患者への対応体制を
設けたいと考えているが、現時点では未
定である

0 0.0

⑤外傷患者への対応体制について、現時
点では考えていない

6 37.5

⑥その他 3 18.8
計 16 100.1

⑥その他の内訳
・眼科のみ対応している。
・軽症のみ出務医の承諾を得て受け⼊れている。隣地の夜間成⼈診療所外科医に依頼する場合あり。
・現状どおり（休⽇夜間診療所で対応不可の患者については隣地の総合病院でバックアップ）
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問６ 貴施設において、外傷患者への対応体制の維持のため、
   ⼜は外傷患者に対応するための体制を確保する上で困難だと感じていることがあれば、ご教⽰ください。
・外科医師の確保。
・出務医に受け⼊れが可能か確認して受け⼊れが難しければ断る場合もあるし、診察後⼆次救に送ることもあると思う。
 何が何でも受け⼊れるという姿勢ではなく、無理はせず可能な範囲でできることをするという考えで運営している。
・軽症のみ出務医の承諾を得て受け⼊れ、隣地の夜間成⼈診療所外科医に依頼する場合もあるが、このような⽅法で対応している。
・外科の当番医師を確保するのは難しい状況ではないが、協⼒医師は外科、整形外科、脳神経外科の診療所の医師で、
 外科的処置の対応に差が⽣じてしまうため、センターでの患者対応に苦慮することがある。
・整形外科の常勤医が1名であり、マンパワーの不⾜を感じております。
・休⽇診療所で外傷の受⼊を⾏っていないが、別の診療所（外科）の対応は⾏っている。ときに対応できないときがある。
・外科診療にあたる外科系の当番医の確保。

問７ その他、初期救急医療改善のためのご提案や要望、初期救急医療で外傷患者へ対応することなどについての
   お考えなどがございましたら、ご⾃由にご記載ください。
・「広島市救急医療機関案内（246-2000）」により誘導できる1次救急と初期治療を専⾨に⾏う施設「軽症外傷センター（仮称）
 設置し、広島市における外科系の1次・2次・3次の救急機能が適切に活⽤されるべく、救急医療体制の改善を図っていただきたい
・後⽅病院の⽀援の継続が必要であり、無理せずできる範囲で継続していくことが重要である。
・眼科、⽿⿐科救急の体制整備が必要である。
・特にありません。出来る範囲のことしか難しいと考えております。
・初期救急における外傷患者への対応は、市内医療機関により、在宅当番医制にて実施している。
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広島県地域保健対策協議会 医療体制検討専門委員会
委 員 長　小林　正夫　広島大学大学院医歯薬保健学研究院小児科学
委　　員　石丸　光江　東広島市役所健康福祉部健康増進課
　　　　　板本　敏行　広島市医師会
　　　　　加賀谷哲郎　広島市健康福祉局保健部保健医療課
　　　　　笠井　　裕　尾道市医師会
　　　　　川口　　稔　東広島地区医師会
　　　　　來山浩一郎　福山市保健所保健部総務課
　　　　　工藤　美樹　広島大学大学院医歯薬保健学研究院産科婦人科学
　　　　　久保　康行　広島県健康福祉局医療介護計画課
　　　　　津田　敏孝　安芸高田市医師会
　　　　　豊田　紳敬　安芸地区医師会
　　　　　中西　敏夫　広島県医師会
　　　　　正岡　良之　呉市医師会
　　　　　増岡　俊治　安佐医師会
　　　　　松浦　　渉　佐伯地区医師会
　　　　　廣岡　邦彦　福山市医師会
　　　　　安信　祐治　三次地区医師会
　　　　　山崎　正数　広島県医師会　
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Ⅰ．　年間活動概要

　広島県地域保健対策協議会が主体となって「広島
県共通脳卒中地域連携パス」が作成されて 5年経過
して，実際に有効に活用されているかどうか，また，
その後の医療・社会情勢に対応可能となっているか，
その結果が「患者を中心にした総合的医療・介護・
リハ・生活情報」として運用されているか，また，
新たに広島県・広島県医師会が進めているHMネッ
トなど，情報共有利用システムとの関係はどうなる
のか，など多くの解決すべき問題点が出てきた。そ
こで，再度，関連の地対協を立ち上げ具体的検討に
入ることになった。前回が急性期，亜急性期が中心
であって，生活期の必要な情報が十分に反映されて
いないことを鑑み，亜急性期以降の委員も参画して
頂き，「出口が見えて，最初から最後まで通用するパ
ス」の作成を目指すことになった。新たに作成する
のではなくて，広島県共通脳卒中地域連携パスを改
変することを主体にしてすすめることとし，年内完
成を目指した。年度末に開催される関連のケアマ
ネージャー会議などで周知を行い，最終的には，平
成 29 年 4 月からの運用を目指すこととした。一方
で，共通運用されるパスを「ひろしま脳卒中地域連
携パス」と命名し，「地対協作成」とした。

Ⅱ．　脳卒中連携パスのみなおし

　各委員より，地域の実情などについて意見を求め
たところ，「それぞれのパスが地域性を持って発展を
してきており，いい形で運用されている地域もある。
また実際に運用する施設の数や施設で働いているス
タッフの人数を踏まえ，あまり多くの管理項目があ
ると負担になることもあるので，考慮すべきである」
「システムありきで連携パスの仕様を検討するのでは
なく，どのように運用するか検討しながら進めるこ
とが重要である」という意見があった。

脳卒中連携パス検討ワーキンググループ

（平成 28 年度）

脳 卒 中 連 携 パ ス WG報 告 書

広島県地域保健対策協議会 脳卒中連携パス検討ワーキンググループ

委 員 長　栗栖　　薫

　また，安佐医師会を中心に稼働している脳卒中連
携パスは 2年前から広島県共通脳卒中地域連携パス
（参考資料 1）に移行して運用を行っており，備後脳
卒中連携パスも県共通パスに移行する予定である。
そのため，各地区のパスをマージして検討するので
はなく，現行の広島県共通脳卒中地域連携パスをブ
ラッシュアップして改版することとした。
　回復期，維持期（生活期）については，担当であ
る職種が何を必要としているか考慮して，項目の精
査を行う必要があるため，広島県地域包括ケア推進
センターより関連職種のメンバーを紹介してもらい，
地対協より正式に委員就任依頼を行うこととした。
　急性期については，医師中心に項目を精査するこ
ととし，項目の精査について検討を行うこととなっ
た。

Ⅲ．　具体的到達目標の設定とタイムシュケ
ジュール

　多くの関連脳卒中パスが運用されているが，亜急
性期，慢性期まで実際伝わっていないことが多いこ
とが指摘され，最終的な生活期での必要事項に帰結
するような基本情報を最初から入れて，生活期まで
利用可能することで一致した。その結果，基本情報
の項目の見直しと，専門過ぎない表現の導入，逆に
慢性期になってもほしい急性期の情報を入れるなど，
具体的な検討が進んだ。どの職種がどの段階からパ
スに入っても最終の生活期での状態把握に繋がるこ
とを主旨とした表現と内容にすることを最終到達目
標に挙げた。
　また，年内完成を目指して，進行状況にもよるが，
月 1回の開催を目処に日程調整を行った。

Ⅳ．　WGの立ち上げと討論・開催の経緯

　第 1回：平成 28 年 5 月 30 日（月）
　　　　　脳卒中連携パスWG
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　第 2回：平成 28 年 7 月 19 日（火）
　　　　　脳卒中連携パス回復期以降検討WG

　第 3回：平成 28 年 7 月 27 日（水）
　　　　　脳卒中連携パスWG

　第 4回：平成 28 年 8 月 24 日（水）
　　　　　脳卒中連携パス合同WG

　第 5回：平成 28 年 9 月 26 日（月）
　　　　　脳卒中連携パス合同WG

　第 6回：平成 28 年 10 月 26 日（水）
　　　　　脳卒中連携パス合同WG

　第 7回：平成 29 年 1 月 5 日（木）
　　　　　脳卒中連携パス合同WG

　このほか適宜，メール審議にて，議事録確認，意
見収集と変更・修正を行った。
　上記のように，1回目のWGで，地域包括ケア推
進センターからの委員參加を決定したので，その趣
旨を該当者にまず説明し（2回目），3回目以降は合
同開催とした。年内に改訂パスの骨子は決定された
が，細かい部分修正は適宜メール審議などで行った。
また，個人情報取扱に関して，同意・撤回に関する
文書など新たに用意して対応できるようにした。

Ⅴ．　最終バージョン

　資料に上記経過にて得られた最終バージョンを掲
載する。思い切って項目を減らしスリムになった反
面，慢性期から必要とされている項目の追加など

行った結果，掲げる内容となった。具体的な検討に
ついては，各委員がそれぞれの領域・立場から系統
的また詳細な検討を行った成果である（参考資料
2）。

Ⅵ．　周知徹底と開始

　年度末まで，各地域，あるいは二次医療圏などで
開催される地域の会，ケアマネージャーの会，など
で，適宜説明をして頂いた。必要に応じて，当委員
会の委員が参画して説明会を支援した。平成 29 年 4
月からの運用可能として，上記最終バージョンを
広島県医師会の関連サイト http://citaikyo.jp/pass/

nousotchu.htmlに公表し，ダウンロードして使用出
来るようにした。

Ⅶ．　今後の問題点

　ひろしま脳卒中地域連携パスを全県下に展開した
場合に，誰のために，何のためにパスを運用するの
か引き続き検討することとした。印刷物，エクセル
での利用も可能だが，HMネットなど情報共有利用
システムとの連携，将来的なデータ管理・運用につ
いての検討も継続となった。

参　考　資　料

1） 広島県共通脳卒中地域連携パス（旧バージョン）
2） ひろしま脳卒中地域連携パス
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が
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○
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．
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．
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再

発
予

防
の

薬
も

処
方
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ま
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（
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血
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○
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．

○
リ

ハ
ビ

リ
を

継
続

し
ま

す
．
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ま

す
．
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．
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活
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・
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リ
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．
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．
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広島県共用 脳卒中地域連携オーバービューパス

性別 発症前の状態 身長 （ ）cm

gk）（重体)（sRm歳：日月年生

診断名： □ ）（力能動移)（事食〒：所住者患

□ )（通疎思意）（容整）（

）（症知認）（泄排））（

□ ）（）（

）（）（：日症発 続柄 （ ）（）

）（症染感）（）（：歴術手

）))

入院日 / 退院日 （ / ) （ / ) （ / ）

主治医 / 看護師 （ / ) （ / ) （ / ）

PT　/ OT / ST ( / / ) ( / / ) ( / / )

MSW　/ ｹｱﾏﾈ-ｼﾞｬ- （ / ) （ / ) （ / ）

□□□□□□

□ □ 心不全 □ 褥創 □ □ 心不全 □ 褥創 □ □ 心不全 □ 褥創

）（□）（□）（□

□□□□□□□□□

□□□□□□

)()()(

□ □ □

）□□）□□）□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □

）(□）(□）(□

□□□□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□

□ 眼科 □ 皮膚科 □ 歯科 □ 耳鼻科 □ 眼科 □ 皮膚科 □ 歯科 □ 耳鼻科 □ 眼科 □ 皮膚科 □ 歯科 □ 耳鼻科

）（他のそ□）（他のそ□）（他のそ□

担当医（ ） 担当医（ ） 担当医（ ）
性要必の療治続継□性要必の療治続継□性要必の療治続継□

［目　　標］日常生活能力の拡大、社会復帰 ・ADL拡大と維持、再発防止

］応対と果結［］応対と果結［］応対と果結［

（1ヶ月目または急性期退院時に評価） （発症６ヶ月目または回復期退院時に評価） （発症１年目に評価）

)621/（MIF)621/(MIF

)sRm001/sRm001/sRm

)

）□)):肢下右肢上右（TMM

MMT（左上肢 左下肢: ) MMT（右上肢 右下肢: ) 主治医評価

） MMT（左上肢 左下肢: )

））

□ 運動失調 ）

□ ） → （ ） □ 運動失調

ﾌｯﾀｽﾊﾘ）（→）□）□

）□）（→語失□

）（→語失□害障下嚥□）□

□ 神経因性膀胱 害障下嚥□）□ルテーテカ尿□→

□ 神経因性膀胱→ □ 尿カテーテル

点）91/（時院退点）91/（時院退点）91/（時院退

･床上安静の指示

･手を胸元まで持ち上げられる

･寝 返 り

･起き上がり

･坐位保持

･移　　乗

･移動方法

･口腔ケア

･食事摂取

･衣服着脱

･伝　　達

･診療・療養上の指示が通じる

･危険行動

時院退時院退時院退LDA　

ｶﾛﾘｰ量（ ）kcal ）g ｶﾛﾘｰ量（ ）kcal ）g ｶﾛﾘｰ量（ ）kcal ）g

食軟□食常□食軟□食常□食軟□食常□

）（食主）（食主）（食主

）（食副）（食副）（食副

食動流□□食動流□□食動流□□

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

移動 （ ） 移動 （ ） 移動 （ ）

排泄 （ ）（ ） 排泄 （ ） 排泄 （ ）

けつりかか□）（成作ﾝﾗﾟﾌｱｹ□望希宅在□□ 医 ）（

）（帳手者害障体身□）（査調屋家□入介ｰｶｰﾜｽｰｹWSM□

（修改屋家□請申険保護介□ ） ）（ｰｬﾞｼﾈﾏｱｹ□

□ ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ （ ） □ 介護指導 （ ） ）（護看問訪□

□ （ ） □ 担当者会議 （ ）

転倒転落

抗けいれん薬

抗凝固薬

脂質低下薬

ＩＮＲ目標値

抗血小板薬

高次脳機能障害（

抗けいれん薬 抗血小板薬脂質低下薬

ＩＮＲ目標値

右下肢

認知症老人の日常生活自立度

尿路感染

治療食

尿路感染

治療食

脳卒中再発,神経症状悪化

糖尿病薬（

肺炎

心房細動 心疾患

糖尿病高血圧

塩分（

治療食

家屋調査

塩分（

Br.Stage（右上肢: 右手指

塩分（

高次脳機能障害（

左手指 左下肢

構音障害（

食事

障害老人の日常生活自立度

知覚障害（

Br.Stage（左上肢:

食事

認知症老人の日常生活自立度

高次脳機能障害（

運動麻痺(

左下肢左手指

知覚障害（

右手指

Br.Stage（左上肢:

右下肢Br.Stage（右上肢:

意識:JCS 0 障害老人の日常生活自立度

Barthel Index

一般状態の安定化、早期離床
ADL獲得

胃管管理 胃ろう管理 褥創管理

入院中の関連科受診

気管切開管理

抗凝固薬

水頭症

胃ろう管理 褥創管理

水頭症 ｼｬﾝﾄ 気管切開管理

電話番号：

職業：

キーパーソン：

頭部CTまたはMRI

　　急性期　（　施設名:

ｼｬﾝﾄｼｬﾝﾄ

脂質低下薬

抗凝固薬

糖尿病 高脂血症

水頭症

ＩＮＲ目標値

褥創管理

入院中の関連科受診

胃管管理胃ろう管理胃管管理

入院中の関連科受診

肺炎

抗けいれん薬

高脂血症

心房細動

高血圧

心疾患

糖尿病

運動麻痺(

構音障害（

0

Barthel Index

緊急連絡先：（

［目　　標］

周辺症状

　　維持期　（　施設名:　回復期　（　施設名:

主たる介護者：

脳卒中再発,神経症状悪化 肺炎

食事

患者名：

脳梗塞

脳出血

くも膜下出血

 福祉介護支援

介護保険

申請日

　　治療の
　　目標と結果
　（　地域連携ﾊﾟｽｺ-ｽ説明　）

 日常生活評価

  障害評価

　 合併症

   治療の継続

転倒転落

尿路感染

心房細動

降圧薬 糖尿病薬（

高血圧

   基礎疾患

脳卒中再発,神経症状悪化

高脂血症

［目　　標］

介護度

嚥下障害（

-

降圧薬 糖尿病薬（

抗血小板薬

NIHSS

降圧薬

血液検査胸部Xp

心疾患

転倒転落

気管切開管理

1/1

広島県共用 脳卒中地域連携オーバービューパス

性別 発症前の状態 身長 （ ）cm

gk）（重体)（sRm歳：日月年生

診断名： □ ）（力能動移)（事食〒：所住者患

□ )（通疎思意）（容整）（

）（症知認）（泄排））（

□ ）（）（

）（）（：日症発 続柄 （ ）（）

）（症染感）（）（：歴術手

）))

入院日 / 退院日 （ / ) （ / ) （ / ）

主治医 / 看護師 （ / ) （ / ) （ / ）

PT　/ OT / ST ( / / ) ( / / ) ( / / )

MSW　/ ｹｱﾏﾈ-ｼﾞｬ- （ / ) （ / ) （ / ）

□□□□□□

□ □ 心不全 □ 褥創 □ □ 心不全 □ 褥創 □ □ 心不全 □ 褥創

）（□）（□）（□

□□□□□□□□□

□□□□□□

)()()(

□ □ □

）□□）□□）□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □

）(□）(□）(□

□□□□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□

□ 眼科 □ 皮膚科 □ 歯科 □ 耳鼻科 □ 眼科 □ 皮膚科 □ 歯科 □ 耳鼻科 □ 眼科 □ 皮膚科 □ 歯科 □ 耳鼻科

）（他のそ□）（他のそ□）（他のそ□

担当医（ ） 担当医（ ） 担当医（ ）
性要必の療治続継□性要必の療治続継□性要必の療治続継□

［目　　標］日常生活能力の拡大、社会復帰 ・ADL拡大と維持、再発防止

］応対と果結［］応対と果結［］応対と果結［

（1ヶ月目または急性期退院時に評価） （発症６ヶ月目または回復期退院時に評価） （発症１年目に評価）

)621/（MIF)621/(MIF

)sRm001/sRm001/sRm

)

）□)):肢下右肢上右（TMM

MMT（左上肢 左下肢: ) MMT（右上肢 右下肢: ) 主治医評価

） MMT（左上肢 左下肢: )

））

□ 運動失調 ）

□ ） → （ ） □ 運動失調

ﾌｯﾀｽﾊﾘ）（→）□）□

）□）（→語失□

）（→語失□害障下嚥□）□

□ 神経因性膀胱 害障下嚥□）□ルテーテカ尿□→

□ 神経因性膀胱→ □ 尿カテーテル

点）91/（時院退点）91/（時院退点）91/（時院退

･床上安静の指示

･手を胸元まで持ち上げられる

･寝 返 り

･起き上がり

･坐位保持

･移　　乗

･移動方法

･口腔ケア

･食事摂取

･衣服着脱

･伝　　達

･診療・療養上の指示が通じる

･危険行動

時院退時院退時院退LDA　

ｶﾛﾘｰ量（ ）kcal ）g ｶﾛﾘｰ量（ ）kcal ）g ｶﾛﾘｰ量（ ）kcal ）g

食軟□食常□食軟□食常□食軟□食常□

）（食主）（食主）（食主

）（食副）（食副）（食副

食動流□□食動流□□食動流□□

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

移動 （ ） 移動 （ ） 移動 （ ）

排泄 （ ）（ ） 排泄 （ ） 排泄 （ ）

けつりかか□）（成作ﾝﾗﾟﾌｱｹ□望希宅在□□ 医 ）（

）（帳手者害障体身□）（査調屋家□入介ｰｶｰﾜｽｰｹWSM□

（修改屋家□請申険保護介□ ） ）（ｰｬﾞｼﾈﾏｱｹ□

□ ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ （ ） □ 介護指導 （ ） ）（護看問訪□

□ （ ） □ 担当者会議 （ ）

転倒転落

抗けいれん薬

抗凝固薬

脂質低下薬

ＩＮＲ目標値

抗血小板薬

高次脳機能障害（

抗けいれん薬 抗血小板薬脂質低下薬

ＩＮＲ目標値

右下肢

認知症老人の日常生活自立度

尿路感染

治療食

尿路感染

治療食

脳卒中再発,神経症状悪化

糖尿病薬（

肺炎

心房細動 心疾患

糖尿病高血圧

塩分（

治療食

家屋調査

塩分（

Br.Stage（右上肢: 右手指

塩分（

高次脳機能障害（

左手指 左下肢

構音障害（

食事

障害老人の日常生活自立度

知覚障害（

Br.Stage（左上肢:

食事

認知症老人の日常生活自立度

高次脳機能障害（

運動麻痺(

左下肢左手指

知覚障害（

右手指

Br.Stage（左上肢:

右下肢Br.Stage（右上肢:

意識:JCS 0 障害老人の日常生活自立度

Barthel Index

一般状態の安定化、早期離床
ADL獲得

胃管管理 胃ろう管理 褥創管理

入院中の関連科受診

気管切開管理

抗凝固薬

水頭症

胃ろう管理 褥創管理

水頭症 ｼｬﾝﾄ 気管切開管理

電話番号：

職業：

キーパーソン：

頭部CTまたはMRI

　　急性期　（　施設名:

ｼｬﾝﾄｼｬﾝﾄ

脂質低下薬

抗凝固薬

糖尿病 高脂血症

水頭症

ＩＮＲ目標値

褥創管理

入院中の関連科受診

胃管管理胃ろう管理胃管管理

入院中の関連科受診

肺炎

抗けいれん薬

高脂血症

心房細動

高血圧

心疾患

糖尿病

運動麻痺(

構音障害（

0

Barthel Index

緊急連絡先：（

［目　　標］

周辺症状

　　維持期　（　施設名:　回復期　（　施設名:

主たる介護者：

脳卒中再発,神経症状悪化 肺炎

食事

患者名：

脳梗塞

脳出血

くも膜下出血

 福祉介護支援

介護保険

申請日

　　治療の
　　目標と結果
　（　地域連携ﾊﾟｽｺ-ｽ説明　）

 日常生活評価

  障害評価

　 合併症

   治療の継続

転倒転落

尿路感染

心房細動

降圧薬 糖尿病薬（

高血圧

   基礎疾患

脳卒中再発,神経症状悪化

高脂血症

［目　　標］

介護度

嚥下障害（

-

降圧薬 糖尿病薬（

抗血小板薬

NIHSS

降圧薬

血液検査胸部Xp

心疾患

転倒転落

気管切開管理

1/1
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広島県共用 脳卒中地域連携パス （急性期）

生年月日： 年 月 日 発症日： H 年 月 日

様 性別： 年齢： 歳 入院日： H 年 月 日

退院日： H 年 月 日

主治医: 理学療法士: 作業療法士: 言語聴覚士:

看護師: MSW:

mRS：( ） 介護度：( ） 感 染 症 （ ）

経過 

 項目

（ ） （ )

（ ） （ )

（ ） ） 手術日： H 年 月 日

（ ） 肺炎（ ） 転倒・転落（ ）

（ ） （ ） （ ）

その他（ ）

（ ） 糖 尿 病（ ）

（ ） 心房細動（ ）

（ ） そ の 他 ( ）

頭部CTまたはMRI（ ） 胸部Xp（ ） 血液検査（ ）

（ ） （ ） 脂質低下薬 （ ）

（ ） 抗凝固薬 （ ） （INR目標値: ）

（ ）

水頭症 （ ） → ｼｬﾝﾄ（ ） 気管切開管理（ ）

胃管管理 （ ） 胃ろう管理（ ） 　褥瘡管理 （ ）

入院中の関連科受診 ( ） （ ）

→　担当医( ) 継続治療の必要性（ ）

・一般状態の安定化、早期離床、ADL獲得

　→ かかりつけ医へ情報提供、ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成

　→ 回復期リハビリへの連携

  → 長期療養の場の検討

（1ヶ月目または急性期退院時に評価）

意　　識:   JCS（ ) ）

mRs :(  Barthel Index( /100 ) /126 )

）

MMT（右上肢: 右下肢: 左上肢: 左下肢: ）
Br,stage（右上肢: 右手指: 右下肢: 左上肢: 左手指: 左下肢: ）

）

） → （ )

高次脳機能障害（記憶障害、失行失認など) ( ）

） → （ ）

構音障害:（ ）

）

神経因性膀胱（ ） → 尿カテーテル（ ）

発症前の状態 急性期退院時 急性期退院時

･身　長（ ）㎝ ･食 事 ）

･体　重（ ）㎏ ｶﾛﾘｰ量（ ）Kcal ）

・食　事（ ） 塩分（ ）g ）

)

） )

･移動能力（ ） ） )

（ ） ）

･整 容（ ） （ ） )

･排 泄（ ） （ ） )

） ( ) ）

･認知症（ ） ･移　動（ ） ）

） )

( ） ）

） 合計点 ＝ ／ 19

（ ） （ ） MSWｹｰｽﾜｰｶｰ介入（ ）

申請年月日： Ｈ 年 月 日

（ ） 続柄 （ ） （ ）

緊急連絡先 （ ）

（ ） （ ）

治療の
目標と結果
（主治医）

発症前状態

脳卒中再発,神経症状悪化

治療の継続
（主治医）

基礎疾患
（主治医）

診断・合併症
（主治医）

［目　　標］

障害評価
（主治医）

障害評価
（ﾘﾊｽﾀｯﾌ）

失　　語:（

嚥下障害:（

運動麻痺:（

主食（

副食（

重症度: NIHSS   (

心不全 褥創

心 疾 患

高脂血症

降圧薬

高 血 圧

［結果と対応］

発症　～　２ヶ月（急性期）

抗血小板薬

抗けいれん薬

くも膜下出血

･床上安静の指示（

脳梗塞

脳出血

介護保険

･手を胸元まで持ち上げられる（

患者ID：
患者氏名：

糖尿病薬

医療機関名：

福祉介護支援
(MSW,看護師)

･排　　泄

日常生活評価
（看護師）

ｷｰﾊﾟｰｿﾝ 主たる介護者

手　術（

尿路感染

･危険行動（

0

･診療・療養上の指示が通じる（

･寝 返 り（

（

在宅希望

･坐位保持（

･起き上がり（

･衣服着脱（

･口腔ケア（

･移動方法（

･移　　乗（

･伝　　達（

･意思疎通（

･周辺症状（

･食事摂取（

知覚障害:（

運動失調:（

なし あり なし ありなし あり

なし あり

なし あり

なし あり

なし 内服

（ ）なし（ ）あり

なし あり

なし あり なし あり

なしなし あり なし

なし

なし 右側 左側 脱失 鈍麻 異常感覚

運動性 感覚性 全失語

なし 軽度 重度

なし あり

なし あり

なし ありなし あり

なしなし あり

右 左

常食

軟食

治療食

流動食

経管

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 家屋調査

胃ろう

A 自宅生活可能なまでの改善

B 継続して積極的なリハビリが必要

C リハビリ継続の適応がない

介護保険申請

なし ありなし あり なし あり

できる できない

できる できない

できる 支えがあればできる できない

できる 見守りや一部介助が必要 できない

介助を要しない移動 介助を要する移動

できる できない

介助なし 一部介助 全介助

介助なし 一部介助

できる できる時とできない時がある できない

なし あり

はい いいえ

なし あり

全介助

できる 何かにつかまればできる できない

（ ）なし（ ）あり

なし あり

ﾗｸﾅ ｱﾃﾛｰﾑ血栓 心原性 その他

被殻 視床 小脳 脳幹 皮質下

なし あり

インスリン

原因不明

あり

両側

なし あり

なし あり

一部介助

眼科 皮膚科 耳鼻科歯科 その他

なし あり なし あり ） 血液検査（ なし あり

なし あり

なし あり

なしなし あり

なし あり

なし あり

なし あり

（ ） （ ） （なし（ ） （ ） （あり（ ） （ ） （なし（ ） （ ） （あり なし あり

なし あり

なし あり

（ ）なし（ ）あり
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広島県共用 脳卒中地域連携パス （回復期）

生年月日： 年 月 日 発症日： H 年 月 日

様 性別： 年齢： 歳 入院日： H 年 月 日

退院日： H 年 月 日

主治医: 理学療法士: 作業療法士: 言語聴覚士:

看護師: MSW:

mRS：( ) 介護度：( ） 感 染 症 （ )

経過 

 項目

（ ） 肺炎（ ） 転倒・転落（ ）

（ ） （ ） （ ）

その他（ ）

（ ） 糖 尿 病（ ）

（ ） 心房細動（ ）

（ ） そ の 他 ( ）

（ ） （ ） 脂質低下薬 （ ）

抗血小板薬 （ ） 抗凝固薬 （ ） （INR目標値: ）

（ ）

水頭症 （ ） → ｼｬﾝﾄ（ ） 気管切開管理（ ）

胃管管理 （ ） 胃ろう管理（ ） 　褥瘡管理 （ ）

入院中の関連科受診 ( ） （ ）

→　担当医( ) 継続治療の必要性（ ）

［目　　標］・日常生活能力の拡大、社会復帰

［結果と対応］

（発症６ヶ月目または回復期退院時に評価）

（ ） FIM( /126 )  Barthel Index( /100 )

（ ） mRs( )

）

MMT（右上肢: 右下肢: 左上肢: 左下肢: ）

Br,stage（右上肢: 右手指: 右下肢: 左上肢: 左手指: 左下肢: ）

）

） → （ )

( ）

） → （ ）

構音障害:（ ）

）

神経因性膀胱（ ） → 尿カテーテル（ ）

回復期退院時

）

） （ )

）

) ｶﾛﾘｰ量（ ）Kcal

) 塩分（ ）g

)

） 主食（ ）

) 副食（ ）

)

）（ )

） （ ）

) （ ）

） ( )

合計点 ＝ ／ 19 ( )

( )

（ ) ( )

（ ) 　 ( )

（ )

（ ） （ ） MSWｹｰｽﾜｰｶｰ介入（ ）

申請年月日：Ｈ 年 月 日

（ ） 続柄 （ ） （ ）

緊急連絡先 （ ） （ ）

･排　　泄

発症前状態

医療機関名：

合併症
（主治医）

心不全 褥創

患者ID：
患者氏名：

治療の
目標と結果
（主治医）

治療の継続
（主治医）

降圧薬

抗けいれん薬

基礎疾患
（主治医）

高 血 圧

心 疾 患

高脂血症

運動麻痺:（

尿路感染

２週　～　６ヶ月（回復期）

脳卒中再発,神経症状悪化

糖尿病薬

高次脳機能障害（記憶障害、失行失認など)

認知症老人の日常生活自立度

･伝　　達（

･診療・療養上の指示が通じる（

･食事摂取（

･口腔ケア（

･移　　乗（

･起き上がり（

福祉介護支援
(MSW,看護師)

･衣服着脱（

日常生活評価
（看護師）

介護保険

障害評価
（ﾘﾊｽﾀｯﾌ）

知覚障害:（

･寝 返 り（

失　　語:（

･床上安静の指示（

嚥下障害:（

障害老人の日常生活自立度

運動失調:（

･移動方法（

･食　　事

･手を胸元まで持ち上げられる（

･移動

･坐位保持（

主たる介護者

在宅希望

･危険行動（

0

ｷｰﾊﾟｰｿﾝ

なし あり ） 転倒・転落（） 転倒・転落（ なしなし あり

なし あり

なし あり

できる できない

できる できない

できる 支えがあればできる できない

できる 見守りや一部介助が必要 できない

介助を要しない移動 介助を要する移動

できる できない

介助なし 一部介助 全介助

介助なし 一部介助

できる できる時とできない時がある できない

なし あり

はい いいえ

なし あり

全介助

できる 何かにつかまればできる できない

なし あり

自立歩行 杖歩行 伝い歩き 車椅子

常食

軟食

治療食

）（ 高血圧 糖尿病 肝臓 腎臓 その他

流動食

経管

ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成

担当者会議

家屋調査

家屋改修 介護指導

胃ろう

A 自宅生活可能なまでの改善 → ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成、かかりつけ医へ情報提供

B 介護サービス下でも自宅生活困難 → 介護保健施設等への連携

C 機能改善乏しく、継続した医療行為が必要 → 療養型病床への連携

なし

一部介助

運動麻痺:（ なし

なし あり

なし 右側 左側 脱失 鈍麻 異常感覚

運動性 感覚性 全失語

なし 軽度 重度

なし あり

右 左 両側

なし あり

神経因性膀胱（ なし あり

( ）( ）なし( ）あり

なし あり

なしなし あり

なしなし あり

なし 内服

（ ）なし（ ）なし（ ）なし（ ）あり

なし

なしなし あり なしなし あり

なしなし あり なし

なし ありインスリン

あり

眼科 皮膚科皮膚科 歯科 その他

） → ｼｬﾝﾄ（） → ｼｬﾝﾄ（ なし あり

） 胃ろう管理（ なし あり

なしなし あり

なし あり

（ ） （ ） （ ）なし（ ） （ ） （ ）なし（ ） （ ） （ ）あり（ ） （ ） （ ）（ ） （ ） （ ）なし（ ） （ ） （ ）あり（ ） （ ） （ ）なし（ ） （ ） （ ）なし（ ） （ ） （ ）あり

あり

なし あり

あり

耳鼻科

あり

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ

介護保険申請

なし ありなし あり なし あり
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広島県共用 脳卒中地域連携パス （維持期）

生年月日： 年 月 日 発症日： H 年 月 日

様 性別： 年齢： 歳 初診日： H 年 月 日

完了日： H 年 月 日

主治医: 理学療法士: 作業療法士: 言語聴覚士:
看護師: MSW:

mRS：( ) 介護度：( ) 感 染 症 ( ）

経過 

 項目

（ ） 肺炎（ ） 転倒・転落（ ）

（ ） （ ） （ ）

その他（ ）

（ ） 糖 尿 病（ ）

（ ） 心房細動（ ）

（ ） そ の 他 ( ）

（ ） （ ） 脂質低下薬 （ ）

抗血小板薬 （ ） 抗凝固薬 （ ） （INR目標値: ）

（ ）

水頭症 （ ） → ｼｬﾝﾄ（ ） 気管切開管理（ ）

胃管管理 （ ） 胃ろう管理（ ） 　褥瘡管理 （ ）

入院中の関連科受診 ( ） （ ）

→　担当医( ) 継続治療の必要性（ ）

・ADL拡大と維持、再発防止

［結果と対応］

コメント

（発症１年目　に評価）

（ ） ( ）

（ ） mRs( ) 嚥下障害（ ）

主治医評価:

発症一年目

）

） （ )

)

） ｶﾛﾘｰ量（ ）Kcal

） 塩分 ）g

） 主食 ）

） 副食 ）
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広島県地域保健対策協議会 脳卒中連携パス検討ワーキンググループ
委員長　栗栖　　薫　広島大学大学院脳神経外科学
委　員　青木　志郎　広島大学大学院脳神経内科学
　　　　磯部　尚幸　JA尾道総合病院
　　　　牛尾　剛士　広島県医師会
　　　　大田　泰正　脳神経センター大田記念病院
　　　　岡本　隆嗣　西広島リハビリテ－ション病院
　　　　木矢　克造　県立広島病院
　　　　黒木　一彦　JA広島総合病院
　　　　郡山　達男　広島市立リハビリテーション病院
　　　　豊田　章宏　中国労災病院
　　　　中西　敏夫　広島県医師会
　　　　西野　繁樹　広島市立広島市民病院
　　　　浜崎　　理　市立三次中央病院
　　　　細見　直永　広島大学病院
　　　　山下　拓史　広島市立安佐市民病院
　　　　勇木　　清　東広島医療センター
　　　　渡辺　高志　寺岡記念病院

広島県地域保健対策協議会 脳卒中連携パス回復期以降検討ワーキンググループ
委員長　栗栖　　薫　広島大学大学院脳神経外科学
委　員　牛尾　剛士　広島県医師会
　　　　岡本　隆嗣　西広島リハビリテ－ション病院
　　　　中西　敏夫　広島県医師会
　　　　名越　靜香　広島県介護支援専門員協会
　　　　濵本　千春　YMCA訪問看護ステーションピース
　　　　廣山　初江　広島県介護福祉士会
　　　　村上　重紀　公立みつぎ総合病院
　　　　元廣　　緑　広島市口田地域包括支援センター
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小児医療提供体制検討ワーキンググループ

（平成 28 年度）

小児医療提供体制の確保について

広島県地域保健対策協議会 小児医療提供体制検討ワーキンググループ

委 員 長　小林　正夫

Ⅰ．　は　じ　め　に

　広島県の小児医療体制について，平成 25 年度に策
定した「第 6次広島県保健医療計画」（以下「現行計
画」という。）に基づき取り組んでいるところである
が，現行計画の取組期間が平成 29 年度に終期を迎え
る。
　また，来年度，平成 30 年度を始期とする「第 7次
広島県保健医療計画」（以下「次期計画」）の策定を
行う必要があることから，本ワーキンググループで
は，現行計画での取り組みについて振り返りを行い，
その結果および課題などの現状を共有し，次期計画
策定に向けて，引き続き検討することとした。

Ⅱ．　広島県の現状

　広島県の出生数は，近年 2万 4～5千人台であった
が，平成 26年は 23,775 人となり，はじめて，24,000
人を割り込んだ（図 1）。
　また，低出生体重児が出生数に占める割合は 9.7
で，約 10 人に 1人が，低出生体重児となっている一
方で，新生児死亡率は減少している状況があり，小
児の医療的ケアのニーズが増加しているのではない
かと言われている状況がある（図 2）。厚生労働省の
調査では，NICUなど退院児の約 6割以上が吸引や
経管栄養を必要としており，約 2割が人工呼吸器管

理を必要としているとの結果もある。
　県内には，10ヵ所の周産期母子医療センター（総
合 2ヵ所，地域 8ヵ所）があり，67 床の NICUが整
備されているが，NICUは利用率が 100％前後となっ
ているセンターが半数を占めている（図 3）。また，
周産期母子医療センターを退院した障害児を療育・
療養できるよう支援する施設として重症心身障害児
施設があるが，定員のほとんどが埋まっている状況
がある。
　平成 27 年死亡率をみると，乳児死亡率は 2.2，幼
児死亡率は 0.55，小児死亡率は 0.22 となっており，
計画策定時に目標としていた水準を達成しているも
のの，全国平均（乳児死亡率 1.9，幼児死亡率 0.51，
小児死亡率 0.22）の水準には及ばない状況もある。
　2次医療圏域を超えた小児患者の受療動向につい
ては，平成 25 年度の入院のレセプトデータを用いて

図 ₁　出生数と合計特殊出生率

図 ₂　新生児死亡率

図 ₃　周産期母子医療センター NICU設置数
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分析したところ，主に広島西・広島中央から広島圏
域への患者流出が多い状況であったが，概ね各圏域
においてカバーできている。
　県内の小児科医師数については，医師・歯科医
師・薬剤師調査（隔年調査）によると，主たる診療
科を小児科として標榜する医師は，平成 26 年は 368
人で，平成 24 年の 362 人，平成 22 年の 348 人と比
べ増加傾向にある。

Ⅲ．　現行計画の取組状況

　現行計画においては，「小児救急医療体制の整備」
として，初期小児救急医療体制の強化や二次救急医
療体制の充実と三次救急医療との連携強化に取り組
むこととし，新生児蘇生法の講習会の実施，PICUの

整備やドクターヘリの運航を開始した。
　「小児科医の確保と人材育成」としては，広島大学
ふるさと枠や岡山大学地域枠の設置や奨学金貸付に
よる人材育成・県内定着促進，広島大学病院の初期
臨床における小児・産婦人科重点研修コースの設置
および女性医師などの復職に取り組む医療機関への
支援を行った。
　このほか，適切な受療行動など，県民への普及啓
発を行うとともに，医師の負担軽減や，保護者の不
安軽減の役割を担う「小児救急医療電話相談事業」
の拡充に取り組むとともに，重症心身障害児施設の
増設などに取り組んできた。
　こうした取り組みにより「二次救急医療体制」は，
全 7圏域で整備されるなど，一定の成果はみられた
ものの，医療的ケア児への対応など，引き続き取り
組んでいく課題もあることが認識された。

Ⅳ．　次期計画の策定に向けて

　平成 30 年度を始期とする次期計画について，国が
策定する指針に基づき，県内の小児医療提供体制に
ついて，現状および課題を踏まえながら，小児救急
医療体制に加え，小児在宅医療や，災害時の小児医
療体制の整備についてもて検討することが見込まれ
ることから，次期計画の策定について，引き続き検
討することとした。

図 ₄　小児科医師数
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広島県地域保健対策協議会 小児医療提供体制検討ワーキンググループ
委員長　小林　正夫　広島大学大学院医歯薬保健学研究院小児科学　
委　員　池田　政憲　福山医療センター
　　　　岡野　里香　JA尾道総合病院
　　　　岡畠　宏易　JA広島総合病院
　　　　小野　　厚　市立三次中央病院
　　　　加賀谷哲郎　広島市健康福祉局保健部保健医療課
　　　　加藤　　聰　重症児・者福祉医療施設　鈴が峰
　　　　川口　浩史　広島大学大学院医歯薬保健学研究院小児科学
　　　　小池　英樹　広島県健康福祉局障害者支援課
　　　　小西　央郎　中国労災病院
　　　　坂上　隆士　広島県健康福祉局医療介護人材課
　　　　下田　浩子　東広島医療センター
　　　　神野　和彦　県立広島病院
　　　　田邉　明男　広島市こども療育センター
　　　　西村　　裕　広島市立広島市民病院
　　　　兵藤　純夫　広島市立舟入市民病院
　　　　福永　裕文　広島県健康福祉局医務課
　　　　福原　里恵　県立広島病院
　　　　馬渡　英夫　広島県立障害者リハビリテーションセンター若草療育園
　　　　森　美喜夫　広島県小児科医会
　　　　安井　耕三　広島市立広島市民病院
　　　　渡邊　弘司　広島県医師会
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医療・介護連携推進専門委員会

（平成 28 年度）

医療・介護連携推進専門委員会報告書

広島県地域保健対策協議会 医療・介護連携推進専門委員会

委 員 長　檜谷　義美

Ⅰ．　は　じ　め　に

　本委員会は，平成 27 年度に続き，関係団体が把握
している在宅医療・介護連携における課題を把握し，
市町が主体となって在宅医療・介護連携を推進する
ための方策（支援策，関係団体の役割など）につい
て検討した。
　検討にあたっては，まず広島県全体として目指す
姿を共有し，課題解決に向けた意見交換形式とした。
　また，「在宅医療・介護連携促進事業」いわゆる
「地域支援事業」に関して，広島県医師会と広島県行
政でそれぞれ各地区医師会ならびに市町に対して実
施状況把握調査を実施し，その結果を踏まえ，市郡
地区医師会と市町の連携をさらに推進するべく，「在
宅医療・介護連携推進事業」の円滑な実施に向けた
セミナーを開催した。

Ⅱ．　検討状況など

（₁）委員会
　①開催日時　平成 29 年 2 月 9 日（木）
　②報告・協議事項
　　・市町における在宅医療・介護連携推進事業の

現状と課題について
　　・「在宅医療・介護連携推進事業」の円滑な実施

に向けたセミナーの開催について
　　・退院調整状況調査等の結果概要について
　　・広島県医師会関連事業について
　　・「在宅医療・介護連携推進事業」の推進に向け

た支援方策の検討について
（₂）「在宅医療・介護連携推進事業」の円滑な実施

に向けた行政と医師会等との連携促進セミナー
　①平成 29 年 1 月 19 日（木）209 名受講
　②講演「在宅医療・介護連携推進のために～行政
と医師会の強力なタッグを～」

　③先進的な取組の紹介

　　・医師会の立場から「チームかまいし」の取組
　　・行政の立場から「滋賀県高島市」の取組

Ⅲ．　協議内容など

（₁）在宅医療・介護連携推進事業の現状と課題に
ついて

　広島県医師会が市郡地区医師会へ，広島県行政が
市町に対して実施した「在宅医療・介護連携推進事
業（市町実地の地域支援事業）」の調査結果を共有し
た。
　実施状況としては，特に事業の（ウ）切れ目のな
い在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進，（エ）
医療・介護関係者の情報共有の支援，（オ）在宅医
療・介護連携に関する相談支援の実施が遅れている
地域が多くあった。
　また，市郡地区医師会，市町から出された課題を
それぞれ比較してみると，連携状況や意思疎通が充
分とは言えない，地域内に複数の医師会があり調整
が困難などの意見があったほか，市町によっては担
当部署が決まっていないところも存在した。
（₂）退院調整状況調査等の結果について
　退院調整率については，調査開始の平成 26 年度か
ら微増している一方で，カンファレンスへの医師参
加率は微減していた。在宅死実態調査と在宅看取り
ネットワーク構築モデル事業について，竹原市，福
山市南蔵王地区，安芸高田市での調査状況として，
約 7割が在宅看取りに満足しているとの結果であった。
（₃）広島県医師会関連事業について
　昨年 11 月～今年 1月に開催した在宅医療研修の実
施状況や広島県歯科医師会，広島県薬剤師会，広島
県看護協会，広島県医師会で構成する「県民が安心
して暮らせるための四師会協議会」の活動など，在
宅医療に関わる医師の育成だけでなく，関連職種で
ある四師会と協働して人材育成，確保について協議
している状況を報告した。
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（4）「在宅医療・介護連携推進事業」の推進に向け
た支援方策等について
　今後の地域支援事業の推進にあたり，県レベルの
組織として，各市町への支援方法について意見交換
した。
　課題として，事業のマンネリ化，事業の質の担保
を鑑みた第三者による評価，財源問題などが挙げら
れ，課題解消に向け，改めて広島県行政へ要望した。

Ⅳ．　セミナー内容

（₁）講演「在宅医療・介護連携推進のために～行
政と医師会の強力なタッグを～」

　　　東京大学高齢社会福祉総合研究機構
 　特任教授　辻　哲夫
　今後の日本の高齢化の特徴を挙げ，医療は大きな
変革の渦中にあり，今後の医療介護政策の方向とし
て，生活習慣病予防やフレイル予防が重要になるた
め，虚弱期のケアシステムの確立が必要であり，「支
える医療」への転換に向けて在宅医療を普及させる
ことが必要であると述べた。
　また，在宅医療は主治医をはじめ看護・介護の関
係職種，バックアップ病床の連携があり成り立つも
ので，在宅医療を担う医師のグループ化や訪問診療
を行う医師の拡大，連携コーディネーターの確立，
住民の意識啓発などを課題として挙げた。
　その上で自身が関わった柏プロジェクトについて，
大都市圏の典型的なベッドタウンで，急速な都市の
高齢化へのモデルとして地域政策の在り方を見える
化した取組を紹介した。
　柏プロジェクトで基礎となるのは医師会と市役所

の組織としての連携と継続性で，段取りなどの事務
局機能は市役所がすべて担っている。また，今後は
保険者としての市町村のビジョン力がポイントとな
るとした上で，地域医療構想は在宅医療を含む地域
包括ケアなくして完成しないため，市町村と地区医
師会の役割が重要であると訴えた。

（₂）先進的な取組の紹介
　医師会の立場から「チームかまいし」の取組
　　一般社団法人釜石医師会理事
 寺田　尚弘
　「チームかまいし」が発足する前の連携失敗事例を
紹介し，連続性と整合性のある取組を目指す重要性
を述べた。続いて，平成 24 年度からの行政が中心と
なって連携した「チームかまいし」の設立とその構
造などについて説明し，「ニーズ」を常に中心に考え
段階的な連携体制を実践している詳細について紹介
した。

　行政の立場から「滋賀県高島市」の取組
　　高島市健康福祉部地域包括支援課主監
 　古谷　靖子
　滋賀県で養成した在宅医療の地域リーダーにより，
各地域での検討や連携推進に向けた提案など在宅医
療・介護専門職の代表として主体的な取組に関わっ
ていると説明した。
　また，多職種連携に関する取組や市民啓発の様子
を紹介し，必ずしも地域支援事業の 8つのタスクに
こだわることなく，行政が主体となって目標の明確
化と多職種と共有していることを述べた。
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広島県地域保健対策協議会 医療・介護連携推進専門委員会 

委員長　檜谷　義美　広島県医師会
委　員　荒谷　恭史　広島県歯科医師会
　　　　有村　健二　広島県薬剤師会
　　　　池田　　円　広島県老人福祉施設連盟
　　　　大谷　博正　広島県医師会
　　　　荻原　和宏　広島市健康福祉局高齢福祉部地域包括ケア推進課
　　　　加賀谷哲郎　広島市健康福祉局保健部保健医療課
　　　　小山　峰志　広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会
　　　　佐久間美保子　広島県看護協会
　　　　竹内　啓祐　広島大学医学部地域医療システム学講座
　　　　田中　和則　広島県健康福祉局地域包括ケア・高齢者支援課
　　　　近末　文彦　広島県保健所長会
　　　　近村美由紀　広島県訪問看護ステーション協議会
　　　　東條　環樹　北広島町雄鹿原診療所
　　　　長﨑孝太郎　広島県病院協会
　　　　楠部　　滋　東広島地区医師会
　　　　畑野　栄治　広島県老人保健施設協議会
　　　　藤田　義久　広島県介護支援専門員協会
　　　　村上　重紀　広島県リハビリテーション支援センター
　　　　吉中　　建　広島県慢性期医療協会
　　　　渡邊　洋征　広島県地域包括ケア推進センター
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特定健診受診率向上専門委員会

（平成 28 年度）

特定健診受診率向上専門委員会報告書

広島県地域保健対策協議会 特定健診受診率向上専門委員会

委 員 長　木原　康樹

Ⅰ．　は　じ　め　に

　広島県市町国保における特定健診受診率が平成 21
年に全国最下位という不名誉な成績となったことを
受け，本委員会は，平成 24 年に広島県地域医療対策
協議会に設置された。市町医師会責任者，地方公共
団体行政担当者，学識経験者などにより本会議を構
成し（資料 1），受診率向上のための具体策の提案と
その実行を企画してきた。昨年度までの活動では，
受診率全国最下位の脱出には，1）1つの施策のみで
顕著な改善は期待し難く，2）みなし健診の実施や，
実施者における事務処理内容の画一化の断行など，
行政と医師会とが一体となってさまざまな手法を組
み合わせてゆくことが必要である。一方，3）効果を
現しつつある市町とそうでない市町との格差が認め
られ，とりわけ，4）人口を擁する広島市においては
進捗が緩徐であり更なる対策を要する，と総括され
た。本年度は平成 28 年 6 月 18 日に第 1回本会議を
開催し，各市町での進捗状況を共有するとともに，
地域の実情に沿った改善策の遂行に努めた。また，
平成 29年 3月 6日には第 2回本会議を開催した。そ
の際には，暫定値ではあるが平成 27 年度市町国保受
診率が山口県を抜いて全国 46 位と最下位を脱したこ
とが報告された。従って，未だ目標値（全国平均値
を上回る）にはほど遠いものの，5年間にわたる本
委員会を中心とした受診啓発が一定の効果を示した
と考えられ，活動の方向性として概ね是認されると
結論することができた。本委員会は今年度を以って
解散するが，この活動の方針を堅持し，広島県が引
き続き一丸となって特定健診の普及に邁進すれば，
必ず目標を達成できることを確信する。以下に本年
度の報告を記載する。
₁．平成 ₂₈ 年度第 ₁回受診率向上専門委員会
　平成 28 年 6 月 18 日
　広島県医師会館 4 階 401 会議室

　【要旨】
　前回の委員会で指摘のあった請求事務手続きに関
する調査結果や，広島県の現状・取り組みを報告後，
受診率向上に向けた対策について協議した。今後，
委員所属の各市町と地区医師会が共同で状況把握を
行い，具体的な目標を定め取組を進めていくことと
した。
　【報告・協議事項】
　1）各地区の特定健診事務手続きに関する調査結果

について
　前回（平成 27 年度 11 月）の委員会において指摘
のあった請求事務の煩雑さに関する問題点の把握を
目的とした請求事務手続きや書式についての調査結
果を報告した。調査結果から，検体の検査と特定健
診の請求データ電子化作業は一本化されていない機
関がほとんどで，同一機関内でも，検査結果データ
と請求データの紐付けができないところがあること
が分かった。上記については各検査機関や代行請求
機関の使用システムによるため，統一化は困難であ
るが，特定健診を実施する医療機関の意欲向上の観
点から意見交換した。検査センターをもつ医師会委
員からは，サービス向上により利用増の可能性も含
めて持ち帰り検討したいとの意見があった。
　2）平成 28 年度における特定健診実施率向上に向

けた取組について
　広島県より，県内の特定健診実施状況や受診率向
上に向けた取組，今後の対応などについて説明し，
受診率向上に係る平成 28 年度の各地区の取組につい
ても意見交換した。県の主な取組として，今年度中
に創設予定のヘルスケアポイント制度の活用につい
て説明があった（ヘルスケアポイント制度は，県民
が特定健診など健康づくりに関する活動を行うこと
でポイントが付与され，そのポイントを協賛店で利
用できるというシステム）。また，「特定健診・保健
指導の 3疾患関連入院外医療費への効果額シミュ
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レーションツール」についても説明があった。本
ツールは，各保険者が被保険者数や特定健診受診率
などのデータを入力することにより，特定保健指導
実施率などの増大効果による 3疾患関連入院外医療
費の縮減額を算出し，特定健診実施計画の策定時な
どに活用するために厚生労働省が作成したものであ
る。委員からは，特定健診の案内を送付する際の工
夫や，独自のツールを用いた受診率向上に向けた対
策など，これまでの各市町での取組や現状について
報告があった。また，ほかの市町での取組を参考に
取り入れていきたいとの意見があった。
3）その他
　今後の対応として木原委員長より，出席委員に対
して県より説明のあったシミュレーションツールに
ついて各市町で使用してみること，また可能であれ
ば数値目標を含めた具体的な行動計画を市町と地区
医師会が共同で立てることの 2点について要望し，
次回委員会に内容を持ち寄っていただくこととした。
おわりに，医師会と行政とでより一層情報共有，連
携を深めていただき，受診率向上に向けた取組を推
進していきたい，と結んだ。
₂．平成 ₂₈ 年度第 ₂回受診率向上専門委員会
　平成 28 年 3 月 6 日
　広島県医師会館 4階　401 会議室
　【要旨】
　委員所属の各市町と医師会での，特定健診受診率
向上に向けた具体的な行動計画の協議状況について
報告・意見交換を行った。また，広島県の現状や来
年度実施予定の取組について報告後，受診率向上に
向けた対策について協議，総括した。
　【報告・協議事項】
1）平成 28 年度圏域地対協研修会について
　本会より，平成 29年 2月 5日（日）に開催された
標記研修会について報告した。「特定健診・特定保健
指導について～受診率向上に向けて～」をテーマに，
委員長による特別講演と市町行政，医師会関係者な
ど 6名の先生方より講演をいただき，332 名の参加
があった。
　2）特定健診・保健指導の 3疾患関連入院外医療費

への効果額シミュレーションツールを使用した
協議結果について

　前回委員会で委員長より要望のあった，委員所属
の各市町と地区医師会での標記ツールを用いた協議
結果について説明があった。広島市（広島市医師会，

安佐医師会，安芸地区医師会），福山市（福山市医師
会），大竹市（大竹市医師会），廿日市市（佐伯地区
医師会），呉市医師会の委員より，現状や来年度実施
予定の取組について報告があった。特に対象者の多
い広島市では，新規の取組として，治療中の方の情
報提供（みなし健診）の開始や 60 歳代の自己負担額
の無料化，被用者保険から国保に変わる 60・65 歳に
対する丁寧な受診勧奨などを予定としていた。委員
からは，特にみなし健診について，提供票の様式の
統一を求める意見や，受診率向上のためには各医療
機関の十分な理解が必要であるとの意見があった。
また，特定健診のメリットを簡単で効果的に表す
キャッチフレーズなどを盛り込んだリーフレットが
あれば，患者への受診勧奨などに役立つのではない
かとの意見があった。
　3）平成 26 年度都道府県別特定健康診査等実施状

況・平成 27 年度広島県市町国保別特定健康診
査等実施状況について

　広島県より，平成 26 年度および 27 年度の本県の
特定健診受診率などについて説明があった。国保の
受診率は平成 26 年度まで 6年連続全国最下位であっ
たが，平成 27 年度は 25.7％で全国 46 位となり，前
年度からの伸び率は 1.8％と全国 2位であった。県
内で受診率が最も高いのは安芸高田市，次いで神石
高原町，庄原市である。なお，前年度と比較すると
伸び率の高い 3市町はいずれも自己負担額の無償化
を実施していることや，リピート率の高い市町の方
が受診率が高い傾向にあるとのことであった。委員
からは，特定健診受診率の伸び率が第 1位の愛媛県
の取組について調査してほしいとの意見や，特定保
健指導の実施率は実施主体によって異なるのかとの
質問があり，これに対し県からは，分析を進めて報
告したいとの回答があった。
　4）市町国保別の平成 27 年度受診率と受診率向上

に係る平成 28 年度取組状況・今後の受診率向
上の方策について

　広島県より，各市町の平成 27 年度受診率と現状，
県と各市町の来年度の取組について説明があった。3
月 10 日から運用開始のヘルスケアポイント制度で
は，特定健診の受診で 500 ポイント獲得できること
としており，同制度を活用した受診率向上を期待し
たいとのことであった。
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5）第 3期特定健康診査等実施計画期間における特
定健診・保健指導の運用の見直しについて
　広島県より，1月に国が示した，第 3期特定健診
等実施計画期間（平成 30 年～35 年）における特定
健診・保健指導の運用見直しに関する議論のまとめ
について説明があった。この春にも標準的プログラ
ムの改訂版が示される予定で，この度の見直しでは
特に特定保健指導について変更がある予定とのこと。
6）その他
　田中委員より，「特定健診における腹囲とリスクに
関する横断研究」，「特定保健指導『積極的支援』の
効果に関する研究」について情報提供があった。委
員長からは，こうしたエビデンスを参考に各医療機
関において受診勧奨を行っていただきたいとの意見
があった。
　おわりに中西委員より，今回の委員会をもって本
委員会は終了となるが，また何らかの形で情報共有

や連携を深める機会を設け，受診率向上に向けた取
組を推進していきたい，と結んだ。なお，終了後に
委員長より，委員から提案のあったリーフレット作
成について指示があった。

Ⅱ．　ま　　と　　め

　本委員会の本年の活動を総括した。記述のごとく
平成 27 年度暫定報告によると，広島県の市町国保特
定健診は全国最下位を脱し第 46 位に向上した。とり
わけ受診率上昇率では全国 2位となることができ，
広島県医療関係者の総意を挙げての活動が一定の効
果を挙げることができたと考える。本委員会がその
中核を担うことができたのであれば幸いである。但
し，目標値への最終到達には未だ道半ばと謂わざる
を得ず，引き続き活動の継続と啓発を続ける必要が
ある。
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導
実

施
率

の
推

移
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・

７
■

平
成

2
5
年

度
都

道
府

県
別

特
定

健
康

診
査

実
施

率
・
・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・・
・
・
・・

・
・

８
■

平
成

2
5
年

度
都

道
府

県
別

市
町

村
国

保
特

定
健

康
診

査
実

施
率

・
・
・
・
・
・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・

９
■

平
成

2
5
年

度
年

齢
階

層
別

市
町

村
国

保
特

定
健

康
診

査
実

施
率

・
・
・
・
・
・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・
1
0

■
平

成
2
5
年

度
都

道
府

県
別

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
該

当
者

割
合

等
・
・
・・

・
・・
・
・・

・
・・

・
・・
・
・・

・
・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・
・
1
1

■
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の

該
当

者
及

び
予

備
群

の
状

況
・
・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・
1
2

■
特

定
健

康
診

査
の

受
診

に
か

か
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
（
広

島
市

）
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・
1
3

■
都

道
府

県
別

の
１
人

当
た
り
県

民
医

療
費

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

1
4

■
年

齢
階

層
別

医
療

費
（
平

成
2
5
年

度
広

島
県
）
・
・・

・
・・
・
・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・
・
・・
・
・・

・
・・

・
・・
・
・・
・
・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

1
5

■
年

齢
階

層
別

患
者

１
人

当
た
り
医

療
費

・
・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・1

6
■

広
島

県
の

医
療

費
の

推
移

・
・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

1
7

■
広

島
県

の
健

康
課

題
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・
・
・・

・
・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・
・
・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

1
8

■
ヘ
ル

ス
ケ
ア
ポ
イ
ン
ト
制

度
の

創
設

（
Ｈ
2
8年

度
中

）
・
・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・
・
・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・
・
・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・
1
9

1

資
料
：
平
均
寿
命
（
平
成
2
2
年
）
は
，
厚
生
労
働
省
「
平
成
2
2
年
完
全
生
命
表
」

健
康
寿
命
(平

成
2
2
年
)は

，
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
「
健
康
寿
命
に
お
け
る
将
来
予
測
と
生
活
習
慣
病
対
策
の
費
用
対

効
果
に
関
す
る
研
究
」

9.
69

年

14
.4
5年

70
.2
2（

全
国

30
位

）

72
.4
9（

全
国

46
位

）

86
.9
4

（
全

国
6位

）

79
.9
1（

全
国

21
位

）

■
健

康
寿

命
（
計

画
策

定
時

）

・
健

康
寿
命
：
健
康
上
の
問
題
で
日
常
生
活
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
生
活
で
き
る
期
間

〔
国

民
生
活
基
礎
調
査
〕
（
３
年
お
き

Ｈ
2
2
，
25
，
2
8
，
3
1
，
3
4）

・
平

均
寿
命

：
０
歳

の
者

が
あ
と
平

均
何
年

生
き
ら
れ
る
か

（
平

均
余

命
）
を
示

し
た
数

〔
厚

生
労
働

省
〕
（
毎

年
）

・
不

健
康
な
期

間
：
日

常
生

活
に
制

限
の
あ
る
期

間
（
平

均
寿

命
と
健

康
寿

命
の

差
を
表

す
）

〔
国

民
生

活
基

礎
調
査
か

ら
算

定
〕

2

■
男

性
■

女
性

順
位

都
道

府
県

男
性

順
位

都
道

府
県

男
性

順
位

都
道

府
県

女
性

順
位

都
道

府
県

女
性

Ｈ
2
5

Ｈ
2
2

Ｈ
2
5

Ｈ
2
2

Ｈ
2
5

Ｈ
2
2

Ｈ
2
5

Ｈ
2
2

1
山

梨
7
2
.5
2

7
1
.2
0

2
5

北
海

道
7
1
.1
1

7
0
.0
3

1
山

梨
7
5
.7
8

7
4
.4
7

2
5
熊

本
7
4
.4
0

7
3
.8
4

2
沖

縄
7
2
.1
4

7
0
.8
1

2
6

岡
山

7
1
.1
0

6
9
.6
6

2
静

岡
7
5
.6
1

7
5
.3
2

2
6
北

海
道

7
4
.3
9

7
3
.1
9

3
静

岡
7
2
.1
3

7
1
.6
8

2
7

山
口

7
1
.0
9

7
0
.4
7

3
秋

田
7
5
.4
3

7
3
.9
9

2
7
沖

縄
7
4
.3
4

7
4
.8
6

4
石

川
7
2
.0
2

7
1
.1
0

2
8

奈
良

7
1
.0
4

7
0
.3
8

4
宮

崎
7
5
.3
7

7
4
.6
2

2
8
和

歌
山

7
4
.3
3

7
3
.4
1

5
宮

城
7
1
.9
9

7
0
.4
0

2
9

長
崎

7
1
.0
3

6
9
.1
4

5
群

馬
7
5
.2
7

7
5
.2
7

2
9
高

知
7
4
.3
1

7
3
.1
1

6
福

井
7
1
.9
7

7
1
.1
1

3
0

島
根

7
0
.9
7

7
0
.4
5

6
茨

城
7
5
.2
6

7
4
.6
2

3
0
山

形
7
4
.2
7

7
3
.8
7

7
千

葉
7
1
.8
0

7
1
.6
2

3
1

富
山

7
0
.9
5

7
0
.6
3

7
山

口
7
5
.2
3

7
3
.7
1

3
1
宮

城
7
4
.2
5

7
3
.7
8

8
熊

本
7
1
.7
5

7
0
.5
8

3
2

滋
賀

7
0
.9
5

7
0
.6
7

8
三

重
7
5
.1
3

7
3
.6
3

3
2
佐

賀
7
4
.1
9

7
3
.6
4

9
宮

崎
7
1
.7
5

7
1
.0
6

3
3

広
島

7
0
.9
3

7
0
.2
2

9
福

井
7
5
.0
9

7
4
.4
9

3
3
福

岡
7
4
.1
5

7
2
.7
2

1
0
三

重
7
1
.6
8

7
0
.7
3

3
4

鳥
取

7
0
.8
7

7
0
.0
4

1
0
大

分
7
5
.0
1

7
3
.1
9

3
4
埼

玉
7
4
.1
2

7
3
.0
7

1
1
茨

城
7
1
.6
6

7
1
.3
2

3
5

福
岡

7
0
.8
5

6
9
.6
7

1
1
栃

木
7
4
.8
3

7
4
.8
6

3
5
福

島
7
3
.9
6

7
4
.0
9

1
2
愛

知
7
1
.6
5

7
1
.7
4

3
6

愛
媛

7
0
.7
7

6
9
.6
3

1
2
岐

阜
7
4
.8
3

7
4
.1
5

3
6
岡

山
7
3
.8
3

7
3
.4
8

1
3
群

馬
7
1
.6
4

7
1
.0
7

3
7

東
京

7
0
.7
6

6
9
.9
9

1
3
新

潟
7
4
.7
9

7
3
.7
7

3
7
愛

媛
7
3
.8
3

7
3
.8
9

1
4
鹿

児
島

7
1
.5
8

7
1
.1
4

3
8

香
川

7
0
.7
2

6
9
.8
6

1
4
富

山
7
4
.7
6

7
4
.3
6

3
8
島

根
7
3
.8
0

7
4
.6
4

1
5
神

奈
川

7
1
.5
7

7
0
.9
0

3
9

秋
田

7
0
.7
1

7
0
.4
6

1
5
神

奈
川

7
4
.7
5

7
4
.3
6

3
9
滋

賀
7
3
.7
5

7
2
.3
7

1
6
大

分
7
1
.5
6

6
9
.8
5

4
0

岩
手

7
0
.6
8

6
9
.4
3

1
6
長

野
7
4
.7
3

7
4
.0
0

4
0
香

川
7
3
.6
2

7
2
.7
6

1
7
新

潟
7
1
.4
7

6
9
.9
1

4
1

福
島

7
0
.6
7

6
9
.9
7

1
7
石

川
7
4
.6
6

7
4
.5
4

4
1
長

崎
7
3
.6
2

7
3
.0
5

1
8
長

野
7
1
.4
5

7
1
.1
7

4
2

兵
庫

7
0
.6
2

6
9
.9
5

1
8
愛

知
7
4
.6
5

7
4
.9
3

4
2
東

京
7
3
.5
9

7
2
.8
8

1
9
岐

阜
7
1
.4
4

7
0
.8
9

4
3

大
阪

7
0
.4
6

6
9
.3
9

1
9
青

森
7
4
.6
4

7
3
.3
4

4
3
徳

島
7
3
.4
4

7
2
.7
3

2
0
和

歌
山

7
1
.4
3

7
0
.4
1

4
4

青
森

7
0
.2
9

6
8
.9
5

2
0
千

葉
7
4
.5
9

7
3
.5
3

4
4
兵

庫
7
3
.3
7

7
3
.0
9

2
1
埼

玉
7
1
.3
9

7
0
.6
7

4
5

京
都

7
0
.2
1

7
0
.4
0

2
1
奈

良
7
4
.5
3

7
2
.9
3

4
5
京

都
7
3
.1
1

7
3
.5
0

2
2
山

形
7
1
.3
4

7
0
.7
8

4
6

高
知

6
9
.9
9

6
9
.1
2

2
2
鹿

児
島

7
4
.5
2

7
4
.5
1

4
6
広

島
7
2
.8
4

7
2
.4
9

2
3
栃

木
7
1
.1
7

7
0
.7
3

4
7

徳
島

6
9
.8
5

6
9
.9
0

2
3
鳥

取
7
4
.4
8

7
3
.2
4

4
7
大

阪
7
2
.4
9

7
2
.5
5

2
4
佐

賀
7
1
.1
5

7
0
.3
4

全
国

平
均

7
1
.1
9

7
0
.4
2

2
4
岩

手
7
4
.4
6

7
3
.2
5

全
国

平
均

7
4
.2
1

7
3
.6
2

※
順

位
は
，
Ｈ
25

年
に
お
け
る
健

康
寿

命
の

長
い
都

道
府

県
の

順

■
都

道
府

県
別

の
健

康
寿

命
～

日
常

生
活

に
制

限
の

な
い
期

間
の

平
均

（
年

）
～

（
Ｈ
2
2
及

び
Ｈ
2
5
年

）

3

■
健
康
指
標

の
比
較

※
全
国
順
位
は
原
則
数
値
の
降
順
（
数
値
の
高
い
順
）
で
表
示

項
目

広
島
県

山
梨
県

男
性

女
性

男
性

女
性

数
値

（
全
国
順
位
）

数
値

(全
国
順
位

)
数
値

(全
国
順
位

)
数
値

(全
国
順
位

)

健
康

寿
命

（
H
2
5
-
厚
生
労
働
省
調
査
研
究
）

7
0
.9
3
年

（
3
3
）

7
2
.8
4
年

（
4
6
）

7
2
.5
2
年

（
1
）

7
5
.7
8
年

（
1
）

高
齢

化
率

（
H
2
6
.1
0

総
務
省
人
口
推
計
）

2
3
.9

（
3
1
）

3
0
.2

（
2
7
）

2
4
.3

（
2
6
）

3
0
.5

（
2
5
）

要
介

護
認

定
率

（
H
2
4
.1
2
介
護
保
険
事
業
報
告
）

1
3
.5
（
2
1
-
低
い
順
）

1
2
.8
（
1
3
-
低
い
順
）

要
支

援
認

定
率

（
H
2
4
.1
2
介
護
保
険
事
業
報
告
）

6
.2
（
4
1
-
低
い
順
）

2
.8
（
２
-
低
い
順
）

外 来 受 療 率

総
数

※
全
国
順
位
は
高
い
順
以
下
同
じ

5
,6
9
4

（
1
2
）

6
,7
0
0

（
1
1
）

4
,9
2
4

（
2
8
）

5
,9
0
0

（
3
3
）

悪
性

新
生

物
2
0
4

（
2
）

1
6
2

（
4
）

1
5
4

（
2
6
）

1
3
3

（
1
8
）

糖
尿

病
3
0
0

（
4
）

2
1
9

（
3
）

2
3
8

（
9
）

1
6
2

（
1
7
）

心
疾

患
1
3
4

（
1
5
）

1
3
0

（
7
）

8
9

（
4
4
）

9
0

（
3
1
）

脳
血

管
疾

患
1
1
3

（
6
）

9
8

（
8
）

6
6

（
3
3
）

5
5

（
3
5
）

う
蝕

1
8
7

（
2
4
）

2
7
3

（
9
）

1
7
1

（
3
4
）

2
1
3

（
2
8
）

歯
肉

炎
及

び
歯

周
疾

患
4
0
5

（
2
）

4
8
0

（
5
）

2
0
0

（
3
8
）

2
4
6

（
4
3
）

特 定 健 診

実
施

率
（
H
2
5

厚
生

労
働

省
調

査
）

4
1
.4

（
3
7
）

5
1
.6

（
6
）

メ
タ
ボ
割

合
（
該

当
者

＋
予

備
群

）
2
6
.6

（
2
7
-
低
い
順
）

2
4
.4

（
５
-
低
い
順
）

健 康 指 標

Ｂ
Ｍ
Ｉ（
男

20
～

60
歳

：
女

40
～

69
歳

）
2
3
.7

（
2
5
-
低

い
順

）
2
2
.4

（
1
6
-
低

い
順

）
2
3
.7

（
2
5
-
低

い
順

）
2
2
.3

（
1
5
-
低

い
順

）

歩
数

（
20

～
64

歳
）

6
9
2
7
.9

（
3
9
）

6
7
1
2
.1

（
2
8
）

7
1
1
9
.5

（
3
4
）

6
5
9
1
.2

（
3
3
）

成
人

の
１
日

の
野

菜
摂

取
量

（
g）

2
8
9
.1

（
2
5
）

2
7
5
.5

（
2
7
）

3
3
1
.3

（
5
）

3
1
0
.4

（
4
）

成
人

の
１
日

の
食

塩
摂

取
量

（
g）

1
0
.9

（
1
7
-
低

い
順

）
8
.9

（
7
-
低

い
順

）
1
2
.3

（
4
3
-
低

い
順

）
1
0
.3

（
4
3
-
低

い
順

）

喫
煙

率
（
20

歳
以

上
男

性
）

3
2
.5

（
3
3
）

―
3
0
.8

（
3
9
）

―

■
外

来
受

療
率

：
「
平
成
26

（2
01
4)
年
患
者
調
査
(厚

生
労
働
省
)」
■
特
定
健
診
：
H
25

厚
生
労
働
省
調
査
■
健
康
指
標
：
H
24

国
民
健
康
・
栄
養
調
査
（
厚
生
労
働
省
調
査
）

4

資
料
　
2

（　　）44



■
人

口
千

人
対

通
院

者
率

（
男

女
・
年

齢
階

層
別

）
【
男

性
】

全
国

35
8.
8

山
梨

県
33
4

広
島

県
37
0.
3

「
平

成
25

（2
01
3)

年
国

民
生

活
基

礎
調

査
(厚

生
労

働
省
)」

0
10

0
20

0
30

0
40

0
50

0
60

0
70

0
80

0
90

0
左

か
ら

・
全

国
・
山

梨
県

・
広

島
県

0
10

0
20

0
30

0
40

0
50

0
60

0
70

0
80

0
90

0
【
女

性
】

全
国

39
6.
3

山
梨

県
38
5.
9

広
島

県
40
8.
2

広
島

県
高

左
か

ら
・
全

国
・
山

梨
県

・
広

島
県

広
島

県
低

広 島 県 高

広
島

県
高

広
島

県
低

広 島 県 高

5

外
来

受
療

率
（
人

口
1
0
万

対
）

全
国

広
島

県
山

梨
県

外
来

受
療

率
（
人

口
1
0
万

対
）

全
国

広
島

県
山

梨
県

総
数

5
,6

9
6
 

6
,2

1
5
 

5
,4

2
6
 

Ⅰ
感

染
症

及
び

寄
生

虫
症

1
3
6
 

1
6
9
 

1
2
2
 Ⅹ

Ⅰ
消

化
器

系
の

疾
患

1
,0

3
1
 

1
,2

2
7
 

9
0
7
 

腸
管

感
染

症
（
再

掲
）

2
4
 

3
5
 

2
1
 

う
蝕

（
再

掲
）

2
2
3
 

2
3
2
 

1
9
2
 

結
核

（
再

掲
）

1
 

1
 

1
 

歯
肉

炎
及

び
歯

周
疾

患
（
再

掲
）

3
5
0
 

4
4
4
 

2
2
4
 

皮
膚

及
び

粘
膜

の
病

変
を

伴
う

ウ
イ

ル
ス

疾
患

（
再

掲
）

4
6
 

4
2
 

3
9
 

胃
潰

瘍
及

び
十

二
指

腸
潰

瘍
（
再

掲
）

2
4
 

3
1
 

1
7
 

真
菌

症
（
再

掲
）

2
7
 

3
1
 

1
8
 

胃
炎

及
び

十
二

指
腸

炎
（
再

掲
）

5
8
 

6
1
 

5
7
 

Ⅱ
新

生
物

1
8
2
 

2
4
2
 

2
1
1
 

肝
疾

患
（
再

掲
）

2
6
 

7
7
 

3
2
 

（
悪

性
新

生
物

）
（再

掲
）

1
3
5
 

1
8
2
 

1
4
4
 Ⅹ

Ⅱ
皮

膚
及

び
皮

下
組

織
の

疾
患

2
2
6
 

2
6
8
 

1
8
1
 

胃
の

悪
性

新
生

物
（
再

掲
）

1
5
 

2
5
 

1
2
 Ⅹ

Ⅲ
筋

骨
格

系
及

び
結

合
組

織
の

疾
患

6
9
1
 

4
7
4
 

7
4
4
 

結
腸

及
び

直
腸

の
悪

性
新

生
物

（
再

掲
）

2
2
 

2
7
 

2
4
 

炎
症

性
多

発
性

関
節

障
害

（
再

掲
）

3
9
 

2
7
 

3
2
 

気
管

，
気

管
支

及
び

肺
の

悪
性

新
生

物
（
再

掲
）

1
3
 

1
6
 

1
4
 

関
節

症
（
再

掲
）

1
5
3
 

1
0
7
 

1
6
8
 

Ⅲ
血

液
及

び
造

血
器

の
疾

患
並

び
に

免
疫

機
構

の
障

害
1
7
 

1
7
 

1
9
 

脊
柱

障
害

（
再

掲
）

3
5
8
 

2
3
7
 

4
0
4
 

Ⅳ
内

分
泌

，
栄

養
及

び
代

謝
疾

患
3
4
4
 

4
8
7
 

3
7
1
 

骨
の

密
度

及
び

構
造

の
障

害
（
再

掲
）

4
4
 

3
7
 

3
9
 

甲
状

腺
障

害
（
再

掲
）

3
1
 

4
8
 

4
2
 Ⅹ

Ⅳ
腎

尿
路

生
殖

器
系

の
疾

患
2
2
3
 

1
4
7
 

2
3
1
 

糖
尿

病
（
再

掲
）

1
7
5
 

2
5
8
 

1
9
9
 

糸
球

体
疾

患
，

腎
尿

細
管

間
質

性
疾

患
及

び
腎

不
全

（
再

掲
）

9
3
 

4
0
 

1
1
6
 

Ⅴ
精

神
及

び
行

動
の

障
害

2
0
3
 

2
0
9
 

2
1
1
 

前
立

腺
肥

大
（
症

）
（
再

掲
）

2
7
 

2
3
 

2
1
 

統
合

失
調

症
，

統
合

失
調

症
型

障
害

及
び

妄
想

性
障

害
（
再

掲
）

5
5
 

6
2
 

6
5
 

乳
房

及
び

女
性

生
殖

器
の

疾
患

（
再

掲
）

6
3
 

4
1
 

5
2
 

気
分

［
感

情
］
障

害
（
躁

う
つ

病
を

含
む

）
（
再

掲
）

6
6
 

8
8
 

6
5
 Ⅹ

Ⅴ
妊

娠
，

分
娩

及
び

産
じ

ょ
く

1
1
 

8
 

1
2
 

神
経

症
性

障
害

，
ス

ト
レ

ス
関

連
障

害
及

び
身

体
表

現
性

障
害

（
再

掲
）

4
2
 

3
4
 

3
8
 

妊
娠

高
血

圧
症

候
群

（
再

掲
）

0
 -

-

Ⅵ
神

経
系

の
疾

患
1
3
6
 

1
2
2
 

1
2
8
 Ⅹ

Ⅵ
周

産
期

に
発

生
し

た
病

態
2
 

3
 

3
 

Ⅶ
眼

及
び

付
属

器
の

疾
患

2
6
6
 

2
8
2
 

2
3
6
 Ⅹ

Ⅶ
先

天
奇

形
，

変
形

及
び

染
色

体
異

常
1
1
 

8
 

1
1
 

白
内

障
（
再

掲
）

6
1
 

8
4
 

5
2
 Ⅹ

Ⅷ
症

状
，

徴
候

及
び

異
常

臨
床

所
見

・
異

常
検

査
所

見
で

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

6
1
 

5
4
 

6
9
 

Ⅷ
耳

及
び

乳
様

突
起

の
疾

患
7
9
 

9
7
 

5
0
 Ⅹ

Ⅸ
損

傷
，

中
毒

及
び

そ
の

他
の

外
因

の
影

響
2
4
1
 

1
7
0
 

2
9
2
 

Ⅸ
循

環
器

系
の

疾
患

7
3
4
 

8
5
8
 

7
2
8
 

骨
折

（
再

掲
）

7
2
 

5
1
 

8
9
 

高
血

圧
性

疾
患

（
再

掲
）

5
2
8
 

5
9
3
 

5
3
7
 Ⅹ

Ⅹ
Ⅰ

健
康

状
態

に
影

響
を

及
ぼ

す
要

因
及

び
保

健
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

5
7
6
 

7
0
8
 

4
8
5
 

（
心

疾
患

（
高

血
圧

性
の

も
の

を
除

く
）
）
（
再

掲
）

1
0
5
 

1
3
2
 

9
0
 

歯
の

補
て

つ
（
再

掲
）

2
4
1
 

2
8
5
 

2
3
8
 

虚
血

性
心

疾
患

（
再

掲
）

4
7
 

6
3
 

4
1
 

脳
血

管
疾

患
（
再

掲
）

7
4
 

1
0
5
 

6
0
 

Ⅹ
呼

吸
器

系
の

疾
患

5
2
6
 

6
6
5
 

4
1
6
 

急
性

上
気

道
感

染
症

（
再

掲
）

1
9
5
 

2
3
3
 

1
5
7
 

肺
炎

（
再

掲
）

6
 

6
 

6
 

急
性

気
管

支
炎

及
び

急
性

細
気

管
支

炎
（
再

掲
）

8
0
 

8
6
 

4
9
 

気
管

支
炎

及
び

慢
性

閉
塞

性
肺

疾
患

（
再

掲
）

2
5
 

3
2
 

1
5
 

喘
息

（
再

掲
）

1
0
0
 

1
7
1
 

9
2
 

■
人

口
1
0
万

対
外

来
受

療
率

（
疾

病
別

） 「
平

成
26

（2
01
4)

年
患

者
調

査
(厚

生
労

働
省
)」

6

１
 
特
定
健
康
診
査
の
実
施
率
（
全
国
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
：
％
）
 

区
 
分
 

平
成
2
0
年
度
 

平
成
2
1
年
度
 

平
成
2
2
年
度
 

平
成
2
3
年
度
 

平
成
2
4
年
度
 

平
成
2
5
年
度
 

市
町

村
国

保
①
 

3
0
.
9
 

3
1
.
4
 

3
2
.
0
 

3
2
.
7
 

3
3
.
7
 

3
4
.
2
 
 

国
保

組
合

①
 

3
1
.
8
 

3
6
.
1
 

3
8
.
6
 

4
0
.
6
 

4
2
.
6
 

4
4
.
0
 
 

協
会

け
ん

ぽ
①
 

3
0
.
1
 

3
1
.
3
 

3
4
.
5
 

3
6
.
9
 

3
9
.
9
 

4
2
.
6
 
 

健
康

保
険

組
合
①

 
5
9
.
5
 

6
5
.
0
 

6
7
.
3
 

6
9
.
2
 

7
0
.
1
 

7
1
.
8
 
 

共
済

組
合

①
 

5
9
.
9
 

6
8
.
1
 

7
0
.
9
 

7
2
.
4
 

7
2
.
7
 

7
3
.
7
 
 

全
 

体
 

①
 

3
8
.
9
 

4
1
.
3
 

4
3
.
2
 

4
4
.
7
 

4
6
.
2
 

4
7
.
6
 
 

広
島

県
全

体
②
 

3
3
.
3
 

3
5
.
7
 

3
7
.
3
 

3
8
.
2
 

4
0
.
9
 

4
1
.
4
 
 

 
 

 ２
 
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
（
全
国
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
：
％
）
 

区
 
分
 

平
成
2
0
年
度
 

平
成
2
1
年
度
 

平
成
2
2
年
度
 

平
成
2
3
年
度
 

平
成
2
4
年
度
 

平
成
2
5
年
度
 

市
町

村
国

保
①
 

1
4
.
1
 

1
9
.
5
 

1
9
.
3
 

1
9
.
4
 

1
9
.
9
 

2
2
.
5
 

国
保

組
合

①
 

2
.
4
 

5
.
5
 

7
.
7
 

8
.
3
 

9
.
5
 

9
.
0
 

協
会

け
ん

ぽ
①
 

3
.
1
 

7
.
3
 

7
.
4
 

1
1
.
5
 

1
2
.
8
 

1
5
.
3
 

健
康

保
険

組
合
①

 
6
.
8
 

1
2
.
2
 

1
4
.
5
 

1
6
.
7
 

1
8
.
1
 

1
8
.
0
 

共
済

組
合

①
 

4
.
2
 

7
.
9
 

8
.
7
 

1
0
.
6
 

1
3
.
7
 

1
5
.
7
 

全
 

体
 

①
 

7
.
7
 

1
2
.
3
 

1
3
.
1
 

1
5
.
0
 

1
6
.
4
 

1
7
.
7
 

広
島

県
全

体
②
 

8
.
6
 

1
4
.
1
 

1
7
.
1
 

1
9
.
4
 

1
8
.
6
 

2
1
.
5
 

 出
典
：
①
 
平
成

2
7
年

8
月

2
1
日
付
け
厚
生
労
働
省
「
平
成

2
5
度
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
」
 

②
 
平
成

2
7
年

1
0
月

2
7
日
付
け
で
厚
生
労
働
省
か
ら
各
都
道
府
県
へ
提
供
さ
れ
た
参
考
デ
ー
タ
を
加
工
し
た
も
の
 

■
特
定
健
康

診
査
実
施
率
・
特
定
保
健
指
導
実
施
率
の
推
移

7

全
国

第
37

位

■
平
成
2
5
年

度
都
道
府
県
別
特
定
健
康
診
査
実
施
率

平
成

25
年
度
都
道
府
県
別
特
定
健
康
診
査
実
施
率
の
状
況
は
，
全
国
平
均
が

47
.6
％
，

広
島
県
は

41
.4
％
，
全
国
第

37
位
と
な
っ
て
い
る
。

41
.4
%

47
.6
%

0%10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

東 京 都

山 形 県

宮 城 県

富 山 県

新 潟 県

山 梨 県

石 川 県

長 野 県

三 重 県

愛 知 県

静 岡 県

大 分 県

千 葉 県

滋 賀 県

島 根 県

岩 手 県

香 川 県

福 島 県

岐 阜 県

群 馬 県

茨 城 県

神 奈 川 県

埼 玉 県

福 井 県

沖 縄 県

鹿 児 島 県

栃 木 県

京 都 府

徳 島 県

高 知 県

熊 本 県

佐 賀 県

鳥 取 県

福 岡 県

兵 庫 県

秋 田 県

広 島 県

大 阪 府

長 崎 県

青 森 県

宮 崎 県

愛 媛 県

岡 山 県

和 歌 山 県

山 口 県

奈 良 県

北 海 道

全
国
平
均

8
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■
平

成
2
5
年

度
都

道
府

県
別

市
町

村
国
保
特
定
健
康
診
査
実
施
率

平
成

25
年
度
都
道
府
県
別
市
町
村
国
保
特
定
健
康
診
査
実
施
率
の
状
況
は
，
全
国
平
均
が

34
.3
％
，
広
島
県
は

22
.1
％
で
，
５
年
連
続
全
国
最
下
位
と
な
っ
て
い
る
。

22
.1
%34
.3
%

0.
0%

5.
0%

10
.0
%

15
.0
%

20
.0
%

25
.0
%

30
.0
%

35
.0
%

40
.0
%

45
.0
%

50
.0
%

宮 城 県

山 形 県

東 京 都

長 野 県

岩 手 県

石 川 県

富 山 県

新 潟 県

島 根 県

鹿 児 島 県

山 梨 県

三 重 県

香 川 県

群 馬 県

大 分 県

福 島 県

愛 知 県

沖 縄 県

滋 賀 県

長 崎 県

千 葉 県

岐 阜 県

埼 玉 県

佐 賀 県

秋 田 県

静 岡 県

徳 島 県

熊 本 県

茨 城 県

兵 庫 県

高 知 県

宮 崎 県

青 森 県

栃 木 県

福 井 県

和 歌 山 県

福 岡 県

京 都 府

鳥 取 県

大 阪 府

奈 良 県

岡 山 県

神 奈 川 県

愛 媛 県

北 海 道

山 口 県

広 島 県

全
国
平
均
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■
平

成
2
5
年

度
年

齢
階

層
別

市
町

村
国

保
特

定
健

康
診

査
実

施
率

広
島
県
は
全
て
の
年
齢
階
層
で
全
国
平
均
を
下
回
っ
て
お
り
，
年
齢
が
上
昇
す
る
と
と
も
に
，
全
国

平
均
と
の
差
が
広
が
っ
て
い
る
。

0%5%10
%

15
%

20
%

25
%

30
%

35
%

40
%

45
%

50
%

40
～

44
歳

45
～

49
歳

50
～

54
歳

55
～

59
歳

60
～

64
歳

65
～

69
歳

70
～

74
歳

広
島
県

広
島
県
男
性

広
島
県
女
性

全
国
総
計

全
国
男
性

全
国
女
性

・
高

齢
に
な
る
ほ

ど
，

全
国

平
均

と
の

差
が

拡
大 10

■
平
成
2
5
年
度
都
道
府
県
別
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
該
当
者
割
合
等

全
国

第
2
7
位

平
成

25
年
度
都
道
府
県
別
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
該
当
者
割
合
等
の
状
況
は
，
全
国
平
均
が

26
.1
％
，
広
島
県
は
平
均
を
上
回
る
26

.6
％
，
全
国
第

27
位
と
な
っ
て
い
る
。

26
.6
%

26
.1
%

0%5%10
%

15
%

20
%

25
%

30
%

35
%

岐 阜 県

静 岡 県

長 野 県

新 潟 県

山 梨 県

島 根 県

山 形 県

京 都 府

鳥 取 県

山 口 県

滋 賀 県

東 京 都

神 奈 川 県

佐 賀 県

三 重 県

奈 良 県

兵 庫 県

大 阪 府

愛 知 県

岡 山 県

福 井 県

青 森 県

愛 媛 県

埼 玉 県

石 川 県

千 葉 県

広 島 県

群 馬 県

福 岡 県

北 海 道

大 分 県

富 山 県

熊 本 県

香 川 県

高 知 県

秋 田 県

徳 島 県

長 崎 県

茨 城 県

栃 木 県

岩 手 県

和 歌 山 県

鹿 児 島 県

宮 崎 県

福 島 県

宮 城 県

沖 縄 県

全
国
平
均

11 12

■
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
該
当
者
及
び
予
備
群
の
状
況

※
市
町
国
保
の
特
定
健
診
結
果
か
ら
県
全
体
数
を
推
計

●
目

標
の

2
5
％

減
（
Ｈ
2
0
⇒

Ｈ
2
9
）
に
対

し
，
Ｈ
2
5
年

度
は

，
「
６
．
０
％

」
増

加
し
て
い
る
。

※
全

国
値

は
「
３
．
５
％

減
少

」

※
増
減
率
は
，
Ｈ
25

人
口
で
年
齢
調
整

目
標

（
Ｈ
29

）
（
Ｈ
20

の
25

％
減

）

30
.4
万
人

32
.2
万
人

32
.0
万
人

33
.8
万
人

33
.1
万
人

33
.4
万
人

22
.8
万
人

0.
0万

人

5.
0万

人

10
.0
万
人

15
.0
万
人

20
.0
万
人

25
.0
万
人

30
.0
万
人

35
.0
万
人

40
.0
万
人

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H3
4目

標
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■
特

定
健

康
診

査
の

受
診

に
か

か
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
（
広
島
市
）

回
答

割
合

よ
く
知

っ
て
い
る

２
０
．
８
％

少
し
は

知
っ
て
い
る

３
４
．
４
％

名
前

だ
け
は

聞
い
た
こ
と
が

あ
る

１
５
．
７
％

知
ら
な
い

２
３
．
１
％

回
答

割
合

心
配

な
時

は
い
つ
で
も
医

療
機

関
を
受

診
で
き
る
か

ら
３
９
．
２
％

受
け
よ
う
と
思

っ
て
い
た
が

，
い
つ
の

ま
に
か

忘
れ

て
し
ま
っ
た
か

ら
１
６
．
７
％

忙
し
く
て
受

け
る
時

間
が

な
か

っ
た
か

ら
１
６
．
３
％

人
間

ド
ッ
ク
な
ど
他

の
健

診
を
受

け
て
い
る
か

ら
１
５
．
１
％

特
定

健
康

診
査

の
認

知
度

特
定

健
康

診
査

未
受

診
の

理
由

広
島
市
「
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
に
関
す
る
調
査
報
告
書
」

（
Ｈ
27
.1
1月

作
成
）
か
ら
抜
粋

・
健

康
に
関

す
る
意

識
が

低
い
の

で
は

な
い

か
。

・
受

診
勧

奨
で
受

診
の

可
能

性
あ
り

・
健

診
体

制
等

の
見

直
し
が

必
要

13

■
都

道
府

県
別

の
１
人

当
た
り
県

民
医
療
費

25
.6

万
円

33
.9

万
円

39
.8

万
円

0.
0%

5.
0%

10
.0
%

15
.0
%

20
.0
%

25
.0
%

30
.0
%

35
.0
%

0.
0万

円

5.
0万

円

10
.0
万
円

15
.0
万
円

20
.0
万
円

25
.0
万
円

30
.0
万
円

35
.0
万
円

40
.0
万
円

45
.0
万
円

全 国

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

一
人

当
た
り
県

民
医

療
費
（
Ｈ
23

年
度
）

高
齢

化
率

（
Ｈ
22

年
度
）

医
療
費
（
33

.9
万
円
）
15

位
高
齢
化
率
（
24

.0
％
）
30

位

最
低
：
埼
玉
県

（
25

.6
万
円
）

最
高
：
高
知
県

（
39

.8
万
円
）

出
典
：
都
道
府
県
別
国
民
医
療
費
（
厚
生
労
働
省
）

●
１
人

当
た
り
医

療
費

は
，
西

高
東

低
の

傾
向

に
あ
る
。

●
全

国
的

な
傾

向
と
し
て
，
１
人

当
た
り
医

療
費

の
高

さ
は

，
高

齢
化

率
に
相

関
し
て
い
る
が

，
本

県
の

場
合

は
，
高

齢
化

率
の

全
国

順
位

が
「
30

位
」
に
も
か

か
わ

ら
ず
，
１
人

当
た
り
医

療
費

は
「
15

位
」
と
高

い
。

14

■
年
齢
階
層
別
医
療
費
（
Ｈ
25

年
度

広
島
県
）

出
典
：
広
島
県
医
療
・
介
護
・
保
健
情
報
総
合
分
析
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
作
成
（
Ｈ
27

公
表
）

県
内
約
７
割
の
被
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
，
協
会
け
ん
ぽ
，
後
期
高
齢
者
医
療
）
の
レ
セ
プ
ト
情
報
を
登
録

■
60

～
89

歳
の

医
療

費
が

，
医

療
費

全
体

の
「
約

７
割

」
を
占
め
る
。

■
ま
た
，
同

年
齢

階
層

の
「
生

活
習

慣
病

に
か

か
る

医
療

費
」
の

割
合

は
，

「
約

４
割

」
で
あ
る
。

注
１
：
生
活
習
慣
病
に
か
か
る

医
療
費

・
主
傷
病
が
「
高
血
圧
症
」
，

「
糖
尿
病
」
，
「
脂
質
異
常
症
」

の
レ
セ
プ
ト
請
求
額
の
合
計

注
２
：
県
分
析
シ
ス
テ
ム
は
，
若
年

層
世
代
の
「
健
康
保
険
組
合
」
の

デ
ー
タ
が
入
っ
て
い
な
い
た
め
，

生
活
習
慣
病
医
療
費
の
割
合
は

高
く
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

0

20
0

40
0

60
0

80
0

1,
00

0

1,
20

0
億 円

生
活
習
慣
病
に
か
か
る
医
療
費

そ
の
他
の
疾
病
に
か
か
る
医
療
費■

生
活

習
慣

の
改

善
に
よ
り

削
減

可
能

な
医

療
費

33
.3
3

%
66

.6
7

%

■
全
年
齢
層

・
生
活
習
慣
病
に
か
か
る

医
療
費
は
全
体
の

1/
3

15

■
年
齢
階
層
別
患
者
１
人
当
た
り
医
療
費

出
典
：
広
島
県
医

療
・
介
護
・
保
健
情
報
総
合
分
析
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
作
成
（
Ｈ
２
７
公
表
）

同
シ
ス
テ
ム
は
，
国
民
健
康
保
険
，
協
会
け
ん
ぽ
，
後
期
高
齢
者
医
療
の
県
内
約

7割
の
レ
セ
プ
ト
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

02040608010
0

12
0

万 円

年
齢

階
層

別
患

者
１
人

当
た
り
医

療
費

（
平

成
25

年
度

）

・
高

年
齢

層
ほ

ど
高

額
と

な
る

。

■
ヘ
ル

ス
ケ
ア
事

業
へ

の
先

行
投

資

・
高

齢
期

に
か

か
る
医

療
費

を
壮

年
世

代
の

ヘ
ル

ス
ケ
ア
事

業
に
転

換
す
る
こ
と
に
よ
り
，

保
険

財
政

の
安

定
化

に
つ
な
が

る
。

16
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5,
39

4 
億
円

6,
32

3 
億
円

7,
39

8 
億
円

8,
00

8 
億
円

8,
16

1 
億
円

8,
51

2 
億
円

8,
83

6 
億
円

9,
70

0 
億
円

17
.2
%

17
.0
%

8.
2%

1.
9%

4.
3%

3.
8%

9.
8%

0.
0%

2.
0%

4.
0%

6.
0%

8.
0%

10
.0
%

12
.0
%

14
.0
%

16
.0
%

18
.0
%

20
.0
%

0 
億
円

2,
00

0 
億
円

4,
00

0 
億
円

6,
00

0 
億
円

8,
00

0 
億
円

10
,0
00

 億
円

12
,0
00

 億
円

Ｈ
2年

度
Ｈ
5年

度
Ｈ
8年

度
Ｈ
11

年
度

Ｈ
14

年
度

Ｈ
17

年
度

Ｈ
20

年
度

Ｈ
23

年
度

・
本

県
の

医
療

費
は

9,
70

0億
円

（
Ｈ
23

年
度

）
。

・
近

年
伸

率
は

鈍
化

し
て
い
る
が

，
高

齢
化

の
進

展
に
よ
り
，

今
後

も
増

加
す
る
見

込
み

※
伸

率
（
3年

間
）

■
広

島
県

の
医

療
費

の
推

移

出
典
：
都
道
府
県
別
国
民
医
療
費
（
厚
生
労
働
省
）

17

■
広

島
県

の
健

康
課

題

●
健

康
寿

命
が

全
国

的
に
低

位
（
全

国
順

位
：
男

性
33

位
，
女

性
46

位
）

●
特

定
健

康
診

査
受

診
率

が
全

国
的

に
低

位
（
全

国
順

位
：
37

位
）

・
市

町
国

保
の

受
診

率
が

低
い
（
５
年

連
続

全
国

最
下

位
）

・
被

用
者

保
険

の
被

扶
養

者
の

受
診

率
が

低
い

・
６
０
歳

以
上

の
受

診
率

が
全

国
に
比

べ
て
低

い

●
病

気
に
な
っ
た
時

に
，
医

療
機

関
に
受

療
す
れ

ば
よ
い
と
い
う
意

識
の

人
が

多
い
。

●
高

齢
者

の
通

院
率

が
高

い
。
（
仮

説
：
疾

病
が

重
度

化
し
て
受

診
す
る
人

が
多

い
。
）

●
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の

該
当

者
及

び
予

備
群

の
数

が
増

加
し
て
い
る
。

●
結

果
と
し
て
，
１
人

当
た
り
医

療
費

が
高

く
な
っ
て
い
る
。

■
県

民
が

自
ら
が

，
健

康
づ
く
り
に
向

け
た
行

動
変

容
を
促

す
仕

組
み

の
構

築
が

必
要

健
康

づ
く
り
に

関
す
る
意

識
が

低
い
の

で
は

な
い
か

。

18

ヘ
ル
ス
ケ
ア
ポ
イ
ン
ト
制
度
の
創
設
（
Ｈ
28
年
度
中
）

（
仮
称
）
広
島
県
ヘ
ル
ス
ケ
ア

ポ
イ
ン
ト
制
度

協
賛
店

県
⺠
・
加
⼊
者

市
町
・
医
療
保
険
者

■
ポ
イ
ン
ト
付
与

（
評
価
指
標
） ■
割
引
等

（
報
奨
）

■
健
康
づ
く
り
の
取
組

例
︓
健
診
受
診
，
健
康
教
室
等
参
加
な
ど

■
協
賛
依
頼

■
参
加
依
頼

■
参
加
申
込

■
ポ
イ
ン
ト
利
⽤

■
県
全
域
を
対
象
と
し
た
ヘ
ル
ス
ケ
ア
ポ
イ
ン
ト
制
度
を
創
設

■
県
⺠
の
健
康
づ
く
り
の
取
組
に
関
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
強
化

■
制
度
の
周
知

【
Ｈ
Ｍ
ネ
ッ
ト
】

■
「
健
康
⼿
帳
」
で
ポ
イ
ン
ト
の
管
理

・
ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
で
ポ
イ
ン
ト
確
認

■
Ｈ
Ｍ
ネ
ッ
ト
加
⼊

■
健
康
づ
く
り
の
取
組

県補 助
シ
ス
テ
ム

改
修

19
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集
団

健
診

の
休

日
実

施

女
性

専
用

日
や

託
児

等
の

対
応

追
加

検
査

項
目

の
実

施
無

料
化

未
受
診
者
へ
の

受
診
勧
奨

（
郵
送
）

未
受
診
者
へ
の

受
診
勧
奨

（
電
話
）

未
受

診
者

宅
訪

問
前

年
度

受
診

者
へ

の
電

話
勧

奨
治

療
中

の
方

の
特

定
健

康
診

査
情

報
提

供
事
業
主
及
び
被
保
険
者
へ
の

健
診
情
報
提
供
依
頼

安
芸

高
田

市
5
,
2
7
3

2
,
7
2
8

5
1
.
7
%

○
○

○
○

○
○

神
石

高
原

町
1
,
8
4
6

8
9
8

4
8
.
6
%

○

○
集

団
健

診
の

み
個

別
健

診
は

1
,
6
0
0
円

集
団
健
診
未
受
診

者
に
対
し
，
個
別

郵
送
に
よ
る
個
別

健
診
の
受
診
勧
奨

△
△

○
○

世
羅

町
3
,
1
1
5

1
,
3
2
2

4
2
.
4
%

○
○

○
5
0
0
円

○
○

○
○

○

北
広

島
町

3
,
4
3
3

1
,
4
2
3

4
1
.
5
%

○
○

○
○

○
○

○
○

○

安
芸

太
田

町
1
,
3
4
6

5
5
3

4
1
.
1
%

○
1
,
0
0
0
円

○
○

○

庄
原

市
6
,
5
7
8

2
,
6
0
9

3
9
.
7
%

○
○

○
○

△
○

熊
野

町
5
,
1
3
5

1
,
9
3
0

3
7
.
6
%

○
○

○
1
,
0
0
0
円

○
予

定
な

し
○

尾
道

市
2
6
,
7
8
2

8
,
8
9
0

3
3
.
2
%

○
○

○
○

△
△

△
○

○

府
中

市
7
,
1
9
2

2
,
3
4
7

3
2
.
6
%

○
○

1
,
5
0
0
円

○
○

○
○

○

廿
日

市
市

1
9
,
8
8
3

6
,
2
9
3

3
1
.
7
%

○
○

○
○

○
△

○
○

○

江
田

島
市

5
,
6
0
5

1
,
7
4
7

3
1
.
2
%

○
○

○
○

○
○

○

三
次

市
8
,
8
0
3

2
,
7
4
1

3
1
.
1
%

○
○

○
○

○
○

東
広

島
市

2
5
,
3
8
7

7
,
4
6
8

2
9
.
4
%

○
○

○
○

○
△

○
○

竹
原

市
5
,
5
7
4

1
,
6
2
8

2
9
.
2
%

○
○

○
○

△
△

○
○

海
田

町
4
,
4
3
2

1
,
2
8
7

2
9
.
0
%

○
○

○
1
,
0
0
0
円

○
○

○
○

府
中

町
7
,
7
4
6

2
,
2
1
4

2
8
.
6
%

1
,
0
0
0
円

△
○

○
○

大
崎

上
島

町
1
,
7
8
3

4
8
8

2
7
.
4
%

○
○

○
予

定
な

し
○

坂
町

2
,
2
5
9

5
7
7

2
5
.
5
%

○
○

○
○

○
○

△
○

大
竹

市
5
,
6
4
2

1
,
3
9
2

2
4
.
7
%

○
○

○
○

○
△

△
△

予
定

な
し

○

三
原

市
1
7
,
2
0
1

4
,
2
4
0

2
4
.
6
%

○
○

○
○

△
△

○
予

定
な

し
○

福
山

市
7
4
,
8
2
1

1
7
,
8
5
1

2
3
.
9
%

○
○

○
○

△
△

△
○

○

呉
市

3
9
,
3
7
8

9
,
0
5
7

2
3
.
0
%

○
○

○
1
,
0
0
0
円

○
△

○
○

広
島

市
1
8
2
,
7
2
3

3
0
,
9
2
3

1
6
.
9
%

○
○

5
0
0
円

△
△

予
定

な
し

市
町

国
保

の
平

成
2
6
年

度
受

診
率

と
受

診
率

向
上

に
係

る
平

成
2
8
年

度
取
組
状
況

健
診

デ
ー

タ
の

提
供

に
係

る
取

組
未

受
診

者
対

応
(
△

は
一

部
対

応
)

市
町

名
対

象
者

数
受

診
者

数
受

診
率

健
診

の
実

施
方

法
に

係
る

取
組

資
料

３
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平
成

28
年
度
市
町
国
保
特
定
健
康
診
査
に
つ
い
て
 

 

１
 
特
定
健
康
診
査
の
実
施
体
制
等
に
つ
い
て
 

（
1
）
自
己
負
担
金
に
つ
い
て
 

検
査

項
目

 
22

年
度

 
23

年
度

 
24

年
度

 
25

年
度

 
26

年
度

 
27

年
度

 
28

年
度

 
平

成
2
8
年

度
の

状
況

市
町

名
 

集
団

，
個

別
 

と
も

に
無

料
 

2
 

2
 

5
 

5 
1
0 

1
3 

1
4 

竹
原

市
，

三
原

市
，

尾
道

市
，

福
山

市
，

三
次

市
，

庄
原

市
，

大
竹

市
，

東
広

島
市

，
廿

日
市

市
，
安

芸
高

田
市

，
江

田
島

市
，

坂
町

，
北

広
島

町
，

大
崎

上
島

町
 

集 団
 

健 診
 

無
料

 
0
 

0
 

0
 

1
 

1
 

1
 

1
 

神
石

高
原

町
 

1,
00

0
円

未
満

 
2
 

3
 

2
 

2
 

2
 

2
 

2
 

(
5
0
0
円

)広
島

市
，

世
羅

町
 

1,
00

0～
 

1,
50

0
円

未
満

 
1
4 

1
3 

1
1 

1
2 

9
 

6
 

5
 

(
1
,
00

0
円

)呉
市

，
府

中
町

，
海

田
町

，
熊

野
町

，
安

芸
太

田
町

 
 

1,
50

0
円

以
上

 
5
 

5
 

5
 

3
 

1
 

1
 

1
 

(
1
,
50

0
円

)府
中

市
※

 

個 別
 

健 診
 

1,
00

0
円

未
満

 
1
 

2
 

2
 

3
 

3
 

2
 

2
 

(
5
0
0
円

)広
島

市
，

世
羅

町
 

1,
00

0～
 

1,
50

0
円

未
満

 
1
0 

9
 

8
 

1
0 

8
 

6
 

5
 

(
1
,
00

0
円

)呉
市

，
府

中
町

，
海

田
町

，
熊

野
町

，
安

芸
太

田
町

 

1,
50

0
円

以
上

 
1
0 

1
0 

8
 

5
 

2
 

2
 

2
 

(
1
,
50

0
円

)府
中

市
 

(
1
,
60

0
円

)神
石

高
原

町
 

課
税

状
況

に
よ

る
 

軽
減

措
置

の
実

施
 

1
8 

1
8 

1
5 

1
3 

8
 

7
 

7
 

広
島

市
，

呉
市

，
府

中
市

，
府

中
町

，
海

田
町

，
熊

野
町

，
神

石
高

原
町

 

年
齢

に
よ

る
 

 

軽
減

措
置

の
実

施
 

4
 

4
 

4
 

5
 

4
 

4
 

4
 

広
島

市
，

府
中

市
，

熊
野

町
，

神
石

高
原

町
 

 
 

※
 

 
 

市
町

は
平

成
28

年
度

か
ら

軽
減

を
行

っ
た

市
町

 

※
 

軽
減

措
置

に
つ

い
て

は
，

市
町

ご
と

に
年

齢
，

課
税

状
況

，
集

団
，

個
別

の
別

な
ど

に
よ

っ
て

基
準

が
異

な
る

。
 

※
 

府
中

市
は

初
回

1
,
50

0
円

，
２

年
連

続
受

診
で

２
年

目
7
00

円
，

３
年

連
続

受
診

で
３

年
目

無
料

と
し

て
い

る
。

 

 （
2
）
が
ん
検
診
と
の
同
時
実
施
状
況
 

特
定
健
康
診
査
と
が
ん
検
診
と
の
同
時
実
施
（
集
団
健
診
）

市
町
数
 
2
3
市
町
 

※
 

検
査
項
目
は
市
町
，
会
場
に
よ
っ
て
異
な
る
。
 

※
 

一
部
会
場
の
み
同
時
実
施
の
市
町
も
あ
り
。
 

 

2

２
 
特
定
健
康
診
査
の
追
加
検
査
項
目
及
び
実
施
市
町
の
状
況
に
つ
い
て
 

 
 
追
加
検
査
実
施
：
2
1
市
町
（
広
島
市
，
呉
市
，
竹
原
市
，
三
原
市

，
福
山
市
，
府
中
市
，
三
次
市
，
庄
原
市
，

大
竹
市
，
東
広
島
市
，
廿
日
市
市
，
安
芸
高
田
市
，
江
田
島
市
，
海
田
町
，
熊
野
町
，

坂
町
，
安
芸
太
田
町
，
北
広
島
町
，
大
崎
上
島
町
，
世
羅
町
，
神
石
高
原
町
）
 

 
 
追
加
検
査
未
実
施
：
２
市
町
（
尾
道
市
，
府
中
町
）
 

 

検
査

項
目

 
2
4
年

度
 

2
5
年

度
 

2
6
年

度
 

2
7
年

度
 

2
8
年

度
 

平
成

2
8
年

度
の

状
況

市
町

名
 

血
清

 

ク
レ

ア
チ

ニ
ン

 
1
1 

1
6 

1
9 

2
0 

2
1 

広
島

市
，
呉

市
，
竹

原
市

，
三

原
市

，
福

山
市

，

府
中

市
，

三
次

市
，

庄
原

市
，

大
竹

市
，

 

東
広

島
市

，
廿

日
市

市
，

安
芸

高
田

市
，

 

江
田

島
市

，
海

田
町

，
熊

野
町

，
坂

町
，

 

安
芸

太
田

町
，

北
広

島
町

，
大

崎
上

島
町

，
 

世
羅

町
，

神
石

高
原

町
 

尿
 

酸
 

５
 

６
 

８
 

８
 

1
2 

広
島

市
，

呉
市

，
福

山
市

，
廿

日
市

市
，

 

江
田

島
市

，
海

田
町

，
熊

野
町

，
安

芸
太

田
町

，

北
広

島
町

，
大

崎
上

島
町

，
世

羅
町

，
 

神
石

高
原

町
 

尿
潜

血
 

２
 

３
 

４
 

３
 

5
 

呉
市

，
庄

原
市

，
廿

日
市

市
，

海
田

町
，

 

北
広

島
町

 

心
電

図
 

２
 

２
 

３
 

３
 

4
 

福
山

市
，

廿
日

市
市

，
坂

町
，

大
崎

上
島

町
 

眼
底

検
査
 

２
 

２
 

３
 

４
 

5
 

廿
日

市
市

，
坂

町
，

大
崎

上
島

町
，

世
羅

町
，

神
石

高
原

町
(
片

眼
) 

貧
血

検
査
 

５
 

８
 

1
1 

1
0 

1
2 

広
島

市
，

福
山

市
，

三
次

市
，

廿
日

市
市

，
 

安
芸

高
田

市
，
熊

野
町

，
坂

町
，
安

芸
太

田
町

， 

北
広

島
町

，
大

崎
上

島
町

，
世

羅
町

，
 

神
石

高
原

町
 

塩
分

摂
取

量
 

０
 

１
 

１
 

２
 

5
 

呉
市

，
三

原
市

，
三

次
市

，
海

田
町

，
 

安
芸

太
田

町
 

※
 

 
 

市
町

は
平

成
28

年
度

か
ら

追
加

し
た

市
町
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詳
細

な
項

目
自

己
負

担
額

(単
位
:円

)

集
団

4
0
－
6
4
歳

集
団

6
5
－
7
4
歳

個
別

4
0
－
6
4
歳

個
別

6
5
－
7
4
歳

特
定
健
康
診
査
負
担
額

の
軽
減
対
象
者

軽
減
対
象
者
の
事

前
申
請
に
つ
い
て

4
0
－
7
4
歳

貧
血

心
電

図
眼

底
検

査

血
清

ク
レ
ア
チ

ニ
ン

尿
酸

備
　
考

(そ
の
他

，
追
加
項
目
が
あ
れ
ば

具
体

的
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。
)

広
島
市

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0
7
0
歳
以
上
の
人
，
市
民

税
非
課
税
世
帯
に
属
し

て
い
る
人
は
無
料

事
前
申
請
は
必
要

な
し
。
健
診
会
場
に

証
明
書
等
を
持
参

0
検
討
の
予
定
な
し

○
○

○

呉
市

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0
非
課
税
世
帯

無
0

検
討
中

○
○

尿
潜
血

推
定
食
塩
摂
取
量

竹
原
市

0
0

0
0

0
○

三
原
市

0
0

0
0

0
○

eG
F
R

推
定
食
塩
摂
取
量

尿
中
ク
レ
ア
チ
ニ
ン

尿
中
ナ
ト
リ
ウ
ム

尾
道
市

0
0

0
0

0

福
山
市

0
0

0
0

0
○

○
○

○
ア
ル
ブ
ミ
ン

府
中
市

1
,5
0
0

1
,5
0
0
（
～

6
9
歳
）

8
0
0
（
7
0
歳

～
）

1
,5
0
0

8
0
0

・
2
年
連
続
受
診
者

・
3
年
連
続
以
上
受
診
者

・
市
民
税
非
課
税
世
帯

・
被
爆
者
健
康
手
帳

・
重
度
障
害
者
医
療
費

受
給
者
証

・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

費
受
給
者

無
0

未
検
討

△

三
次
市

0
0

0
0

0

〇 集
団

検
診

の
み

〇 集
団

検
診

の
み

eG
F
R

1
日
推
定
塩
分
量
測
定

（
尿
）

庄
原
市

0
0

0
0

0
○

eG
F
R

尿
潜
血

大
竹
市

0
0

0
0

0
○

東
広
島
市

0
0

0
0

0
○

廿
日
市
市

0
0

0
0

0
○

○

〇 集
団

検
診

の
み

○
○

総
蛋
白
，
ア
ル
ブ
ミ
ン
，

Ｚ
Ｔ
Ｔ
，
Ａ
Ｌ
Ｐ
，
コ
リ
ン

エ
ス
テ
ラ
ー

ゼ
，
総

コ
レ
ス
テ
ロ
ー

ル
，
尿

素
窒

素
，
白

血
球

数
，
血

小
板
数
，
Ｍ
Ｃ
Ｖ
，
Ｍ
Ｃ

Ｈ
，
Ｍ
Ｃ
Ｈ
Ｃ
，
尿
潜
血

安
芸

高
田

市
0

0
0

0
0

〇 集
団

検
診

の
み

〇 集
団

検
診

の
み

江
田
島
市

0
0

0
0

0
○

○ 一
部

の
医

療
機 関

腹
部
超
音
波
検
査
（
一

部
の
医
療
機
関
）

府
中
町

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0
町
民
税
非
課
税
世
帯
の

人
は
無
料

受
診
券
と
印
鑑
持
参

に
よ
り
事
前
手
続
き

必
要

0

町
民
非
課
税
の
人
に
は

個
人
負
担
金
免
除
し
て

い
る
。
そ
れ
以
外
の
人

に
も
一
律
に
無
料
に
す

る
こ
と
で
，
健

診
価

値
感

が
下
が
る
可
能
性
も
あ

り
，
無
料
が
良
い
と
は
考

え
に
く
い
。

海
田
町

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0
町
民
税
非
課
税
世
帯
の

方
，
生
活
保
護
世
帯
の

方
無

0
現
時
点
で
は
予
定
な
し

○
○

総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー

ル
尿
潜
血

尿
素
窒
素

随
時
血
糖

推
定
食
塩
摂
取
量

熊
野
町

1
,0
0
0
1
,0
0
0
（
7
0

歳
以
上
は

無
料
）

1
,0
0
0

1
,0
0
0

生
活
保
護
世
帯
に
属
す

る
者

，
町

民
税

非
課

税
世
帯
に
属
す
る
者
，
7
0

歳
以
上
の
者

生
活
保
護
世
帯
，
町

民
税
非
課
税
世
帯

に
属
す
る
者
は
，
健

診
当
日
，
証
明
書
を

提
出

0
未
検
討

○
○

○
e-
G
F
R

A
L
B

坂
町

0
0

0
0

0

希
望 者 （
集

団
）

希
望 者 （
集

団
）

希
望 者 （
集

団
）

〇
eG

F
R

安
芸

太
田

町
1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

0
未
検
討

○
○

○
eG

F
R
，
ア
ル
ブ
ミ
ン
，

塩
分
摂
取
量

北
広
島
町

0
0

0
0

0
○

○
○

A
L
-
P
，
e-
G
F
R
，
尿

潜
血

大
崎

上
島

町
0

0
0

0
0

○
○

○
○

○

世
羅
町

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0
生
活
保
護

無
0

予
定
な
し

〇 集
団

検
診

の
み

〇 集
団

検
診

の
み

〇 集
団

検
診

の
み

〇 集
団

検
診

の
み

神
石

高
原

町
0

0
1
,6
0
0

1
,6
0
0
７
０
歳
以
上

非
課
税
世
帯

無
（
1
月
1
日
以
降
非

課
税
世
帯
転
入
者

は
非
課
税
証
明
書

の
提
出
）

0

が
ん
検
診
の
受
診
率
向

上
の
た
め
，
集
団
・
個
別

に
金
額
差
を
設
け
て
い

る
た
め
，
現

段
階

で
は

考
え
て
い
な
い
。

○
○

○
眼
底
検
診
（
片
眼
）

○
は
追
加
健
診
項
目

（
医
師
が
必
要
と
認
め
る
場
合
の
み
追
加
す
る
項
目
は
除

く
。
）

平
成

2
8
年

度
　
自

己
負

担
額

及
び
追

加
健

診
項

目
の

実
施

状
況

無
料
化

検
討
状
況

特
定
健
康
診
査
基
本
的
な
項
目
自
己
負
担
額
　
(単

位
:円

)

市
町
名

未
受

診
者

へ
の
受

診
勧

奨
（
郵

送
）

未
受

診
者

へ
の
受

診
勧

奨
（
電

話
）

未
受

診
者

宅
訪

問
前

年
度

受
診

者
へ

の
電

話
勧

奨

広
島
市

・
電
話
に
よ
る
受
診
勧
奨

　
平
成
2
8
年
9
月
か
ら
平
成
2
9
年

1
月
の
間
で
2
か
月
程
度
，
午
前
9
時
～
午
後
7
時
，
広
島
県
在
宅
保
健
福
祉
活
動
者
の
会

に
依
頼
し
，
市
役
所
本
庁
舎
で
実
施
，
未
受
診
者
の
中
か
ら
条
件
を
設
定
し
て
実
施

・
通
知
に
よ
る
受
診
勧
奨

　
平
成
2
8
年
1
1
月
頃
，
受
診
勧

奨
ハ
ガ
キ
を
作
成
し
郵
送
，
未
受
診
者
の
中
か
ら
条
件
を
設
定
し
て
実
施

△
△

呉
市

・
全
被
保
険
者
を
対
象
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
郵
送
（
４
月
・
７
月
）

○
△

竹
原
市

○
未
申
込
者
へ
の
電
話
に
よ
る
受
診
勧
奨
(2
回
実
施
)

　
　
実

施
時

期
：
1
回

目
　
7
月

，
2
回

目
　
1
0
月

　
　
実

施
方

法
：
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー

の
自

動
架

電
　
　
時
間
：
架
電
時
間
　
9
時
～
1
7
時

　
　
対
象
：
特
定
健
康
診
査
対
象

者
が
い
る
世
帯
の
う
ち
電
話
番
号
が
わ
か
る
世
帯

○
未
申
込
者
へ
受
診
券
送
付

　
　
実
施
時
期
：
1
0
月

　
　
実
施
方
法
：
9
月
末
ま
で
に
特
定
健
診
を
含
む
健
診
申
込
が
な
か
っ
た
場
合
，
医
療
機
関
健
診
の
受
診
勧
奨
と
受
診
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
一

斉
送

付
す

る
。

　
　
対
象
：
特
定
健
診
対
象
者

○
未
受
診
者
へ
は
が
き
に
よ
る
受
診
勧
奨

　
　
実

施
時

期
：
1
月

　
　
実
施
方
法
：
は
が
き
に
よ
る
受

診
勧
奨

　
　
対
象
：
1
2
月
末
に
把
握
で
き
る
未
受
診
者
の
う
ち
，
受
診
率
の
低
い
年
齢
，
地
区
等
や
前
年
度
の
受
診
状
況
か
ら
対
象

　
　
　
　
　
　
者

を
抽

出
（
2
,5
0
0
人

程
度

）

△
△

三
原
市

・
市
が
前
年
度
集
団
健
診
を
受
診
し
た
者
で
，
今
年
度
集
団
健
診
の
予
約
が
な
か
っ
た
者
へ
電
話
勧
奨
（
5
月
・
8
月
・
1
月
）

・
市
が
過
去
3
年
間
未
受
診
，
か
つ
，
生
活
習
慣
病
の
レ
セ
プ
ト
が
な
い
者
（
約
6
,0
0
0
人
）
に
対
し
，
ハ
ガ
キ
に
よ
り
受
診
勧

奨
（
1
1
月
末
）

△
△

○

尾
道
市

1
1
月
末
圧
着
ハ
ガ
キ
（
当
該
年
度
全
未
受
診
者
）
，
年
間
通
し
て
電
話
勧
奨
（
一
部
）
，
地
域
活
動
時
（
一
部
）

○
△

△
△

福
山
市

生
活
習
慣
病
の
レ
セ
プ
ト
が
な
い
①
平
成
2
8
年
度
に
4
0
歳
に
な
る
者
，
②
平
成
2
7
年
1
2
月
末
ま
で
の
集
団
健
診
受
診
者
，

③
が
ん
検
診
推
進
事
業
対
象
者
で
平
成
2
7
年
度
未
受
診
者
を
対
象
と
し
て
，
在
宅
保
健
師
に
よ
る
電
話
勧
奨
を
実
施
。
ま

た
，
上
記
の
勧
奨
が
で
き
な
か
っ
た
者
に
勧
奨
は
が
き
を
郵
送
す
る
。

○
○

府
中
市

①
時
期
：
8
月
～
9
月
　
　
方
法
：
電
話
　
　
　
時
間
：
9
：
0
0
～
1
6
：
0
0
　
　
　
対
象
：
6
0
～
7
4
歳

②
時
期
：
8
月
～
9
月
　
　
方
法
：
通
知
　
　
　
対
象
：
4
0
～
5
9
歳

○
○

○

三
次
市

８
月
下
旬
，
文
書
に
て
受
診
勧
奨
実
施
予
定

○

庄
原
市

1
0
月
頃
に
文
書
及
び
電
話
（
開
庁
時
間
内
）
で
の
受
診
勧
奨
，
治
療
中
の
方
の
情
報
提
供
開
始

そ
の
後
対
象
者
を
節
目
年
齢
に
絞
り
電
話
勧
奨

○
△

大
竹
市

７
～
９
月
に
ハ
ガ
キ
に
よ
る
通
知
を
実
施
予
定

生
活
習
慣
病
の
レ
セ
プ
ト
情
報
が
な
い
者
を
中
心
に
実
施
予
定

○
△

△

東
広
島
市

５
月
初
旬
に
特
定
健
診
対
象
者

全
員
に
郵
送
に
よ
る
勧
奨
を
実
施

前
年
度
未
受
診
者
に
在
宅
看
護

職
の
方
に
よ
る
電
話
勧
奨
を
実
施

〇
△

廿
日
市
市

８
月
：
未
受
診
者
へ
受
診
勧
奨
ハ
ガ
キ
送
付
①
，
１
１
月
：
未
受
診
者
へ
受
診
勧
奨
ハ
ガ
キ
送
付
②

※
前
年
度
未
受
診
者
へ
の
電
話

で
の
受
診
勧
奨
は
随
時
実
施

○
△

○

安
芸

高
田

市
未
受
診
者
に
対
し
て
は
，
９
月
上
旬
受
診
勧
奨
と
同
時
に
受
診
券
を
送
付
し
，
個
別
健
診
へ
繋
い
で
い
る
。

○

江
田
島
市

9
月
以
降
，
対
象
を
選
定
し
，
勧
奨
通
知
を
送
る
。

対
象
は
，
今
後
検
討
す
る
。

○
○

府
中
町

・
９
月
初
旬
　
過
去
受
診
履
歴
が
あ
る
人
を
中
心
と
し
た
大
正
に
，
健
康
意
識
及
び
受
診
履
歴
等
に
よ
り
内
容
を
吟
味
し
た

受
診
勧
奨
通
知
を
送
付
す
る
。

・
1
0
月
中
旬
　
全
く
受
診
履
歴
が
な
い
人
に
督
促
は
が
き
を
送
付
す
る
。

・
本
年
度
未
受
診
者
で
昨
年
度
健
診
異
常
値
を
放
置
し
て
い
る
人
に
対
し
，
心
血
管
病
及
び
糖
尿
病
の
発
症
リ
ス
ク
を
表
示

し
た
通
知
に
よ
る
受
診
勧
奨
を
実
施
(9
月
)

△
○

海
田
町

【
保
健
師
，
管
理
栄
養
士
に
よ
る
訪
問
】

時
期
：
5
月
～
個
別
健
診
終
了
時

期
（
1
月
）
　
（
全
未
受
診
者
へ
の
実
施
で
は
な
い
。
）

【
勧
奨
は
が
き
の
送
付
】

時
期
：
9
月
（
9
月
時
点
で
全
未
受

診
者
へ
の
実
施
）

○
○

熊
野
町

一
部
未
受
診
者
に
関
し
て
は
，
健
康
教
室
や
健
康
相
談
な
ど
で
お
会
い
で
き
る
時
に
受
診
勧
奨
を
行
う
。

○

坂
町

1
回
目
の
集
団
健
診
終
了
後
，
全

未
受
診
者
に
対
し
郵
送
お
よ
び
電
話
に
よ
り
受
診
勧
奨
を
行
う
。

郵
送
：
全
対
象
者

電
話
：
対
象
者
の
う
ち
4
0
歳
代
，
5
0
歳
代
の
者
と
そ
の
家
族

○
○

△

安
芸

太
田

町
６
月
以
降
に
郵
送
に
よ
る
個
別
通
知
を
全
未
受
診
者
へ
実
施

○

北
広
島
町

９
月
：
未
受
診
者
に
個
別
に
通
知

９
月
～
1
0
月
：
未
受
診
訪
問

1
2
月
～
未
受
診
者
へ
電
話
，
訪
問

○
○

○
○

大
崎

上
島

町
・
郵
送
に
よ
る
受
診
勧
奨

・
今
年
度
よ
り
，
骨
粗
鬆
症
検
診

と
Ｂ
・
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
を
同
日
実
施
の
た
め
，
こ
の
２
つ
の
申
込
が
あ
っ
た
方
で
，

特
定
健
診
対
象
者
に
は
，
当
日

受
付
で
，
受
診
勧
奨

〇

世
羅
町

９
月
初
旬
：
未
受
診
者
通
知

各
健
診
〆
切
前
：
電
話
勧
奨

○
○

○

神
石

高
原

町
６
月
の
総
合
健
診
未
受
診
者
に
対
し
，
９
月
下
旬
に
受
診
券
を
送
付
し
，
受
診
す
る
よ
う
促
す
。

○
△

△

平
成
2
8
年
度
　
未
受
診
者
へ
の
対
応
状
況

未
受
診
者
へ
の
対
応
状
況

未
受
診
者
対
応
(一

部
対
応
は
△
)

市
町
名

（　　）51



平
成

28
年
度
 
治
療
中
の
方
の
情
報
提
供
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
 

 

市
町
名

 
実
施

 
時
期

 
契
約
額

 
契
約
の
相
手
方

 
特
定
健
診

(個
別

) 

自
己
負
担
の
有
無

 

広
島
市
 

未
実
施
 

―
 

―
 

―
 

有
 
50
0
円
 

呉
市
 

実
施
 

H2
4
年

10
月
 

4,
04
4
円
 

地
区
医
師
会
 

有
1,
00
0
円
 

竹
原
市
 

実
施
 

H2
5
年

7
月
 

3,
78
0
円
 

協
力
医
療
機
関
 

―
 

三
原
市
 

未
実
施
 

―
 

―
 

―
 

―
 

尾
道
市
 

実
施
 

H2
4
年

4
月
 

3,
78
0
円
 

地
区
医
師
会
 

―
 

福
山
市
 

実
施
 

H2
8
年

5
月
 

3,
92
1
円
 

協
力
医
療
機
関
 

―
 

府
中
市
 

実
施
 

H2
3
年

11
月
 

3,
78
0
円
 

地
区
医
師
会
 

有
1,
50
0
円
（
40
-6
4
歳
） 

 
 
80
0
円

（
65
-7
4
歳
） 

三
次
市
 

実
施
 

H2
6
年

10
月
 

3,
78
0
円
 

協
力
医
療
機
関
 

―
 

庄
原
市
 

実
施
 

H2
4
年

10
月
 

3,
78
0
円
 

協
力
医
療
機
関
 

―
 

大
竹
市
 

未
実
施
 

―
 

―
 

―
 

―
 

東
広
島
市
 

実
施
 

Ｈ
26

年
4
月
 

3,
78
0
円
 

地
区
医
師
会
 

―
 

廿
日
市
市
 

実
施
 

H2
4
年

8
月
 

3,
78
0
円
 

地
区
医
師
会
 

―
 

安
芸
高
田
市
 

実
施
 

H2
6
年

10
月
 

4,
04
4
円
 

地
区
医
師
会
 

―
 

江
田
島
市
 

実
施
 

H2
6
年

6
月
 

3,
96
5
円
 

協
力
医
療
機
関
 

―
 

府
中
町
 

実
施
 

H2
4
年

6
月
 

3,
78
0
円
 

地
区
医
師
会
 

有
1,
00
0
円
 

海
田
町
 

実
施
 

H2
8
年

4
月
 

4,
04
4
円
 

地
区
医
師
会
 

有
1,
00
0
円
 

熊
野
町
 

未
実
施
 

―
 

―
 

―
 

有
1,
00
0
円
 

坂
町
 

実
施
 

H2
8
年

2
月
 

3,
78
0
円
 

地
区
医
師
会
 

―
 

安
芸
太
田
町
 

実
施
 

H2
7
年

11
月
 

3,
78
0
円
 

協
力
医
療
機
関
 

有
1,
00
0
円
 

北
広
島
町
 

実
施
 

H2
4
年

12
月
 

3,
78
0
円
 

協
力
医
療
機
関
 

―
 
 

大
崎
上
島
町
 

未
実
施
 

―
 

―
 

―
 

―
 

世
羅
町
 

実
施
 

H2
4
年

4
月
 

3,
78
0
円
 

地
区
医
師
会
 

有
 
50
0
円
 

神
石
高
原
町
 

実
施
 

H2
6
年

6
月
 

3,
78
0
円
 

協
力
医
療
機
関
 

有
1,
60
0
円
 

 
実
施

18
市
町
 
 
 
 
 
 
未
実
施
 
５
市
町
 

 

6

市
町

名
取

　
組

　
内

　
容

広
島
市

・
検
査
項
目
の
追
加

：
尿

酸
の
追

加
，
医

師
の
判

断
で
実

施
し
て
い
た
貧

血
検

査
を
対

象
者

全
員

に
実

施
・
５
種
類
の
が
ん
検
診

と
の
同

時
実

施
回

数
の
拡

充
・
健
診
対
象
初
年

度
と
な
る
4
0
歳

に
受

診
案

内
，
医

療
機

関
リ
ス
ト
を
送

付

呉
市

・
過
去
の
受
診
状
況

に
よ
り
個

別
の
勧

奨
通

知
を
送

付

竹
原
市

・
治
療
中
者
の
実
施

率
を
促

進
す

る
た
め
，
医

療
機

関
に
，
検

査
デ

ー
タ
の
情

報
提

供
と
特

定
健

診
受

診
の
選

択
に
つ

い
て
被

保
険
者
へ
働
き
か
け
て
も
ら
う
よ
う
に
協

力
依

頼
す

る
。

三
原
市

・
追
加
健
診
項
目

の
実

施
（
平

成
2
8
年

度
～

）
　
（
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
・
eG

F
R
・
推

定
食

塩
摂

取
量

・
尿

中
ナ
ト
リ
ウ
ム
・
尿

中
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
）

尾
道
市

・
年
齢
を
若
年
層
と
高

齢
層

と
2
つ

に
分

け
て
受

診
券

送
付

時
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
送

付
す

る
予

定

福
山
市

・
治
療
中
の
方
の
情
報

提
供

を
実

施
（
平

成
2
8
年

度
～

）
・
特
定
健
診
委
託

医
療

機
関

に
当

該
事

業
の
周

知
・
啓

発
を
依

頼

府
中
市

・
啓
発
す
る
チ
ラ
シ
や

広
報

誌
な
ど
の
見

た
目

や
内

容
を
改

善
す

る
。

三
次
市

・
過
去
の
特
定
健
診

受
診

歴
及

び
質

問
票

の
回

答
内

容
等

を
分

析
し
，
不

定
期

受
診

者
へ

の
受

診
勧

奨
を
行

う
（
業

務
委

託
）
。

庄
原
市

・
人
間
ド
ッ
ク
の
定
員

増
，
医

療
機

関
追

加

大
竹
市

・
再
勧
奨
の
充
実
を
検

討
中

。
・
今
年
度
未
受
診

者
の
う
ち
前

年
度

受
診

者
の
取

り
こ
ぼ
し
の
防

止

東
広
島
市

・
電
話
勧
奨
時
に
未

受
診

勧
奨

対
象

者
を
，
地

域
や

受
診

状
況

等
な
ど
で
選

定
を
工

夫
し
効

果
的

な
勧

奨
を
実

施
す

る
。

・
医

療
機

関
と
さ
ら
な
る
連

携
を
図

る
。

廿
日
市
市

・
未
受
診
者
へ
の
受

診
勧

奨
ハ
ガ
キ
を
，
よ
り
効

果
的

な
時

期
に
送

付
す

る
。

・
前
年
度
受
診
し
て
い
る
未

受
診

の
人

に
受

診
勧

奨
の
電

話
を
し
て
い
る
が
，
そ
の
際

に
未

受
診

理
由

の
聞

き
取

り
を
行

う
。

・
若
年
層
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
と
し
て
，
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
を
活

用
し
た
簡

易
血

液
検

査
に
よ
る
健

診
の
動

機
付

け

安
芸
高
田
市

・
９
月
受
診
勧
奨
後

，
再

再
受

診
勧

奨
を
行

う
。

・
事
業
主
に
対
し
て
の
受

診
勧

奨
。

江
田

島
市

・
受

診
歴

を
分

析
し
，
対

象
に
応

じ
た
受

診
勧

奨
通

知
を
す

る
。

府
中
町

・
未
受
診
者
へ
の
受

診
勧

奨
の
通

知
内

容
を
，
受

診
履

歴
や

健
康

意
識

か
ら
，
対

象
者

の
属

性
に
着

目
し
た
内

容
を
吟

味
し
送

付
す

る
。

海
田
町

・
治
療
中
の
方
の
特
定

健
診

情
報

提
供

事
業

（
平

成
2
8
年

度
～

）
・
重

症
化

予
防

を
目

的
と
し
た
検

査
項

目
の
さ
ら
な
る
充

実
・
情

報
提

供
者

に
Q
U
O
カ
ー

ド
配

布

熊
野
町

・
個
別
健
診
：
案
内
に
，
対

象
者

に
合

わ
せ

た
コ
メ
ン
ト
を
挿

入
（
受

診
歴

に
よ
っ
て
内

容
を
変

更
）

・
集
団
健
診
：
4
0
歳

に
な
る
方

へ
，
乳

が
ん
・
大

腸
が
ん
・
歯

周
疾

患
健

診
の
無

料
ク
ー

ポ
ン
券

を
送

付

坂
町

・
治
療
中
の
方
の
特
定

健
康

診
査

の
情

報
提

供
を
年

度
当

初
か
ら
実

施
す

る
。

・
商

工
会

等
の
団

体
と
連

携
し
た
受

診
勧

奨
を
行

う
。

安
芸
太
田
町

・
特
に
な
し

北
広
島
町

・
特
定
健
診
の
自
己

負
担

金
の
無

料
化

（
平

成
2
8
年

度
～

）

大
崎
上
島
町

・
視
認
性
を
高
め
る
た
め
，
封

筒
（
独

自
）
を
作

成
（
受

診
券

を
送

付
時

使
用

）
・
骨
粗
鬆
症
，
Ｂ
・
Ｃ
型

肝
炎

，
同

日
実

施
す

る
こ
と
に
よ
り
，
来

場
者

数
の
増

加
を
見

込
み

，
同

時
に
該

当
者

へ
の
受

診
勧

奨
を

す
る
。

世
羅
町

・
人
間
ド
ッ
ク
受
診

人
数

増
（
医

療
機

関
に
よ
る
。
）

神
石
高
原
町

・
特
に
な
し

平
成
2
8
年
度
　
実
施
率
向
上
に
向
け
た
改
善
点
等

7
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平
成

27
年
度
広
島
県
市
町
国
保
別

特
定
健
康
診
査
等
実
施
状
況

1

H
2
7
年

度
法
定
報
告
よ
り
(H
2
8
.1
0
)

2

全
国
値
に
つ
い
て
は
，
平
成
2
6
年
度
ま
で
は
厚
生
労
働
省
確
定
値
，
平

成
2
7
年

度
は

国
民

健
康

保
険

中
央

会
速

報
値

3

2
5
.
7%

3
6
.
3%

0
%

5
%

1
0%

1
5%

2
0%

2
5%

3
0%

3
5%

4
0%

4
5%

5
0%

宮 城 県

山 形 県

長 野 県

東 京 都

石 川 県

岩 手 県

島 根 県

富 山 県

新 潟 県

山 梨 県

鹿 児 島 県

三 重 県

大 分 県

香 川 県

群 馬 県

福 島 県

愛 知 県

千 葉 県

沖 縄 県

長 崎 県

埼 玉 県

佐 賀 県

滋 賀 県

静 岡 県

岐 阜 県

秋 田 県

青 森 県

徳 島 県

茨 城 県

熊 本 県

兵 庫 県

高 知 県

宮 崎 県

栃 木 県

福 井 県

京 都 府

和 歌 山 県

鳥 取 県

福 岡 県

奈 良 県

愛 媛 県

大 阪 府

岡 山 県

神 奈 川 県

北 海 道

広 島 県

山 口 県

全
国
平
均

平
成

27
年

度
都

道
府

県
別

市
町

村
国

保
特

定
健

康
診

査
受

診
率

平
成

2
7
年

度
都

道
府

県
別

市
町

村
国

保
特

定
健

康
診

査
受

診
率

の
状

況
は

，
全

国
平

均
が

3
6
.
3
％

，
広

島
県

は
2
5
.
7
％

と
平

均
を

下
回

り
，

全
国

第
4
6
位

と
な

っ
て

い
る

。

第
4
6位

4

1
.
8
%

0
.
9
%

0
.0

%

0
.5

%

1
.0

%

1
.5

%

2
.0

%

2
.5

%

愛 媛 県

広 島 県

佐 賀 県

京 都 府

青 森 県

石 川 県

山 梨 県

岡 山 県

高 知 県

宮 崎 県

埼 玉 県

山 形 県

千 葉 県

静 岡 県

奈 良 県

大 分 県

福 島 県

山 口 県

福 井 県

三 重 県

和 歌 山 県

北 海 道

長 野 県

鳥 取 県

栃 木 県

新 潟 県

徳 島 県

沖 縄 県

群 馬 県

富 山 県

大 阪 府

兵 庫 県

宮 城 県

神 奈 川 県

岐 阜 県

愛 知 県

島 根 県

香 川 県

茨 城 県

熊 本 県

東 京 都

長 崎 県

岩 手 県

福 岡 県

鹿 児 島 県

秋 田 県

滋 賀 県

全
国
伸
び

幅

都
道

府
県

別
市

町
村

国
保

特
定

健
康

診
査

受
診

率
伸

び
幅

（
H
2
6
-
2
7
年

度
）

平
成

2
6
年

度
か

ら
平

成
2
7
年

度
の

受
診

率
の

伸
び

幅
を

み
る

と
，

最
も

伸
び

幅
が

大
き

い
の

は
愛

媛
県

の
2
.
1
％

で
，

次
い

で
広

島
県

及
び

佐
賀

県
の

1
.
8
％

と
な

っ
て

い
る

。

資
料
　
4
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5

2
8
.
8
%

2
5
.
1%

0
%

1
0%

2
0%

3
0%

4
0%

5
0%

6
0%

7
0%

8
0%

徳 島 県

沖 縄 県

佐 賀 県

石 川 県

長 崎 県

長 野 県

山 梨 県

福 岡 県

鹿 児 島 県

青 森 県

熊 本 県

宮 崎 県

岐 阜 県

大 分 県

新 潟 県

山 形 県

福 井 県

北 海 道

滋 賀 県

静 岡 県

栃 木 県

愛 媛 県

和 歌 山 県

広 島 県

鳥 取 県

茨 城 県

香 川 県

富 山 県

福 島 県

兵 庫 県

島 根 県

秋 田 県

千 葉 県

山 口 県

宮 城 県

岩 手 県

京 都 府

高 知 県

埼 玉 県

愛 知 県

東 京 都

奈 良 県

大 阪 府

三 重 県

群 馬 県

岡 山 県

神 奈 川 県

全
国
平
均

平
成

2
7
年

度
都

道
府

県
別

市
町

村
国

保
特

定
保

健
指

導
実

施
率

平
成

2
7
年

度
都

道
府

県
別

市
町

村
国

保
特

定
保

健
指

導
実

施
率

の
状

況
は

，
全

国
平

均
が

2
5
.
1
％

，
広

島
県

は
2
8
.
8
％

と
平

均
を

上
回

り
，

全
国

第
2
4
位

と
な

っ
て

い
る

。

第
2
4位

6

-
0.
4
%

0
.7
%

-5
.0
%

-4
.0
%

-3
.0
%

-2
.0
%

-1
.0
%

0.
0%

1.
0%

2.
0%

3.
0%

4.
0%

5.
0%

6.
0%

鹿 児 島 県

島 根 県

青 森 県

長 野 県

宮 崎 県

長 崎 県

栃 木 県

静 岡 県

佐 賀 県

石 川 県

香 川 県

熊 本 県

福 島 県

滋 賀 県

鳥 取 県

福 岡 県

北 海 道

岐 阜 県

富 山 県

徳 島 県

愛 媛 県

大 阪 府

和 歌 山 県

奈 良 県

岩 手 県

山 口 県

兵 庫 県

神 奈 川 県

沖 縄 県

群 馬 県

埼 玉 県

宮 城 県

新 潟 県

福 井 県

大 分 県

秋 田 県

千 葉 県

岡 山 県

愛 知 県

京 都 府

東 京 都

広 島 県

茨 城 県

山 梨 県

高 知 県

山 形 県

三 重 県

全
国

伸
び
幅

都
道

府
県

別
市

町
村

国
保

特
定

保
健

指
導

実
施

率
伸

び
幅

（
H
2
6
-
2
7
年

度
）

平
成

2
6
年

度
か

ら
平

成
2
7
年

度
の

実
施

率
の

伸
び

幅
を

み
る

と
，

最
も

伸
び

幅
が

大
き

い
の

は
鹿

児
島

県
の

5
.
0
％

で
，

次
い

で
島

根
県

の
4
.
8
％

，
広

島
県

は
0
.
4
％

減
と

な
っ

て
い

る
。

7

2
7
.
7%

2
7
.
4%

0
%

5
%

1
0%

1
5%

2
0%

2
5%

3
0%

3
5%

4
0%

山 梨 県

山 形 県

岐 阜 県

山 口 県

静 岡 県

神 奈 川 県

長 野 県

新 潟 県

兵 庫 県

京 都 府

鳥 取 県

茨 城 県

奈 良 県

愛 媛 県

東 京 都

青 森 県

北 海 道

千 葉 県

滋 賀 県

埼 玉 県

和 歌 山 県

大 阪 府

佐 賀 県

秋 田 県

岩 手 県

広 島 県

島 根 県

福 岡 県

福 井 県

岡 山 県

熊 本 県

栃 木 県

群 馬 県

三 重 県

大 分 県

愛 知 県

石 川 県

長 崎 県

香 川 県

鹿 児 島 県

徳 島 県

富 山 県

宮 崎 県

宮 城 県

高 知 県

福 島 県

沖 縄 県

平
成

2
7
年

度
都

道
府

県
別

市
町

村
国

保
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
該

当
者

及
び

予
備

群
割

合

全
国
平
均

平
成

2
7
年

度
都

道
府

県
別

市
町

村
国

保
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
該

当
者

割
合

等

平
成

2
7
年

度
都

道
府

県
別

市
町

村
国

保
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
該

当
者

割
合

等
の

状
況

は
，

全
国

平
均

が
2
7
.
4
％

，
広

島
県

は
平

均
を

上
回

る
2
7
.
7
％

，
全

国
第

2
6
位

と
な

っ
て

い
る

。

第
2
6位

8

都
道

府
県

別
市

町
村

国
保

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
該

当
者

等
減

少
幅

（
H
2
6
-
2
7
年

度
）

平
成

2
6
年

度
か

ら
平

成
2
7
年

度
の

該
当

者
等

割
合

の
減

少
幅

を
み

る
と

，
最

も
減

少
し

て
い

る
の

が
茨

城
県

及
び

富
山

県
の

－
0
.
3
％

で
，

広
島

県
は

0
.
2
％

増
と

な
っ

て
い

る
。

0
.2
%

0
.3
%

-0
.4
%

-0
.2
%

0.
0%

0.
2%

0.
4%

0.
6%

0.
8%

1.
0%

1.
2%

茨 城 県

富 山 県

山 形 県

滋 賀 県

長 崎 県

鹿 児 島 県

静 岡 県

山 口 県

佐 賀 県

大 分 県

栃 木 県

鳥 取 県

島 根 県

青 森 県

東 京 都

新 潟 県

愛 知 県

広 島 県

愛 媛 県

高 知 県

宮 崎 県

宮 城 県

千 葉 県

神 奈 川 県

石 川 県

福 井 県

大 阪 府

兵 庫 県

福 岡 県

熊 本 県

岩 手 県

秋 田 県

福 島 県

埼 玉 県

長 野 県

三 重 県

京 都 府

香 川 県

沖 縄 県

北 海 道

岡 山 県

岐 阜 県

奈 良 県

和 歌 山 県

群 馬 県

徳 島 県

山 梨 県

全
国

伸
び
幅
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平
成

27
年

度
市

町
国

保
特

定
健

康
診

査
受

診
率

広
島

県
の

平
成

2
7
年

度
特

定
健

康
診

査
受

診
率

は
2
5
.
7
％

で
，

最
も

高
い

の
は

安
芸

高
田

市
5
0
.
5
％

，
次

い
で

神
石

高
原

町
4
9
.
1
％

，
庄

原
市

4
3
.
8
％

と
な

っ
て

い
る

。
最

も
低

い
の

は
広

島
市

1
8
.
6
％

，
次

い
で

呉
市

2
5
.
3
％

，
福

山
市

2
5
.
5
％

と
な

っ
て

い
る

。
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4
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8
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4
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7
%
4
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1
%
4
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%
3
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3
%
3
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8
%
3
4.
7
%
3
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4
%
3
2.
8
%
3
1.
1
%
3
0.
5
%
3
0.
5
%
3
0.
0
%
2
8.
0
%
2
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1
%
2
6.
6
%
2
5.
8
%
2
5.
5
%
2
5.
3
%

1
8.
6
%2
5.
7
%

0%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

安 芸 高 田 市

神 石 高 原 町

庄 原 市

安 芸 太 田 町

世 羅 町

北 広 島 町

熊 野 町

府 中 市

廿 日 市 市

尾 道 市

三 次 市

竹 原 市

東 広 島 市

海 田 町

江 田 島 市

府 中 町

坂 町
大 崎 上 島 町

大 竹 市

三 原 市

福 山 市

呉 市
広 島 市

県
平

均

10

市
町

名
対

象
者

数
受

診
者

数
受

診
率

広
島

市
1
7
6
,
1
5
3
 

3
2
,
7
8
8
 

1
8
.
6
%

呉
市

3
8
,
3
5
3
 

9
,
7
1
6
 

2
5
.
3
%

竹
原

市
5
,
3
8
1
 

1
,
7
6
6
 

3
2
.
8
%

三
原

市
1
6
,
9
2
0
 

4
,
3
5
9
 

2
5
.
8
%

尾
道

市
2
6
,
3
0
7
 

9
,
1
1
9
 

3
4
.
7
%

福
山

市
7
3
,
3
3
2
 

1
8
,
6
9
5
 

2
5
.
5
%

府
中

市
7
,
0
0
3
 

2
,
4
7
3
 

3
5
.
3
%

三
次

市
8
,
5
8
6
 

2
,
8
6
8
 

3
3
.
4
%

庄
原

市
6
,
4
5
4
 

2
,
8
2
8
 

4
3
.
8
%

大
竹

市
5
,
4
5
7
 

1
,
4
5
4
 

2
6
.
6
%

東
広

島
市

2
5
,
2
2
1
 

7
,
8
4
2
 

3
1
.
1
%

廿
日

市
市

1
9
,
5
6
3
 

6
,
8
0
1
 

3
4
.
8
%

安
芸

高
田

市
5
,
1
4
5
 

2
,
5
9
6
 

5
0
.
5
%

江
田

島
市

5
,
4
5
9
 

1
,
6
6
5
 

3
0
.
5
%

府
中

町
7
,
5
9
0
 

2
,
2
7
6
 

3
0
.
0
%

海
田

町
4
,
3
0
7
 

1
,
3
1
4
 

3
0
.
5
%

熊
野

町
4
,
9
6
5
 

1
,
7
9
0
 

3
6
.
1
%

坂
町

2
,
2
2
0
 

6
2
2
 

2
8
.
0
%

安
芸

太
田

町
1
,
3
0
1
 

5
6
9
 

4
3
.
7
%

北
広

島
町

3
,
3
3
4
 

1
,
4
2
8
 

4
2
.
8
%

大
崎

上
島

町
1
,
6
9
8
 

4
6
1
 

2
7
.
1
%

世
羅

町
3
,
0
4
5
 

1
,
3
1
2
 

4
3
.
1
%

神
石

高
原

町
1
,
8
2
9
 

8
9
8
 

4
9
.
1
%

広
島

県
4
4
9
,
6
2
3
 

1
1
5
,
6
4
0
 

2
5
.
7
%

市
町

国
保

特
定

健
康

診
査

受
診

率
年

次
推

移
広
島
県
の
受
診
率
は
，
平
成
2
0
年
度
1
7
.
6
％
，
平
成

2
1
年
度
1
7
.
9
％
，
平
成
2
2
年
度
1
8
.
7
％
，
平

成
2
3
年
度
1
9
.
4
％
，
平
成
2
4
年
度
2
1
.
9
％
，
平
成
2
5
年
度
2
2
.
1
％
，
平
成
2
6
年
度
2
3
.
9
％
，
平
成
2
7

年
度
2
5
.
7
％
と
微
増
し
て
い
る
。

平
成
20
年
度
か
ら
平
成
27
年
度
の
受
診
率
の
伸
び

を
見
る
と
，
廿
日
市
市
が
2
1
.
3
ポ
イ
ン
ト
と
一

番
伸
び
て
い
る
。
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%
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廿 日 市 市

尾 道 市

世 羅 町

竹 原 市

北 広 島 町

庄 原 市

福 山 市

大 崎 上 島 町

呉 市
大 竹 市

府 中 市

坂 町
江 田 島 市

東 広 島 市

広 島 市

三 次 市

三 原 市

神 石 高 原 町

海 田 町

安 芸 太 田 町

府 中 町

安 芸 高 田 市

熊 野 町

広 島 県

市
町

国
保

別
特

定
健

康
診

査
実

施
率

の
推

移
（

H
2
0
-
H
2
7
）

H2
0年

度
H2

1年
度

H2
2年

度
H2

3年
度

H2
4年

度
H2

5年
度

H2
6年

度
H2

7年
度
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H
2
0
年

度
H
2
1
年

度
H
2
2
年

度
H
2
3
年

度
H
2
4
年

度
H
2
5
年

度
H
2
6
年

度
H
2
7
年

度
H
2
6
-
2
7

伸
び

率
H
2
0
-
2
7

伸
び

率

広
島

市
1
3
.
0
%

1
4
.
2
%

1
3
.
5
%

1
3
.
6
%

1
5
.
1
%

1
5
.
0
%

1
6
.
9
%

1
8
.
6
%

1
.
7
%

5
.
6
%

呉
市

1
6
.
3
%

1
9
.
2
%

2
0
.
9
%

2
2
.
0
%

2
1
.
1
%

2
1
.
9
%

2
3
.
0
%

2
5
.
3
%

2
.
3
%

9
.
0
%

竹
原

市
2
0
.
3
%

2
1
.
1
%

2
1
.
5
%

2
2
.
0
%

2
3
.
2
%

2
8
.
4
%

2
9
.
2
%

3
2
.
8
%

3
.
6
%

1
2
.
6
%

三
原

市
2
1
.
5
%

2
0
.
1
%

2
0
.
8
%

2
1
.
2
%

2
0
.
5
%

2
0
.
9
%

2
4
.
6
%

2
5
.
8
%

1
.
1
%

4
.
3
%

尾
道

市
1
5
.
9
%

1
7
.
1
%

2
0
.
9
%

2
4
.
0
%

2
8
.
3
%

3
0
.
6
%

3
3
.
2
%

3
4
.
7
%

1
.
5
%

1
8
.
7
%

福
山

市
1
4
.
6
%

1
3
.
6
%

1
3
.
6
%

1
6
.
1
%

2
3
.
8
%

2
2
.
3
%

2
3
.
9
%

2
5
.
5
%

1
.
6
%

1
0
.
9
%

府
中

市
2
8
.
2
%

2
2
.
1
%

2
1
.
5
%

2
1
.
6
%

2
6
.
6
%

3
0
.
5
%

3
2
.
6
%

3
5
.
3
%

2
.
7
%

7
.
1
%

三
次

市
2
8
.
3
%

2
6
.
7
%

3
4
.
7
%

3
0
.
9
%

3
2
.
1
%

3
1
.
3
%

3
1
.
1
%

3
3
.
4
%

2
.
3
%

5
.
1
%

庄
原

市
3
2
.
6
%

3
4
.
8
%

3
6
.
5
%

3
8
.
0
%

3
8
.
0
%

3
9
.
5
%

3
9
.
7
%

4
3
.
8
%

4
.
2
%

1
1
.
3
%

大
竹

市
1
9
.
4
%

1
6
.
2
%

1
6
.
3
%

1
5
.
8
%

1
7
.
5
%

1
9
.
5
%

2
4
.
7
%

2
6
.
6
%

2
.
0
%

7
.
2
%

東
広

島
市

2
5
.
2
%

2
3
.
4
%

2
6
.
1
%

2
6
.
8
%

2
6
.
8
%

2
6
.
6
%

2
9
.
4
%

3
1
.
1
%

1
.
7
%

5
.
9
%

廿
日

市
市

1
3
.
5
%

1
1
.
2
%

1
6
.
7
%

1
7
.
5
%

2
6
.
8
%

3
0
.
3
%

3
1
.
7
%

3
4
.
8
%

3
.
1
%

2
1
.
3
%

安
芸

高
田

市
5
2
.
8
%

4
8
.
7
%

4
9
.
3
%

4
8
.
1
%

4
7
.
6
%

5
1
.
5
%

5
1
.
7
%

5
0
.
5
%

-
1
.
3
%

-
2
.
3
%

江
田

島
市

2
4
.
3
%

2
6
.
7
%

2
7
.
7
%

2
9
.
8
%

3
0
.
3
%

2
7
.
7
%

3
1
.
2
%

3
0
.
5
%

-
0
.
7
%

6
.
2
%

府
中

町
3
2
.
2
%

3
0
.
2
%

3
0
.
2
%

2
9
.
6
%

2
8
.
5
%

2
9
.
0
%

2
8
.
6
%

3
0
.
0
%

1
.
4
%

-
2
.
2
%

海
田

町
2
6
.
6
%

2
8
.
7
%

3
0
.
1
%

2
8
.
6
%

2
8
.
8
%

2
8
.
9
%

2
9
.
0
%

3
0
.
5
%

1
.
5
%

3
.
9
%

熊
野

町
3
9
.
0
%

3
7
.
2
%

3
4
.
9
%

3
6
.
1
%

3
5
.
2
%

3
5
.
7
%

3
7
.
6
%

3
6
.
1
%

-
1
.
5
%

-
3
.
0
%

坂
町

2
1
.
7
%

1
9
.
1
%

1
9
.
6
%

1
8
.
9
%

2
0
.
3
%

2
1
.
8
%

2
5
.
5
%

2
8
.
0
%

2
.
5
%

6
.
3
%

安
芸

太
田

町
4
3
.
4
%

4
3
.
6
%

4
0
.
0
%

3
8
.
3
%

4
2
.
4
%

3
9
.
2
%

4
1
.
1
%

4
3
.
7
%

2
.
7
%

0
.
3
%

北
広

島
町

3
0
.
9
%

3
5
.
7
%

3
8
.
7
%

3
9
.
0
%

4
1
.
1
%

4
3
.
0
%

4
1
.
5
%

4
2
.
8
%

1
.
4
%

1
2
.
0
%

大
崎

上
島

町
1
7
.
2
%

1
3
.
9
%

2
3
.
7
%

2
5
.
2
%

2
7
.
1
%

2
6
.
6
%

2
7
.
4
%

2
7
.
1
%

-
0
.
2
%

1
0
.
0
%

世
羅

町
2
5
.
0
%

3
1
.
9
%

3
9
.
4
%

4
3
.
8
%

4
5
.
2
%

4
2
.
3
%

4
2
.
4
%

4
3
.
1
%

0
.
6
%

1
8
.
1
%

神
石

高
原

町
4
5
.
2
%

4
9
.
6
%

4
8
.
5
%

4
5
.
8
%

4
8
.
7
%

4
5
.
2
%

4
8
.
6
%

4
9
.
1
%

0
.
5
%

3
.
9
%

広
島

県
1
7
.
6
%

1
7
.
9
%

1
8
.
7
%

1
9
.
4
%

2
1
.
9
%

2
2
.
1
%

2
3
.
9
%

2
5
.
7
%

1
.
8
%

8
.
1
%

全
国

3
0
.
9
%

3
1
.
4
%

3
2
.
0
%

3
2
.
7
%

3
3
.
7
%

3
4
.
2
%

3
5
.
4
%

3
6
.
3
%

0
.
9
%

5
.
4
%
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4
.
2
%

3
.
6
%

3
.
1
%
2
.
7
%
2
.
7
%

2
.
5
%
2
.
3
%
2
.
3
%

2
.
0
%
1
.
7
%
1
.
7
%
1
.
6
%

1
.
5
%
1
.
5
%
1
.
4
%
1
.
4
%
1
.
1
%

0
.
6
%
0
.
5
% -
0
.
2%

-
0
.
7%

-
1
.
3%
-
1
.
5%

1
.
8
%

-
2.

0
%

-
1.

0
%

0
.0

%

1
.0

%

2
.0

%

3
.0

%

4
.0

%

5
.0

%

庄 原 市

竹 原 市

廿 日 市 市

府 中 市

安 芸 太 田 町

坂 町
呉 市

三 次 市

大 竹 市

広 島 市

東 広 島 市

福 山 市

尾 道 市

海 田 町

府 中 町

北 広 島 町

三 原 市

世 羅 町

神 石 高 原 町

大 崎 上 島 町

江 田 島 市

安 芸 高 田 市

熊 野 町

広 島 県

・
自

己
負

担
額

の
無

償
化

（
H2

7～
）

・
特

定
年

齢
の

受
診

勧
奨

・
封

筒
デ
ザ

イ
ン
の

変
更

等
・
自

己
負

担
額

の
無

償
化

（
H2

7～
）

・
医

療
機

関
へ

の
受

診
勧

奨
の

協
力

依
頼

・
自

己
負

担
額

の
無

償
化

（
H2

4～
）

・
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
に
よ
る
受

診
勧

奨
・
商

店
街

と
の

協
働

（
声

掛
け
等

）

市
町

国
保

別
特

定
健

康
診

査
受

診
率

H2
0⇒

H2
7比

較
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6
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3%
1
0
.
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1
0
.
0%

9
.
0
%

7
.
2
%
7
.
1
%

6
.
3
%
6
.
2
%
5
.
9
%
5
.
6
%
5
.
1
%
4
.
3
%
3
.
9
%
3
.
9
%

0
.
3
%

-
2
.
2%
-
2
.
3%
-
3
.
0%

8
.
1
%

-
5%0
%

5
%

1
0%

1
5%

2
0%

2
5%

廿 日 市 市

尾 道 市

世 羅 町

竹 原 市

北 広 島 町

庄 原 市

福 山 市

大 崎 上 島 町

呉 市
大 竹 市

府 中 市

坂 町
江 田 島 市

東 広 島 市

広 島 市

三 次 市

三 原 市

神 石 高 原 町

海 田 町

安 芸 太 田 町

府 中 町

安 芸 高 田 市

熊 野 町

広 島 県

・
自

己
負

担
額

の
無

償
化

（
H2

4～
）

・
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
に
よ
る
受

診
勧

奨
・
商

店
街

と
の

協
働

（
声

掛
け
等

）
・
未

受
診

者
へ

の
受

診
勧

奨
電

話
・
特

定
の

４
地

区
を
健

診
モ
デ
ル

地
区

と
し
て
指

定
し
，
受

診
勧

奨
訪

問
等

強
化

活
動

・
特

定
健

診
と
大

腸
が

ん
検

診
セ
ッ
ト
で
５
０
０
円

（
大

腸
が

ん
検

診
を
無

償
化

）
・
電

話
勧

奨
・
未

受
診

者
へ

の
勧

奨
通

知
を
関

心
層

，
無

関
心

層
に
分

け
て
効

果
的

に
勧

奨

平
成

27
年

度
特

定
健

康
診

査
受

診
率

と
リ
ピ
ー
ト
率

の
相

関
平

成
2
7
年

度
の

特
定

健
康

診
査

受
診

率
と

平
成

2
6年

度
の
特
定
健
康
診
査
受
診
者
で
平
成
2
7
年
度

の
特
定
健
康
診
査
受
診
者
（
健
診
を
リ
ピ
ー
ト
し
た
者
）
の
割
合
と
の
相
関
を
見
る
と
，
リ
ピ
ー
ト

率
の
高
い
市
町
の
ほ
う
が
特
定
健
康
診
査
の
受
診
率
が
高
い
傾
向
に
あ
る
。
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.
9
%
6
9
.
9
%
6
9
.
8
%
6
8
.
9
%
6
7
.
1
%
6
6
.
9
%
6
5
.
2
%
6
5
.
0
%
6
4
.
8
%
6
4
.
6
%
6
4
.
1
%

5
6
.
9
%6
5.
4
%

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

90
%

熊 野 町

安 芸 高 田 市

神 石 高 原 町

大 崎 上 島 町

府 中 市

江 田 島 市

世 羅 町

北 広 島 町

安 芸 太 田 町

海 田 町

庄 原 市

廿 日 市 市

尾 道 市

竹 原 市

東 広 島 市

府 中 町

呉 市
三 原 市

三 次 市

福 山 市

大 竹 市

坂 町
広 島 市

県
平

均
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50
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%

55
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%

60
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%
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.0
%

70
.0
%

75
.0
%

80
.0
%

85
.0
% 0.

00
%
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.0
0
%

20
.0
0
%

30
.0
0
%

40
.0
0
%

50
.0
0
%

60
.0
0
%

リ ピ ー ト 率 （ ％ ）

特
定

健
康

診
査

受
診

率
（

％
）

平
成
2
7
年
度

市
町
国
保

特
定
健
康
診
査
受
診
率
と
リ
ピ
ー
ト
率
の
相
関
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平
成

27
年

度
市

町
国

保
別

特
定

保
健

指
導

実
施

率

広
島

県
の

平
成

2
7
年

度
特

定
保

健
指

導
実

施
率

は
，
2
8
.8
％
で
，
最
も
高
い
の
は
安
芸
太
田
町

6
7
.2
％

，
次

い
で
大

竹
市

5
7
.4
％

，
安

芸
高

田
市

5
0
.2
％

と
な
っ
て
い
る
。
最

も
低

い
の

は
府

中
町

6
.6
％

，
次

い
で
坂

町
6
.8
％

，
熊

野
町

1
0
.9
％

と
全

て
安

芸
郡

と
な
っ
て
い
る
。
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6
7.
2
% 5
7.
4
% 5
0.
2
%
5
0.
0
%
4
9.
7
%
4
7.
2
% 3
7.
6
%

3
3.
5
%

2
9.
8
%
2
9.
7
%
2
9.
4
%
2
8.
8
%

2
4.
2
%
2
2.
9
%
2
2.
8
%
2
2.
5
%
2
0.
6
%
1
7.
8
%

1
4.
1
%
1
3.
0
%
1
0.
9
%

6
.8
%

6
.6
%

2
8.
8
%

0
%

1
0%

2
0%

3
0%

4
0%

5
0%

6
0%

7
0%

安 芸 太 田 町

大 竹 市

安 芸 高 田 市

海 田 町

世 羅 町

北 広 島 町

東 広 島 市

尾 道 市

福 山 市

広 島 市

庄 原 市

江 田 島 市

三 原 市

府 中 市

呉 市
神 石 高 原 町

竹 原 市

三 次 市

廿 日 市 市

大 崎 上 島 町

熊 野 町

坂 町
府 中 町

広 島 県

県
平

均
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市
町
名

評
価
対
象

者
特

定
保
健

指
導
対
象

者
積

極
的
支

援
対

象
者

動
機
付
け

支
援
対
象

者
積

極
的
支

援
終

了
者

動
機
付
け

支
援
終
了

者
特

定
保
健

指
導
終
了

者
特

定
保
健

指
導

実
施
率

広
島

市
3
2
,
7
9
3
 

4
,
0
0
0
 

9
2
1
 

3
,
0
7
9

8
7
 

1
,
0
9
9
 

1
,
1
8
6
 

2
9
.
7
%

呉
市

9
,
7
2
5
 

1
,
1
8
0
 

1
7
3
 

1
,
0
0
7
 

1
0
 

2
5
9
 

2
6
9
 

2
2
.
8
%

竹
原

市
1
,
7
6
6
 

2
0
9
 

4
3
 

1
6
6
 

8
 

3
5
 

4
3
 

2
0
.
6
%

三
原

市
4
,
3
5
9
 

5
8
3
 

1
0
6
 

4
7
7
 

1
7
 

1
2
4
 

1
4
1
 

2
4
.
2
%

尾
道

市
9
,
1
1
9
 

1
,
0
8
2
 

2
2
1
 

8
6
1
 

6
2
 

3
0
1
 

3
6
3
 

3
3
.
5
%

福
山

市
1
8
,
6
9
5
 

2
,
5
5
4
 

5
0
9
 

2
,
0
4
5
 

8
7
 

6
7
5
 

7
6
2
 

2
9
.
8
%

府
中

市
2
,
4
7
3
 

3
1
0
 

7
1
 

2
3
9
 

1
0
 

6
1
 

7
1
 

2
2
.
9
%

三
次

市
2
,
8
6
9
 

3
0
4
 

8
6
 

2
1
8
 

1
3
 

4
1
 

5
4
 

1
7
.
8
%

庄
原

市
2
,
8
3
2
 

3
1
0
 

8
0
 

2
3
0
 

9
 

8
2
 

9
1
 

2
9
.
4
%

大
竹

市
1
,
4
5
4
 

1
4
8
 

2
4
 

1
2
4
 

7
 

7
8
 

8
5
 

5
7
.
4
%

東
広

島
市

7
,
8
4
3
 

9
4
0
 

1
6
3
 

7
7
7
 

5
4
 

2
9
9
 

3
5
3
 

3
7
.
6
%

廿
日

市
市

6
,
8
0
1
 

7
0
3
 

1
2
5
 

5
7
8
 

1
4
 

8
5
 

9
9
 

1
4
.
1
%

安
芸

高
田

市
2
,
5
9
6
 

2
3
7
 

5
5
 

1
8
2
 

2
0
 

9
9
 

1
1
9
 

5
0
.
2
%

江
田

島
市

1
,
6
6
5
 

2
1
5
 

3
9
 

1
7
6
 

6
 

5
6
 

6
2
 

2
8
.
8
%

府
中

町
2
,
2
7
9
 

2
7
4
 

6
4
 

2
1
0
 

2
 

1
6
 

1
8
 

6
.
6
%

海
田

町
1
,
3
1
5
 

1
5
6
 

3
1
 

1
2
5
 

8
 

7
0
 

7
8
 

5
0
.
0
%

熊
野

町
1
,
7
9
0
 

2
5
7
 

4
0
 

2
1
7
 

0
 

2
8
 

2
8
 

1
0
.
9
%

坂
町

6
2
2
 

8
8
 

1
9
 

6
9
 

1
 

5
 

6
 

6
.
8
%

安
芸

太
田

町
5
7
0
 

6
4
 

9
 

5
5
 

6
 

3
7
 

4
3
 

6
7
.
2
%

北
広

島
町

1
,
4
3
1
 

1
9
9
 

4
4
 

1
5
5
 

1
4
 

8
0
 

9
4
 

4
7
.
2
%

大
崎

上
島

町
4
6
1
 

4
6
 

4
 

4
2
 

0
 

6
 

6
 

1
3
.
0
%

世
羅

町
1
,
3
1
2
 

1
5
3
 

2
8
 

1
2
5
 

7
 

6
9
 

7
6
 

4
9
.
7
%

神
石

高
原

町
8
9
8
 

1
2
9
 

3
6
 

9
3
 

9
 

2
0
 

2
9
 

2
2
.
5
%

広
島

県
1
1
5
,
6
6
8
 

1
4
,
1
4
1
 

2
,
8
9
1
 

1
1
,
2
5
0
 

4
5
1
 

3
,
6
2
5
 

4
,
0
7
6
 

2
8
.
8
%
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6
6
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7
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3
6
.
4
%
3
3
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1
%
3
1
.
8
%
2
9
.
2
%
2
8
.
1
%
2
5
.
8
%
2
5
.
0
%
2
5
.
0
%

1
8
.
6
%
1
7
.
1
%
1
6
.
0
%
1
5
.
4
%
1
5
.
1
%
1
4
.
1
%
1
1
.
3
%
1
1
.
2
%

9
.
4
%

5
.
8
%

5
.
3
%

3
.
1
%

0
.
0
%

0
.
0
%

1
5
.
6
%

0
%

1
0%

2
0%

3
0%

4
0%

5
0%

6
0%

7
0%

安 芸 太 田 町

安 芸 高 田 市

東 広 島 市

北 広 島 町

大 竹 市

尾 道 市

海 田 町

世 羅 町

神 石 高 原 町

竹 原 市

福 山 市

三 原 市

江 田 島 市

三 次 市

府 中 市

庄 原 市

廿 日 市 市

広 島 市

呉 市
坂 町

府 中 町

熊 野 町

大 崎 上 島 町

広 島 県

平
成
2
7
年
度

市
町
国
保
別

特
定
保
健
指
導
（
積
極
的
支
援
）
実
施
率

6
7
.
3
%

6
2
.
9
%

5
6
.
0
%
5
5
.
2
%
5
4
.
4
%
5
1
.
6
%

3
8
.
5
%
3
5
.
7
%
3
5
.
7
%
3
5
.
0
%
3
3
.
0
%
3
1
.
8
%

2
6
.
0
%
2
5
.
7
%
2
5
.
5
%
2
1
.
5
%
2
1
.
1
%
1
8
.
8
%
1
4
.
7
%
1
4
.
3
%
1
2
.
9
%

7
.
6
%

7
.
2
%

3
2
.
2
%

0
%

1
0%

2
0%

3
0%

4
0%

5
0%

6
0%

7
0%

8
0%

安 芸 太 田 町

大 竹 市

海 田 町

世 羅 町

安 芸 高 田 市

北 広 島 町

東 広 島 市

広 島 市

庄 原 市

尾 道 市

福 山 市

江 田 島 市

三 原 市

呉 市
府 中 市

神 石 高 原 町

竹 原 市

三 次 市

廿 日 市 市

大 崎 上 島 町

熊 野 町

府 中 町

坂 町
広 島 県

平
成
2
7
年
度

市
町
国
保
別

特
定
保
健
指
導
（
動
機
付
け
支
援
）
実
施
率

20

積
極

的
支

援
対

象
者

積
極

的
支

援
終

了
者

実
施

率

広
島

市
9
2
1
 

8
7
 

9
.
4
%

呉
市

1
7
3
 

1
0
 

5
.
8
%

竹
原

市
4
3
 

8
 

1
8
.
6
%

三
原

市
1
0
6
 

1
7
 

1
6
.
0
%

尾
道

市
2
2
1
 

6
2
 

2
8
.
1
%

福
山

市
5
0
9
 

8
7
 

1
7
.
1
%

府
中

市
7
1
 

1
0
 

1
4
.
1
%

三
次

市
8
6
 

1
3
 

1
5
.
1
%

庄
原

市
8
0
 

9
 

1
1
.
3
%

大
竹

市
2
4
 

7
 

2
9
.
2
%

東
広

島
市

1
6
3
 

5
4
 

3
3
.
1
%

廿
日

市
市

1
2
5
 

1
4
 

1
1
.
2
%

安
芸

高
田

市
5
5
 

2
0
 

3
6
.
4
%

江
田

島
市

3
9
 

6
 

1
5
.
4
%

府
中

町
6
4
 

2
 

3
.
1
%

海
田

町
3
1
 

8
 

2
5
.
8
%

熊
野

町
4
0
 

0
 

0
.
0
%

坂
町

1
9
 

1
 

5
.
3
%

安
芸

太
田

町
9
 

6
 

6
6
.
7
%

北
広

島
町

4
4
 

1
4
 

3
1
.
8
%

大
崎

上
島

町
4
 

0
 

0
.
0
%

世
羅

町
2
8
 

7
 

2
5
.
0
%

神
石

高
原

町
3
6
 

9
 

2
5
.
0
%

広
島

県
2
,
8
9
1
 

4
5
1
 

1
5
.
6
%

動
機

づ
け

支
援

対
象

者
動

機
付

け
支

援
終

了
者

実
施

率

広
島

市
3
,
0
7
9

1
,
0
9
9
 

3
5
.
7
%

呉
市

1
,
0
0
7
 

2
5
9
 

2
5
.
7
%

竹
原

市
1
6
6
 

3
5
 

2
1
.
1
%

三
原

市
4
7
7
 

1
2
4
 

2
6
.
0
%

尾
道

市
8
6
1
 

3
0
1
 

3
5
.
0
%

福
山

市
2
,
0
4
5
 

6
7
5
 

3
3
.
0
%

府
中

市
2
3
9
 

6
1
 

2
5
.
5
%

三
次

市
2
1
8
 

4
1
 

1
8
.
8
%

庄
原

市
2
3
0
 

8
2
 

3
5
.
7
%

大
竹

市
1
2
4
 

7
8
 

6
2
.
9
%

東
広

島
市

7
7
7
 

2
9
9
 

3
8
.
5
%

廿
日

市
市

5
7
8
 

8
5
 

1
4
.
7
%

安
芸

高
田

市
1
8
2
 

9
9
 

5
4
.
4
%

江
田

島
市

1
7
6
 

5
6
 

3
1
.
8
%

府
中

町
2
1
0
 

1
6
 

7
.
6
%

海
田

町
1
2
5
 

7
0
 

5
6
.
0
%

熊
野

町
2
1
7
 

2
8
 

1
2
.
9
%

坂
町

6
9
 

5
 

7
.
2
%

安
芸

太
田

町
5
5
 

3
7
 

6
7
.
3
%

北
広

島
町

1
5
5
 

8
0
 

5
1
.
6
%

大
崎

上
島

町
4
2
 

6
 

1
4
.
3
%

世
羅

町
1
2
5
 

6
9
 

5
5
.
2
%

神
石

高
原

町
9
3
 

2
0
 

2
1
.
5
%

広
島

県
1
1
,
2
5
0
 

3
,
6
2
5
 

3
2
.
2
%
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市
町

国
保

別
特

定
保

健
指

導
実

施
率

年
次

推
移

21

広
島
県
の
受
診
率
は
，
平
成
2
0
年
度
1
8
.
2
％
，
平
成

2
1
年
度
2
9
.
2
％
，
平
成
2
2
年
度
2
6
.
5
％
，
平

成
2
3
年
度
2
3
.
7
％
，
平
成
2
4
年
度
2
6
.
3
％
，
平
成
2
5
年
度
2
9
.
1
％
，
平
成
2
6
年
度
2
9
.
2
％
，
平
成
2
7

年
度
2
8
.
8
％
と
，
平
成
2
1
年
度
以
降
増
減
を
繰
り
返
し
つ
つ
，
2
0
％
台
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

平
成
20
年
度
か
ら
平
成
27
年
度
の
受
診
率
の
伸
び

を
見
る
と
，
大
竹
市
が
57
.
4
ポ
イ
ン
ト
と
一
番

伸
び
て
い
る
。

0
%

1
0%

2
0%

3
0%

4
0%

5
0%

6
0%

7
0%

8
0%

大 竹 市

安 芸 太 田 町

安 芸 高 田 市

尾 道 市

北 広 島 町

庄 原 市

竹 原 市

海 田 町

江 田 島 市

広 島 市

広 島 県

大 崎 上 島 町

世 羅 町

三 原 市

呉 市
東 広 島 市

神 石 高 原 町

廿 日 市 市

三 次 市

福 山 市

府 中 市

府 中 町

熊 野 町

坂 町

市
町

国
保

別
特

定
保

健
指

導
の

実
施

率
の

推
移

（
H
2
0
-
H
2
7
）

H2
0年

度
H2

1年
度

H2
2年

度
H2

3年
度

H2
4年

度
H2

5年
度

H2
6年

度
H2

7年
度
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市
町

名
H
2
0年

度
H
2
1年

度
H
2
2年

度
H
2
3年

度
H
2
4
年

度
H
2
5年

度
H
2
6年

度
H
2
7度

H
2
0
-2

7
伸

び
率

広
島

市
1
6
.
7
%

3
1
.
8
%

3
3
.
5
%

3
1
.
5%

2
9
.
3%

3
4
.
6%

3
0
.
0%

2
9
.
7%

1
2
.
9%

呉
市

1
5
.
7%

2
1
.
0%

1
9
.
4%

1
5
.
4%

2
6
.
2%

3
2
.
3%

2
0
.
2%

2
2
.
8%

7
.
1
%

竹
原

市
0
.
0
%

3
5
.
4%

1
5
.
3%

1
4
.
8
%

2
6
.
7%

2
2
.
3
%

1
9
.
8%

2
0
.
6
%

2
0
.
6%

三
原

市
1
7
.
0
%

1
9
.
8
%

1
4
.
8
%

1
5
.
7%

1
3
.
1%

1
3
.
5%

1
7
.
5%

2
4
.
2%

7
.
2
%

尾
道

市
7
.
6
%

2
3
.
4%

2
4
.
5%

1
7
.
3
%

2
7
.
2%

2
8
.
7
%

3
5
.
8%

3
3
.
5
%

2
5
.
9%

福
山

市
2
8
.
6
%

3
6
.
1
%

3
3
.
4
%

2
6
.
6%

2
6
.
4%

2
8
.
3%

3
3
.
1%

2
9
.
8%

1
.
2
%

府
中

市
2
5
.
1
%

2
5
.
3
%

3
4
.
5
%

1
7
.
8%

2
1
.
1%

2
9
.
5%

1
5
.
6%

2
2
.
9%

-
2
.
2%

三
次

市
1
6
.
4
%

3
3
.
0
%

2
7
.
8
%

2
5
.
7%

1
9
.
6%

1
8
.
4%

1
4
.
1%

1
7
.
8%

1
.
3
%

庄
原

市
8
.
3
%

8
.
9
%

2
3
.
0%

1
3
.
9%

2
9
.
4%

2
5
.
3
%

2
3
.
0%

2
9
.
4
%

2
1
.
0%

大
竹

市
0
.
0
%

1
0
.
3%

5
.
6
%

6
.
1
%

2
1
.
7%

3
4
.
4%

3
1
.
3%

5
7
.
4%

5
7
.
4%

東
広

島
市

3
1
.
5%

4
4
.
8%

2
6
.
1%

2
6
.
1%

3
5
.
4
%

3
1
.
8%

4
0
.
0%

3
7
.
6
%

6
.
1
%

廿
日

市
市

1
2
.
4%

2
8
.
3%

1
3
.
8%

1
0
.
5%

6
.
7
%

1
2
.
4%

1
6
.
2%

1
4
.
1
%

1
.
7
%

安
芸

高
田

市
9
.
5
%

3
1
.
7
%

2
7
.
7
%

3
0
.
7
%

2
8
.
9%

2
8
.
9%

4
2
.
3%

5
0
.
2%

4
0
.
7%

江
田

島
市

1
5
.
7%

2
8
.
5%

2
1
.
8%

2
7
.
6%

2
5
.
6
%

1
8
.
8%

3
7
.
0%

2
8
.
8
%

1
3
.
2%

府
中

町
9
.
3
%

3
8
.
6%

1
6
.
4%

1
3
.
7
%

1
1
.
9%

6
.
8
%

1
0
.
9%

6
.
6
%

-
2
.
7%

海
田

町
3
1
.
0
%

4
0
.
8
%

4
1
.
0
%

5
6
.
2%

5
4
.
6%

7
0
.
1%

6
3
.
1%

5
0
.
0%

1
9
.
0%

熊
野

町
1
5
.
4
%

1
8
.
9
%

1
4
.
2
%

2
0
.
1%

2
3
.
7%

3
4
.
1%

1
9
.
1%

1
0
.
9%

-
4
.
5%

坂
町

1
3
.
1%

1
4
.
9%

1
7
.
2%

1
1
.
3%

1
2
.
8%

1
0
.
8%

1
5
.
6%

6
.
8
%

-
6
.
3%

安
芸

太
田

町
2
3
.
7
%

2
5
.
8%

2
7
.
4%

2
9
.
3%

5
1
.
2
%

4
2
.
9%

6
4
.
2
%

6
7
.
2%

4
3
.
5%

北
広

島
町

2
2
.
7%

1
4
.
9%

1
6
.
5%

1
3
.
4%

1
4
.
2
%

2
0
.
1%

3
0
.
0%

4
7
.
2
%

2
4
.
5%

大
崎

上
島

町
4
.
3
%

8
.
8
%

1
2
.
3%

1
8
.
6
%

2
0
.
8%

2
5
.
0
%

1
2
.
5%

1
3
.
0
%

8
.
7
%

世
羅

町
4
2
.
0
%

2
8
.
4
%

3
8
.
6
%

2
3
.
6%

5
2
.
0%

7
1
.
5%

5
4
.
8%

4
9
.
7%

7
.
7
%

神
石

高
原

町
2
0
.
3
%

1
5
.
1%

2
8
.
7%

3
0
.
3%

2
6
.
6
%

2
4
.
6%

2
4
.
2
%

2
2
.
5%

2
.
1
%

広
島

県
1
8
.
2
%

2
9
.
2
%

2
6
.
5
%

2
3
.
7%

2
6
.
3%

2
9
.
1%

2
9
.
2%

2
8
.
8%

1
0
.
7%

全
国

1
4
.
1%

1
9
.
5%

1
9
.
3%

1
9
.
4%

1
9
.
9%

2
2
.
5%

2
3
.
0%

2
5
.
1%

1
1
.
0%

平
成

27
年
度
市
町
国
保
別

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
該
当
者
及
び
予
備
群
該
当
者

23

2
3
.
2
%
2
3
.
7
%
2
4
.
5
%
2
4
.
7
%
2
5
.
4
%
2
5
.
4
%
2
5
.
7
%
2
5
.
7
%
2
6
.
1
%
2
6
.
3
%
2
6
.
4
%
2
6
.
8
%
2
7
.
8
%
2
8
.
5
%
2
8
.
7
%
2
9
.
1
%
2
9
.
1
%
2
9
.
5
%
2
9
.
8
%
3
0
.
8
%
3
1
.
0
%
3
1
.
0
%
3
1
.
3
%

2
7
.
7
%

0
%

1
0%

2
0%

3
0%

4
0%

大 崎 上 島 町

安 芸 太 田 町

世 羅 町

海 田 町

広 島 市

廿 日 市 市

三 次 市

東 広 島 市

安 芸 高 田 市

大 竹 市

三 原 市

神 石 高 原 町

府 中 市

庄 原 市

北 広 島 町

坂 町
府 中 町

江 田 島 市

呉 市
尾 道 市

福 山 市

竹 原 市

熊 野 町

広 島 県

24

保
険
者
名

評
価
対
象

者
数

内
臓
脂
肪

症
候

群
該
当
者

数
内

臓
脂
肪

症
候

群
予
備
群

者
数

メ
タ
ボ
該

当
者

及
び
予
備

群
該

当
者

メ
タ
ボ
該

当
者

及
び
予
備

群
該

当
者
割

合

血
圧
服
薬

用
者

数
コ

レ
ス
テ

ロ
ー

ル
服
薬
用

者
数

イ
ン
ス
リ

ン
服

薬
用
者

数

広
島

市
3
2
,
7
9
3
 

5
,
3
2
1
 

2
,
9
9
8
 

8
,
3
1
9
 

2
5
.
4
%

9
,
1
5
0
 

7
,
2
3
6
 

2
,
0
2
5
 

呉
市

9
7
2
5

1
6
7
6

1
2
1
8

2
,
8
9
4
 

2
9
.
8
%

3
,
2
7
1
 

2
,
6
8
3
 

7
0
5
 

竹
原

市
1
7
6
6

3
2
7

2
2
0

5
4
7
 

3
1
.
0
%

5
7
2
 

5
0
1
 

1
4
9
 

三
原

市
4
3
5
9

7
1
5

4
3
6

1
,
1
5
1
 

2
6
.
4
%

1
,
3
3
0
 

9
4
6
 

3
0
4
 

尾
道

市
9
1
1
9

1
7
7
3

1
0
3
3

2
,
8
0
6
 

3
0
.
8
%

3
,
1
4
8
 

2
,
5
0
8
 

7
0
7
 

福
山

市
1
8
6
9
5

3
5
7
6

2
2
1
4

5
,
7
9
0
 

3
1
.
0
%

6
,
2
3
2
 

4
,
3
8
6
 

1
,
4
7
0
 

府
中

市
2
4
7
3

4
3
2

2
5
5

6
8
7
 

2
7
.
8
%

7
9
1
 

5
9
4
 

2
4
4
 

三
次

市
2
8
6
9

4
7
8

2
5
9

7
3
7
 

2
5
.
7
%

1
,
0
2
0
 

7
9
0
 

2
7
4
 

庄
原

市
2
8
3
2

5
3
3

2
7
3

8
0
6
 

2
8
.
5
%

1
,
0
8
9
 

7
4
9
 

2
7
9
 

大
竹

市
1
4
5
4

2
3
4

1
4
9

3
8
3
 

2
6
.
3
%

4
6
1
 

3
6
3
 

8
3
 

東
広

島
市

7
8
4
3

1
1
3
6

8
8
0

2
,
0
1
6
 

2
5
.
7
%

2
,
2
4
7
 

1
,
6
8
6
 

5
1
0
 

廿
日

市
市

6
8
0
1

1
0
3
8

6
9
2

1
,
7
3
0
 

2
5
.
4
%

2
,
1
5
4
 

1
,
7
8
6
 

4
1
6
 

安
芸

高
田

市
2
5
9
6

4
1
9

2
5
9

6
7
8
 

2
6
.
1
%

9
4
7
 

7
3
0
 

2
7
3
 

江
田

島
市

1
6
6
5

2
8
8

2
0
4

4
9
2
 

2
9
.
5
%

6
1
3
 

4
3
3
 

1
2
5
 

府
中

町
2
2
7
9

4
1
7

2
4
7

6
6
4
 

2
9
.
1
%

7
5
9
 

6
7
7
 

1
4
9
 

海
田

町
1
3
1
5

2
0
2

1
2
3

3
2
5
 

2
4
.
7
%

3
6
6
 

2
9
4
 

8
2
 

熊
野

町
1
7
9
0

3
2
7

2
3
4

5
6
1
 

3
1
.
3
%

5
6
9
 

5
0
6
 

1
3
8
 

坂
町

6
2
2

1
0
7

7
4

1
8
1
 

2
9
.
1
%

1
9
2
 

1
4
4
 

4
7
 

安
芸

太
田

町
5
7
0

8
1

5
4

1
3
5
 

2
3
.
7
%

1
7
2
 

1
2
6
 

4
4
 

北
広

島
町

1
4
3
1

2
4
0

1
7
1

4
1
1
 

2
8
.
7
%

4
4
6
 

2
9
4
 

1
4
4
 

大
崎

上
島

町
4
6
1

5
7

5
0

1
0
7
 

2
3
.
2
%

1
3
2
 

1
5
9
 

4
1
 

世
羅

町
1
3
1
2

2
0
4

1
1
8

3
2
2
 

2
4
.
5
%

3
6
3
 

2
4
0
 

1
3
1
 

神
石

高
原

町
8
9
8

1
4
9

9
2

2
4
1
 

2
6
.
8
%

2
5
7
 

1
7
3
 

6
3
 

広
島

県
1
1
5
,
6
6
8
 

1
9
,
7
3
0
 

1
2
,
2
5
3
 

3
1
,
9
8
3
 

2
7
.
7
%

3
6
,
2
8
1
 

2
8
,
0
0
4
 

8
,
4
0
3
 

（　　）58
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3
7.
4
%

4
0.
0
%
4
0.
0
%
4
1.
1
%
4
1.
2
%
4
1.
3
%
4
1.
7
%
4
1.
7
%
4
1.
9
%
4
3.
1
%
4
3.
2
%
4
3.
5
%
4
3.
6
%
4
3.
8
%
4
5.
9
%
4
7.
0
%
4
7.
4
%
4
8.
0
%
4
8.
2
%
4
8.
6
%
4
8.
7
%
4
9.
6
%
4
9.
6
%

4
5.
0
%

0
%

1
0%

2
0%

3
0%

4
0%

5
0%

6
0%

世 羅 町

東 広 島 市

安 芸 高 田 市

大 崎 上 島 町

三 次 市

廿 日 市 市

海 田 町

北 広 島 町

安 芸 太 田 町

大 竹 市

庄 原 市

神 石 高 原 町

広 島 市

三 原 市

府 中 市

竹 原 市

府 中 町

坂 町
熊 野 町

呉 市
尾 道 市

福 山 市

江 田 島 市

広 島 県

H
２

７
年

度
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
該

当
者

及
び

予
備

群
該

当
者

の
状

況
（

男
性

）

26

保
険
者
名

評
価
対
象

者
数

内
臓
脂
肪

症
候

群
該
当
者

数
内

臓
脂
肪

症
候

群
予
備
群

者
数

メ
タ
ボ
該

当
者

及
び
予
備

群
該

当
者

メ
タ
ボ
該

当
者

及
び
予
備

群
該

当
者
割

合

血
圧
服
薬

用
者

数
コ

レ
ス
テ

ロ
ー

ル
服
薬
用

者
数

イ
ン
ス
リ

ン
服

薬
用
者

数

広
島

市
1
3
,
2
2
3
 

3
,
7
1
8
 

2
,
0
4
4
 

5
,
7
6
2
 

4
3
.
6
%

4
,
4
5
0
 

2
,
2
7
9
 

1
,
2
1
1
 

呉
市

3
,
8
6
3
 

1
,
1
0
0
 

7
7
7
 

1
,
8
7
7
 

4
8
.
6
%

1
,
4
8
6
 

8
7
8
 

4
0
1
 

竹
原

市
7
7
4
 

2
2
3
 

1
4
1
 

3
6
4
 

4
7
.
0
%

2
8
4
 

1
7
3
 

9
5
 

三
原

市
1
,
9
5
4
 

5
4
5
 

3
1
0
 

8
5
5
 

4
3
.
8
%

7
1
4
 

3
7
7
 

1
9
5
 

尾
道

市
3
,
7
2
9
 

1
,
1
7
3
 

6
4
2
 

1
,
8
1
5
 

4
8
.
7
%

1
,
4
6
8
 

8
6
5
 

3
9
5
 

福
山

市
7
,
8
5
9
 

2
,
4
3
3
 

1
,
4
6
4
 

3
,
8
9
7
 

4
9
.
6
%

3
,
0
6
0
 

1
,
5
0
4
 

8
9
2
 

府
中

市
1
,
0
1
4
 

3
0
4
 

1
6
1
 

4
6
5
 

4
5
.
9
%

3
7
1
 

2
0
2
 

1
3
4
 

三
次

市
1
,
2
9
5
 

3
3
9
 

1
9
4
 

5
3
3
 

4
1
.
2
%

5
2
6
 

2
8
5
 

1
5
0
 

庄
原

市
1
,
3
0
2
 

3
7
0
 

1
9
2
 

5
6
2
 

4
3
.
2
%

5
4
3
 

2
5
7
 

1
6
6
 

大
竹

市
6
0
6
 

1
6
0
 

1
0
1
 

2
6
1
 

4
3
.
1
%

2
1
3
 

1
1
9
 

5
2
 

東
広

島
市

3
,
2
2
6
 

7
3
3
 

5
5
7
 

1
,
2
9
0
 

4
0
.
0
%

1
,
0
9
3
 

5
4
9
 

3
0
0
 

廿
日

市
市

2
,
8
9
0
 

7
0
0
 

4
9
4
 

1
,
1
9
4
 

4
1
.
3
%

1
,
0
9
0
 

6
2
1
 

2
4
5
 

安
芸

高
田

市
1
,
1
5
4
 

2
9
0
 

1
7
2
 

4
6
2
 

4
0
.
0
%

4
6
3
 

2
6
0
 

1
6
0
 

江
田

島
市

6
4
9
 

1
9
1
 

1
3
1
 

3
2
2
 

4
9
.
6
%

2
6
8
 

1
2
3
 

5
9
 

府
中

町
9
1
1
 

2
6
2
 

1
7
0
 

4
3
2
 

4
7
.
4
%

3
2
2
 

2
2
2
 

9
2
 

海
田

町
5
5
6
 

1
4
8
 

8
4
 

2
3
2
 

4
1
.
7
%

1
7
7
 

9
4
 

5
4
 

熊
野

町
7
2
2
 

2
0
2
 

1
4
6
 

3
4
8
 

4
8
.
2
%

2
4
5
 

1
5
4
 

6
7
 

坂
町

2
5
2
 

7
0
 

5
1
 

1
2
1
 

4
8
.
0
%

8
5
 

4
4
 

3
2
 

安
芸

太
田

町
2
4
1
 

6
3
 

3
8
 

1
0
1
 

4
1
.
9
%

9
3
 

4
4
 

2
6
 

北
広

島
町

6
5
4
 

1
5
4
 

1
1
9
 

2
7
3
 

4
1
.
7
%

2
2
2
 

9
5
 

7
7
 

大
崎

上
島

町
1
7
5
 

3
7
 

3
5
 

7
2
 

4
1
.
1
%

5
3
 

4
7
 

1
9
 

世
羅

町
6
1
2
 

1
5
1
 

7
8
 

2
2
9
 

3
7
.
4
%

2
1
4
 

9
6
 

9
7
 

神
石

高
原

町
4
2
5
 

1
1
8
 

6
7
 

1
8
5
 

4
3
.
5
%

1
4
1
 

7
1
 

4
3
 

広
島

県
4
8
,
0
8
6
 

1
3
,
4
8
4
 

8
,
1
6
8
 

2
1
,
6
5
2
 

4
5
.
0
%

1
7
,
5
8
1
 

9
,
3
5
9
 

4
,
9
6
2
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1
0.
3
%

1
1.
8
%
1
2.
2
%
1
2.
3
%
1
2.
3
%
1
3.
0
%
1
3.
1
%
1
3.
3
%
1
3.
7
%
1
4.
4
%
1
5.
0
%
1
5.
2
%
1
5.
7
%
1
5.
9
%
1
6.
2
%
1
6.
7
%
1
7.
0
%
1
7.
3
%
1
7.
5
%
1
7.
8
%
1
8.
4
%
1
8.
4
%

1
9.
9
%

1
5.
3
%

0%5%

10
%

15
%

20
%

25
%

安 芸 太 田 町

神 石 高 原 町

大 崎 上 島 町

海 田 町

三 原 市

三 次 市

広 島 市

世 羅 町

廿 日 市 市

大 竹 市

安 芸 高 田 市

府 中 市

東 広 島 市

庄 原 市

坂 町
江 田 島 市

府 中 町

呉 市
福 山 市

北 広 島 町

尾 道 市

竹 原 市

熊 野 町

広 島 県

H
2
7
年

度
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
該

当
者

及
び

予
備

群
該

当
者

の
状

況
（

女
性

）
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保
険
者
名

評
価
対
象

者
数

内
臓
脂
肪

症
候

群
該
当
者

数
内

臓
脂
肪

症
候

群
予
備
群

者
数

メ
タ
ボ
該

当
者

及
び
予
備

群
該

当
者

メ
タ
ボ
該

当
者

及
び
予
備

群
該

当
者
割

合

血
圧
服
薬

用
者

数
コ

レ
ス
テ

ロ
ー

ル
服
薬
用

者
数

イ
ン
ス
リ

ン
服

薬
用
者

数

広
島

市
1
9
,
5
7
0
 

1
,
6
0
3
 

9
5
4
 

2
,
5
5
7
 

1
3
.
1
%

4
,
7
0
0
 

4
,
9
5
7
 

8
1
4
 

呉
市

5
,
8
6
2
 

5
7
6
 

4
4
1
 

1
,
0
1
7
 

1
7
.
3
%

1
,
7
8
5
 

1
,
8
0
5
 

3
0
4
 

竹
原

市
9
9
2
 

1
0
4
 

7
9
 

1
8
3
 

1
8
.
4
%

2
8
8
 

3
2
8
 

5
4
 

三
原

市
2
,
4
0
5
 

1
7
0
 

1
2
6
 

2
9
6
 

1
2
.
3
%

6
1
6
 

5
6
9
 

1
0
9
 

尾
道

市
5
,
3
9
0
 

6
0
0
 

3
9
1
 

9
9
1
 

1
8
.
4
%

1
,
6
8
0
 

1
,
6
4
3
 

3
1
2
 

福
山

市
1
0
,
8
3
6
 

1
,
1
4
3
 

7
5
0
 

1
,
8
9
3
 

1
7
.
5
%

3
,
1
7
2
 

2
,
8
8
2
 

5
7
8
 

府
中

市
1
,
4
5
9
 

1
2
8
 

9
4
 

2
2
2
 

1
5
.
2
%

4
2
0
 

3
9
2
 

1
1
0
 

三
次

市
1
,
5
7
4
 

1
3
9
 

6
5
 

2
0
4
 

1
3
.
0
%

4
9
4
 

5
0
5
 

1
2
4
 

庄
原

市
1
,
5
3
0
 

1
6
3
 

8
1
 

2
4
4
 

1
5
.
9
%

5
4
6
 

4
9
2
 

1
1
3
 

大
竹

市
8
4
8
 

7
4
 

4
8
 

1
2
2
 

1
4
.
4
%

2
4
8
 

2
4
4
 

3
1
 

東
広

島
市

4
,
6
1
7
 

4
0
3
 

3
2
3
 

7
2
6
 

1
5
.
7
%

1
,
1
5
4
 

1
,
1
3
7
 

2
1
0
 

廿
日

市
市

3
,
9
1
1
 

3
3
8
 

1
9
8
 

5
3
6
 

1
3
.
7
%

1
,
0
6
4
 

1
,
1
6
5
 

1
7
1
 

安
芸

高
田

市
1
,
4
4
2
 

1
2
9
 

8
7
 

2
1
6
 

1
5
.
0
%

4
8
4
 

4
7
0
 

1
1
3
 

江
田

島
市

1
,
0
1
6
 

9
7
 

7
3
 

1
7
0
 

1
6
.
7
%

3
4
5
 

3
1
0
 

6
6
 

府
中

町
1
,
3
6
8
 

1
5
5
 

7
7
 

2
3
2
 

1
7
.
0
%

4
3
7
 

4
5
5
 

5
7
 

海
田

町
7
5
9
 

5
4
 

3
9
 

9
3
 

1
2
.
3
%

1
8
9
 

2
0
0
 

2
8
 

熊
野

町
1
,
0
6
8
 

1
2
5
 

8
8
 

2
1
3
 

1
9
.
9
%

3
2
4
 

3
5
2
 

7
1
 

坂
町

3
7
0
 

3
7
 

2
3
 

6
0
 

1
6
.
2
%

1
0
7
 

1
0
0
 

1
5
 

安
芸

太
田

町
3
2
9
 

1
8
 

1
6
 

3
4
 

1
0
.
3
%

7
9
 

8
2
 

1
8
 

北
広

島
町

7
7
7
 

8
6
 

5
2
 

1
3
8
 

1
7
.
8
%

2
2
4
 

1
9
9
 

6
7
 

大
崎

上
島

町
2
8
6
 

2
0
 

1
5
 

3
5
 

1
2
.
2
%

7
9
 

1
1
2
 

2
2
 

世
羅

町
7
0
0
 

5
3
 

4
0
 

9
3
 

1
3
.
3
%

1
4
9
 

1
4
4
 

3
4
 

神
石

高
原

町
4
7
3
 

3
1
 

2
5
 

5
6
 

1
1
.
8
%

1
1
6
 

1
0
2
 

2
0
 

広
島

県
6
7
,
5
8
2
 

6
,
2
4
6
 

4
,
0
8
5
 

1
0
,
3
3
1
 

1
5
.
3
%

1
8
,
7
0
0
 

1
8
,
6
4
5
 

3
,
4
4
1
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1 
 市

町
名
 

平
成

29
年
度
の
対
応
(案

) 

広
島

市
 

・
自
己
負
担
金
（
50
0
円
）
の
無
料
化
の
拡
大
（
70

歳
以
上
⇒
60

歳
以
上
）
 

・
治
療
中
の
方
の
情
報
提
供
事
業
の
実
施
 

・
60
・
65

歳
に
対
す
る
分
か
り
や
す
い
受
診
勧
奨
 

呉
市
 

・
特
定
健
診
の
自
己
負
担
を
無
料
化
し
，
受
診
率
の
向
上
を
図
る
。

 

竹
原

市
 

・
減
少
し
て
い
る
原
因
を
分
析
し
，
対
策
を
立
て
て
受
診
率
の
向
上
を
図
る
。
 

三
原

市
 

・
平
成

29
年
度
に
お
い
て
も
平
成

28
年
度
と
同
様
の
事
業
の
実
施
を
予
定
 

尾
道

市
 

・
受
診
勧
奨
の
工
夫
 

・
タ
イ
ム
リ
ー
な
受
診
勧
奨
の
実
施
（
集
団
健
診
実
施
場
所
等
に
応
じ
た
勧
奨
）
 

・
リ
ピ
ー
ト
健
診
を
促
す
受
診
勧
奨
 

・
勧
奨
未
介
入
地
区
へ
の
電
話
勧
奨
の
実
施
 

・
11

月
に
実
施
す
る
未
受
診
者
勧
奨
事
業
（
圧
着
は
が
き
）
の
様
式
を
見
や
す
く
変
更
 

福
山

市
 

・
前
年
受
診
者
に
対
す
る
受
診
動
向
分
析
に
よ
る
個
別
勧
奨
を
検
討
し
て
い
る
。
 

府
中

市
 

・
民
間
企
業
に
業
務
委
託
し
，
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
手
法
を
用
い
た
受
診
勧
奨
（
特
定
健
診
の
問

診
表
か
ら
対
象
者
を
分
類
し
，
そ
れ
ぞ
れ
に
合
わ
せ
た
内
容
で
の
受
診
勧
奨
・
再
勧
奨
）
を
実

施
す
る
予
定
 

三
次

市
 

・
受
診
勧
奨
時
期
の
見
直
し
 

・
集
団
健
診
の
検
査
項
目
ご
と
の
定
員
管
理
 

庄
原

市
 

・
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
継
続
実
施
す
る
と
と
も
に
，
事
業
評
価
及
び
内
容
の
見
直
し
を
行
う
。

大
竹

市
 

・
が
ん
検
診
の
無
料
化
に
よ
り
集
団
健
診
で
の
受
診
者
増
を
目
指
す
。
 

・
受
診
勧
奨
時
期
の
見
直
し
，
効
果
的
な
勧
奨
 

東
広

島
市
 

・
未
受
診
者
へ
の
電
話
勧
奨
は
，
電
話
勧
奨
従
事
者
の
確
保
が
十
分
で
な
い
事
な
ど
に
よ
り
未
受

診
者
全
員
に
勧
奨
が
出
来
て
い
な
い
た
め
，
２
年
連
続
で
未
勧
奨
地
域
を
作
ら
な
い
等
の
工
夫

を
し
て
，
効
果
的
な
勧
奨
を
実
施
す
る
。
 

・
治
療
中
の
方
の
情
報
提
供
事
業
の
申
込
み
者
数
や
他
の
健
診
実
施
者
の
結
果
提
供
件
数
が
増
え

て
い
な
い
た
め
，
医
療
機
関
と
さ
ら
な
る
連
携
を
図
る
な
ど
普
及
啓
発
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

廿
日

市
市
 

・
健
診
Ｐ
Ｒ
の
場
所
（
商
業
施
設
）
な
ど
を
増
や
す
。
 

・
レ
デ
ィ
ー
ス
デ
ー
の
実
施
 

・
託
児
実
施
日
を
増
や
す
。
 

・
み
な
し
健
診
の
Ｐ
Ｒ
強
化
（
個
別
健
診
受
託
医
療
機
関
へ
各
種
健
診
や
保
健
事
業
の
チ
ラ
シ
な

ど
を
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
，
職
場
等
で
受
け
た
健
康
診
断
結
果
持
参
者
へ
粗
品
進
呈
）
 

2 
 市

町
名
 

平
成

29
年
度
の
対
応
(案

) 

安
芸
高
田
市
 

・
治
療
中
の
情
報
提
供
事
業
に
よ
る
受
診
者
へ
の
受
診
勧
奨
に
力
を
入
れ
て
い
く
。
特
に
医
師
会

か
ら
の
受
診
勧
奨
の
協
力
依
頼
を
行
う
。
 

・
事
業
主
健
診
の
情
報
提
供
事
業
の
推
進
と
し
て
，
商
工
会
か
ら
対
象
者
へ
事
業
の
周
知
を
依
頼

す
る
。
 

江
田

島
市
 

・
40
～
50

歳
代
の
受
診
者
数
が
低
い
た
め
，
40

代
に
焦
点
を
絞
っ
て
受
診
勧
奨
通
知
を
す
る
。

・
申
込
方
法
や
広
報
の
工
夫
（
広
報
の
時
期
や
，
ネ
ッ
ト
申
込
み
受
付
を
検
討
中
）
 

府
中

町
 

・
昨
年
度
の
受
診
勧
奨
で
は
集
団
健
診
に
焦
点
を
当
て
た
の
で
，
集
団
健
診
の
申
込
み
や
問
い
合

わ
せ
が
一
時
期
に
増
加
集
中
し
他
業
務
へ
の
支
障
が
出
た
の
で
，
個
別
健
診
に
も
申
込
み
が
移

行
で
き
る
よ
う
に
通
知
内
容
を
考
え
る
。
 

・
女
性
が
安
心
し
て
健
診
を
受
診
で
き
る
よ
う
に
，
託
児
所
や
女
性
だ
け
の
受
診
日
等
の
試
行
を

検
討
し
て
い
る
。
 

・
府
中
町
つ
ば
き
祭
り
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
特
定
健
診
に
つ
い
て
は

50
%の

人
が
，
特
定
保
健
指
導

に
つ
い
て
は

75
%の

人
が
，
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
，
ま
ず
関
心
を
も
っ
て

も
ら
え
る
よ
う
に
，
そ
し
て
わ
か
り
や
す
い
内
容
に
改
め
る
。
 

海
田

町
 

・
情
報
提
供
事
業
を
普
及
さ
せ
る
た
め
，
受
診
券
送
付
時
に
情
報
提
供
事
業
に
つ
い
て
の
お
知
ら

せ
及
び
情
報
提
供
票
を
同
封
す
る
。
 

・
集
団
健
診
の
日
程
を
例
年
通
り
に
戻
し
，
健
診
の
受
診
月
を
決
め
て
い
る
方
が
，
そ
の
月
に
受

診
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
 

熊
野

町
 

・
新
規
の
国
保
加
入
者
へ
健
診
の
案
内
を
行
い
，
新
規
受
診
者
を
増
や
す
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

坂
町
 

・
今
年
度
と
同
様
に
，
情
報
提
供
事
業
を
年
度
当
初
か
ら
実
施
。
５
月
に
特
定
健
診
受
診
券
を
送

付
す
る
際
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
詳
し
く
記
載
し
Ｐ
Ｒ
を
行
う
。
 

安
芸
太
田
町
 

―
 

北
広

島
町
 

・
今
年
度
の
新
規
受
診
者
の
分
析
（
新
規
国
保
加
入
者
か
ど
う
か
）
 

・
地
域
内
の
受
診
率
を
分
析
し
，
受
診
率
の
低
い
地
域
に
重
点
的
に
受
診
勧
奨
を
行
う
 

 

大
崎
上
島
町
 

―
 

世
羅

町
 

・
過
去
受
診
者
の
分
析
業
務
を
専
門
業
者
に
委
託
し
，
未
受
診
者
の
性
格
に
応
じ
た
効
果
的
な
受

診
勧
奨
（
コ
ー
ル
・
リ
コ
ー
ル
）
を
実
施
す
る
。
併
せ
て
，
町
内
の
か
か
り
つ
け
医
か
ら
の
情

報
提
供
に
つ
な
げ
る
。
 

神
石
高
原
町
 

・
来
年
度
よ
り
個
別
が
ん
検
診
を
実
施
す
る
。
が
ん
検
診
と
併
せ
て
特
定
健
診
を
受
け
る
方
の
増

加
を
図
る
。
 

 

資
料
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資
料
　
6

 
  ○

 
広

島
県

の
健

康
寿

命
は

，
全

国
的

に
低

く
（

全
国

順
位

︓
男

性
33

位
，

⼥
性

46
位

），
 

医
療

費
も

年
々

増
加

し
て

い
ま

す
。

 
○

 
県

で
は

，
幅

広
い

年
齢

の
県

⺠
の

⽅
に

健
康

づ
く

り
に

取
り

組
む

意
欲

を
⾼

め
て

い
た

だ
く

た
め

に
「

ひ
ろ

し
ま

ヘ
ル

ス
ケ

ア
ポ

イ
ン

ト
」

事
業

を
実

施
し

ま
す

（
平

成
29

年
３

⽉
開

始
予

定
）。

 
                          

 

     

ひ
ろ
し
ま
ヘ
ル
ス
ケ
ア
ポ
イ
ン
ト
の
概
要

 

①
参

加
登

録
（

H
M

ネ
ッ

ト
に

登
録

）
②

取
組

を
実

践
し

て
ポ

イ
ン

ト
獲

得
③

ポ
イ

ン
ト

を
貯

め
て

特
典

を
取

得

市
町
が
任
意
で
制
度
設
計

※
ポ
イ

ン
ト
を
貯
め
る
難
し
さ
は

W
EB

版
と
調
整

ポ
イ
ン
ト
を
貯
め
て

特
典
を
取
得

特
典
は

W
EB

版
と

紙
版
で
原
則
共
通

 

①
ポ

イ
ン

ト
を

貯
め

る
画

面
イ

メ
ー

ジ
 

事
業

の
全

体
像

 

W
EB

版
事

業
 

紙
版

事
業
（

市
町

が
任

意
で

実
施

）
 

※
開
発
中
画
面
に
つ
き
変
更
の
場
合
有

 

  

取
組
 

獲
得
ポ
イ
ン
ト
 

確
認
方
法
 

特
定
健
診
等
の
受
診
 

5
0
0
ｐ
（
年
１
回
）

①
健
診
会
場
で
の
二
次
元
コ
ー
ド
の
読
み
取
り
 

②
健
診
結
果
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
 

が
ん
検
診
の
受
診
 

5
0
0
ｐ
（
年
１
回
）

歯
科
健
診
（
実
施
市
町
に
限
る
）
の
受
診
 

5
0
0
ｐ
（
年
１
回
）

健
康
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
 

3
0
ｐ
／
回
 

会
場
・
施
設
で
の
二
次
元
コ
ー
ド
の
読
み
取
り
 

健
康
づ
く
り
施
設
の
利
用
 

５
ｐ
／
日
 

歩
数
の
記
録
 

8
,
0
0
0
歩
以
上
 

1
0
ｐ
／
日
 

①
対
応
機
器
か
ら
の
自
動
デ
ー
タ
連
携
 

②
W
e
b
サ
イ
ト
で
入
力
 

5
,
0
0
0
～

7
,
9
9
9
歩
 

５
ｐ
／
日
 

3
,
0
0
0
～

4
,
9
9
9
歩
 

３
ｐ
／
日
 

主
食
・
主
菜
・
副
菜
を
組
み
合
わ
せ
た
食
事
 

３
ｐ
／
日
 

体
重
の
記
録
 

５
ｐ
／
日
 

適
正
体
重
（
B
M
I
）
の
維
持
 

1
0
ｐ
／
日
 

体
重
の
記
録
デ
ー
タ
か
ら
自
動
算
出
 

適
正
体
重
（
B
M
I
）
へ
の
変
化
 

   N
O
 

ス
テ

ー
ジ

名
 

必
要

な
 

ポ
イ

ン
ト

数
 

特
典

の
内

容
 

Ⅰ
 

入
門

 
ス
テ
ー
ジ

 
1,

00
0ｐ

※
1

（
毎

日
取

り
組

ん
で

約
１

か
月

）

①
協

賛
事

業
者

の
ポ

イ
ン

ト
を
獲
得

※
2
 

②
協

賛
店

で
の
割
引
等

※
3
 

 

Ⅱ
 

達
人

 
ス
テ
ー
ジ

 
2,

00
0ｐ

 
（

毎
日

取
り

組

ん
で

約
２

か
月

）

①
協

賛
事

業

者
の

ポ
イ

ン

ト
を
獲
得

 

②
協

賛
店

で

の
割
引
等

 
③

景
品

の
抽

選
１

（
企

業
等

提
供

）
 

Ⅲ
 

名
人

 
ス
テ
ー
ジ

 
3,

00
0ｐ

 
（

毎
日

取
り

組

ん
で

約
３

か
月

）

①
協

賛
事

業

者
の

ポ
イ

ン

ト
を
獲
得

 

②
協

賛
店

で

の
割
引
等

 
③

景
品

の
抽

選
１

 
（

企
業

等
提

供
）

 
④

景
品

の
抽

選
２

（
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広島県地域保健対策協議会 特定健診受診率向上専門委員会
委員長　木原　康樹　広島大学大学院医歯薬保健学研究院循環器内科学
委　員　大本　　崇　広島県医師会
　　　　吉川　　仁　佐伯地区医師会
　　　　小畠　敏嗣　福山市医師会
　　　　佐川　　広　大竹市医師会
　　　　菅田　　巌　安芸地区医師会
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　　　　田辺　靖昌　福山市保健福祉局保健部成人健診課
　　　　谷本　文代　広島市健康福祉局保健部保健医療課
　　　　地主　和人　安佐医師会
　　　　中西　敏夫　広島県医師会
　　　　野島　　等　大竹市健康福祉部社会健康課
　　　　平井東志雄　広島県国民健康保険団体連合会総務部保健事業課
　　　　松村　　誠　広島市医師会
　　　　三浦　弘之　東広島地区医師会
　　　　光野　雄三　呉市医師会
　　　　宮崎　哲匡　廿日市市福祉保健部健康推進課
　　　　渡辺　慎一　広島県健康福祉局地域包括ケア・高齢者支援課
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医薬品の適正使用検討特別委員会

（平成 28 年度）

医薬品の適正使用検討特別委員会報告書

広島県地域保健対策協議会 医薬品の適正使用検討特別委員会

委 員 長　松尾　裕彰

Ⅰ．　は　じ　め　に

　団塊の世代がすべて 75 歳以上を迎える 2025 年に
向け，地域包括ケアシステムの構築が課題となって
いる。
　一方，近年では，疾病の予防や軽度の疾病の治療
に対しては，住民自らが対処するセルフメディケー
ションの考え方が浸透しつつあり，薬局・薬剤師に
は一般用医薬品やいわゆる健康食品の適正使用の助
言や適切な受診勧奨が求められている。
　このような状況の中，昨年度当委員会では，健康
に良いと称して販売され，県民の生活にも身近な存
在となっている健康食品に焦点を当て，県民の利用
実態に関するアンケート調査を行った。その結果，
健康食品を利用したことがあると回答した 72％の者
のうち，概ね 80％の者が現在も利用しており，健康
食品の利用により通院や服薬を自己判断で中止した
者が存在したこと，健康食品の利用により体の不調
を感じたことがある者が 7.2％であったこと，健康
食品の利用状況を医療従事者に伝えていない者が
60％を超えていたことなど，患者などが健康食品を
利用することについて，多くの課題があることが明
らかとなった。
　そこで，今年度は，健康食品の利用に係る医療・
介護従事者への実態調査を行うこととし，健康被害
発生の状況や相談対応などの現状を把握し，今後の
医療・介護従事者などが取り組むべき対策について
の検討を行った。

Ⅱ．　アンケート調査の概要

　広島県内の医療従事者および介護従事者を対象と
し，健康食品の利用に係るアンケート調査を実施し
た。
₁　アンケート調査時期
　平成 28 年 11 月

₂　アンケート調査方法
　ア　調査対象施設
　広島市地区，呉市地区，廿日市地区，尾道地区，
三次地区の 5地区（ただし，薬局および訪問看護
ステーションについては，広島県全地域）に所在
する次の施設
　　　施設数　計 4,415 施設
　　①診療所（医科） 1,140 施設
　　②診療所（歯科） 883 施設
　　③薬局 1,525 施設
　　④訪問看護ステーション 261 施設
　　⑤居宅介護支援事業所 545 施設
　　⑥地域包括支援センター 61 施設
　イ　調査方法
　　各施設にアンケート調査票を郵送し，回収した。
　ウ　アンケート調査票
　別紙のアンケート調査票のとおりとした。なお，
主な調査項目は次のとおりである。
①健康食品の利用による健康被害の症例経験及び
治療への影響
②健康食品の利用による健康被害に関する相談応
需経験
③健康食品の不適切利用の発見経験
④健康食品に関する県民からの相談応需経験
⑤患者への健康食品の利用状況の確認
⑥健康食品の利用における専門家関与の必要性の
認識

　⑦健康食品に関する問題認識
　⑧健康サポート薬局の認知状況

Ⅲ．　アンケート調査結果

₁　アンケート回収率
　表 1に回収率を示す。

（　　）63



₂　調査結果
（1）回答施設の概況
　回答施設の概況を図 1～図 8に示す。
　二次医療圏別の回答施設の割合は図 1のとおりで
ある。
　診療所（医科）では，内科を中心に幅広い診療科
から回答が得られた（図 2）。
　薬局では，常勤薬剤師数は 1人から 6人以上の薬
局までと，幅広く回答が得られた（図 3）。健康食品
は，56％の薬局で取り扱っていた（図 4）。
　訪問看護ステーション，居宅介護支援事業所およ
び地域包括支援センターにおいては，設置主体もさ
まざまであり，勤務している職員数および施設利用
者数についても，少人数から大人数までさまざまな
規模の事業所から回答が得られた（図 5～8）。

表 ₁　アンケート回収率

対象施設 送付数 回答数 回収率

診療所（医科） 1,140 367 32.2％
診療所（歯科） 883 237 26.8％
薬局 1,525 904 59.3％
訪問看護ステーション 261 152 58.2％
居宅介護支援事業所 545 332 60.9％
地域包括支援センター 61 44 72.1％

合　計 4,415 2,036 46.1％

図 ₁　二次医療圏別内訳（全施設）

図 ₂　診療科内訳（複数回答）（医科）
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(1)回答施設の概況 

回答施設の概況を図 1～図 8に示す。 

二次医療圏別の回答施設の割合は図 1のと

おりである。 

診療所（医科）では、内科を中心に幅広い

診療科から回答が得られた（図 2）。 

薬局では、常勤薬剤師数は 1 人から 6 人以

上の薬局までと、幅広く回答が得られた（図

3）。健康食品は、56％の薬局で取り扱ってい
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図 2 診療科内訳（複数回答）（医科）

図 4 業務形態（薬局） 

図 3 常勤薬剤師数（薬局）

図 1 二次医療圏別内訳（全施設） 

対象施設 送付数 回答数 回収率

診療所（医科） 1,140 367 32.2%

診療所（歯科） 883 237 26.8%

薬局 1,525 904 59.3%

訪問看護ステーション 261 152 58.2%

居宅介護支援事業所 545 332 60.9%

地域包括支援センター 61 44 72.1%

合　計 4,415 2,036 46.1%

N=367 

図 ₃　常勤薬剤師数（薬局）

図 ₄　業務形態（薬局）

図 ₅　事業所設置主体（居宅介護支援事業所，地域
包括支援センター）

図 ₆　職員数（訪問看護ステーション，居宅介護支
援事業所，地域包括支援センター）
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(2)健康食品による健康被害等の状況 

ア 健康被害の症例経験（医科、歯科） 

健康食品の摂取を原因とする健康被害の症

例経験については、医科では 13%、歯科では 4%

の施設が、確定事例又は疑い事例があると回答

した（図 9及び 10）。 

個別の事例では、健康食品が原因であると確

定診断した事例 21 例、疑いがあると診断した

事例 50 例の回答があり、特に 60 代女性での事

例が多かった（表 2）。 

原因と考えられる健康食品の種類は、医科で

は青汁、青麦若葉が、歯科では黒酢が多く、全

体として、昨年度の県民アンケート調査におい

て利用率の高かったものが多かった（表 3）。 

具体的な健康被害としては、肝障害や皮膚障

害、歯の酸蝕症などが複数見受けられた。 

また、健康被害への対応は、自院での治療が

最も多かったが、他医への紹介や経過観察を行

った事例もあった（図 11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（医科）

（歯科）

図 10 健康被害症例の経験（歯科） 

図 5 事業所設置主体（居宅介護支援事業 
所、地域包括支援センター） 

図 6 職員数（訪問看護ステーション、 
居宅介護支援事業所、地域包括支援
センター） 

図7 施設利用者数（平成28年10月利用分）
（訪問看護ステーション， 

居宅介護支援事業所） 

図 8 要支援者数（平成 28 年 10 月利用分） 
   （地域包括支援センター） 

図 9 健康被害症例の経験（医科） 

※平成 28 年 10 月 31 日現在
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（2）健康食品による健康被害などの状況
　ア　健康被害の症例経験（医科，歯科）
　健康食品の摂取を原因とする健康被害の症例経
験については，医科では 13％，歯科では 4％の施
設が，確定事例または疑い事例があると回答した
（図 9および 10）。

図 ₇　施設利用者数（平成28年 10月利用分）（訪問
看護ステーション，居宅介護支援事業所）

図 ₈　要支援者数（平成28年 10月利用分）（地域包
括支援センター） 　個別の事例では，健康食品が原因であると確定

診断した事例 21 例，疑いがあると診断した事例
50 例の回答があり，特に 60 代女性での事例が多
かった（表 2）。
　原因と考えられる健康食品の種類は，医科では
青汁，青麦若葉が，歯科では黒酢が多く，全体と
して，昨年度の県民アンケート調査において利用
率の高かったものが多かった（表 3）。

図 ₉　健康被害症例の経験（医科）

図 ₁₀　健康被害症例の経験（歯科）

表 ₂　健康被害症例における患者内訳（医科・歯科）
（件数）

事例 医科・歯科 年代
男女別 ₁₀代 ₂₀代 ₃₀代 ₄₀代 ₅₀代 ₆₀代 ₇₀代 ₈₀代 不明 小計 合計

確
定
事
例

医
科

男 ₁ － － ₁ ₁ ₃ － － ₂ ₈

₂₁女 － ₁ － ₄ ₂ ₃ － － ₁ ₁₁

不明 － － － － － － － － ₂ ₂

歯
科

男 － － － － ₁ － － － － ₁
₂

女 － － － ₁ － － － － － ₁

疑
い
事
例

医
科

男 － － － － － － ₄ ₃ ₅ ₁₂

₅₀女 － － ₂ ₃ ₂ ₉ ₄ ₅ ₆ ₃₁

不明 － － － ₁ － ₂ － － ₄ ₇

歯
科

男 － － － － － － ₂ － ₁ ₃
₁₀

女 － － ₁ ₁ ₁ ₂ － ₁ ₁ ₇

合計 ₁ ₁ ₃ ₁₁ ₇ ₁₉ ₁₀ ₉ ₂₂ ₈₃
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　具体的な健康被害としては，肝障害や皮膚障害，
歯の酸蝕症などが複数見受けられた。
　また，健康被害への対応は，自院での治療が最
も多かったが，他医への紹介や経過観察を行った
事例もあった（図 11）。

イ　治療への影響（医科，歯科）
　次に，健康食品の利用が患者の治療へどのよう
に影響しているか調査した。
　「治療へ良い影響があった経験がある」と回答し
た施設の割合は，医科が 12％，歯科が 6％であっ
た（図 12）。その内容については，因果関係は不
明であるが，サプリメントなどにおける個別の症
状の改善に係る回答が多かった。
　一方，「治療へ悪い影響があった経験がある」と
回答した施設の割合は，医科が 32％，歯科が 7％
であった（図 13）。その内容については，経験の
ある医科施設の約半数が「処方した薬の服用を止
めたことがある」と回答しており，「治療中の症状
が悪化したことがある」や，「患者が治療（通院）
を止めたことがある」と回答した施設も多かった
（図 14）。そのほかでは，相互作用による治療薬の
効果の減弱，健康食品による副作用の発現，血液
検査数値の悪化などの回答があった。

図 ₁₁　健康被害症例に対する対応状況（複数回答）
（医科・歯科）
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表 2 健康被害症例における患者内訳（医科・歯科） 

表 3 健康被害症例における摂取した健康食品（医科・歯科）

図 11 健康被害症例に対する対応状況 
（複数回答）    （医科・歯科） 

 
医科 N=46 
歯科 N=10 

※平成 27 年度県民アンケート調査結果による 

（件数）

件数 順位 件数 順位

1 ビタミン類 4 9 0

2
ミネラル類
（カルシウム，鉄，
マグネシウム等）

6 2 0

3 栄養ドリンク 4 9 3 2
4 青汁・青麦若葉 11 1 0
5 乳酸菌・酵母 5 6 0
6 ブルーベリーエキス 4 9 0
7 健康茶 4 9 0
8 DHA・EPA 4 9 0
9 コラーゲン 1 0
10 黒酢 3 7 1
11 グルコサミン 6 2 0
12 ニンニク 6 2 0
13 コエンザイムQ10 2 0
14 ヒアルロン酸 5 6 0
15 コンドロイチン 6 2 0
16 プラセンタ 3 0
17 ルテイン 1 0
18 クロレラ 0 0
19 ローヤルゼリー 3 0
20 ウコン 5 6 0
21 イチョウ（葉）エキス 3 0
22 プロポリス 4 9 0
23 セサミン 2 0
24 シジミ 1 0
25 朝鮮人参 2 0
26 キトサン 1 0
27 アガリクス 2 0

28
霊芝（レイシ，
マンネンタケ）

3 0

29 リポ酸 1 0
30 ギムネマ 0 0

不明 3 2
その他 10 3

健康食品名
県民摂取
順位

医科 歯科
※ 

年代

男女別

男 1 - - 1 1 3 - - 2 8

女 - 1 - 4 2 3 - - 1 11

不明 - - - - - - - - 2 2

男 - - - - 1 - - - - 1

女 - - - 1 - - - - - 1

男 - - - - - - 4 3 5 12

女 - - 2 3 2 9 4 5 6 31

不明 - - - 1 - 2 - - 4 7

男 - - - - - - 2 - 1 3

女 - - 1 1 1 2 - 1 1 7

合計 1 1 3 11 7 19 10 9 22 83

医
科

歯
科

確
定
事
例

21

2

50
医
科

歯
科

疑
い
事
例

10

合計小計不明80代70代10代医科・歯科事例 60代50代40代30代20代

図 ₁₂　治療への良い影響の有無（医科，歯科）

図 ₁₃　治療への悪い影響の有無（医科，歯科）

図 ₁₄　治療への悪い影響の内容（医科，歯科）

 5

イ 治療への影響（医科、歯科） 

 次に、健康食品の利用が患者の治療へどのよ

うに影響しているか調査した。 

「治療へ良い影響があった経験がある」と回

答した施設の割合は、医科が 12％、歯科が 6％

であった（図 12）。その内容については、因果

関係は不明であるが、サプリメント等における

個別の症状の改善に係る回答が多かった。 

一方、「治療へ悪い影響があった経験がある」

と回答した施設の割合は、医科が 32％、歯科

が 7％であった（図 13）。その内容については、

経験のある医科施設の約半数が「処方した薬の

服用を止めたことがある」と回答しており、「治

療中の症状が悪化したことがある」や、「患者

が治療（通院）を止めたことがある」と回答し

た施設も多かった（図 14）。その他では、相互

作用による治療薬の効果の減弱、健康食品によ

る副作用の発現、血液検査数値の悪化などの回

答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 健康被害の相談応需（医科、歯科以外） 

次に、薬局、訪問看護ステーション、居宅介

護支援事業所及び地域包括支援センターにお

いて、患者や利用者等からの健康食品による健

康被害に関する相談応需経験を調査した。 

その結果、薬局では 8％、訪問看護ステーシ

ョンでは 9％、居宅介護支援事業所では 7％、

地域包括支援センターでは 7％の施設におい

て、健康被害に関する相談の経験があった（図

15）。 

相談時に訴えのあった症状としては、「発疹」、

「腹痛・下痢」が特に多かった（図 16）。その

他の個別回答には、肝機能低下や腎機能低下、

乳酸アシドーシスといった重篤な症状に繋が

る可能性のあるものもあった。 

相談時の対応としては、薬局では、医療機関

への受診勧奨のほか、自薬局のみでの対応が多

く、その他の職種では、医療機関への報告が最

も多かった。その他の回答は、本人や家族への

注意喚起、関係介護サービス事業所への報告な

どがあった（図 17 及び 18）。 

 

 

 

 

図 12 治療への良い影響の有無（医科、歯科）

図 13 治療への悪い影響の有無（医科、歯科）

医科 N=118

歯科 N=17

図 14 治療への悪い影響の内容（医科、歯科）

表 ₃　健康被害症例における摂取した健康食品
　　　　（医科・歯科）
県民摂取
順位※ 健康食品名

医科 歯科
件数 順位 件数 順位

₁ ビタミン類 ₄ ₉ ₀

₂
ミネラル類
（カルシウム，鉄，
マグネシウム等）

₆ ₂ ₀

₃ 栄養ドリンク ₄ ₉ ₃ ₂
₄ 青汁・青麦若葉 ₁₁ ₁ ₀
₅ 乳酸菌・酵母 ₅ ₆ ₀
₆ ブルーベリーエキス ₄ ₉ ₀
₇ 健康茶 ₄ ₉ ₀
₈ DHA・EPA ₄ ₉ ₀
₉ コラーゲン ₁ ₀
₁₀ 黒酢 ₃ ₇ ₁
₁₁ グルコサミン ₆ ₂ ₀
₁₂ ニンニク ₆ ₂ ₀
₁₃ コエンザイム Q₁₀ ₂ ₀
₁₄ ヒアルロン酸 ₅ ₆ ₀
₁₅ コンドロイチン ₆ ₂ ₀
₁₆ プラセンタ ₃ ₀
₁₇ ルテイン ₁ ₀
₁₈ クロレラ ₀ ₀
₁₉ ローヤルゼリー ₃ ₀
₂₀ ウコン ₅ ₆ ₀
₂₁ イチョウ（葉）エキス ₃ ₀
₂₂ プロポリス ₄ ₉ ₀
₂₃ セサミン ₂ ₀
₂₄ シジミ ₁ ₀
₂₅ 朝鮮人参 ₂ ₀
₂₆ キトサン ₁ ₀
₂₇ アガリクス ₂ ₀

₂₈ 霊芝（レイシ，
マンネンタケ） ₃ ₀

₂₉ リポ酸 ₁ ₀
₃₀ ギムネマ ₀ ₀

不明 ₃ ₂
その他 ₁₀ ₃

※平成 27 年度県民アンケート調査結果による
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ウ　健康被害の相談応需（医科，歯科以外）
　次に，薬局，訪問看護ステーション，居宅介護
支援事業所および地域包括支援センターにおいて，
患者や利用者などからの健康食品による健康被害
に関する相談応需経験を調査した。
　その結果，薬局では 8％，訪問看護ステーショ
ンでは 9％，居宅介護支援事業所では 7％，地域包
括支援センターでは 7％の施設において，健康被
害に関する相談の経験があった（図 15）。
　相談時に訴えのあった症状としては，「発疹」，
「腹痛・下痢」が特に多かった（図 16）。そのほか
の個別回答には，肝機能低下や腎機能低下，乳酸
アシドーシスといった重篤な症状に繋がる可能性
のあるものもあった。
　相談時の対応としては，薬局では，医療機関へ
の受診勧奨のほか，自薬局のみでの対応が多く，
そのほかの職種では，医療機関への報告が最も多
かった。そのほかの回答は，本人や家族への注意
喚起，関係介護サービス事業所への報告などが
あった（図 17 および 18）。

エ　不適切な利用状況の発見（医科，歯科以外）
　薬局，訪問看護ステーション，居宅介護支援事
業所および地域包括支援センターに対して，不適
切と考えられる健康食品の利用状況の発見経験に
ついて調査した。
　その結果，薬局では 40％，訪問看護ステーショ
ンでは 31％，居宅介護支援事業所では 31％，地域
包括支援センターでは 64％の施設において，患者
または利用者の不適切利用を発見していた（図
19）。その内容は，薬局では「医薬品との相互作
用」に関するものが多く，そのほかの職種では，
「多種類の健康食品の同時摂取」や「業者からの不
当な販売」の発見が多く，中でも居宅介護支援事
業所と地域包括支援センターにおける回答割合が
高かった（図 20）。
　また，不適切利用発見後の対応状況を調査した
ところ，どの職種も主治医へ報告した割合が最も
高かった。そのほかの回答では，本人や家族への
注意喚起（利用中止の助言や受診勧奨を含む。）が
最も多く，そのほか，他の介護関係施設への連絡，
消費生活センターへの相談などであった（図 21）。
　薬局が発見した不適切な利用事例における健康
食品の種類を調査したところ，「ビタミン類」，「ミ

図 ₁₅　健康被害の相談応需経験
（医科，歯科以外）
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エ 不適切な利用状況の発見（医科、歯科以外） 

 薬局、訪問看護ステーション、居宅介護支援

事業所及び地域包括支援センターに対して、不

適切と考えられる健康食品の利用状況の発見

経験について調査した。 

その結果、薬局では 40％、訪問看護ステー

ションでは 31％、居宅介護支援事業所では

31％、地域包括支援センターでは 64％の施設

において、患者又は利用者の不適切利用を発見

していた（図 19）。その内容は、薬局では「医

薬品との相互作用」に関するものが多く、その

他の職種では、「多種類の健康食品の同時摂取」

や「業者からの不当な販売」の発見が多く、中

でも居宅介護支援事業所と地域包括支援セン

ターにおける回答割合が高かった（図 20）。 

また、不適切利用発見後の対応状況を調査し

たところ、どの職種も主治医へ報告した割合が

最も高かった。その他の回答では、本人や家族

への注意喚起（利用中止の助言や受診勧奨を含

む。）が最も多く、その他、他の介護関係施設

への連絡、消費生活センターへの相談などであ

った（図 21）。 

薬局が発見した不適切な利用事例における

健康食品の種類を調査したところ、「ビタミン

類」、「ミネラル類」、「栄養ドリンク」、「青汁・

青麦若葉」が多く、これらはいずれも、昨年度

図 16 健康被害相談時の症状（複数回答） 

（医科、歯科以外） 

N=69 

図 17 健康被害相談時の対応（複数回答） 

（薬局） 

 

図 15 健康被害の相談応需経験 
（医科、歯科以外） 

図 18 健康被害相談時の対応（複数回答） 

（訪問看護ステーション、居宅介護支援事

業所、地域包括支援センター） 

訪問看護ステーション N=14 
居宅介護支援事業所   N=22 
地域包括支援センター N=3 

薬局         N=69
訪問看護ステーション N=14 
居宅介護支援事業所  N=22 
地域包括支援センター N=3 

図 ₁₆　健康被害相談時の症状（複数回答）
　　　（医科，歯科以外）
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エ 不適切な利用状況の発見（医科、歯科以外） 

 薬局、訪問看護ステーション、居宅介護支援

事業所及び地域包括支援センターに対して、不

適切と考えられる健康食品の利用状況の発見

経験について調査した。 

その結果、薬局では 40％、訪問看護ステー

ションでは 31％、居宅介護支援事業所では

31％、地域包括支援センターでは 64％の施設

において、患者又は利用者の不適切利用を発見

していた（図 19）。その内容は、薬局では「医

薬品との相互作用」に関するものが多く、その

他の職種では、「多種類の健康食品の同時摂取」

や「業者からの不当な販売」の発見が多く、中

でも居宅介護支援事業所と地域包括支援セン

ターにおける回答割合が高かった（図 20）。 

また、不適切利用発見後の対応状況を調査し

たところ、どの職種も主治医へ報告した割合が

最も高かった。その他の回答では、本人や家族

への注意喚起（利用中止の助言や受診勧奨を含

む。）が最も多く、その他、他の介護関係施設

への連絡、消費生活センターへの相談などであ

った（図 21）。 

薬局が発見した不適切な利用事例における

健康食品の種類を調査したところ、「ビタミン

類」、「ミネラル類」、「栄養ドリンク」、「青汁・

青麦若葉」が多く、これらはいずれも、昨年度

図 16 健康被害相談時の症状（複数回答） 

（医科、歯科以外） 

N=69 

薬局         N=69
訪問看護ステーション N=14 
居宅介護支援事業所  N=22 
地域包括支援センター N=3 

図 17 健康被害相談時の対応（複数回答） 

（薬局） 

 

図 15 健康被害の相談応需経験 
（医科、歯科以外） 

図 18 健康被害相談時の対応（複数回答） 

（訪問看護ステーション、居宅介護支援事

業所、地域包括支援センター） 

訪問看護ステーション N=14 
居宅介護支援事業所   N=22 
地域包括支援センター N=3 

図 ₁₇　健康被害相談時の対応（複数回答）（薬局）

 6

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 不適切な利用状況の発見（医科、歯科以外） 

 薬局、訪問看護ステーション、居宅介護支援

事業所及び地域包括支援センターに対して、不

適切と考えられる健康食品の利用状況の発見

経験について調査した。 

その結果、薬局では 40％、訪問看護ステー

ションでは 31％、居宅介護支援事業所では

31％、地域包括支援センターでは 64％の施設

において、患者又は利用者の不適切利用を発見

していた（図 19）。その内容は、薬局では「医

薬品との相互作用」に関するものが多く、その

他の職種では、「多種類の健康食品の同時摂取」

や「業者からの不当な販売」の発見が多く、中

でも居宅介護支援事業所と地域包括支援セン

ターにおける回答割合が高かった（図 20）。 

また、不適切利用発見後の対応状況を調査し

たところ、どの職種も主治医へ報告した割合が

最も高かった。その他の回答では、本人や家族

への注意喚起（利用中止の助言や受診勧奨を含

む。）が最も多く、その他、他の介護関係施設

への連絡、消費生活センターへの相談などであ

った（図 21）。 

薬局が発見した不適切な利用事例における

健康食品の種類を調査したところ、「ビタミン

類」、「ミネラル類」、「栄養ドリンク」、「青汁・

青麦若葉」が多く、これらはいずれも、昨年度

図 16 健康被害相談時の症状（複数回答） 

（医科、歯科以外） 

N=69 

薬局         N=69
訪問看護ステーション N=14 
居宅介護支援事業所  N=22 
地域包括支援センター N=3 

図 17 健康被害相談時の対応（複数回答） 

（薬局） 

 

図 15 健康被害の相談応需経験 
（医科、歯科以外） 

図 18 健康被害相談時の対応（複数回答） 

（訪問看護ステーション、居宅介護支援事

業所、地域包括支援センター） 

訪問看護ステーション N=14 
居宅介護支援事業所   N=22 
地域包括支援センター N=3 

図 ₁₈　健康被害相談時の対応（複数回答）（訪問看
護ステーション，居宅介護支援事業所，地域
包括支援センター）
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ネラル類」，「栄養ドリンク」，「青汁・青麦若葉」
が多く，これらはいずれも，昨年度の県民アン
ケート調査で現在利用している健康食品の種類と
して多かったものであった（表 4）。

オ　健康食品に関する問題認識（全職種）
　次に，各職種における，日常業務上の健康食品
に関する問題認識について調査した。その結果，
薬局では 70％，医科，訪問看護ステーション，居
宅介護支援事業所および地域包括支援センターで
は概ね 60％の施設で，何らかの問題を感じている
と回答した（図 22）。
　その問題点は，職種別で割合に差があるものの，
「患者（利用者）が利用していることを伝えない」，
「多種多様であるため，相談対応が困難」，「健康食

図 ₁₉　不適切な利用事例の発見
（医科・歯科以外）

 7

の県民アンケート調査で現在利用している健

康食品の種類として多かったものであった（表

4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 4 不適切な利用事例における 
健康食品の種類（薬局） 

図 20 不適切な利用事例の内容（複数回答） 

   （医科、歯科以外） 

薬局         N=365
訪問看護ステーション N=47 
居宅介護支援事業所  N=104 
地域包括支援センター N=28 

図 19 不適切な利用事例の発見 
   （医科・歯科以外） 

※平成 27 年度県民アンケート調査結果による 

件数 順位

1 ビタミン類 111 3

2
ミネラル類
（カルシウム，鉄，
マグネシウム等）

126 2

3 栄養ドリンク 68 4
4 青汁・青麦若葉 149 1
5 乳酸菌・酵母 14
6 ブルーベリーエキス 18
7 健康茶 27 9
8 DHA・EPA 26 10
9 コラーゲン 21
10 黒酢 24
11 グルコサミン 50 6
12 ニンニク 14
13 コエンザイムQ10 7
14 ヒアルロン酸 32 8
15 コンドロイチン 51 5
16 プラセンタ 8
17 ルテイン 5
18 クロレラ 34 7
19 ローヤルゼリー 17
20 ウコン 22
21 イチョウ（葉）エキス 26 10
22 プロポリス 14
23 セサミン 7
24 シジミ 2
25 朝鮮人参 21
26 キトサン 3
27 アガリクス 9

28
霊芝（レイシ，
マンネンタケ）

19

29 リポ酸 3
30 ギムネマ 2

不明 13
その他 32

県民摂取
順位

薬局
健康食品名※ 

図 ₂₀　不適切な利用事例の内容（複数回答）
　　　（医科，歯科以外）
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オ 健康食品に関する問題認識（全職種） 

 次に、各職種における、日常業務上の健康食

品に関する問題認識について調査した。その結

果、薬局では 70％、医科、訪問看護ステーシ

ョン、居宅介護支援事業所及び地域包括支援セ

ンターでは概ね 60％の施設で、何らかの問題

を感じていると回答した（図 22）。 

その問題点は、職種別で割合に差があるもの

の、「患者（利用者）が利用していることを伝

えない」、「多種多様であるため、相談対応が困

難」、「健康食品の情報（飲み合わせ、安全性等）

が少ない」、「虚偽誇大広告が多い」が比較的多

かった（図 23）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)健康食品の相談対応 

ア 健康食品に関する相談応需（全職種） 

 次に、各職種に対し、健康被害の有無に関わ

らず、患者や利用者等から健康食品の利用に関

する相談を受けたことがあるか調査した。 

その結果、経験割合の高い順に、薬局が 93%、

医科が 74%、訪問看護ステーションが 68%、地

域包括支援センターが 55%、居宅介護支援事業

所が 42%及び歯科が 19%であった（図 24）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、その相談内容（医科、歯科以外）は、

「医薬品との飲み合わせ」及び「健康食品の効

能効果」が特に多かった（図 25）。これは昨年

度の県民アンケート調査の結果、購入時に注意

している内容としても多いものであった。その

他の個別回答では、「健康食品の副作用」、「訪

問販売に関すること」などの回答があった。 

 

図 24 健康食品の相談応需経験（全職種） 

図 21 不適切利用発見時の対応（複数回答） 

（訪問看護ステーション、居宅介護支援事業

所、地域包括支援センター） 

図22 健康食品に関する問題認識（全職種）

図 23 健康食品に関する問題点（全職種）

訪問看護ステーション N=47
居宅介護支援事業所  N=104 
地域包括支援センター N=28 

図 ₂₁　不適切利用発見時の対応（複数回答）（訪問
看護ステーション，居宅介護支援事業所，地
域包括支援センター）

表 ₄　不適切な利用事例における健康食品の種類　
　　　（薬局）

県民摂取
順位※ 健康食品名

薬局
件数 順位

₁ ビタミン類 ₁₁₁ ₃

₂
ミネラル類
（カルシウム，鉄，
マグネシウム等）

₁₂₆ ₂

₃ 栄養ドリンク ₆₈ ₄
₄ 青汁・青麦若葉 ₁₄₉ ₁
₅ 乳酸菌・酵母 ₁₄
₆ ブルーベリーエキス ₁₈
₇ 健康茶 ₂₇ ₉
₈ DHA・EPA ₂₆ ₁₀
₉ コラーゲン ₂₁
₁₀ 黒酢 ₂₄
₁₁ グルコサミン ₅₀ ₆
₁₂ ニンニク ₁₄
₁₃ コエンザイム Q₁₀ ₇
₁₄ ヒアルロン酸 ₃₂ ₈
₁₅ コンドロイチン ₅₁ ₅
₁₆ プラセンタ ₈
₁₇ ルテイン ₅
₁₈ クロレラ ₃₄ ₇
₁₉ ローヤルゼリー ₁₇
₂₀ ウコン ₂₂
₂₁ イチョウ（葉）エキス ₂₆ ₁₀
₂₂ プロポリス ₁₄
₂₃ セサミン ₇
₂₄ シジミ ₂
₂₅ 朝鮮人参 ₂₁
₂₆ キトサン ₃
₂₇ アガリクス ₉

₂₈ 霊芝（レイシ，
マンネンタケ） ₁₉

₂₉ リポ酸 ₃
₃₀ ギムネマ ₂

不明 ₁₃
その他 ₃₂

※平成 27 年度県民アンケート調査結果による
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品の情報（飲み合わせ，安全性など）が少ない」，
「虚偽誇大広告が多い」が比較的多かった（図 23）。

図 ₂₂　健康食品に関する問題認識（全職種）

図 ₂₃　健康食品に関する問題点（全職種）

（3）健康食品の相談対応
ア　健康食品に関する相談応需（全職種）
　次に，各職種に対し，健康被害の有無に関わら
ず，患者や利用者などから健康食品の利用に関す
る相談を受けたことがあるか調査した。
　その結果，経験割合の高い順に，薬局が 93％，
医科が 74％，訪問看護ステーションが 68％，地域
包括支援センターが 55％，居宅介護支援事業所が
42％および歯科が 19％であった（図 24）。

図 ₂₄　健康食品の相談応需経験（全職種）

　また，その相談内容（医科，歯科以外）は，「医
薬品との飲み合わせ」および「健康食品の効能効

果」が特に多かった（図 25）。これは昨年度の県
民アンケート調査の結果，購入時に注意している
内容としても多いものであった。そのほかの個別
回答では，「健康食品の副作用」，「訪問販売に関す
ること」などの回答があった。

図 ₂₅　健康食品の相談内容（複数回答）
（医科，歯科以外）

イ　診察または来局時の確認（医科，歯科，薬局）
　医科，歯科および薬局に対し，診察または来局
の際に，健康食品の利用状況を聞いているか調査
したところ，医科では，「必要があれば聞いてい
る」が 60％であり，「聞いていない」が 29％であっ
た（図 26）。
　一方，歯科では「聞いていない」が45％であり，
「必要があれば聞いている」が 36％であった（図
27）。

図 ₂₆　診察時の健康食品の確認状況（複数回答）
（医科）
図 26 診察時の健康食品の確認状況 

（複数回答）（医科） 

図 28 来局時の健康食品の確認状況 
（複数回答）（薬局） 

図 25 健康食品の相談内容（複数回答） 
（医科、歯科以外） 

N=904 

図 27 診察時の健康食品の確認状況 
（複数回答）（歯科） 

N=237 
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イ 診察又は来局時の確認（医科、歯科、薬局） 

医科、歯科及び薬局に対し、診察又は来局の

際に、健康食品の利用状況を聞いているか調査

したところ、医科では、「必要があれば聞いて

いる」が 60%であり、「聞いていない」が 29％

であった（図 26）。 

一方、歯科では「聞いていない」が 45％で

あり、「必要があれば聞いている」が 36％であ

った（図 27）。 

薬局では「必要に応じて聞いている」が 64%、

「初回来局時のみ聞いている」が 25%であり、

「来局の都度聞いている」が 5％、「聞いてい

ない」が 7％であった（図 28）。個別の回答と

して、特定の疾患で治療中の者や特定の生理機

能が低下している者に対し、「特定の成分を含

む健康食品の利用状況を聞いている」との回答

もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ お薬手帳の活用（医科、歯科、薬局） 

 現在、様々な媒体において、健康食品の利用

状況をお薬手帳へ記載するよう啓発されてい

るが、医科では 88%、歯科では 83%といずれも

多くの施設で「お薬手帳へ記載できることを知

らなかった」と回答した（図 29）。このことか

ら、医師及び歯科医師が健康食品の利用状況の

把握にお薬手帳をあまり利用していないこと

が明らかとなった。 

一方、薬局において、来局者に対し健康食品

の利用状況をお薬手帳へ記載するよう勧めて

いるか調査したところ、「勧めている」と回答

した割合は 21％に留まり、お薬手帳への記載

を勧めている薬局は少なかった。しかし、54％

の薬局は、今後勧めたいと回答しており（図

30）、お薬手帳の有用性については、認識して

いるものと推察された。 

   

N=367 

図 ₂₇　診察時の健康食品の問診状況（複数回答）
（歯科）
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イ 診察又は来局時の確認（医科、歯科、薬局） 

医科、歯科及び薬局に対し、診察又は来局の

際に、健康食品の利用状況を聞いているか調査

したところ、医科では、「必要があれば聞いて

いる」が 60%であり、「聞いていない」が 29％

であった（図 26）。 

一方、歯科では「聞いていない」が 45％で

あり、「必要があれば聞いている」が 36％であ

った（図 27）。 

薬局では「必要に応じて聞いている」が 64%、

「初回来局時のみ聞いている」が 25%であり、

「来局の都度聞いている」が 5％、「聞いてい

ない」が 7％であった（図 28）。個別の回答と

して、特定の疾患で治療中の者や特定の生理機

能が低下している者に対し、「特定の成分を含

む健康食品の利用状況を聞いている」との回答

もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ お薬手帳の活用（医科、歯科、薬局） 

 現在、様々な媒体において、健康食品の利用

状況をお薬手帳へ記載するよう啓発されてい

るが、医科では 88%、歯科では 83%といずれも

多くの施設で「お薬手帳へ記載できることを知

らなかった」と回答した（図 29）。このことか

ら、医師及び歯科医師が健康食品の利用状況の

把握にお薬手帳をあまり利用していないこと

が明らかとなった。 

一方、薬局において、来局者に対し健康食品

の利用状況をお薬手帳へ記載するよう勧めて

いるか調査したところ、「勧めている」と回答

した割合は 21％に留まり、お薬手帳への記載

を勧めている薬局は少なかった。しかし、54％

の薬局は、今後勧めたいと回答しており（図

30）、お薬手帳の有用性については、認識して

いるものと推察された。 

   

N=367 

図 26 診察時の健康食品の確認状況 
（複数回答）（医科） 

図 28 来局時の健康食品の確認状況 
（複数回答）（薬局） 

図 25 健康食品の相談内容（複数回答） 
（医科、歯科以外） 

N=904 

図 27 診察時の健康食品の確認状況 
（複数回答）（歯科） 

N=237 
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　薬局では「必要に応じて聞いている」が 64％，
「初回来局時のみ聞いている」が 25％であり，「来
局の都度聞いている」が 5％，「聞いていない」が
7％であった（図 28）。個別の回答として，特定の
疾患で治療中の者や特定の生理機能が低下してい
る者に対し，「特定の成分を含む健康食品の利用状
況を聞いている」との回答もあった。

図 ₂₈　来局時の健康食品の確認状況（複数回答）
（薬局）
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イ 診察又は来局時の確認（医科、歯科、薬局） 

医科、歯科及び薬局に対し、診察又は来局の

際に、健康食品の利用状況を聞いているか調査

したところ、医科では、「必要があれば聞いて

いる」が 60%であり、「聞いていない」が 29％

であった（図 26）。 

一方、歯科では「聞いていない」が 45％で

あり、「必要があれば聞いている」が 36％であ

った（図 27）。 

薬局では「必要に応じて聞いている」が 64%、

「初回来局時のみ聞いている」が 25%であり、

「来局の都度聞いている」が 5％、「聞いてい

ない」が 7％であった（図 28）。個別の回答と

して、特定の疾患で治療中の者や特定の生理機

能が低下している者に対し、「特定の成分を含

む健康食品の利用状況を聞いている」との回答

もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ お薬手帳の活用（医科、歯科、薬局） 

 現在、様々な媒体において、健康食品の利用

状況をお薬手帳へ記載するよう啓発されてい

るが、医科では 88%、歯科では 83%といずれも

多くの施設で「お薬手帳へ記載できることを知

らなかった」と回答した（図 29）。このことか

ら、医師及び歯科医師が健康食品の利用状況の

把握にお薬手帳をあまり利用していないこと

が明らかとなった。 

一方、薬局において、来局者に対し健康食品

の利用状況をお薬手帳へ記載するよう勧めて

いるか調査したところ、「勧めている」と回答

した割合は 21％に留まり、お薬手帳への記載

を勧めている薬局は少なかった。しかし、54％

の薬局は、今後勧めたいと回答しており（図

30）、お薬手帳の有用性については、認識して

いるものと推察された。 

   

N=367 

図 26 診察時の健康食品の確認状況 
（複数回答）（医科） 

図 28 来局時の健康食品の確認状況 
（複数回答）（薬局） 

図 25 健康食品の相談内容（複数回答） 
（医科、歯科以外） 

N=904 

図 27 診察時の健康食品の確認状況 
（複数回答）（歯科） 

N=237 

ウ　お薬手帳の活用（医科，歯科，薬局）
　現在，さまざまな媒体において，健康食品の利
用状況をお薬手帳へ記載するよう啓発されている
が，医科では 88％，歯科では 83％といずれも多く
の施設で「お薬手帳へ記載できることを知らな
かった」と回答した（図 29）。このことから，医
師および歯科医師が健康食品の利用状況の把握に
お薬手帳をあまり利用していないことが明らかと
なった。

図 ₂₉　健康食品の利用状況をお薬手帳へ記載できる
ことの認識状況（医科，歯科）

　一方，薬局において，来局者に対し健康食品の
利用状況をお薬手帳へ記載するよう勧めているか
調査したところ，「勧めている」と回答した割合は
21％に留まり，お薬手帳への記載を勧めている薬
局は少なかった。しかし，54％の薬局は，今後勧

めたいと回答しており（図 30），お薬手帳の有用
性については，認識しているものと推察された。

図 ₃₀　お薬手帳への記載の勧奨（薬局）

エ　専門家関与の必要性（全職種）
　治療中の患者が健康食品を利用する場合は，医
療従事者などの専門家の関与がある程度必要であ
ると考えられる。そこで，各職種に対し，その必
要性について調査したところ，「治療中の患者は専
門家への相談が必要」と回答した割合は，薬局，
訪問看護ステーション，居宅介護支援事業所およ
び地域包括支援センターで概ね 60％程度であった
が，医科では 41％，歯科では 25％とほかの職種と
比較して低かった。
　一方，「自己責任のため専門家への相談は不要」
と回答した割合は，薬局，訪問看護ステーション，
居宅介護支援事業所および地域包括支援センター
では 10％未満であったが，医科では 33％，歯科で
は 39％と高く，医師，歯科医師の健康食品の利用
に関する認識がほかの職種とは異なる傾向があっ
た（図 31）。
　また，関与が適当と考える専門家としては，薬
局以外の施設では，「かかりつけ医」が最も多く，
薬局では「かかりつけ薬剤師」が最も多かった
（図 32）。

図 ₃₁　専門家関与の必要性の認識（全職種）

（　　）70



（4）健康食品を巡る多職種連携
ア　多職種連携の必要性（全職種）
　患者などの健康食品の利用状況を把握すること
について，多職種による連携の必要性の認識状況
について調査したところ，歯科では 40％，そのほ
かの職種では，概ね 60～70％の施設が「必要であ
る」と回答した（図 33）。
　多職種連携が必要な理由としては，「日常生活に
より密着した介護職では，健康食品の利用状況を
把握しやすい」，「患者・利用者は職種によって利
用状況を伝えやすい場合と伝えにくい場合があ
る」，「医薬品との飲み合わせ，体調不良，健康被
害の状況は，多職種で連携しなければ見つけにく
い」などであった。

図 ₃₃　多職種連携の必要性（全職種）
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イ 薬局との連携（医科、歯科、薬局） 

 医療機関がどの程度薬局・薬剤師を活用して

いるか把握するため、医師及び歯科医師に対し、

健康食品に関して薬局へ相談したことがある

かを調査した。その結果、「薬局（薬剤師）へ

相談したことがある」と回答した施設が医科で

は 9％、歯科で 7％であり、「患者に薬局（薬剤

師）へ相談するよう勧めたことがある」と回答

した施設が医科では 16％、歯科では 22％の割

合であった。健康食品に関する相談先として、

薬局（薬剤師）を利用している医師又は歯科医

師が 25～30％程度の割合で存在していた（図

34）。 

一方、薬局に対し、他の専門職種から健康食

品について相談を受けたことがあるか調査し

たところ、「ある」と回答した薬局は 20%であ

り（図 35）、その相談のあった職種については、

看護師、医師、介護支援専門員の割合が高かっ

た（図 36）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 健康サポート薬局の認知状況（全職種） 

 平成28年10月から制度開始となった健康サ

ポート薬局注）について，その機能を示した上

で認知状況を調査した。 

 まず、薬局における制度の認知度は 80％で

あったが、健康サポート薬局として関係機関と

連携していると回答した割合は 5％であった

（図 37）。また、健康サポート薬局として「届

図 35 他職種からの相談応需経験（薬局）

図 36 相談を受けた職種（複数回答）（薬局）

図 33 多職種連携の必要性（全職種） 

図 34 薬局（薬剤師）への相談状況 
   （医科、歯科） 

医科 N=273 
歯科 N=45 

N=904 

イ　薬局との連携（医科，歯科，薬局）
　医療機関がどの程度薬局・薬剤師を活用してい
るか把握するため，医師および歯科医師に対し，
健康食品に関して薬局へ相談したことがあるかを
調査した。その結果，「薬局（薬剤師）へ相談した
ことがある」と回答した施設が医科では 9％，歯
科で 7％であり，「患者に薬局（薬剤師）へ相談す
るよう勧めたことがある」と回答した施設が医科

では 16％，歯科では 22％の割合であった。健康食
品に関する相談先として，薬局（薬剤師）を利用
している医師または歯科医師が 25～30％程度の割
合で存在していた（図 34）。
　一方，薬局に対し，ほかの専門職種から健康食
品について相談を受けたことがあるか調査したと
ころ，「ある」と回答した薬局は 20％であり（図
35），その相談のあった職種については，看護師，
医師，介護支援専門員の割合が高かった（図 36）。図 ₃₂　健康食品の利用に際し関与が適当だと考える

専門家（複数回答）（全職種）

図 ₃₄　薬局（薬剤師）への相談状況（医科，歯科）
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ウ 健康サポート薬局の認知状況（全職種） 
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図 ₃₅　他職種からの相談応需経験（薬局）

図 ₃₆　相談を受けた職種（複数回答）（薬局）
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ウ 健康サポート薬局の認知状況（全職種） 

 平成28年10月から制度開始となった健康サ

ポート薬局注）について，その機能を示した上
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あったが、健康サポート薬局として関係機関と
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図 35 他職種からの相談応需経験（薬局）
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図 33 多職種連携の必要性（全職種） 

図 34 薬局（薬剤師）への相談状況 
   （医科、歯科） 
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ウ　健康サポート薬局の認知状況（全職種）
　平成 28 年 10 月から制度開始となった健康サ
ポート薬局注）について，その機能を示した上で認
知状況を調査した。
　まず，薬局における制度の認知度は 80％であっ
たが，健康サポート薬局として関係機関と連携し
ていると回答した割合は 5％であった（図 37）。ま
た，健康サポート薬局として「届出を行っている」
薬局はわずか 8件（1％）で，「今後届出を行うこ
とを検討している」と回答した割合は 41％であっ
た（図 38）。

注）平成 28 年 10 月から，医薬品，医療機器等の品質，有効
性及び安全性の確保等に関する法律に基づき，かかりつけ薬
局として機能を持った上で国民の主体的な健康の保持増進を
支援する機能を持つ薬局を「健康サポート薬局」とし，都道
府県などへの届出制度が開始された。一般用医薬品や健康食
品などの適正な使用に関する助言，健康の保持増進に関する
相談対応，地域のかかりつけ医などと連携した適切な受診勧
奨や，必要に応じて医療・介護関係者，行政機関への紹介も
行う。

Ⅳ．　講演会の開催

₁　日時および場所
　日時：平成 29 年 2 月 16 日　19 時～21 時
　場所：広島県医師会館 201 会議室
₂　参加者
　101 名（医師 22 名，歯科医師 3名，看護師 7名，
薬剤師 53名，栄養士 1名，介護支援専門員 1名，介
護福祉士 1名，行政職員 9名，そのほか 4名）
₃　演題および講師
　演題：健康食品の利用に関する医療従事者等アン

ケート調査結果について

図 ₃₇　健康サポート薬局の認知状況（薬局）

図 ₃₈　健康サポート薬局の届出状況（薬局）

図 ₃₉　健康サポート薬局の認知状況（薬局以外）

　次に，薬局以外の施設の認知度は，「聞いたこと
もなく，知らなかった」との回答が最も多かった
（36～66％）（図 39）。これは，健康サポート薬局
制度が開始して間もない調査であったため，全体
として周知が進んでおらず，認知度は低い結果と
なったと考えられる。
　さらに，薬局以外の施設に対し，健康食品の相
談があった場合の活用意向を調査したところ，ど
の職種においても 80％以上が「健康サポート薬局
を活用したい」と回答した（図 40）。

図 ₄₀　健康食品の相談に係る健康サポート薬局の活
用意向（薬局以外）
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　演者：公益社団法人広島県薬剤師会
　　　　常務理事　豊見　敦 氏
　講演：健康食品安全情報システム及び健康食品に

よる健康被害の実態について
　講師：公益社団法人日本医師会
　　　　常任理事　松本　吉郎 氏

　講演では，一見複雑に見える健康食品の分類方法
とその健康食品の内容を詳しく解説された。また，
健康食品の問題点として，医薬品成分が検出された
事例，虚偽誇大広告により国民に健康食品への医薬
品的な効能効果の期待を抱かせることによる適切な
受療機会の損失，医薬品との相互作用による症状の
悪化などを挙げられ，これらのように，国民が必ず
しも健康食品に対して正しい理解をしていないため
にさまざまな健康被害を生じていることが重要な問
題であると述べられた。また，日本は医療水準につ
いては高い評価を受けているにも関わらず，健康状
態の自己評価がほかの先進国と比較して最低水準で
あり，このために「健康に良い」と称して販売され
ている健康食品に過剰な期待をしているのではない
かとの見解も示された。さらに，平成 27 年 4 月に開
始された機能性表示食品について，その定義を正し
く理解している国民は約 30％に留まり，多くの国民
が正しく理解しないままに機能性表示食品を利用し
ている現状に関するアンケート調査結果も報告され
た。
　「健康食品安全情報システム」事業の運営状況につ
いては，これまで報告された具体的な健康被害事例
を取り上げられ，健康被害事例における健康食品と
の関連性，購入場所，購入目的などの分析結果から，
地域の薬局・薬剤師による購入者への適切な情報提
供が重要であるとの見解を示された。また，多種多
様で内容成分が特定できない健康食品が販売，流通
しているが，健康被害を生じることが科学的に証明
されている健康食品（成分）の利用例や，健康食品
の正しい利用方法について，医療関係者や国民に啓
発が必要であるとも述べられた。最後に，医療従事
者は問診などの機会に患者に健康食品の利用状況を
尋ねること，健康食品については，ナチュラルメ
ディシンデータベースなどの関連書籍も利用できる
ため，医師は健康食品の利用による健康被害が疑わ
れた場合の本事業への積極的な情報提供，および薬
剤師は健康食品が原因と考えられる体調不良を感じ
た者への積極的な受診勧奨に協力して欲しいと述べ
られ，講演会を締め括られた。
₅　参加者へのアンケート結果
　回答数 79 件（回収率：78.2％）
　講演会参加者に対し，別紙のアンケート調査票に
より，講演会の感想などを伺った。回答者の内訳は
図 41 のとおりである。

₄　講演要旨
　公益社団法人日本医師会では，政策判断基準の一
つとして，「国民の安全な医療に資する政策」を掲げ
ており，食を含めた国民の健康に係る内容に必要な
取組として，「健康食品安全情報システム事業」を
行っている。
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　講演会への参加の目的は，「健康被害事例に関する
知識習得」（72％），「患者・住民への指導・助言に必
要な知識習得」（66％），「日常業務（診療等）への対
応」（49％），「利用している患者等に係る問題点の把
握」（43％）であった（図 42）。

図 ₄₂　講演会への参加目的（複数回答）
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 講演会への参加の目的は、「健康被害事例に

関する知識習得」（72％）、「患者・住民への指

導・助言に必要な知識習得」（66％）、「日常業

務（診療等）への対応」（49％）、「利用してい

る患者等に係る問題点の把握」（43％）であっ

た（図 42）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常業務における健康食品に対する問題意

識については、86％の者が「問題があると感じ

ている」と回答した（図 43）。医療従事者の職

種別では、医師又は歯科医師で 79％、看護師

で 86％、薬剤師で 93％の者が「問題があると

感じている」と回答した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講演会へ参加した感想について、医療従事者

等アンケート調査結果の報告及び日本医師会

からの健康食品安全情報システム等の講演に

ついて、殆どの参加者が「参考になった」と回

答しており、今回の講演会が参加者にとって大

変有意義なものとなったことが確認できた（図

44 及び 45）。 

 

 

 

図 41 回答者の職種 

図 42 講演会への参加目的（複数回答

図 43 健康食品に関する問題認識 

N=79 

）

N=79 

N=79 

　日常業務における健康食品に対する問題意識につ
いては，86％の者が「問題があると感じている」と
回答した（図 43）。医療従事者の職種別では，医師
または歯科医師で 79％，看護師で 86％，薬剤師で
93％の者が「問題があると感じている」と回答した。

図 ₄₃　健康食品に関する問題認識
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況については、これまで報告された具体的な健

康被害事例を取り上げられ、健康被害事例にお

ける健康食品との関連性、購入場所、購入目的

などの分析結果から、地域の薬局・薬剤師によ

る購入者への適切な情報提供が重要であると

の見解を示された。また、多種多様で内容成分

が特定できない健康食品が販売、流通している

が、健康被害を生じることが科学的に証明され

ている健康食品（成分）の利用例や、健康食品

の正しい利用方法について、医療関係者や国民

に啓発が必要であるとも述べられた。最後に、

医療従事者は問診等の機会に患者に健康食品

の利用状況を尋ねること、健康食品については、

ナチュラルメディシンデータベースなどの関

連書籍も利用できるため、医師は健康食品の利

用による健康被害が疑われた場合の本事業へ

の積極的な情報提供、及び薬剤師は健康食品が

原因と考えられる体調不良を感じた者への積

極的な受診勧奨に協力して欲しいと述べられ、

講演会を締め括られた。 

 

5 参加者へのアンケート結果 

  回答数 79 件（回収率：78.2％） 

 講演会参加者に対し、別紙のアンケート調査

票により、講演会の感想等を伺った。回答者の

内訳は図 41 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講演会への参加の目的は、「健康被害事例に

関する知識習得」（72％）、「患者・住民への指

導・助言に必要な知識習得」（66％）、「日常業

務（診療等）への対応」（49％）、「利用してい

る患者等に係る問題点の把握」（43％）であっ

た（図 42）。 
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識については、86％の者が「問題があると感じ

ている」と回答した（図 43）。医療従事者の職

種別では、医師又は歯科医師で 79％、看護師

で 86％、薬剤師で 93％の者が「問題があると

感じている」と回答した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講演会へ参加した感想について、医療従事者

等アンケート調査結果の報告及び日本医師会

からの健康食品安全情報システム等の講演に

ついて、殆どの参加者が「参考になった」と回

答しており、今回の講演会が参加者にとって大

変有意義なものとなったことが確認できた（図

44 及び 45）。 

 

 

 

図 41 回答者の職種 

図 42 講演会への参加目的（複数回答）

N=79 

N=79 

図 43 健康食品に関する問題認識 

N=79 

　講演会へ参加した感想について，医療従事者など
アンケート調査結果の報告および日本医師会からの
健康食品安全情報システムなどの講演について，殆
どの参加者が「参考になった」と回答しており，今
回の講演会が参加者にとって大変有意義なものと

なったことが確認できた（図 44 および 45）。
　また，講演会へ参加して感じたことについて質問
したところ，「健康食品に関する正しい知識の普及啓
発や相談対応に努めたい」（70％），「積極的に健康食
品の利用状況の把握に努めたい」 （61％），「飲み合わせ
や安全性情報（知識習得）の収集努めたい」（59％）
など，多くの参加者において，今後の健康食品問題
に関する意識変化が認められた（図 45）。さらに自
由記載では，「薬との不適切の飲み合わせを検索でき図 ₄₁　回答者の職種
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況については、これまで報告された具体的な健

康被害事例を取り上げられ、健康被害事例にお

ける健康食品との関連性、購入場所、購入目的

などの分析結果から、地域の薬局・薬剤師によ

る購入者への適切な情報提供が重要であると

の見解を示された。また、多種多様で内容成分

が特定できない健康食品が販売、流通している

が、健康被害を生じることが科学的に証明され

ている健康食品（成分）の利用例や、健康食品

の正しい利用方法について、医療関係者や国民

に啓発が必要であるとも述べられた。最後に、

医療従事者は問診等の機会に患者に健康食品

の利用状況を尋ねること、健康食品については、

ナチュラルメディシンデータベースなどの関

連書籍も利用できるため、医師は健康食品の利

用による健康被害が疑われた場合の本事業へ

の積極的な情報提供、及び薬剤師は健康食品が

原因と考えられる体調不良を感じた者への積

極的な受診勧奨に協力して欲しいと述べられ、

講演会を締め括られた。 

 

5 参加者へのアンケート結果 

  回答数 79 件（回収率：78.2％） 

 講演会参加者に対し、別紙のアンケート調査

票により、講演会の感想等を伺った。回答者の

内訳は図 41 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講演会への参加の目的は、「健康被害事例に

関する知識習得」（72％）、「患者・住民への指

導・助言に必要な知識習得」（66％）、「日常業

務（診療等）への対応」（49％）、「利用してい

る患者等に係る問題点の把握」（43％）であっ

た（図 42）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常業務における健康食品に対する問題意

識については、86％の者が「問題があると感じ

ている」と回答した（図 43）。医療従事者の職

種別では、医師又は歯科医師で 79％、看護師

で 86％、薬剤師で 93％の者が「問題があると

感じている」と回答した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講演会へ参加した感想について、医療従事者

等アンケート調査結果の報告及び日本医師会

からの健康食品安全情報システム等の講演に

ついて、殆どの参加者が「参考になった」と回

答しており、今回の講演会が参加者にとって大

変有意義なものとなったことが確認できた（図

44 及び 45）。 

 

 

 

図 41 回答者の職種 

図 42 講演会への参加目的（複数回答

図 43 健康食品に関する問題認識 

N=79 

）

N=79 

N=79 

図 ₄₄　講演会の感想（アンケート調査結果）
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 また、講演会へ参加して感じたことについて

質問したところ、「健康食品に関する正しい知

識の普及啓発や相談対応に努めたい」（70％）、

「積極的に健康食品の利用状況の把握に努め

たい」（61％）、「飲み合わせや安全性情報（知

識習得）の収集努めたい」（59%）など、多くの

参加者において、今後の健康食品問題に関する

意識変化が認められた（図 45）。さらに自由記

載では、「薬との不適切の飲み合わせを検索で

きる県内外の薬局を繋ぐネットワークのシス

テム（検索サイト等）を構築してほしい」、「市

公民館で主催している暮らし関連セミナーに

おいて健康関係の内容を準備したい」など、健

康食品に関する問題に対して積極的に取り組

もうとする姿勢を感じられる意見もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 考察・まとめ 

 

１ 健康食品による健康被害等の状況 

健康食品の摂取が原因と考えられる健康被

害症例（疑い事例を含む。）を経験した施設は、

医科 13％、歯科 4％に認められ、その具体的な

症状は、発疹のほか肝機能障害などの重篤なも

のも見受けられた。 

また、薬局や訪問看護ステーション、介護関

係施設（居宅介護支援事業所及び地域包括支援

センター）においても、健康被害の相談応需経

験が 7～9%あり、全職種に健康被害と考えられ

る相談があることが確認された。 

さらに、医科では 30％もの施設で、患者が

健康食品を利用することにより「処方薬の中止」

や「治療中の症状の悪化」、「通院の中止」など

治療への悪影響があった経験があり、歯科では

頻度は多くないものの、「虫歯の多発」、「歯の

酸蝕」などの例があり、健康食品の利用が治療

上重大な妨げとなる場合があることも確認さ

れた。 

これらのことは、健康増進を目的として利用

される健康食品が逆の効果をもたらす恐れも

あることを示している。 

昨年度の県民アンケート調査結果では、健康

食品の利用により通院を止めたことがある者

が 1.8％、服薬を中止したことがある者が

0.7％であったが、今回の結果から、実際には

図 44 講演会の感想 
（アンケート調査結果） 

図 46 講演会に参加しての感想 
（複数回答） 

図 45 講演会の感想 
（健康食品安全情報システム等） 

N=79 

N=79 

N=79 

図₄₅　講演会の感想（健康食品安全情報システム等）
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 また、講演会へ参加して感じたことについて

質問したところ、「健康食品に関する正しい知

識の普及啓発や相談対応に努めたい」（70％）、

「積極的に健康食品の利用状況の把握に努め

たい」（61％）、「飲み合わせや安全性情報（知

識習得）の収集努めたい」（59%）など、多くの

参加者において、今後の健康食品問題に関する

意識変化が認められた（図 45）。さらに自由記

載では、「薬との不適切の飲み合わせを検索で

きる県内外の薬局を繋ぐネットワークのシス

テム（検索サイト等）を構築してほしい」、「市

公民館で主催している暮らし関連セミナーに

おいて健康関係の内容を準備したい」など、健

康食品に関する問題に対して積極的に取り組

もうとする姿勢を感じられる意見もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 考察・まとめ 

 

１ 健康食品による健康被害等の状況 

健康食品の摂取が原因と考えられる健康被

害症例（疑い事例を含む。）を経験した施設は、

医科 13％、歯科 4％に認められ、その具体的な

症状は、発疹のほか肝機能障害などの重篤なも

のも見受けられた。 

また、薬局や訪問看護ステーション、介護関

係施設（居宅介護支援事業所及び地域包括支援

センター）においても、健康被害の相談応需経

験が 7～9%あり、全職種に健康被害と考えられ

る相談があることが確認された。 

さらに、医科では 30％もの施設で、患者が

健康食品を利用することにより「処方薬の中止」

や「治療中の症状の悪化」、「通院の中止」など

治療への悪影響があった経験があり、歯科では

頻度は多くないものの、「虫歯の多発」、「歯の

酸蝕」などの例があり、健康食品の利用が治療

上重大な妨げとなる場合があることも確認さ

れた。 

これらのことは、健康増進を目的として利用

される健康食品が逆の効果をもたらす恐れも

あることを示している。 

昨年度の県民アンケート調査結果では、健康

食品の利用により通院を止めたことがある者

が 1.8％、服薬を中止したことがある者が

0.7％であったが、今回の結果から、実際には

図 44 講演会の感想 
（アンケート調査結果） 

図 46 講演会に参加しての感想 
（複数回答） 

図 45 講演会の感想 
（健康食品安全情報システム等） 

N=79 

N=79 

N=79 

図 ₄₆　講演会に参加しての感想（複数回答）
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 また、講演会へ参加して感じたことについて

質問したところ、「健康食品に関する正しい知

識の普及啓発や相談対応に努めたい」（70％）、

「積極的に健康食品の利用状況の把握に努め

たい」（61％）、「飲み合わせや安全性情報（知

識習得）の収集努めたい」（59%）など、多くの

参加者において、今後の健康食品問題に関する

意識変化が認められた（図 45）。さらに自由記

載では、「薬との不適切の飲み合わせを検索で

きる県内外の薬局を繋ぐネットワークのシス

テム（検索サイト等）を構築してほしい」、「市

公民館で主催している暮らし関連セミナーに

おいて健康関係の内容を準備したい」など、健

康食品に関する問題に対して積極的に取り組

もうとする姿勢を感じられる意見もあった。 
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健康食品の摂取が原因と考えられる健康被

害症例（疑い事例を含む。）を経験した施設は、

医科 13％、歯科 4％に認められ、その具体的な

症状は、発疹のほか肝機能障害などの重篤なも

のも見受けられた。 

また、薬局や訪問看護ステーション、介護関

係施設（居宅介護支援事業所及び地域包括支援

センター）においても、健康被害の相談応需経

験が 7～9%あり、全職種に健康被害と考えられ

る相談があることが確認された。 

さらに、医科では 30％もの施設で、患者が

健康食品を利用することにより「処方薬の中止」

や「治療中の症状の悪化」、「通院の中止」など

治療への悪影響があった経験があり、歯科では

頻度は多くないものの、「虫歯の多発」、「歯の

酸蝕」などの例があり、健康食品の利用が治療

上重大な妨げとなる場合があることも確認さ

れた。 

これらのことは、健康増進を目的として利用

される健康食品が逆の効果をもたらす恐れも

あることを示している。 

昨年度の県民アンケート調査結果では、健康

食品の利用により通院を止めたことがある者

が 1.8％、服薬を中止したことがある者が

0.7％であったが、今回の結果から、実際には

図 44 講演会の感想 
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（複数回答） 

図 45 講演会の感想 
（健康食品安全情報システム等） 
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る県内外の薬局を繋ぐネットワークのシステム（検
索サイトなど）を構築してほしい」，「市公民館で主
催している暮らし関連セミナーにおいて健康関係の
内容を準備したい」など，健康食品に関する問題に
対して積極的に取り組もうとする姿勢を感じられる
意見もあった。

Ⅴ．　考察・まとめ

₁　健康食品による健康被害などの状況
　健康食品の摂取が原因と考えられる健康被害症例
（疑い事例を含む。）を経験した施設は，医科 13％，
歯科 4％に認められ，その具体的な症状は，発疹の
ほか肝機能障害などの重篤なものも見受けられた。
　また，薬局や訪問看護ステーション，介護関係施
設（居宅介護支援事業所および地域包括支援セン
ター）においても，健康被害の相談応需経験が 7～
9％あり，全職種に健康被害と考えられる相談がある
ことが確認された。
　さらに，医科では 30％もの施設で，患者が健康食
品を利用することにより「処方薬の中止」や「治療
中の症状の悪化」，「通院の中止」など治療への悪影
響があった経験があり，歯科では頻度は多くないも
のの，「虫歯の多発」，「歯の酸蝕」などの例があり，
健康食品の利用が治療上重大な妨げとなる場合があ
ることも確認された。
　これらのことは，健康増進を目的として利用され
る健康食品が逆の効果をもたらす恐れもあることを
示している。
　昨年度の県民アンケート調査結果では，健康食品
の利用により通院を止めたことがある者が 1.8％，服
薬を中止したことがある者が 0.7％であったが，今
回の結果から，実際にはもっと高い割合で，適切な
医療を受ける機会を失っている可能性があると推察
される。
　一方で，健康食品の利用が治療に良い影響を与え
た経験があるという回答もあり，適切に利用した場
合は，因果関係は明らかではないものの症状の改善
などに繋がる場合もあることが確認された。
　また，薬局，訪問看護ステーションおよび介護関
係施設で健康被害の相談を受けた場合の対応として，
医療機関へ受診勧奨を行っている割合が高く，専門
家の適切な関与が行われていると推察された。
　そのほか，同施設において，健康被害には至らな
いものの不適切な健康食品の利用を発見した施設の

割合も 30～60％あり，昨年度の県民アンケート調査
結果と同様に，医薬品との飲み合わせや多種類の健
康食品の同時摂取など，健康被害に繋がる恐れのあ
る利用が広く潜在していることも確認された。患者
の生活により近い介護現場で初めて分かる不適切な
利用事例も多く，介護関係施設での日常業務におけ
る問題認識も高かったことから，健康被害を未然に
防止するための医療・介護従事者の連携による情報
共有の必要性が示唆された。
₂　健康食品の相談対応
　健康食品に関する県民からの相談応需については，
薬局での経験割合が最も高く（93％），続いて医科
（74％），訪問看護ステーション（68％）と医療機関
で高かった。歯科は最も低かったが（19％），介護関
係施設でも 44％の施設で経験があり，どの職種にお
いても日常的に健康食品に関する相談を受けている
現状が把握できた。
　その相談内容については，医薬品との飲み合わせ
や健康食品の効能効果に関することが多く，昨年度
の県民アンケート結果で購入時に重視することまた
は注意することとして多かった回答であり，県民の
関心が相談につながっていることがうかがわれた。
　一方，医療機関が診察や調剤時に健康食品の利用
状況を積極的に確認しているか調査したところ，医
科の約 70％，歯科の約 50％，薬局の約 90％が何ら
かの機会に聞いており，問題認識はあると考えられ
た。
　しかし，昨年度の県民アンケート調査結果では，
67％が健康食品の利用状況を「医師又は薬剤師から
聞かれたことはない」と回答しており，医療機関と
患者との間に認識のずれがあることが推察される。
　健康食品の利用状況を確認する手段として，お薬
手帳への記載が推奨されているが，活用率は低く，
薬局でも患者へ勧めていると回答したのは 21％に留
まっており，まずはお薬手帳を推進する薬局で積極
的に活用を促す必要がある。このため，今年度当委
員会では，薬局での啓発を想定した県民向け啓発資
材を作成し，注意喚起を行った。（別紙）
₃　健康食品を巡る多職種連携と薬局の活用
　健康食品を利用する場合の専門家への相談につい
ては，医科，歯科を除き，9割の施設で必要との回
答があり，その相談先としてはかかりつけ医または
かかりつけ薬剤師とする回答が多く，医師（歯科医
師を含む。）または薬剤師への期待が高かった。
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　一方，医科および歯科では「健康食品の利用は自
己責任であるため，専門家への相談は必要ない」と
の回答も少なからずあり，基本的に自由意思で利用
する健康食品に関して，積極的に介入する必要性を
感じていない医師，歯科医師がいることも推察され
た。
　多職種連携の必要性については，概ね 60～70％で
「必要」と考えていた。健康被害の相談，不当な販売
などそれぞれの職種で対応できないこともあり，連
携の必要性を少なからず認識しているものと推察さ
れた。
　健康食品の利用率が高い高齢者は，疾病を抱えて
いる者や心身の機能が低下している者が多く，特に
注意が必要と考える。医療関係者は治療や生活に支
障を来すような利用はないか診察などの際に確認し，
介護関係者は健康食品であっても健康被害が生じる
ことがあることを認識した上で利用者を観察し，不
適切な利用や体調不良を察知した場合は受診勧奨が
行えるよう連携を図ることが必要である。
　また，薬局の対応状況に着目したところ，93％の
薬局が健康食品の相談を受けたことがあり，このう
ち 90％で「医薬品との飲み合わせ」に関する相談を
受けていた。また，40％の薬局で不適切な利用を発
見したことがあり，このうち 57％で薬との相互作用
を発見していた。健康食品は，薬局やドラッグスト
アが県民の主な購入先にもなっており，薬剤師は薬
の専門家として飲み合わせに関する知識も持ち合わ
せていることから，健康食品の対応に当たっては薬
局との連携が有効となり得ると考える。
　健康食品の利用について適切な助言を行うことが
できる機能を持った薬局として，平成 28 年 10 月か
ら「健康サポート薬局」制度が開始された注）。今回
の調査は，制度開始後間もなかったためか，実際の
届出件数とアンケートの回答結果にかい離がみられ

た。制度の正しい理解について普及啓発を行う必要
がある。
　今後，薬局には地域包括ケアシステムの中で積極
的に健康サポート薬局を目指し，これまで以上に健
康食品に関する知識の習得と適切な助言を行うこと
が求められる。

Ⅵ．　終　わ　り　に

　健康食品については，厚生労働省や内閣府（食品
安全委員会），日本医師会などにおいても，国民や医
療従事者に対する正しい知識の普及啓発に取り組ん
でおり，過去に健康被害を生じた健康食品の成分や
医薬品との相互作用が確認されている成分など，関
連するデータベースや情報提供サイトも充実しつつ
ある※。特に医療従事者においては，これらの情報
を有効に活用することが求められる。
　健康食品が今後も県民の日常生活に密着したもの
であり続け，さらに多種多様な種類の製品が流通し，
さまざまな入手経路から県民が利用することが予想
されることから，社会全体で健康食品の正しい知識
が得られるような体制づくりが必要である。
　高齢化社会が進展し，地域包括ケアシステムの構
築が推進される中，薬局・薬剤師を始め，医療従事
者，介護従事者，行政機関においては，各専門家と
しての健康食品に関する知識の向上が必要であると
同時に，県民が健康食品について正しく認識できる
よう，各々の専門性を活かして連携しながら，健康
食品に関する県民への更なる正しい知識の普及啓発
を行うことが必要であると考えられる。

Ⅶ．　参　考　資　料

　健康食品による健康被害の未然防止と拡大防止に
向けて（厚生労働省／日本医師会／国立研究開発法
人医薬基盤・健康・栄養研究所　作成）
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※健康食品に関連する情報提供サイト

組織等の名称 アドレス 主な提供内容

厚生労働省
（食品安全情報）

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/ 
iyaku/shoku-anzen/index.html

主に有害事象が中心

内閣府食品
安全委員会

https://www.fsc.go.jp/ 主に安全性評価が中心

消費者庁 http://www.caa.go.jp/

国の食品表示に関する制度
（特定保健用食品，栄養機能食
品，機能性表示食品，特別用
途食品など）

国立医薬品食品衛生研究所
（食品に関する情報）

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/
index.html

食品全般に関する安全性の国
内外情報

日本医師会
（健康食品のすべて－ナチュラル
メディシン・データベース）

http://www.med.or.jp/
（メンバーズルーム（日本医師会員向け
HPよりリンク）

健康食品の有効性，安全性，医
薬品との相互作用（飲み合わ
せ）の解説など。症例も掲載。

国立研究開発法人
医薬基盤・健康・栄養研究所「健
康食品」の安全性・有効性情報

https://hfnet.nih.go.jp/
健康食品に関する基礎的情報，
各成分に関する有効性や安全
性の論文情報，有害情報など。

（独）国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/
健康食品に関する個別の製品
情報の検査結果など。

東京都健康局食品医薬品安全部
（いわゆる健康食品ナビ）

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/ 
anzen/supply/index.html

主に健康食品に関する制度が
中心

（公財）日本健康・栄養食品協会 http://www.jhnfa.org/
製品の規格など，業界として
必要な情報が中心

（一社）日本健康食品規格協会 http://www.jihfs.jp/
製品の規格など，業界として
必要な情報が中心
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原因健康食品（疑い含む） 症状

グルコサミン・コンドロイチン 異常鼻出血

健康茶 下痢

食酢 歯の酸触症

ヒアルロン酸 全身倦怠／肝機能障害

酵素 子宮筋腫増大／性器大量出血

マカ 月経異常／不正出血

ブルーベリーエキス 肝機能障害

オルニチン 肝障害

原因健康食品（疑い含む） 症状

グルコサミン 苔癬型中毒疹

ニンニク・コンドロイチン・ウコン・キトサン 肝機能障害

ウコン 肝機能障害，蕁麻疹

栄養ドリンク 多量摂取によるう蝕

乳酸菌・酵母 高K血症

エリスリトール アレルギー症状

アガリクス 肩関節痛（他院に紹介した結果関節リウマチの診断）

ビタミン類（他の健康食品も同時に使用した例を含む） 肝障害／蕁麻疹

青汁・青麦若葉（他の健康食品も同時に使用した例を含む）
全身倦怠感／食欲不振等体調不良／肝障害／透析患者でカリウム値が上
昇した。

ミネラル類（他の健康食品も同時に使用した例を含む） 高Ｋ血症／エディロールと重なり高カルシウム血症性腎症

　※２（アンケート回答者の医療従事者（医師または歯科医師）が原因が健康食品であると断定した事例）

霊芝（他の健康食品も同時に使用した例を含む） 劇症肝炎／心拍数増加

疑
い
事
例
　
※
１

確
定

事
例

　
※

２

　※１（アンケート回答者の医療従事者（医師または歯科医師）が原因が健康食品であるとまでは断定できなかった事例）

ミネラル類（他の健康食品も同時に使用した例を含む） ワーファリンのが効かなくなった／下剤が効かなくなった／肝機能数値上昇

プラセンタ（他の健康食品も同時に使用した例を含む）
月経不順／子宮内膜肥厚／単純型子宮内膜増殖症／変形子宮筋腫増大／
不正出血／貧血／子宮内膜肥厚／ホルモン値異常

黒酢（他の健康食品も同時に使用した例を含む）
酸触症／歯牙表面に著しい着色，カリエスを認めた。／臼歯部に知覚過敏症
状／エナメル質溶解及びその後の虫歯

青汁・青麦若葉（他の健康食品も同時に使用した例を含む） 肝機能障害／原因不明の低カリウム血症／鉄欠乏性貧血

ニンニク（他の健康食品も同時に使用した例を含む） 高血圧で薬と併用して、サプリを飲んで気分が悪い／肝機能が好転しない。

 

健康食品の摂取による健康被害発生に関するアンケート結果 

注意点 診療所（医科もしくは歯科）向けのアンケート結果の集計によるもの。 

特定の健康食品の危険性を示すものではありませんので，取扱いにはご注意ください。 

 

 

 

 

  

取扱注意

（　　）90



 32

 

 

 

当てはまるものの番号に○を付けてください。 

 

１ 職種をお教えください。 

 １：医師  ２：歯科医師  ３：（准）看護師  ４：薬剤師  ５：介護支援専門員 

６：行政職員  ７：その他（                         ） 

 

２ 日常業務（治療・介護等）において，健康食品について問題を感じていますか。 

  １：重大な問題があると感じている   ２：ある程度問題があると感じている 

３：特に問題を感じていない 

 

３ 本日の講演会には，どの様な目的で参加されましたか。（該当するもの全てに〇） 

 １：健康食品による健康被害事例に関する知識習得のため 

 ２：健康食品による日常業務（診療等）への対応のため 

 ３：健康食品を利用している患者等に係る問題点の把握のため 

４：健康食品を利用している患者・住民への指導・助言に必要な知識習得のため 

 ５：その他（目的を御記載ください。） 

 

 

 

 

 

４ 本日の講演会は今後の業務の参考になりましたか。 

○健康食品の利用に関する医療従事者等アンケート調査結果について 

  １：大変参考になった  ２：少し参考になった ３：あまり参考にならなかった 

○健康食品安全情報システム及び健康食品による健康被害の実態について 

１：大変参考になった  ２：少し参考になった ３：あまり参考にならなかった 

 

５ 今回の講演会に参加してどのように感じられましたか。（複数回答可） 

１：積極的に患者（利用者）の健康食品の利用状況の把握に努めたい 

２：医薬品と健康食品の飲み合わせや安全性情報の収集（知識習得）に努めたい 

３：患者（利用者）への健康食品に関する正しい知識の普及啓発や相談対応に努めたい 

４：その他（御自由に御記載ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度 広島県地域保健対策協議会 医薬品の適正使用検討特別委員会 

－健康づくり支援に関する講演会 アンケート－ 

御協力ありがとうございました。今後の本委員会活動の参考にさせていただきます。

お帰りの際，会場出口受付にて御提出ください。 
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広島県地域保健対策協議会　医薬品の適正使用検討特別委員会
委員長　松尾　裕彰　広島大学病院薬剤部
委　員　石口　房子　広島県訪問看護ステーション協議会
　　　　石田　栄作　広島県歯科医師会
　　　　應和　卓治　広島県健康福祉局薬務課
　　　　小笠原英敬　広島県医師会
　　　　岡本　良三　広島市健康福祉局保健部環境衛生課
　　　　小澤孝一郎　広島大学大学院医歯薬保健学研究院治療薬効学
　　　　谷川　正之　広島県薬剤師会
　　　　豊見　　敦　広島県薬剤師会
　　　　橋本　成史　安佐医師会
　　　　古本世志美　広島県看護協会
　　　　宮田　真弓　広島県介護支援専門員協会
　　　　吉田　明浩　広島市医師会

広島県地域保健対策協議会　医薬品の適正使用検討特別委員会
広島県薬剤師会サブワーキンググループ
　副 会 長　青野　拓郎
　　　　　　谷川　正之
　常務理事　井上　映子
　　　　　　竹本　貴明
　　　　　　豊見　　敦
　　　　　　中川　潤子
　　　　　　平本　敦広
　理　　事　有村　典謙
　副 会 長　松尾　裕彰（オブザーバー）
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精神疾患専門委員会

（平成 28 年度）

精 神 疾 患 専 門 委 員 会 報 告 書

広島県地域保健対策協議会 精神疾患専門委員会

委 員 長　山脇　成人

アルコール健康障害対策推進計画検討ワーキンググループ

ワーキンググループ長　加賀谷有行

Ⅰ．　は　じ　め　に

　平成 25 年に，アルコール健康障害の発生，進行お
よび再発の防止を図るため，「アルコール健康障害対
策基本法（平成 25（2013）年法律第 109 号）（以下
「基本法」という。）」が制定され，平成 26（2014）
年 6月に施行された。基本法第 3条の基本理念に則
り，国が平成 28 年 5 月に策定したアルコール健康障
害対策推進基本計画を踏まえ，不適切な飲酒の防止
により本人の健康問題や重大な社会問題の発生を低
減するため，広島県でもアルコール健康障害対策推
進計画を立案することとなった。

Ⅱ．　広島県アルコール健康障害対策推進計画
（素案）の策定について

　広島県では，医療関係者・事業者・自助グループ
などさまざまな関係者で構成する広島県アルコール
健康障害対策連絡協議会を組織し，広島県地域保健
対策協議会精神疾患専門委員会（以下，「本委員会」）
とともに，広島県の現状・課題・必要な具体的取組
などについて意見を集約し，広島県の実情に即した
「広島県アルコール健康障害対策推進計画」を策定す
ることとした。
　本委員会では特に医療の面からの計画立案を担う
こととなったが，本委員会の下部組織として広島県
アルコール健康障害対策推進計画検討ワーキンググ
ループ（以下，「WG」）を組織し，WGで医療の面
からの素案を作成することとした。
　平成 28 年 9 月 7 日，10 月 6 日，10 月 24 日と，
WGの会議を 3回開催した。第 1回では検討項目と
して，（1）かかりつけ医のアルコール依存症に係る
正しい理解の促進方策（2）かかりつけ医から専門医

療機関への連携方策（3）その他，が提示された。
　これらを踏まえ第 2回WG会議で，医療に関して
特に二次予防と三次予防における現状や課題につい
て意見を整理したところ，次のような点が課題とし
て整理された。すなわち，医療関係者に向けてアル
コール依存症についての十分な知識を伝える取組が
必要，専門病院以外の精神科医などに早期介入する
ための手法の普及が必要，かかりつけ医などから早
期介入医療機関や専門医療機関への連携が必要，依
存症者と家族に対し依存症の相談・治療ができるこ
との周知が必要，断酒会などの自助グループと医療
との連携や交流を促進する取組が必要。
　これらの課題を踏まえて第 3回WG会議では，具
体的取り組みとして，
　・医師に対してアルコール健康障害に関する講習
会等を実施。

　・アルコール健康障害サポート医（以下；サポー
ト医）（仮称）の養成。

　・かかりつけ医等と専門医療機関等への医療連携
の促進。

　・医療連携の拠点となる専門医療機関の整備。
　・アルコール依存症に関する正しい知識・理解の
啓発。

　・回復等における自助グループの役割等の啓発。
を挙げ，医療の面からの素案としてWGから本委員
会に上申された。
　本委員会ではこれを受けて，平成 28年 11月 11日
と平成 29 年 1 月 23 日に会議を開催し，
　・アルコール健康障害に関する相談件数を 2,200
から 2,400 件に増加する。

　・サポート医（仮称）150 人を養成。
　・サポート医（仮称）と専門医療機関との連携
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570 件。
　・国の指定基準によるアルコール依存症専門医療
機関の設置 1ヵ所以上。

などの目標値についても設定して，素案として立案
した。この素案は広島県アルコール健康障害対策連
絡協議会でも検討された後に，広島県による県民意
見募集（パブリックコメント）を経て，平成 29 年 3
月に広島県アルコール健康障害対策推進計画として
公表となった。

Ⅲ．　次年度以降の検討課題について

　アルコール健康障害の最重度にアルコール依存症
が位置づけられていることからも，本計画の遂行に
おける精神科医の役割が重要であることは言うまで
もない。現時点では，精神科医が少なからずアル
コール依存症の治療に取り組んでいるが，まだまだ
十分とは言い難い。医療全体でも，アルコール健康

障害の治療に携わっている医師や医療機関が，その
患者数に比して十分とは言い難い。サポート医（仮
称）をどのように認定して公表し治療環境を整える
か，サポート医（仮称）と専門医とどのように連携
するかなど，アルコール健康障害の早期発見・早期
治療・慢性化の予防に対する具体的な対策について
は平成 29 年度以降の課題である。

Ⅳ．　ま　　と　　め

　本委員会では，WGを組織して，広島県アルコー
ル健康障害対策推進計画（素案）を作成した。アル
コール健康障害対策基本法やアルコール健康障害対
策推進基本計画に則った計画（素案）を上程するこ
とが出来たが，今後は，広島県アルコール健康障害
対策推進計画に基づいた実効性のある具体的対策を
講じる必要がある。
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広島県アルコール健康障害対策推進計画の概要 

 
第 1章 計画策定の趣旨 

○ 多量の飲酒，未成年者の飲酒，妊産婦の飲酒等の不適切な飲酒は，私たちの心身の健康障 

害（以下「アルコール健康障害」という。）の原因となります。 
○ アルコール健康障害は，本人の健康の問題だけではなく，その家族への深刻な影響や重大 

な社会問題を生じさせる危険性が高く，総合的かつ計画的に対策を推進することが必要です。 

○ アルコール健康障害対策の着実な推進を図るため，様々な関係者からなる連絡協議会を設 
置し意見を聴いて，本県の実情に即した計画を策定しました。 

 
 第２章 広島県における現状 

 １ 飲酒者の状況 

 ○ 本県の多量飲酒者※1の割合 

区 分 成人男性 成人女性 

平成 18（2006）年 4.5％ 0.9％ 

平成 25（2013）年 3.6％ 0.4％ 
【出典】平成 18(2006)年度広島県県民健康意識調査及び平成 25(2013)年度広島県県民健康・栄養調査 
※1 「①１日あたり 5合以上，②1日あたり 4合以上 5合未満で頻度が週 5日以上，③1日あたり 3合以上 4合

未満で頻度が毎日」のいずれかに該当する人（1 合：日本酒 1 合，ビール中ビン（500ml）1 本，25％の焼酎
100ml，ウイスキー60ml） 

○ 本県の未成年者の飲酒経験は25.9％(平成23(2011)年度広島県県民健康意識調査)でありゼ

ロにはなっていません。 

○ 本県の妊娠中の飲酒割合は5.1％(平成 26(2014)年度健やか親子21計画策定時調査)であり

ゼロにはなっていません。 

 ２ アルコール健康障害の状況 

○ 平成 24（2012）年広島県人口におけるアルコール依存症者は，約 12,300 人と推計されます。 

区 分 男性 女性 合計 

アルコール依存症 

（ICD-10）※2 
11,100 人 1,200 人 12,300 人※3 

※2 世界保健機構（ＷＨＯ）による国際疾病分類 
※3 厚労省研究班調べの全国数値（男性 1.0％，女性 0.1％）に広島県の 20歳以上男女の人口を乗じて算出 

○ 県内でアルコール依存症の治療を受けている人は，平成 24（2012）年で約 1,500 人であり， 

多くのアルコール依存症者がアルコール依存症の治療を受けていないと推定されます。 

区 分 入院※4 通院※5 合計 

治療中のアルコー

ル依存症者 
668 人 792 人 1,460 人 

※4 精神保健福祉資料 
※5 自立支援医療（精神作用物質使用による通院治療患者） 
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第３章 計画の概要 

１ 目指す姿 
不適切な飲酒の防止により，本人の健康問題及び重大な社会問題の発生を低減し，安心して暮

らすことのできる社会を実現 

２ 基本的な方向性 
（１）正しい知識の普及及び不適切な飲酒を防止する社会づくり 

（２）誰もが相談できる相談場所と，必要な支援につなげる相談支援体制づくり 

（３）医療における質の向上と連携の促進 

（４）アルコール依存症者が円滑に回復，社会復帰するための社会づくり 

３ 計画の位置付け 

アルコール健康障害対策基本法（平成 25（2013）年法律第 109 号）第 14 条第１項に基づく都

道府県計画として策定し，アルコール健康障害の発生，進行，再発の各段階に応じた防止対策を適

切に実施します。 
４ 計画期間 

平成 29（2017）年度から平成 33（2021）年度までの５年間とします。 
 

  

飲酒に伴うリスク 
●習慣飲酒は生活習慣病の原因に ●アルコールには発がん性がある ●アルコールには依存性がある 

●妊婦が飲むとアルコールは胎盤
たいばん

から胎児へ ●女性は害を受けやすい ●深刻な DV の多くは飲酒時に起きる 

●イッキ飲みは死を招く ●未成年者はアルコールの分解能力が未発達 ●アルコールは睡眠の質を落とす  

●前夜の飲み方で，翌朝，酒気
し ゅ き

帯びのおそれ ●飲酒運転の背景に多量飲酒や依存症も 

●ホームにおける人身事故の 6 割が酔 客
すいきゃく

  ●アルコール・うつ・自殺は「死のトライアングル」 

目標値（Ｈ33）現状（Ｈ26）

発生予防（一次予防） 進行予防（二次予防）進行予防（二次予防）進行予防（二次予防）進行予防（二次予防）進行予防（二次予防）進行予防（二次予防） 再発予防（三次予防）

現状（Ｈ25） 目標値（Ｈ33）

多量飲酒する人の割合

目標値（Ｈ ）現状（Ｈ ）

相談件数
現状（Ｈ28） 目標値（Ｈ33）

基
本
的

施

策

教育、広報・啓発の推進等
不適正な飲酒の誘因の防止

健康診断及び保健指導
医療の充実等
飲酒運転等をした者に対する指導等
相談支援等

現状（Ｈ ） 目標値（Ｈ ）

サポート医(仮称)養成数

アルコール依存症に係る医療の充実
等
社会復帰の支援・民間団体の活動に
対する支援

(2)誰もが相談できる相談場所と，

必要な支援につなげる相談支援

体制づくり

(1)正しい知識の普及及び不適切

な飲酒を防止する社会づくり

目
標
設
定

基
本
的
な
方
向
性

重
点
施
策

男性：3.6％
女性：0.4％

指

標

適切な支援につなぐ仕組みの構築
・本人や家族が相談しやすい窓口の整備
・飲酒運転、DV、自殺未遂等を起こしアルコール依存症が疑われる者を相談
窓口等につなぐ仕組みの構築
相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備

・アルコール健康障害への早期介入
・アルコール依存症治療等の拠点となる専門医療機関の整備
・治療、回復支援につなぐための連携体制の推進

(3)医療における質の向上と連携の促進
(4)アルコール依存症者が円滑に回復，
社会復帰するための社会づくり

飲酒に伴うリスクに関する

正しい知識の普及
・未成年者、妊産婦等の特に配慮

を要する者に対する教育・啓発

・アルコール依存症に関する正し

い知識・理解の啓発

男性：3.2％以下
女性：0.2％以下

O人 150人
多量飲酒する人の割合多量飲酒する人の割合多量飲酒する人の割合多量飲酒する人の割合多量飲酒する人の割合多量飲酒する人の割合

現状（Ｈ ） 目標値（Ｈ ）現状（Ｈ25） 目標値（Ｈ33）現状（Ｈ25） 目標値（Ｈ33）現状（Ｈ25） 目標値（Ｈ33）

男性：3.6％男性：3.6％ 男性：3.2％以下男性：3.6％ 男性：3.2％以下男性：3.6％ 男性：3.2％以下

女性：0.4％ 女性：0.2％以下女性：0.4％ 女性：0.2％以下女性：0.4％ 女性：0.2％以下女性：0.4％

教育、広報・啓発の推進等

普及啓発事業実施市町

12市町（Ｈ27） 23市町（Ｈ33）

国の指定基準によるアルコール依存症専門
医療機関の設置

アルコール健康障害相談員（仮称）の配置

情報交換会（連絡会等）の開催圏域数

4圏域（Ｈ27） 7圏域（Ｈ33）

普及啓発事業実施市町普及啓発事業実施市町普及啓発事業実施市町普及啓発事業実施市町普及啓発事業実施市町普及啓発事業実施市町普及啓発事業実施市町

23市町（Ｈ33）23市町（Ｈ33）23市町（Ｈ33）12市町（Ｈ27）12市町（Ｈ27）12市町（Ｈ27） 23市町（Ｈ33）12市町（Ｈ27）12市町（Ｈ27） 23市町（Ｈ33）

国の指定基準によるアルコール依存症専門国の指定基準によるアルコール依存症専門国の指定基準によるアルコール依存症専門国の指定基準によるアルコール依存症専門国の指定基準によるアルコール依存症専門国の指定基準によるアルコール依存症専門国の指定基準によるアルコール依存症専門国の指定基準によるアルコール依存症専門国の指定基準によるアルコール依存症専門国の指定基準によるアルコール依存症専門国の指定基準によるアルコール依存症専門
医療機関の設置医療機関の設置医療機関の設置医療機関の設置医療機関の設置医療機関の設置医療機関の設置医療機関の設置医療機関の設置医療機関の設置

アルコール健康障害相談員（仮称）の配置アルコール健康障害相談員（仮称）の配置アルコール健康障害相談員（仮称）の配置アルコール健康障害相談員（仮称）の配置アルコール健康障害相談員（仮称）の配置アルコール健康障害相談員（仮称）の配置アルコール健康障害相談員（仮称）の配置アルコール健康障害相談員（仮称）の配置

情報交換会（連絡会等）の開催圏域数情報交換会（連絡会等）の開催圏域数情報交換会（連絡会等）の開催圏域数情報交換会（連絡会等）の開催圏域数情報交換会（連絡会等）の開催圏域数情報交換会（連絡会等）の開催圏域数情報交換会（連絡会等）の開催圏域数情報交換会（連絡会等）の開催圏域数

4圏域（Ｈ27）4圏域（Ｈ27）4圏域（Ｈ27）4圏域（Ｈ27） 7圏域（Ｈ33）7圏域（Ｈ33）7圏域（Ｈ33）4圏域（Ｈ27） 7圏域（Ｈ33）4圏域（Ｈ27） 7圏域（Ｈ33）

2,200件 2,400件

アルコール健康障害相談員（仮称）の配置アルコール健康障害相談員（仮称）の配置アルコール健康障害相談員（仮称）の配置

0箇所（Ｈ28） 1箇所以上（Ｈ33）

4保健所・支所，
7市町（Ｈ28）

7保健所・支所，
23市町（Ｈ33）

現状（Ｈ28） 目標値（Ｈ33）現状（Ｈ ） 目標値（Ｈ ）

サポート医(仮称)による紹介件数

O人 570人
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第４章 施策の方向と具体的取組み 

 基本的施策 施策項目 【指標】 

発
生
予
防 

教育，広報・啓発の

推進 

飲酒が心身に及ぼす影響等の学校における教育 

○普及啓発事業実施市町 

現状（H27）：12 市町 
目標（H33）：23 市町 

ＰＴＡの研修等を通じた保護者等への啓発 
各医療保険者等と連携した職域での飲酒リスクの周知 
母子健康手帳交付時における妊娠中や授乳期の禁酒の勧 奨

かんしょう

 
運転免許更新時講習等における周知 

不適切な飲酒の 
誘引の防止 

飲酒少年への補導と立ち直り支援・酒類提供者への取締強化 
未成年者飲酒防止キャンペーン・風俗営業店の年齢確認徹底 

進
行
予
防 

健康診断及び保健

指導 
スクリーニング実施及び受診勧奨の推進 ○国の指定基準によるアルコ

ール依存症専門医療機関の設

置 
現状（H28）：０箇所 
目標（H33）：1 箇所以上 
 
 
○アルコール健康障害相談員

（仮称）の配置 
現状（H28）：4 保健所・支所 

7 市町 
目標（H33）：7 保健所・支所 

23 市町 

節酒
せっしゅ

指導等を行うアルコール健康障害相談員（仮称）の養成 

医療の充実 

かかりつけ医等をアルコール健康障害に関して気軽に相談

できるアルコール健康障害サポート医（仮称）として養成 
精神神経科診療所精神科医等をアルコール健康障害に早期

介入するアルコール健康障害サポート医（仮称）として養成 
依存症識別の評価基準の共有等による医療連携の促進 
国の定める指定基準を満たす専門医療機関の整備 

飲酒運転等をした

者に対する指導等 
依存症等の疑いがある場合に相談拠点（窓口）を紹介 
アルコール健康障害対策庁内連絡会議において，相談・治療

につなげるための具体的な方策を検討 

相談支援等 市町，保健所等を相談拠点（窓口）として明確化 
アルコール健康障害相談員（仮称）の養成 

防
予
発
再

 

アルコール依存症

に係る医療の充実 
依存症識別の評価基準の共有等による医療連携の促進 

○情報交換会（連絡会等）の開

催 
現状（H27）：4 圏域 
目標（H33）：7 圏域 

入院治療後に地域で必要な指導等を行う体制の整備 
社会復帰の支援・民

間団体の活動支援 
アルコール依存症が回復する病気であることの啓発 
相談拠点（窓口）と自助グループ等との情報交換会 

 
第５章 推進体制等 

○ 対策の推進に当たっては，アルコール関連問題に取り組む関係機関・団体との連携を図りま 

す。 

・ 「広島県アルコール健康障害対策連絡協議会」において，本計画の取組の成果と課題を検証

し，計画の見直しを行います。 

・ 関連施策担当部局で構成する「アルコール健康障害対策庁内連絡会議」において相互に必要な

連絡・調整を行い，連携してアルコール依存症者が相談・治療につながるよう取り組みます。 

○ アルコール依存症の実態把握に関する国の調査研究を踏まえ，本県におけるアルコール依存

症の実態把握について検討を行います。
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広島県健康福祉局健康対策課 

 〒730-8511 広島県広島市中区基町 10-52 

 ＴＥＬ082-513-3069 

 ＦＡＸ082-228-5256 
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広島県地域保健対策協議会 精神疾患専門委員会
委員長　山脇　成人　広島大学大学院医歯薬保健学研究院
委　員　海嶋　照美　広島県健康福祉局健康対策課
　　　　髙畑　紳一　全国自治体病院協議会
　　　　佐伯真由美　広島県立総合精神保健福祉センター
　　　　椎木　明史　広島市精神保健福祉課
　　　　志々田一宏　広島大学病院
　　　　髙見　　浩　広島県精神科病院協会
　　　　竹林　　実　国立精神医療施設長協議会
　　　　皆川　英明　広島市精神保健福祉センター
　　　　森岡　壯充　広島県精神神経科診療所協会
　　　　山崎　正数　広島県医師会
　　　　和田　　健　日本総合病院精神医学会

広島県アルコール健康障害対策推進計画検討WG

WG長　　加賀谷有行　瀬野川病院 KONUMA記念広島薬物依存・地域精神保健研究所
WG委員　海嶋　照美　広島県健康対策課
　　　　　佐伯真由美　広島県立総合精神保健福祉センター
　　　　　志々田一宏　広島大学病院
　　　　　田中　瑞樹　瀬野川病院
　　　　　長尾早江子　呉みどりヶ丘病院
　　　　　中田　克宣　広島断酒ふたば会
　　　　　中西　敏夫　広島県医師会
　　　　　日笠　　哲　広島市立安佐市民病院
　　　　　本田誠四郎　こころ尾道駅前クリニック
　　　　　森岡　壯充　広島県精神神経科診療所協会
　　　　　山崎　正数　広島県医師会
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Ⅰ．　は　じ　め　に

　広島県では，昭和 54（1979）年からがんが死因の
第 1位となり，平成 27（2015）年には，総死亡者の
約 3割，年間約 8,300 人ががんで亡くなっている。
また，公益財団法人がん研究振興財団「がんの統
計'16」によると，生涯のうちにがんに罹患する可能
性はおおよそ 2人に 1人とされている。本委員会は，
県民のがんによる死亡率減少を図ることなどを目的
として，平成 25（2013）年 3月に広島県が策定した
「広島県がん対策推進計画～第 2次～」の柱の 1つで
あるがん医療分野に係る，がん診療連携拠点病院の
機能強化やがん医療水準向上，医療連携体制の強化
などについて検討を行ってきた。
　今年度は，広島県がん医療ネットワークの施設基
準の改正，甲状腺がんおよび前立腺がんに係る「わ

たしの手帳」作成などについて協議を行った。

Ⅱ．　「広島県がん医療ネットワーク」について

　検診から治療，経過観察までを，一定の医療水準
が保たれた切れ目のない医療を実現するために，が
ん医療ネットワークの構築を進めてきた。広島県内
では，平成 21（2009）年度の“乳がんネットワー
ク”，平成 22（2010）年度の“肺がんネットワーク”
につづいて平成 24（2012）年度に“肝がんネット
ワーク”，“胃がんネットワーク”，“大腸がんネット
ワーク”が構築され，いわゆる 5大がんについての
ネットワークが完成した（図 1）。
　このネットワークの構築から 3年が経過し，状況
の変化などにより 5大がんすべてにおいて横断的な
見直しの必要性が求められていたことから，広島県
がん対策課より施設基準の改正案が示され，概ね原

がん対策専門委員会

（平成 28 年度）

が ん 対 策 専 門 委 員 会 報 告 書

広島県地域保健対策協議会 がん対策専門委員会

委 員 長　杉山　一彦

図 ₁　広島県におけるがん医療ネットワークの構築

（図１） 広島県におけるがん医療ネットワークの構築

1
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案どおり了承された。なお，今後，施設基準などに
ついて国の方針が新たに示された場合は，あらため
て協議することとした。
　主な改正内容は，国が奨励するがん検診の見直し
による，マンモグラフィーと視触診の併用の削除，
内視鏡検査に携わる医師の要件の設定，がん登録推
進法の制定により，すべての病院からの届出が義務
付けられたことによる地域がん登録および院内がん
登録の実施を削除，緩和ケア研修については望まし
いとしているところを修了していることに統一する
などであった。

Ⅲ．　わたしの手帳作成について（甲状腺 
がん・前立腺がん）

　甲状腺がんと前立腺がんの「わたしの手帳」の作
成に向け，各WGにて検討した案について，運用を
開始することとした。

Ⅳ．　第 3 次広島県がん対策推進計画の策定に
ついて

　平成 25（2013）年度からスタートした第 2次広島
県がん対策推進計画の計画期間が平成 29（2017）年
度で終了することから，広島県がん対策課より，第
3次計画の策定に向け，当委員会において，がん医療
分野に係る検討を実施していくことについて，今後
のスケジュールなどの説明があった。また，現行計
画における現状と課題などについて説明があり，今
後の方向性については国の「がん対策推進基本計画」
の動向を見ながら議論を進めていくことを確認した。

Ⅴ．　お　わ　り　に

　第 3次広島県がん対策推進計画についての策定に
向けて，現状の把握・分析を踏まえ，目指す姿およ
び取組事項などの検討を行う必要がある。
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広島県地域保健対策協議会 がん対策専門委員会
委員長　杉山　一彦　広島大学病院
委　員　粟井　和夫　広島大学大学院医歯薬保健学研究院放射線診断学
　　　　岡島　正純　広島市立広島市民病院
　　　　岡田　守人　広島大学原爆放射線医科学研究所腫瘍外科
　　　　笠松　淳也　広島県健康福祉局
　　　　片岡　　健　広島大学大学院医歯薬保健学研究院成人健康学
　　　　金光　義雅　広島県健康福祉局医療・がん対策部
　　　　木矢　克造　県立広島病院
　　　　桑原　正雄　広島県医師会
　　　　小林　正夫　広島大学大学院医歯薬保健学研究院小児科学
　　　　佐々木真哉　広島県健康福祉局がん対策課
　　　　篠崎　勝則　県立広島病院
　　　　䑓丸　尚子　広島市健康福祉局保健部
　　　　高倉　範尚　福山市民病院
　　　　田中　信治　広島大学病院
　　　　茶山　一彰　広島大学大学院医歯薬保健学研究院消化器・代謝内科学
　　　　津谷　隆史　広島県医師会
　　　　豊田　秀三　広島県医師会
　　　　永田　　靖　広島大学大学院医歯薬保健学研究院放射線腫瘍学
　　　　野間　　純　広島県医師会
　　　　檜谷　義美　広島県医師会
　　　　本家　好文　広島県緩和ケア支援センター
　　　　安井　　弥　広島大学大学院医歯薬保健学研究院
　　　　山田　博康　広島県医師会
　　　　吉原　正治　広島大学保健管理センター
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Ⅰ．　は　じ　め　に

　がん治療において，手術，放射線治療，薬物療法
が 3本柱である。その中で放射線治療の認知度はま
だまだ不十分である。放射線治療は現在までに県内
21 施設で実施されているが，放射線治療専門医や医
学物理士，放射線治療専門技師，放射線治療専門看
護師など専門スタッフの不足が指摘されている。手
術，化学療法，放射線療法を組み合わせた集学的治
療により，がん医療を推進するためには，実施施設
が限定される放射線治療の専門スタッフの確保・育
成とともに，高額な治療機器の効率的な運用なども
含めた総合的な対策が必要となっている。
　これらの問題点を解決するために，平成 27 年 10
月に広島駅新幹線口に「広島がん高精度放射線治療
センター（以下，センター）」が開設された。セン
ターを効率的に活用し広島県の放射線治療を推進し
ていくためには，広島大学病院，県立広島病院，広
島市立広島市民病院，広島赤十字・原爆病院，広島
県，広島市，一般社団法人広島県医師会の 7者はも
とより，県内すべてのがん診療連携拠点病院などで
の放射線治療連携体制の構築が重要な課題である。

Ⅱ．　平成 28 年度の成果

（₁）放射線治療連携推進ワーキンググループ会議
の開催

　平成 28年 12月 15日（木）に放射線治療連携推進
ワーキンググループ会議を開催し，県内の放射線腫
瘍医，医学物理士，診療放射線技師，放射線治療専
門看護師，広島県医師会役員，広島県，広島市の委
員が会合を行った。その中で，1．放射線治療に関す
る実態調査について，2．県民公開セミナーの開催に
ついて 3．高精度放射線治療センターの現状につい
て，協議・報告した。
　まず，県内放射線治療の実態調査結果を検討した

放射線治療連携推進ワーキンググループ

（平成 28 年度）

広島県における放射線治療連携体制の構築

広島県地域保健対策協議会 放射線治療連携推進ワーキンググループ

委 員 長　永田　　靖

（図 1）。2009-2015 年の経年推移を調査した結果，医
学物理士数，診療放射線技師数やがん放射線療法看
護認定看護師数には近年に著明な増加が見られた。
総治療患者数はセンター開設効果が反映されたのか，
前年度よりわずかではあるが増加傾向に転じた。内
訳としては，腔内照射や組織内照射などの小線源治
療は減少したが，体幹部定位照射や強度変調放射線
治療などの高精度放射線治療総数は増加した。
　次に平成 29 年 2 月 12 日（日）に広島県医師会
ホールにおいて，県民公開セミナー「ここまで来
た！がん放射線治療」を開催することについて検討
した。
　最後に高精度放射線治療センターの開院後の実績
の中で，治療対象となっている疾患としては，乳が
ん，前立腺がん，肺がん，肝臓がん，脳腫瘍などで
あることが報告された（図 2）。
　また，センターの新しい取り組みとして，平成 28
年 12 月 2 日（金）から「がん相談外来」を開設し，
県民に対する最適ながん治療の機会を確保している
ことや，広島県内の放射線治療に係る技術の均てん
化と水準向上を図るため，技術支援ワーキンググ
ループにおいて，放射線治療システムに関わる装置
の出力線量測定などを実施していることについて報
告があった。
　さらに，外来通院専門施設として課題であった緊
急時の対応について，隣接する JR広島病院や県立広
島病院と連携し，受入体制が確保されたことについ
ても報告があった。
（₂）県民公開セミナー「ここまで来た！がん放射

線治療」の開催
　平成 29年 2月 12日（日），広島県医師会ホールに
おいて，県民公開セミナー「ここまで来た！がん放
射線治療」を開催した（図 3）。
　第 1部では，専門医が分野毎に登壇し，「乳がん」
「前立腺がん」「食道がん」「頭頸部がん」「子宮がん」
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図１ ２００９―２０１５年における放射線治療部門の原発巣別新規患者数の推移 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

脳・脊髄 114 103 117 113 122 102 126
頭頸部（甲状腺含む） 407 474 425 434 433 421 498
食道 267 274 271 272 252 264 250
肺・気管・縦隔 843 839 886 831 859 833 855
　（うち肺） (679) (747) (683) (621) (784) (749) 756
乳腺 1,234 1,330 1,268 1,246 1,148 1,134 1,089
肝・胆・膵 309 259 309 316 291 297 289
胃・小腸・結腸・直腸 309 266 243 322 332 360 337
婦人科 228 215 250 227 183 219 212
泌尿器系 491 605 686 665 560 631 610
　（うち前立腺） (359) (442) (476) (486) (388) (458) 467
造血器リンパ系 201 247 226 261 210 246 249
皮膚・骨・軟部 60 57 61 73 67 56 61
その他（悪性） 24 41 22 33 33 41 61
良性 66 55 44 56 54 43 32
合計 4,553 4,765 4,808 4,849 4,544 4,647 4,669  

 

 図 ₁　2009―2015 年における放射線治療部門の原発巣別新規患者数の推移

「肺がん」「緩和治療」について講義をおこなった。
　第 2部では，センターの施設見学会を開催し，多
くの参加者に高精度放射線治療機器などを見学いた
だいた。

　当日は，300 人収容可能な会場が満員で，別室に
テレビ中継されるほど大変盛況であり，放射線治療
に対する県民の期待の高さが伺えた。
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Ⅲ．　今後にむけて

　今後の課題としては，センターのさらなる効率的
な活用を視野に入れた，広島大学病院，県立広島病
院，広島市立広島市民病院，広島赤十字・原爆病院，
広島県，広島市，一般社団法人広島県医師会の 7者
はもとより，県内のすべてのがん診療連携拠点病院
での放射線治療連携体制の充実化を図る必要がある。
　また，より質の高い放射線治療の実現に向けた人
材育成方策の検討（放射線治療専門医，医学物理士，
放射線治療専門技師，放射線治療専門看護師）を行
う必要がある。
　特に放射線治療専門医については，未だ県内各施
設においても充足はしていない。センターを契機に
した今後の放射線治療専門医リクルート活動に向け
て，更なる取り組みを進める必要がある。
　本委員会の提言が今後，関係者が具体的な取組み
を行う際の，有効な示唆となることを期待している。

図 ₂　センター実績

 

図２センター実績  （※平成 27 年 10 月～平成 28 年 11 月末日時点） 

    

 

 

            
 （※平成 27 年 10 月～平成 28 年 3 月末日時点）         （※平成 28 年 4 月～平成 28 年 11 月末日時点） 

 

（※平成 27 年 10 月～平成 28 年 11 月末日時点）

 

図２センター実績  （※平成 27 年 10 月～平成 28 年 11 月末日時点） 

    

 

 

            
 （※平成 27 年 10 月～平成 28 年 3 月末日時点）         （※平成 28 年 4 月～平成 28 年 11 月末日時点） 

 

（※平成 27 年 10 月～平成 28 年 3 月末日時点） （※平成 28 年 4 月～平成 28 年 11 月末日時点）

図 ₃　県民公開セミナーポスター
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広島県地域保健対策協議会 放射線治療連携推進ワーキンググループ
委員長　永田　　靖　広島大学大学院医歯薬保健学研究院放射線腫瘍学
委　員　伊東　　淳　ＪＡ広島総合病院
　　　　岩波由美子　広島がん高精度放射線治療センター
　　　　大野　吉美　広島大学病院
　　　　小澤　修一　広島がん高精度放射線治療センター
　　　　樫本　和樹　市立三次中央病院
　　　　柏戸　宏造　広島赤十字・原爆病院
　　　　金谷　淳子　広島市健康福祉局保健部保健医療課
　　　　金光　義雅　広島県健康福祉局医療・がん対策部
　　　　桐生　浩司　広島市立安佐市民病院
　　　　権丈　雅浩　広島がん高精度放射線治療センター
　　　　小林　　満　福山市民病院
　　　　齋藤　明登　広島大学病院
　　　　佐々木真哉　広島県健康福祉局がん対策課
　　　　高澤　信好　ＪＡ尾道総合病院
　　　　土井　歓子　広島がん高精度放射線治療センター
　　　　中島　健雄　広島大学病院
　　　　中西　敏夫　広島県医師会
　　　　藤田　和志　東広島医療センター
　　　　松浦　寛司　広島市立広島市民病院
　　　　村上　祐司　広島大学大学院医歯薬保健学研究院放射線腫瘍学
　　　　山田　　聖　広島がん高精度放射線治療センター
　　　　幸　慎太郎　呉医療センター・中国がんセンター 

　　　　吉崎　　透　広島市立広島市民病院
　　　　和田崎晃一　県立広島病院
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胃内視鏡検診実施体制検討ワーキンググループ

（平成 28 年度）

胃内視鏡検診実施体制検討WG報告書

広島県地域保健対策協議会 胃内視鏡検診実施体制検討ワーキンググループ

委 員 長　吉原　正治

Ⅰ．　は　じ　め　に

　胃がん検診は本邦における胃がん死亡対策の大き
な柱の一つである。「がん予防重点健康教育及びがん
検診実施のための指針（厚生労働省）」の平成 28 年
2 月 4 日一部改正により，対策型胃がん検診につい
て，検診方法に新たに胃内視鏡検査が加わった。こ
のことにより，平成 28 年 4 月以降，市町の実施する
対策型胃がん検診には胃内視鏡検査が順次追加され
ることになるが，胃内視鏡検査は侵襲性が比較的大
きいため，一層の安全管理と精度管理が重要である。
　ついては，県内の市町が実施する胃がん検診にお
ける胃内視鏡検査の安全管理と精度管理のため，県
内統一の実施の基準を定め，精度管理体制の構築を
図ることを目的に，本WGを設置の上検討を行うこ
ととなった。
　「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための
指針（平成 28 年 2 月 4 日一部改正）」における胃が
ん検診の内視鏡検査関係の記載を抜粋すると，次の
通りである。対象者は，50 歳以上の者で，2年に 1
回の間隔とする。胃内視鏡検査の実施に当たっては，
日本消化器がん検診学会による「対策型検診のため
の胃内視鏡検診マニュアル 2015 年度版（以下「内視
鏡検診マニュアル」という。）を参考にする，となっ
ている。

Ⅱ．　委員会開催状況，検討内容

　本WGでは対策型胃がん検診における胃内視鏡検
査の安全性の確保，精度管理体制，実施条件などに
おける県内統一の基準を定めるために，協議・検討
を行った。基準は内視鏡検診マニュアルを基本にし，
特に広島県の実情にあわせた修正点を検討した。
　以下，委員会での審議事項の概要を記載した。そ
の結果作成した「広島県における市町がん検診胃内
視鏡検査実施に係る手引き」，「様式」などについて

は資料を参考にしていただきたい。
 ₁） 第 ₁回WG（平成 ₂₈ 年 ₆ 月 ₂₇ 日，広島県医
師会館）および

 ₂） 第 ₂回WG（平成 ₂₈ 年 ₈ 月 ₂₉ 日，広島県医
師会館）

　第 1回と第 2回のWGで，（1）検診を実施する胃
内視鏡検査医ならびに読影医の条件（①検診を実施
する胃内視鏡検査医の条件，および②読影委員会メ
ンバーの医師の条件）について，内視鏡検診マニュ
アルをベースに協議検討した。
　また，（2）当WGで検討したことを市町などに示
すための「広島県における市町がん検診胃内視鏡検
査実施に係る手引き（以下「手引き」という。）」
（案）の検討を行った。検診における受診者年齢・間
隔・対象等は内視鏡検診マニュアルに従った。この
手引きには，当WGで定めた検査医と読影医の条件
について，また市町における胃内視鏡検査実施に当
たり特に注意が必要な部分を特筆することとした。
また，手引き（案）については，各市町および地区
医師会へ情報提供を行い，意見などをふまえた上で，
次回WGで最終的な協議結果をまとめることとした。
　検討事項の（3）広島県市町がん検診胃内視鏡検査
従事者研修会（以下「胃内視鏡検査研修会」とい
う。）（基礎編）については，基礎編カリキュラムの
内容は，i）胃内視鏡検査とがん検診に関する基本事
項（胃がんの罹患・死亡の動向，胃がんのリスク要
因，がん検診の基本概念，がん検診の有効性評価，
がん検診の利益・不利益，精度管理など），ii）胃内
視鏡検診における検査と診断（検診の方法，診断，
症例など），iii）胃内視鏡検査の安全管理・対策（感
染症，偶発症対策，同意文書など）とし，計 3時間
（各 1時間）で，県内 2箇所各定員 300 名での開催の
案とした。
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 ₃） 第 ₃回WG（平成 ₂₈年 ₁₀月 ₁₄日，広島県医
師会館）

（1）「手引き（案）」について
　手引き（案）について，各市町および地区医師会
へ意見照会の回答を踏まえ，修正やほかに盛り込む
べき項目について検討した結果，胃内視鏡検診運営
委員会（仮称）の設置 ,生検を行った場合の請求区
分 , 追跡調査に係る項目などを追記した。また，胃
内視鏡検査に参加する検査医の条件の※ 1に記載す
る「胃内視鏡検査研修会（応用編）または内視鏡に
関連する各種学会」については，受講頻度を「2年
に 1回以上」とした。また，この「内視鏡に関連す
る各種学会」については，具体的に一般社団法人日
本消化器がん検診学会，一般社団法人日本消化器内
視鏡学会，一般財団法人日本消化器病学会，一般社
団法人日本消化管学会とし，この 4学会以外の学会
または研究会などが主催する胃内視鏡に関連する学
術講演会・セミナーなどで，市町の設置した胃内視
鏡検診運営委員会（仮称）が認めるものについても，
同等の研修として扱うものとした。
　また，検診結果報告に係る標準様式についても検
討を行い，受診票兼結果報告書（様式 1）の問診に
ついては内視鏡検診マニュアル掲載のものを用いた。
検査により偶発症が発生した場合は，すべての偶発
症について「胃がん検診（胃内視鏡）偶発症報告書
（様式 2）」により報告することとした。
（2）胃内視鏡検査研修会について
　胃内視鏡検査研修会（応用編）の内容などを検討
した。平成 29 年度から広島県主催で，県内 2～3箇
所，各会場定員 100 名程度で実施することとした。
研修内容は，胃内視鏡検査の実施に必要な最新情報
の提供やスキルアップに係るものとし，1回につき
1時間程度とした。
　なお，このたびの胃内視鏡検査研修会（基礎編）
は，広島県地域保健対策協議会主催にて，平成 29 年
3 月に広島および福山会場にて開催予定とした。
　（3）「広島県胃がん医療ネットワーク」の施設基準

の見直しについて
　「広島県胃がん医療ネットワーク」の「内視鏡検査
（スクリーニング・二次検診）【検診・検査施設】」に
関する「医療機関等に求められる事項」の「②日本
消化器内視鏡学会専門医が勤務（常勤又は非常勤）
していることが望ましい。」については，当WGに
おいて定めた検査医の条件を適用し，「②次のいずれ

かの条件を満たす医師が勤務（常勤又は非常勤）し
ていること。ア日本消化器がん検診学会認定医，日
本消化器内視鏡学会専門医，日本消化器病学会専門
医のいずれかの資格を有する医師，イ胃内視鏡検査
を概ね年間 100 件以上実施している医師，ウ胃内視
鏡検査を通算 1,000 件以上実施している医師，エ胃
内視鏡検査を 7年以上実施している医師」とするこ
ととした。
（4）その他
　今回のWGで修正した手引き（案）および県の実
施する胃内視鏡検査研修会・実施要領を最終案とし，
10 月 24 日開催の市郡地区医師会がん対策担当理事
連絡協議会において，各地区医師会に対しての説明
および協力のお願いをすることとなった。

 ₄） 市郡地区医師会がん対策担当理事連絡協議会，
平成 ₂₈ 年 ₁₀ 月 ₂₄ 日

　県内市郡地区医師会のがん対策担当理事を対象に
情報提供・説明を行った。
　（1）広島県における市町の実施する対策型検診へ

の胃内視鏡検査の導入についての説明概要
　* 「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のため
の指針」が一部改正され，市町の実施する対策
型検診における胃がん検診の検査方法として，
現行の胃部エックス線検査に加え胃内視鏡検査
が示された。

　* 胃内視鏡検査の実施に当たっては，「胃内視鏡検
診マニュアル」を参考とすることとされており，
検診の精度を県内一定に保つために，統一の基
準を実施主体である市町に示す必要があるため，
広島県地域保健対策協議会がん対策専門委員会
に「胃内視鏡検診実施体制検討WG」を設置し，
県内の基準について検討してきた。

　* これまで検討してきた内容を，「手引き（案）」
に記し，事前に各市郡地区医師会へ意見照会を
行い，その意見を基に，意見交換を行った。

　* 手引き（案）については，後日広島県医師会速
報へ全文掲載予定である。

（2）その他
　今年度中に，胃内視鏡検査研修会（基礎編）の開
催を予定している。なお，胃内視鏡検査研修会（応
用編）については，来年度以降，広島県の主催で開
催予定である。
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Ⅲ．　平成 28 年度　広島県市町がん検診胃内視
鏡検査従事者研修会（基礎編）

　（広島会場）平成 29 年 3 月 19 日（日）14：00～
17：00，広島県医師会館 1階ホール
　（福山会場）平成 29 年 3 月 26 日（日）14：00～
17：00，福山市医師会館 4階講堂
　【要旨】標記研修会は広島会場では 258 名，福山会
場では 118 名の参加があった。当日は，研修会開催
の経緯等説明，胃内視鏡検査の基本事項や検査と診
断，安全管理・対策について解説した。冒頭広島県
がん対策課より国の指針に沿った対策型検診の実施
ががんの早期発見につながること，また胃内視鏡検
査の実施には安全性の確保が重要であると説明が
あった。続いて，担当常任理事より地対協設置の
「胃内視鏡検診実施体制検討WG」の検討内容など，
これまでの経緯を説明した。その後 3名の講師より
カリキュラムに基づき，胃内視鏡検診の基本事項，
検査の方法・診断の説明，症例の紹介など，検診に
関することについて講演を行った。

　○「胃内視鏡検査とがん検診に関する基本事項」広
島大学保健管理センター　吉原正治教授

　○「胃内視鏡検診における検査と診断」広島大学大
学院消化器・代謝内科学　伊藤公訓准教授

　○「胃内視鏡検査の安全管理・対策について」広島
大学　保健管理センター日山亨准教授

Ⅳ．　お　わ　り　に

　今後も内視鏡検診の確実な実施のためには，各地
区に設置される運営委員会，実施施設などでの実績
や実施方法，管理体制に関する評価が行われ，また，
必要に応じ手順や体制なども見直しを行うなど，精
度・安全が保たれるよう継続していくことが重要と
考えられる。

参　考　文　献

一般社団法人日本消化器がん検診学会：対策型検診
のための胃内視鏡検診マニュアル 2015 年度版，
対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル作成
委員会編集，2016.2.15.
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広島県における市町がん検診胃内視鏡検査実施に係る手引き 
 

平成２８年１０月 

 

広島県地域保健対策協議会 

がん対策専門委員会 胃内視鏡検診実施体制検討ＷＧ 

 

１ 目的 

  「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づいて市町が実施する胃がん

検診（対策型検診）における胃内視鏡検査については，侵襲性が比較的大きいことから，安全

管理を含めた精度管理が従来の他の検診よりも重要である。 

  ついては，県内の市町が実施する胃がん検診における胃内視鏡検査の精度を一定に保つため，

県内統一の基準として本手引きを定め，県内の胃内視鏡検診の精度管理体制の構築を図る。 

  ※本手引きに定めるものの他，日本消化器がん検診学会による「対策型検診のための胃内視

鏡検診マニュアル ２０１５年度版」を参考とすること。 

 

２ 実施主体 

  県内市町 

 

３ 胃内視鏡検診運営委員会（仮称） 

  胃がん検診に胃内視鏡検査を導入する市町では，検診の実施を運営するための胃内視鏡検診

運営委員会（仮称）を設置する必要がある。なお，市町単独で設置が難しい場合は，他市町と

共同で設置，また医師会などに設置を委託することも可能である。ただし，胃内視鏡検診運営

委員会（仮称）には，胃内視鏡検査を担当する地域の医師会及び検診機関，専門医などが含ま

れなくてはならない。 

 

４ 胃内視鏡検査における検診対象者及び検診間隔 

（１）対象年齢・検診間隔 

    「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づき，市町の実施する胃

がん検診における胃内視鏡検査の対象は 50歳以上，検診間隔は隔年（2年に１回）の方法

を推奨する。 

（２）検診受診対象者 

   市町の実施する胃がん検診における胃内視鏡検査の対象者は 50 歳以上の住民で，胃疾

患に関連する症状のない者とする。ただし，胃部分摘除後の受診者は，経過観察中以外は
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症状がなければ対象とする。また，ピロリ菌除菌後の受診者は，除菌後の年数にかかわら

ず対象とする。 

   また，抗血栓薬（※）服用中の受診者への対応については，胃内視鏡検査時に出血があ

った場合に，適切な止血処置が実施できない医療施設では，抗血栓薬服用中の受診者への

胃内視鏡検査は原則として勧めない。 

   ※ 抗血栓薬とは，「抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン（日本消化器内視

鏡学会）」と同様に，抗血小板薬と抗凝固薬とする。 

 その他，次の項目に該当する者は対象から除外する。 

１）検診対象の除外条件 

 ①胃内視鏡検診に関するインフォームド・コンセントや同意書の取得ができない者 

 ②妊娠中の者 

 ③疾患の種類にかかわらず入院中の者 

 ④消化性潰瘍などの胃疾患で受療中の者（ピロリ除菌中の者を含む） 

 ⑤胃全摘術後の者 

２）胃内視鏡検査の禁忌 

 ①咽頭，鼻腔などに重篤な疾患があり，内視鏡の挿入ができない者 

 ②呼吸不全のある者 

 ③急性心筋梗塞や重篤な不整脈などの心疾患のある者 

 ④明らかな出血傾向またはその疑いのある者 

 ⑤収縮期血圧が極めて高い者（高血圧治療中の場合，検査直前に血圧を測り，受検の可

否を判断する。降圧剤処置後に胃内視鏡検査を行うことは可能だが，急激に血圧を降

下させることはリスクを伴う。） 

 ⑥全身状態が悪く，胃内視鏡検査に耐えられないと判断される者 

 

５ 胃内視鏡検査に参加する検査医の条件 

  市町の実施する胃がん検診における胃内視鏡検査に参加する医師の条件として，次のいずれ

かの条件を満たす医師であること。 

① 日本消化器がん検診学会認定医，日本消化器内視鏡学会専門医，日本消化器病学会専

門医のいずれかの資格を有する医師 

② 診療，検診にかかわらず概ね年間 100 件以上の胃内視鏡検査を実施しており，県の

実施する研修会・講習会等への出席が一定以上（※１）である医師 

③ 胃内視鏡検査の実施が年間 100 件には満たないが，十分な実績（※２）があり，県

の実施する研修会・講習会等への出席が一定以上（※１）である医師 
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※１ 「出席が一定以上」とは…県の実施する「広島県市町がん検診胃内視鏡検査従事者研修会

（基礎編）」を受講していること。併せて，「広島県市町がん検診胃内視鏡検査従事者研修会

（応用編）」，又は内視鏡に関連する各種学会に２年に１回以上参加していること。 

※２ 「十分な実績」とは…胃内視鏡検査の実地経験が，通算 1,000件以上あること，又は胃内

視鏡の実務に７年以上携わっていること。 

 

６ 読影体制 

精度を一定に保つため，市町の胃がん検診として行われる胃内視鏡検査は，全例ダブルチェ

ックを行う。 

ダブルチェックを行う読影医の条件として，次のいずれかの条件を満たす医師であること。 

① 日本消化器がん検診学会認定医，日本消化器内視鏡学会専門医のいずれかの資格を

持つ医師 

② 日本消化器病学会専門医で，かつ概ね年間 100件以上胃内視鏡検査を実施している，

又は胃内視鏡検査の実地経験が通算 1,000件以上ある十分な経験・技量を有する医師 

 

７ 前処置に係る鎮痛薬・鎮静薬の使用について 

  各市町の実施する胃がん検診における胃内視鏡検査では，原則として鎮痛薬（オピオイド系

など）・鎮静薬（ベンゾジアゼピン系など）は使用しない。 

※「内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン」及び「日帰り麻酔の安全のための基準」

を遵守できる環境でなければ，鎮痛薬・鎮静薬の使用は望ましくない。 

 

８ 生検の対象 

  生検は医療保険給付の対象（平成 15年７月 30日厚生労働省保険局医療課事務連絡）となる

ので，あらかじめ検診の自己負担額の他に，生検実施に対する保険診療の自己負担額が追加さ

れる可能性があることを受診者に説明し，了承を得ておく。 

生検は腫瘍性病変が想定される場合にのみ行い，以下の病変に対しては，原則生検の必要は

ない。なお，静脈瘤の生検は禁忌である。検診で行う内視鏡検査の生検率は最小限となるよう

にすべきである。 

①典型的な胃底腺ポリープ ②タコイボびらん ③黄色腫  

④血管拡張症(Vascular ectasia) ⑤5mm以下の過形成ポリープ ⑥十二指腸潰瘍 

 

９ 機器管理（洗浄・消毒の方法等） 

  内視鏡の洗浄・消毒については，日本消化器内視鏡学会の「消化器内視鏡の感染制御に関す

るマルチソサエティ実践ガイド」に準ずる。 
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10 偶発症対策 

  各市町から検診を委託されている医療機関や医師会等は，胃内視鏡検査に伴う偶発症につい

て，市町へ報告を行う必要がある。 

  なお，報告する偶発症は，検査の中断や処置（投薬，点滴，鼻出血処置など），病院紹介など

何らかの対応が必要であった偶発症は全て報告することとする。 

 

11 胃がん検診（胃内視鏡検査）結果報告に係る標準様式について 

  市町の実施する胃がん検診における胃内視鏡検査の結果報告に係る様式については，県標準

様式（「様式１ 胃がん検診（胃内視鏡）受診票兼結果報告書」，「様式２ 胃がん検診（胃内視

鏡）偶発症報告書」）の活用について検討すること。 

 

12 精度管理・追跡調査 

  市町の実施する対策型がん検診は，死亡率減少を目的としており，その成果をあげるために

は，有効ながん検診を正しく実施することが必要である。両者が整いはじめて質の高い検診の

提供が可能となる。有効性の科学的根拠が確立している検診であっても，精度管理を正しく行

わなければ死亡率減少には到達しないため，精度管理は非常に重要となってくる。 

  胃内視鏡検診では，特に精検受診者数，発見がん数についての継続的な調査が必要となる。

追跡調査の方法は，実施主体の参加となる医療機関への悉皆調査，受診者個人へのアンケート

調査，がん登録との照合がある。市町は個人情報の取り扱いには十分配慮したうえで，必要な

情報をできる限り収集するよう努める必要がある。 

  また，発見胃がんに関する情報（診断日，治療方法，進行度，病理など）の詳細情報を継続

的に収集することが望ましい。 
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市町が実施する対策型検診における胃内視鏡検査の実施運営について 

（胃内視鏡検診運営委員会（仮称）及び読影委員会の設置の例） 

 

【例１】 市町が単独で運営委員会を設置する場合  
 

■ Ａ市の場合  

 

（１）胃内視鏡検査の委託について 

  ① 市内のＡ市医師会及びＢ地区医師会にそれぞれ一括で委託 
  ② 市外の医療機関と個別に契約あり 
 

（２）胃内視鏡検診運営委員会の設置・運営について 

① 設置・運営 
Ａ市が「Ａ市胃内視鏡検診運営委員会」を設置・運営する。 

② 運営委員会のメンバー 
Ａ市，Ａ市医師会，Ｂ地区医師会，市内の医療機関，専門医等で構成 

  ③ 検討内容 
検診の対象，検診の実施方法，検査医の認定，読影委員会によるダブルチェックの運用方法，偶発症対

策などを検討する。 
 
（３）ダブルチェックの運用方法 

  ① 運用方法 
Ａ市の対策型検診として実施された胃内視鏡検査については，全症例ダブルチェックを行う。 

② 読影委員会の設置 
Ａ市は，読影医委員会の設置をＡ市医師会に委託。 
委託を受けたＡ市医師会が「Ａ市読影委員会」を設置。 

  ③ 読影委員会のメンバー（読影医） 
「Ａ市胃内視鏡検診運営委員会」において選任（読影医の選任の条件は，「広島県における市町がん検診

胃内視鏡検査実施に係る手引き」を参照） 
  ④ 読影の方法 

基本的に，Ａ市の胃内視鏡検査実施機関は，Ａ市読影委員会に画像を提出し，ダブルチェックを行う。 
ただし，読影医の条件を満たす医師が２名以上勤務する検診機関においては，機関内での相互チェック

を代替方法とすることができる。 
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【例２】市町単独では運営委員会の設置が難しい場合  
 

■ Ｘ町，Ｙ町，Ｚ町の場合（３町はＷ地区医師会の管内） 
 
（１）胃内視鏡検査の委託について 

  ① Ｘ町，Ｙ町，Ｚ町のそれぞれが，Ｗ地区医師会に胃内視鏡検査を一括で委託 
  ② Ｘ町は町外の医療機関と個別契約あり 
 
（２）胃内視鏡検診運営委員会の設置・運営について 

① 設置・運営 
Ｘ町，Ｙ町及びＺ町は運営委員会の設置・運営をＷ地区医師会に共同で委託。 
委託を受けたＷ地区医師会が，「Ｗ地区胃内視鏡検診運営委員会」を設置・運営。 

② 運営委員会のメンバー 
Ｘ町，Ｙ町，Ｚ町，Ｗ地区医師会，Ｗ地区内の検診機関，専門医等で構成 

  ③ 検討内容 
検診の対象，検診の実施方法，検査医の認定，読影委員会によるダブルチェックの運用方法，偶発症対

策などを検討する。 
 
（３）ダブルチェックの運用方法 

  ① 運用方法 
Ｗ地区内の対策型検診として実施された胃内視鏡検査については，全症例ダブルチェックを行う。 

② 読影委員会の設置 
Ｘ町，Ｙ町及びＺ町は読影委員会の設置をＷ地区医師会に委託。 
委託を受けたＷ地区医師会が「Ｗ地区読影委員会」を設置。 

  ③ 読影委員会のメンバー（読影医） 
「Ｗ地区胃内視鏡検診運営委員会」において選任（読影医の選任の条件は，「広島県における市町がん検

診胃内視鏡検査実施に係る手引き」を参照） 
  ④ 読影の方法 

基本的に，Ｗ地区内の胃内視鏡検査実施機関は，Ｗ地区読影委員会に画像を提出し，ダブルチェックを

行う。 
ただし，読影医の条件を満たす医師が２名以上勤務する検診機関においては，機関内での相互チェック

を代替方法とすることができる。 
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と
が

あ
り

ま
す

か
？

□
　

胃
が

ん
以

外
の

悪
性

病
変

□
　

は
い

　
（
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
　

歳
）
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

4
．

薬
剤

ア
レ

ル
ギ

ー
は

あ
り

ま
す

か
？

②
　

読
影

医
に

よ
る

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

ク
の

結
果

　
※

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

ク
を

行
う

読
影

医
が

記
入

□
　

は
い

　
（
薬

の
種

類
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

5
．

現
在

，
抗

血
栓

薬
（
ワ

ル
フ

ァ
リ

ン
，

バ
フ

ァ
リ

ン
な

ど
）
を

服
用

し
て

い
ま

す
か

？

□
　

は
い

　
（
薬

の
種

類
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

（
追

加
病

変
：
部

位
，

所
見

な
ど

）

6
．

狭
心

症
や

不
整

脈
な

ど
の

心
臓

の
病

気
は

あ
り

ま
す

か
？

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い

7
．

入
歯

を
い

れ
て

い
ま

す
か

？

　
（
□

は
い

　
　

　
□

い
い

え
）

8
．

現
在

，
次

の
病

気
で

治
療

を
受

け
て

い
ま

す
か

？
□

　
胃

が
ん

な
し

□
な

し
　

　
□

高
血

圧
　

　
□

緑
内

障
　

　
□

前
立

腺
肥

大
　

　
□

甲
状

腺
機

能
亢

進
症

　
　

□
心

疾
患

　
　

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

　
胃

が
ん

□
　

原
発

性
　

　
□

　
転

移
性

□
　

あ
り

□
　

な
し

9
．

次
の

鼻
の

病
気

を
し

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
？

□
　

早
期

　
（
□

粘
膜

内
）

□
　

な
し

　
　

□
　

副
鼻

腔
炎

　
　

□
　

鼻
茸

　
　

□
　

ア
レ

ル
ギ

ー
性

鼻
炎

□
　

進
行

コ
メ

ン
ト

1
0
．

歯
の

治
療

で
麻

酔
を

使
っ

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
？

□
　

胃
が

ん
の

疑
い

ま
た

は
未

確
定

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い
□

　
胃

が
ん

以
外

の
悪

性
病

変
　

⇒
「
は

い
」
の

場
合

，
歯

の
治

療
の

麻
酔

を
使

っ
た

時
に

，
何

か
問

題
は

あ
り

ま
し

た
か

？

　
　

　
□

　
は

い
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

③
　

総
合

診
断

（
最

終
判

定
）
　

※
ダ

ブ
ル

チ
ェ

ッ
ク

の
結

果
を

踏
ま

え
，

検
査

医
が

記
入

1
1
．

鼻
腔

の
手

術
を

し
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

？
□

　
胃

が
ん

な
し

□
　

胃
が

ん
　

□
　

胃
が

ん
の

疑
い

ま
た

は
未

確
定

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い
□

　
原

発
性

　
　

□
　

転
移

性

1
2
．

タ
バ

コ
は

吸
い

ま
す

か
？

□
　

早
期

　
（
□

粘
膜

内
）
　

　
　

□
　

進
行

□
　

胃
が

ん
以

外
の

悪
性

病
変

□
　

現
在

，
吸

っ
て

い
る

　
　

□
　

過
去

に
吸

っ
て

い
た

が
，

や
め

た
　

　
□

　
吸

っ
て

い
な

い

1
3
．

家
族

に
胃

が
ん

に
か

か
っ

た
人

は
い

ま
す

か
？

④
　

検
査

後
の

方
針

　
※

検
査

医
が

記
入

□
　

は
い

（
　

父
，

 母
，

 配
偶

者
，

 子
，

 兄
弟

/
姉

妹
，

 祖
父

，
 祖

母
　

）
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い

1
4
．

以
前

に
胃

が
ん

検
診

を
受

け
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

？
□

　
内

科
的

治
療

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い
□

　
異

常
な

し
，

問
題

な
し

□
　

要
精

密
検

査
要

治
療

□
　

内
視

鏡
治

療
（
E
M

R
，

E
S
D

，
ポ

リ
ペ

ク
ト

ミ
ー

な
ど

）
1
5
．

胃
が

ん
検

診
を

受
け

た
こ

と
が

あ
る

方
は

，
も

っ
と

も
最

近
の

検
査

に
つ

い
て

教
え

て
く
だ

さ
い

。
□

　
外

科
的

治
療

　
（
１

）
ど

ち
ら

で
受

け
ま

し
た

か
□

　
他

院
紹

介
　

　
　

□
　

市
町

　
　

□
　

職
場

　
　

□
　

人
間

ド
ッ

ク
　

　
□

　
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

　
（
２

）
検

査
の

方
法

【
紹

介
先

医
療

機
関

】
　

※
「
要

精
密

検
査

」
，

「
要

治
療

」
の

場
合

で
，

他
院

を
紹

介
す

る
場

合
に

記
入

　
　

　
□

　
胃

エ
ッ

ク
ス

線
検

査
　

　
□

　
胃

内
視

鏡
検

査
　

　
□

　
血

液
検

査
（
　

ペ
プ

シ
ノ

ゲ
ン

検
査

，
　

ピ
ロ

リ
菌

検
査

　
）

□
　

経
過

観
察

医
療

機
関

名
医

師
名

　
（
３

）
検

診
の

時
期

　
　

　
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
，

　
　

　
　

　
　

　
　

　
歳

　
）

　
○

○
市

（
町

）
胃

が
ん

検
診

(内
視

鏡
）
を

申
し

込
み

ま
す

。
　

こ
の

受
診

票
と

検
診

結
果

及
び

精
密

検
査

の
結

果
が

医
療

機
関

か
ら

○
○

市
（
町

）
へ

返
送

さ
れ

る
こ

と
を

了
承

し
ま

す
。

ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ

名
前

実
施

日

検
診

方
法

部
位

病
　

名

男
女

・
歳

性
　

　
別

電
話

番
号

受
付

Ｎ
ｏ
．

検
診

年
月

日

医
療

機
関

名

検
査

医
氏

名
電

話
番

号

生
年

月
日

年
月

日

読
影

年
月

日
年

再
検

査
の

必
要

性

月
日

読
影

医
氏

名

1

検
査

に
よ

る
偶

発
症

の
有

無

□
　

異
常

な
し

□
 な

し
　

　
　

　
□

 あ
り

※
あ

り
の

場
合

，
別

紙
「
様

式
２

」
を

添
付

す
る

。

生
　

検

2

診
 断

診
　

断

①
検

診
実

施
機

関
控

（
胃

内
）

様
式

１
【
３
枚
複
写
】

－
広

島
県

地
域

保
健

対
策

協
議

会
　

が
ん

対
策

専
門

委
員

会
(
胃

内
視

鏡
検

診
実

施
体

制
検

討
Ｗ

Ｇ
）

－

（　　）120



胃
が

ん
検

診
（
胃

内
視

鏡
）
受

診
票

　
兼

　
結

果
報

告
書

【
胃

内
視

鏡
検

査
結

果
報

告
書

】
※

該
当

す
る

項
目

の
□

に
レ

点
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

※
太

枠
の

な
か

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
①

　
内

視
鏡

検
査

医
に

よ
る

検
査

結
果

　
※

検
査

医
が

記
入

○
○

市
（
町

）
胃

が
ん

検
診

(胃
内

視
鏡

）
申

込
　

兼
　

同
意

書
（
本

人
署

名
）

年
月

日
貴

院
カ

ル
テ

番
号

(※
）

〒
□

　
経

口
□

　
経

鼻

市
(
町

）
□

 食
道

　
□

 胃
噴

門
部

　
□

 胃
穹

窿
部

　
□

 胃
体

部
　

□
 胃

角
部

　
□

 胃
前

庭
部

　
□

 胃
幽

門
部

　
□

十
二

指
腸

□
 そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
 前

壁
　

　
　

□
 後

壁
　

　
　

□
 小

弯
　

　
　

□
 大

弯
　

　
　

□
 全

周
　

　
　

□
 全

体
　

　
　

□
 そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

様

胃
□

 胃
炎

□
 胃

粘
膜

下
腫

瘍
□

 胃
が

ん

□
 胃

ポ
リ

ー
プ

□
 胃

潰
瘍

瘢
痕

　
　

　
　

□
 早

期
の

疑
い

　
　

□
 早

期

　
□

 胃
底

腺
ポ

リ
ー

プ
□

 胃
潰

瘍
　

　
　

　
□

 進
行

の
疑

い
　

　
□

 進
行

　
□

 過
形

成
性

ポ
リ

ー
プ

□
 胃

腺
腫

　
　

　
　

□
 深

達
度

不
明

※
以

下
の

欄
は

医
療

機
関

が
記

入
し

ま
す

の
で

，
記

入
し

な
い

で
く
だ

さ
い

。
□

 胃
悪

性
リ

ン
パ

腫
□

 そ
の

他
の

胃
疾

患
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

食
道

□
 食

道
ポ

リ
ー

プ
十

二
指

腸
□

 十
二

指
腸

ポ
リ

ー
プ

□
 食

道
静

脈
瘤

□
 十

二
指

腸
潰

瘍
瘢

痕

□
 食

道
が

ん
□

 十
二

指
腸

潰
瘍

　
　

　
　

□
 早

期
の

疑
い

　
　

□
 早

期
□

 そ
の

他
の

十
二

指
腸

疾
患

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

　
　

　
　

□
 進

行
の

疑
い

　
　

□
 進

行

　
　

　
　

□
 深

達
度

不
明

そ
の

他
□

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
 そ

の
他

の
食

道
疾

患
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

問
　

診
　

内
　

容
※

該
当

す
る

項
目

の
□

に
レ

点
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

□
　

な
し

□
　

胃
が

ん
な

し
1
．

胃
が

ん
に

か
か

っ
た

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

？
□

　
あ

り
□

　
胃

が
ん

□
　

原
発

性
　

　
□

　
転

移
性

□
　

は
い

　
（
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
　

歳
）
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

（
結

果
：
G

ro
u
p　

□
１

 □
２

 □
３

 □
４

 □
５

）
　

　
□

　
早

期
　

（
□

粘
膜

内
）

2
．

現
在

，
胃

の
病

気
（
胃

潰
瘍

な
ど

）
で

治
療

し
て

い
ま

す
か

？
（
診

断
名

：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
　

進
行

□
　

は
い

　
（
病

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
　

□
　

い
い

え
□

　
胃

が
ん

の
疑

い
ま

た
は

未
確

定
3
．

ピ
ロ

リ
菌

の
除

菌
を

受
け

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
？

□
　

胃
が

ん
以

外
の

悪
性

病
変

□
　

は
い

　
（
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
　

歳
）
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

4
．

薬
剤

ア
レ

ル
ギ

ー
は

あ
り

ま
す

か
？

②
　

読
影

医
に

よ
る

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

ク
の

結
果

　
※

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

ク
を

行
う

読
影

医
が

記
入

□
　

は
い

　
（
薬

の
種

類
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

5
．

現
在

，
抗

血
栓

薬
（
ワ

ル
フ

ァ
リ

ン
，

バ
フ

ァ
リ

ン
な

ど
）
を

服
用

し
て

い
ま

す
か

？

□
　

は
い

　
（
薬

の
種

類
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

（
追

加
病

変
：
部

位
，

所
見

な
ど

）

6
．

狭
心

症
や

不
整

脈
な

ど
の

心
臓

の
病

気
は

あ
り

ま
す

か
？

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い

7
．

入
歯

を
い

れ
て

い
ま

す
か

？

　
（
□

は
い

　
　

　
□

い
い

え
）

8
．

現
在

，
次

の
病

気
で

治
療

を
受

け
て

い
ま

す
か

？
□

　
胃

が
ん

な
し

□
な

し
　

　
□

高
血

圧
　

　
□

緑
内

症
　

　
□

前
立

腺
肥

大
　

　
□

甲
状

腺
機

能
亢

進
症

　
　

□
心

疾
患

　
　

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

　
胃

が
ん

□
　

原
発

性
　

　
□

　
転

移
性

□
　

あ
り

□
　

な
し

9
．

次
の

鼻
の

病
気

を
し

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
？

□
　

早
期

　
（
□

粘
膜

内
）

□
な

し
　

　
□

高
血

圧
　

　
□

緑
内

障
　

　
□

前
立

腺
肥

大
　

　
□

甲
状

腺
機

能
亢

進
症

　
　

□
心

疾
患

　
　

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

　
進

行
コ

メ
ン

ト

1
0
．

歯
の

治
療

で
麻

酔
を

使
っ

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
？

□
　

胃
が

ん
の

疑
い

ま
た

は
未

確
定

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い
□

　
胃

が
ん

以
外

の
悪

性
病

変
　

⇒
「
は

い
」
の

場
合

，
歯

の
治

療
の

麻
酔

を
使

っ
た

時
に

，
何

か
問

題
は

あ
り

ま
し

た
か

？

　
　

　
□

　
は

い
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

③
　

総
合

診
断

（
最

終
判

定
）
　

※
ダ

ブ
ル

チ
ェ

ッ
ク

の
結

果
を

踏
ま

え
，

検
査

医
が

記
入

1
1
．

鼻
腔

の
手

術
を

し
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

？
□

　
胃

が
ん

な
し

□
　

胃
が

ん
　

□
　

胃
が

ん
の

疑
い

ま
た

は
未

確
定

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い
□

　
原

発
性

　
　

□
　

転
移

性

1
2
．

タ
バ

コ
は

吸
い

ま
す

か
？

□
　

早
期

　
（
□

粘
膜

内
）
　

　
　

□
　

進
行

□
　

胃
が

ん
以

外
の

悪
性

病
変

□
　

現
在

，
吸

っ
て

い
る

　
　

□
　

過
去

に
吸

っ
て

い
た

が
，

や
め

た
　

　
□

　
吸

っ
て

い
な

い

1
3
．

家
族

に
胃

が
ん

に
か

か
っ

た
人

は
い

ま
す

か
？

④
　

検
査

後
の

方
針

　
※

検
査

医
が

記
入

□
　

は
い

（
　

父
，

 母
，

 配
偶

者
，

 子
，

 兄
弟

/
姉

妹
，

 祖
父

，
 祖

母
　

）
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い

1
4
．

以
前

に
胃

が
ん

検
診

を
受

け
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

？
□

　
内

科
的

治
療

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い
□

　
異

常
な

し
，

問
題

な
し

□
　

要
精

密
検

査
要

治
療

□
　

内
視

鏡
治

療
（
E
M

R
，

E
S
D

，
ポ

リ
ペ

ク
ト

ミ
ー

な
ど

）
1
5
．

胃
が

ん
検

診
を

受
け

た
こ

と
が

あ
る

方
は

，
も

っ
と

も
最

近
の

検
査

に
つ

い
て

教
え

て
く
だ

さ
い

。
□

　
外

科
的

治
療

　
（
１

）
ど

ち
ら

で
受

け
ま

し
た

か
□

　
他

院
紹

介
　

　
　

□
　

市
町

　
　

□
　

職
場

　
　

□
　

人
間

ド
ッ

ク
　

　
□

　
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

　
（
２

）
検

査
の

方
法

【
紹

介
先

医
療

機
関

】
　

※
「
要

精
密

検
査

」
，

「
要

治
療

」
の

場
合

で
，

他
院

を
紹

介
す

る
場

合
に

記
入

　
　

　
□

　
胃

エ
ッ

ク
ス

線
検

査
　

　
□

　
胃

内
視

鏡
検

査
　

　
□

　
血

液
検

査
（
　

ペ
プ

シ
ノ

ゲ
ン

検
査

，
　

ピ
ロ

リ
菌

検
査

　
）

□
　

経
過

観
察

医
療

機
関

名
医

師
名

　
（
３

）
検

診
の

時
期

　
　

　
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
，

　
　

　
　

　
　

　
　

　
歳

　
）

診
　

断
再

検
査

の
必

要
性

電
話

番
号

受
付

Ｎ
ｏ
．

検
診

年
月

日

医
療

機
関

名

検
査

医
氏

名
電

話
番

号

生
　

検

診
 断

検
査

に
よ

る
偶

発
症

の
有

無
□

 な
し

　
　

　
　

□
 あ

り
※

あ
り

の
場

合
，

別
紙

「
様

式
２

」
を

添
付

す
る

。

読
影

年
月

日
年

月
日

読
影

医
氏

名

ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ

2

　
○

○
市

（
町

）
胃

が
ん

検
診

(内
視

鏡
）
を

申
し

込
み

ま
す

。
　

こ
の

受
診

票
と

検
診

結
果

及
び

精
密

検
査

の
結

果
が

医
療

機
関

か
ら

○
○

市
（
町

）
へ

返
送

さ
れ

る
こ

と
を

了
承

し
ま

す
。

名
前

病
　

名

□
　

異
常

な
し

生
年

月
日

年
月

日
歳

性
　

　
別

男
・

女

1

実
施

日

検
診

方
法

部
位

②
市

町
控

（
胃

内
）

様
式

１
【
３
枚
複
写
】

－
広

島
県

地
域

保
健

対
策

協
議

会
　

が
ん

対
策

専
門

委
員

会
(
胃

内
視

鏡
検

診
実

施
体

制
検

討
Ｗ

Ｇ
）

－

胃
が

ん
検

診
（
胃

内
視

鏡
）
受

診
票

　
兼

　
結

果
報

告
書

【
胃

内
視

鏡
検

査
結

果
報

告
書

】
※

該
当

す
る

項
目

の
□

に
レ

点
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

※
太

枠
の

な
か

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
①

　
内

視
鏡

検
査

医
に

よ
る

検
査

結
果

　
※

検
査

医
が

記
入

○
○

市
（
町

）
胃

が
ん

検
診

(胃
内

視
鏡

）
申

込
　

兼
　

同
意

書
（
本

人
署

名
）

年
月

日
貴

院
カ

ル
テ

番
号

(※
）

〒
□

　
経

口
□

　
経

鼻

市
(
町

）
□

 食
道

　
□

 胃
噴

門
部

　
□

 胃
穹

窿
部

　
□

 胃
体

部
　

□
 胃

角
部

　
□

 胃
前

庭
部

　
□

 胃
幽

門
部

　
□

十
二

指
腸

□
 そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
 前

壁
　

　
　

□
 後

壁
　

　
　

□
 小

弯
　

　
　

□
 大

弯
　

　
　

□
 全

周
　

　
　

□
 全

体
　

　
　

□
 そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

様

胃
□

 胃
炎

□
 胃

粘
膜

下
腫

瘍
□

 胃
が

ん

□
 胃

ポ
リ

ー
プ

□
 胃

潰
瘍

瘢
痕

　
　

　
　

□
 早

期
の

疑
い

　
　

□
 早

期

　
□

 胃
底

腺
ポ

リ
ー

プ
□

 胃
潰

瘍
　

　
　

　
□

 進
行

の
疑

い
　

　
□

 進
行

　
□

 過
形

成
性

ポ
リ

ー
プ

□
 胃

腺
腫

　
　

　
　

□
 深

達
度

不
明

※
以

下
の

欄
は

医
療

機
関

が
記

入
し

ま
す

の
で

，
記

入
し

な
い

で
く
だ

さ
い

。
□

 胃
悪

性
リ

ン
パ

腫
□

 そ
の

他
の

胃
疾

患
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

食
道

□
 食

道
ポ

リ
ー

プ
十

二
指

腸
□

 十
二

指
腸

ポ
リ

ー
プ

□
 食

道
静

脈
瘤

□
 十

二
指

腸
潰

瘍
瘢

痕

□
 食

道
が

ん
□

 十
二

指
腸

潰
瘍

　
　

　
　

□
 早

期
の

疑
い

　
　

□
 早

期
□

 そ
の

他
の

十
二

指
腸

疾
患

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

　
　

　
　

□
 進

行
の

疑
い

　
　

□
 進

行

　
　

　
　

□
 深

達
度

不
明

そ
の

他
□

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
 そ

の
他

の
食

道
疾

患
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

問
　

診
　

内
　

容
※

該
当

す
る

項
目

の
□

に
レ

点
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

□
　

な
し

□
　

胃
が

ん
な

し
1
．

胃
が

ん
に

か
か

っ
た

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

？
□

　
あ

り
□

　
胃

が
ん

□
　

原
発

性
　

　
□

　
転

移
性

□
　

は
い

　
（
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
　

歳
）
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

（
結

果
：
G

ro
u
p　

□
１

 □
２

 □
３

 □
４

 □
５

）
　

　
□

　
早

期
　

（
□

粘
膜

内
）

2
．

現
在

，
胃

の
病

気
（
胃

潰
瘍

な
ど

）
で

治
療

し
て

い
ま

す
か

？
（
診

断
名

：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
　

進
行

□
　

は
い

　
（
病

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
　

□
　

い
い

え
□

　
胃

が
ん

の
疑

い
ま

た
は

未
確

定
3
．

ピ
ロ

リ
菌

の
除

菌
を

受
け

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
？

□
　

胃
が

ん
以

外
の

悪
性

病
変

□
　

は
い

　
（
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
　

歳
）
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

4
．

薬
剤

ア
レ

ル
ギ

ー
は

あ
り

ま
す

か
？

②
　

読
影

医
に

よ
る

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

ク
の

結
果

　
※

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

ク
を

行
う

読
影

医
が

記
入

□
　

は
い

　
（
薬

の
種

類
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

5
．

現
在

，
抗

血
栓

薬
（
ワ

ル
フ

ァ
リ

ン
，

バ
フ

ァ
リ

ン
な

ど
）
を

服
用

し
て

い
ま

す
か

？

□
　

は
い

　
（
薬

の
種

類
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

（
追

加
病

変
：
部

位
，

所
見

な
ど

）

6
．

狭
心

症
や

不
整

脈
な

ど
の

心
臓

の
病

気
は

あ
り

ま
す

か
？

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い

7
．

入
歯

を
い

れ
て

い
ま

す
か

？

　
（
□

は
い

　
　

　
□

い
い

え
）

8
．

現
在

，
次

の
病

気
で

治
療

を
受

け
て

い
ま

す
か

？
□

　
胃

が
ん

な
し

□
な

し
　

　
□

高
血

圧
　

　
□

緑
内

障
　

　
□

前
立

腺
肥

大
　

　
□

甲
状

腺
機

能
亢

進
症

　
　

□
心

疾
患

　
　

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

　
胃

が
ん

□
　

原
発

性
　

　
□

　
転

移
性

□
　

あ
り

□
　

な
し

9
．

次
の

鼻
の

病
気

を
し

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
？

□
　

早
期

　
（
□

粘
膜

内
）

□
　

な
し

　
　

□
　

副
鼻

腔
炎

　
　

□
　

鼻
茸

　
　

□
　

ア
レ

ル
ギ

ー
性

鼻
炎

□
　

進
行

コ
メ

ン
ト

1
0
．

歯
の

治
療

で
麻

酔
を

使
っ

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
？

□
　

胃
が

ん
の

疑
い

ま
た

は
未

確
定

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い
□

　
胃

が
ん

以
外

の
悪

性
病

変
　

⇒
「
は

い
」
の

場
合

，
歯

の
治

療
の

麻
酔

を
使

っ
た

時
に

，
何

か
問

題
は

あ
り

ま
し

た
か

？

　
　

　
□

　
は

い
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

③
　

総
合

診
断

（
最

終
判

定
）
　

※
ダ

ブ
ル

チ
ェ

ッ
ク

の
結

果
を

踏
ま

え
，

検
査

医
が

記
入

1
1
．

鼻
腔

の
手

術
を

し
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

？
□

　
胃

が
ん

な
し

□
　

胃
が

ん
　

□
　

胃
が

ん
の

疑
い

ま
た

は
未

確
定

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い
□

　
原

発
性

　
　

□
　

転
移

性

1
2
．

タ
バ

コ
は

吸
い

ま
す

か
？

□
　

早
期

　
（
□

粘
膜

内
）
　

　
　

□
　

進
行

□
　

胃
が

ん
以

外
の

悪
性

病
変

□
　

現
在

，
吸

っ
て

い
る

　
　

□
　

過
去

に
吸

っ
て

い
た

が
，

や
め

た
　

　
□

　
吸

っ
て

い
な

い

1
3
．

家
族

に
胃

が
ん

に
か

か
っ

た
人

は
い

ま
す

か
？

④
　

検
査

後
の

方
針

　
※

検
査

医
が

記
入

□
　

は
い

（
　

父
，

 母
，

 配
偶

者
，

 子
，

 兄
弟

/
姉

妹
，

 祖
父

，
 祖

母
　

）
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い

1
4
．

以
前

に
胃

が
ん

検
診

を
受

け
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

？
□

　
内

科
的

治
療

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い
□

　
異

常
な

し
，

問
題

な
し

□
　

要
精

密
検

査
要

治
療

□
　

内
視

鏡
治

療
（
E
M

R
，

E
S
D

，
ポ

リ
ペ

ク
ト

ミ
ー

な
ど

）
1
5
．

胃
が

ん
検

診
を

受
け

た
こ

と
が

あ
る

方
は

，
も

っ
と

も
最

近
の

検
査

に
つ

い
て

教
え

て
く
だ

さ
い

。
□

　
外

科
的

治
療

　
（
１

）
ど

ち
ら

で
受

け
ま

し
た

か
□

　
他

院
紹

介
　

　
　

□
　

市
町

　
　

□
　

職
場

　
　

□
　

人
間

ド
ッ

ク
　

　
□

　
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

　
（
２

）
検

査
の

方
法

【
紹

介
先

医
療

機
関

】
　

※
「
要

精
密

検
査

」
，

「
要

治
療

」
の

場
合

で
，

他
院

を
紹

介
す

る
場

合
に

記
入

　
　

　
□

　
胃

エ
ッ

ク
ス

線
検

査
　

　
□

　
胃

内
視

鏡
検

査
　

　
□

　
血

液
検

査
（
　

ペ
プ

シ
ノ

ゲ
ン

検
査

，
　

ピ
ロ

リ
菌

検
査

　
）

□
　

経
過

観
察

医
療

機
関

名
医

師
名

　
（
３

）
検

診
の

時
期

　
　

　
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
，

　
　

　
　

　
　

　
　

　
歳

　
）

　
○

○
市

（
町

）
胃

が
ん

検
診

(内
視

鏡
）
を

申
し

込
み

ま
す

。
　

こ
の

受
診

票
と

検
診

結
果

及
び

精
密

検
査

の
結

果
が

医
療

機
関

か
ら

○
○

市
（
町

）
へ

返
送

さ
れ

る
こ

と
を

了
承

し
ま

す
。

ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ

名
前

実
施

日

検
診

方
法

部
位

病
　

名

男
女

・
歳

性
　

　
別

電
話

番
号

受
付

Ｎ
ｏ
．

検
診

年
月

日

医
療

機
関

名

検
査

医
氏

名
電

話
番

号

生
年

月
日

年
月

日

読
影

年
月

日
年

再
検

査
の

必
要

性

月
日

読
影

医
氏

名

1

検
査

に
よ

る
偶

発
症

の
有

無

□
　

異
常

な
し

□
 な

し
　

　
　

　
□

 あ
り

※
あ

り
の

場
合

，
別

紙
「
様

式
２

」
を

添
付

す
る

。

生
　

検

2

診
 断

診
　

断

①
検

診
実

施
機

関
控

（
胃

内
）

様
式

１
【
３
枚
複
写
】

－
広

島
県

地
域

保
健

対
策

協
議

会
　

が
ん

対
策

専
門

委
員

会
(
胃

内
視

鏡
検

診
実

施
体

制
検

討
Ｗ

Ｇ
）

－
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胃
が

ん
検

診
（
胃

内
視

鏡
）
受

診
票

　
兼

　
結

果
報

告
書

※
太

枠
の

な
か

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

○
○

市
（
町

）
胃

が
ん

検
診

(胃
内

視
鏡

）
申

込
　

兼
　

同
意

書
（
本

人
署

名
）

〒
市

(
町

）

様

※
以

下
の

欄
は

医
療

機
関

が
記

入
し

ま
す

の
で

，
記

入
し

な
い

で
く
だ

さ
い

。

問
　

診
　

内
　

容
※

該
当

す
る

項
目

の
□

に
レ

点
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

1
．

胃
が

ん
に

か
か

っ
た

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

？

□
　

は
い

　
（
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
　

歳
）
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

2
．

現
在

，
胃

の
病

気
（
胃

潰
瘍

な
ど

）
で

治
療

し
て

い
ま

す
か

？

□
　

は
い

　
（
病

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
　

□
　

い
い

え

3
．

ピ
ロ

リ
菌

の
除

菌
を

受
け

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
？

□
　

は
い

　
（
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
　

歳
）
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

4
．

薬
剤

ア
レ

ル
ギ

ー
は

あ
り

ま
す

か
？

□
　

は
い

　
（
薬

の
種

類
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

5
．

現
在

，
抗

血
栓

薬
（
ワ

ル
フ

ァ
リ

ン
，

バ
フ

ァ
リ

ン
な

ど
）
を

服
用

し
て

い
ま

す
か

？

□
　

は
い

　
（
薬

の
種

類
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

6
．

狭
心

症
や

不
整

脈
な

ど
の

心
臓

の
病

気
は

あ
り

ま
す

か
？

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い

7
．

入
歯

を
い

れ
て

い
ま

す
か

？

　
（
□

は
い

　
　

　
□

い
い

え
）

8
．

現
在

，
次

の
病

気
で

治
療

を
受

け
て

い
ま

す
か

？

□
な

し
　

　
□

高
血

圧
　

　
□

緑
内

障
　

　
□

前
立

腺
肥

大
　

　
□

甲
状

腺
機

能
亢

進
症

　
　

□
心

疾
患

　
　

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

9
．

次
の

鼻
の

病
気

を
し

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
？

□
　

な
し

　
　

□
　

副
鼻

腔
炎

　
　

□
　

鼻
茸

　
　

□
　

ア
レ

ル
ギ

ー
性

鼻
炎

1
0
．

歯
の

治
療

で
麻

酔
を

使
っ

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
？

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い

　
⇒

「
は

い
」
の

場
合

，
歯

の
治

療
の

麻
酔

を
使

っ
た

時
に

，
何

か
問

題
は

あ
り

ま
し

た
か

？

　
　

　
□

　
は

い
　

　
　

□
　

い
い

え
　

　
□

　
わ

か
ら

な
い

1
1
．

鼻
腔

の
手

術
を

し
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

？

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い

1
2
．

タ
バ

コ
は

吸
い

ま
す

か
？

□
　

現
在

，
吸

っ
て

い
る

　
　

□
　

過
去

に
吸

っ
て

い
た

が
，

や
め

た
　

　
□

　
吸

っ
て

い
な

い

1
3
．

家
族

に
胃

が
ん

に
か

か
っ

た
人

は
い

ま
す

か
？

□
　

は
い

（
　

父
，

 母
，

 配
偶

者
，

 子
，

 兄
弟

/
姉

妹
，

 祖
父

，
 祖

母
　

）
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い

1
4
．

以
前

に
胃

が
ん

検
診

を
受

け
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

？

□
　

は
い

　
　

　
□

　
い

い
え

　
　

□
　

わ
か

ら
な

い

1
5
．

胃
が

ん
検

診
を

受
け

た
こ

と
が

あ
る

方
は

，
も

っ
と

も
最

近
の

検
査

に
つ

い
て

教
え

て
く
だ

さ
い

。

　
（
１

）
ど

ち
ら

で
受

け
ま

し
た

か

　
　

　
□

　
市

町
　

　
□

　
職

場
　

　
□

　
人

間
ド

ッ
ク

　
　

□
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

　
（
２

）
検

査
の

方
法

【
紹

介
先

医
療

機
関

】

　
　

　
□

　
胃

エ
ッ

ク
ス

線
検

査
　

　
□

　
胃

内
視

鏡
検

査
　

　
□

　
血

液
検

査
（
　

ペ
プ

シ
ノ

ゲ
ン

検
査

，
　

ピ
ロ

リ
菌

検
査

　
）

医
療

機
関

名
医

師
名

　
（
３

）
検

診
の

時
期

　
　

　
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
，

　
　

　
　

　
　

　
　

　
歳

　
）

■
　

以
後

の
検

査
や

診
療

は
保

険
診

療
と

な
り

ま
す

の
で

，
必

ず
健

康
保

険
証

を
持

参
の

う
え

，
受

診
　

し
て

く
だ

さ
い

。

■
　

不
明

な
点

が
ご

ざ
い

ま
し

た
ら

，
検

診
実

施
機

関
，

市
町

（
が

ん
検

診
担

当
部

署
）
に

御
相

談
く
だ

　
さ

い
。

②
　

経
過

観
察

④
　

要
治

療

・
女

③
　

要
精

密
検

査

【
胃

が
ん

検
診

（
胃

内
視

鏡
検

査
）
総

合
判

定
】

胃
が

ん
検

診
（
胃

内
視

鏡
検

査
）
結

果
の

お
知

ら
せ

胃
が

ん
検

診
（
胃

内
視

鏡
検

査
）
の

結
果

は
，

下
記

【
総

合
判

定
】
の

と
お

り
で

し
た

。

①
　

異
常

な
し

，
問

題
な

し
　

の
場

合

②
　

経
過

観
察

　
の

場
合

　
今

回
の

検
査

で
は

，
異

常
は

認
め

ら
れ

ま
せ

ん
で

し
た

。
　

今
後

も
定

期
的

に
が

ん
検

診
を

受
診

し
，

健
康

管
理

に
努

め
て

く
だ

さ
い

。
　

た
だ

し
，

胃
部

不
快

感
，

胸
や

け
，

胃
痛

等
の

症
状

が
あ

り
ま

し
た

ら
，

こ
の

結
果

に
関

わ
ら

ず
，

早
め

に
医

療
機

関
を

受
診

し
て

く
だ

さ
い

。

　
今

回
の

検
査

結
果

で
は

，
経

過
観

察
の

必
要

が
あ

り
ま

す
。

③
　

要
精

密
検

査
　

の
場

合

①
異

常
な

し
，

問
題

な
し

　
今

回
の

検
査

結
果

で
は

，
さ

ら
に

詳
し

い
検

査
を

受
け

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

④
　

要
治

療
　

の
場

合

　
今

回
の

検
査

結
果

，
治

療
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

電
話

番
号

受
付

Ｎ
ｏ
．

検
診

年
月

日

医
療

機
関

名

検
査

医
氏

名
電

話
番

号

日
歳

性
　

　
別

　
○

○
市

（
町

）
胃

が
ん

検
診

(内
視

鏡
）
を

申
し

込
み

ま
す

。
　

こ
の

受
診

票
と

検
診

結
果

及
び

精
密

検
査

の
結

果
が

医
療

機
関

か
ら

○
○

市
（
町

）
へ

返
送

さ
れ

る
こ

と
を

了
承

し
ま

す
。

男

ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ

名
前

生
年

月
日

年
月

（
胃

内
）

様
式

１
【
３
枚
複
写
】

③
本

人
交

付
用

－
広

島
県

地
域

保
健

対
策

協
議

会
　

が
ん

対
策

専
門

委
員

会
(
胃

内
視

鏡
検

診
実

施
体

制
検

討
Ｗ

Ｇ
）

－
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胃がん検診（胃内視鏡）偶発症報告書 

※胃がん検診（胃内視鏡検査）において，偶発症が発生した場合はこの様式により，○○市（町）に報告する。 

報 告 日          年    月    日 

医療機関名 

・ 

報告者名 

 

検 診 日   年    月    日 

受診者氏名  

性  別 １．男 ２．女 生年月日  

基礎疾患 

・背景 

１．あり        

２．なし 

ありの場合具体的な内容について 

 

内視鏡の機種 １．経口     ２．経鼻 

偶発症の種類 

 １．穿孔  ２．粘膜裂創  ３．気腫（穿孔との重複も含む） 

 ４．鼻出血 ５．生検部位からの後出血 

 ６．投与薬剤によるアナフィラキシーショック 

 ７．投与薬剤によるアレルギー（上記以外） 

 ８．その他の偶発症 

部  位 
１．鼻腔  ２．咽喉頭  ３．食道  ４．胃   ５十二指腸 

 ６．全身  ７.その他（                  ） 

重 症 度 
１．軽症（処置なし）   ２．中等度（処置あり） 

３．重症（入院）     ４．死亡 

転  帰 

１．入院（検査施設・他院） 

２．外来（他院紹介） 

３．帰宅（検査施設対応） 

他院紹介・転院の場合 

医療機関名称 

 

偶発症発症時の

状況 

 

 

 

備 考  

 

(胃内) 様式２  
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広島県地域保健対策協議会 胃内視鏡検診実施体制検討ワーキンググループ
委員長　吉原　正治　広島大学保健管理センター
委　員　加藤　勇人　広島県地域保健医療推進機構
　　　　金光　義雅　広島県健康福祉局医療・がん対策部
　　　　河村　　徹　河村内科消化器クリニック
　　　　佐々木真哉　広島県健康福祉局がん対策課
　　　　臺丸　尚子　広島市健康福祉局保健部
　　　　峠　　千衣　ちえ内科クリニック
　　　　田中　信治　広島大学病院
　　　　千葉佐和江　広島県東部保健所保健課
　　　　徳毛　健治　とくも胃腸科皮ふ科
　　　　永井　健太　市立三次中央病院
　　　　西岡　智司　福山市医師会
　　　　山田　博康　広島県医師会
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終末期医療のあり方検討専門委員会
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終末期医療のあり方検討専門委員会

（平成 28 年度）

終末期医療のあり方検討専門委員会報告書

広島県地域保健対策協議会 終末期医療のあり方検討専門委員会

委 員 長　本家　好文

Ⅰ．　は　じ　め　に

　広島県地域保健対策協議会（地対協）では，平成
25 年度から「終末期医療のあり方検討特別委員会」
においてアドバンス・ケア・プランニング（Advance 

Care Planning: ACP）の普及を目指して，「ACPの手
引き」「私の心づもり」などのツールや DVDを作成
して啓発に努めてきた。
　平成 26 年度には，2医師会で「ACPの手引き」
「私の心づもり」を用いた普及のためのモデル事業を
実施し，さらに平成 27 年度には 6医師会でモデル事
業を継続した。
　平成 28 年度はモデル事業の結果を検証し，今後の
普及方法について検討したので活動実績を報告する。

Ⅱ．　委員会，事業報告会および打合会

（₁）第 ₁回 終末期医療のあり方検討専門委員会
（平成 ₂₈ 年 ₄ 月 ₂₅ 日）

　◯報告事項
　・「ACPの手引き」「私の心づもり」の発行状況
改訂第 2版の手引きは，平成 27 年 12 月以来，
会議当日までの約 4ヵ月間に 12,436 部以上を配
布した。
広島県医師会速報附録としても過去 3回発行し
ていて，初版からすべて累計すると約 48,000 部
を配布した。

　・「ACPの手引き」「私の心づもり」の資料の申請
に対する対応方法について
「ACPの手引き」「私の心づもり」に関する問合
せ件数の増加に対応するため，地対協ホーム
ページに「ACP」関連のバナーを設置した。
また「ACPの手引き」「私の心づもり」使用・
引用申請フォームも作成して申請方法を変更し
た。

　・「ACPの手引き」「私の心づもり」の使用目的は，

学会での配布やそれぞれの施設の発行媒体への
引用希望などが多かった。

　◯モデル事業の実施報告
　・平成 27 年度モデル事業を実施した以下の 6医師
会から実施報告を受けた
呉市医師会，福山市医師会，因島医師会，安芸
地区医師会，佐伯地区医師会，広島市東区医師会

　◯モデル事業実施報告会の開催について
　・平成 28 年 5 月 29 日（日）に広島医師会館でモ
デル事業実施報告会を「だれでも，かんたん，
ACP」をメインテーマとして開催する。

　・話題提供者として北川　靖氏（京都府医師会副
会長）を講師に招き，京都府医師会のACP普及
の取り組みを紹介していただくこととした。

　・報告会ではモデル事業を実施した医師会から，
数地区医師会から報告を受けた後，シンポジウ
ム形式で意見交換することとした。

　○協議事項
　・ACPの広報，普及に関する意見
　　－　県民への啓発
　　　　メディア（テレビ，ラジオ，新聞などへ

の働きかけ）
ACP普及用小冊子の作成
地対協 HPに，ACP関連 HPを開設

　　－　医師への啓発
地区医師会での研修会開催，病院勤務医
への働きかけ
がん診療連携拠点病院への働きかけ
緩和ケア研修会参加者に手引きを配布
する
緩和ケアチームの「苦痛のスクリーニ
ングシート」に加える
がん相談室，地域連携室に働きかける
医院待合室や調剤薬局などにポスター掲
載を依頼する
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　　－　医療関係者への啓発
広島県看護協会，広島県訪問看護ステー
ション協議会
広島県薬剤師会，広島県病院薬剤師会
広島県リハビリテーション協議会などに
依頼する

　　－　地域包括ケアシステムとの連携を検討する
ケアマネ，介護職の研修

　　－　地域住民への働きかけ
　　　　　地域にあるネットワークを利用する
　　　　　社会福祉協議会，民生委員への働きかけ
　　　　　住民向けの講演会の開催
　　　　　地域サロンで出前講座などの開催
　　－　行政への働きかけ
　　　　　広島がんネットへの掲載

「広島県民だより」「ひろしま市民と市政」
などへの掲載

　・導入のタイミングについて（案）
　　－　慢性疾患でかかりつけ医に通院している人
　　－　がん診療連携拠点病院退院時の退院指導と

して
　　－　在宅移行時の退院前カンファレンス時
　　－　介護保険導入時にケアマネを中心に
　　－　介護施設入所時に担当医から
　　－　患者サロン，地域サロンなどで訪問看護師

などから
　・ACPを推進するめの人材育成のための研修会な
どの開催

　○今後の目標
　・長期的目標
　　－　かかりつけ医やそのほかの関係者，患者・

家族がACPに取り組む広島県になっている
　　－　ACPが地域の文化になっている
　・中期的目標
　　－　ACPを円滑に運用するための簡便なマニュ

アルの作成
住民への説明方法や流れを示すような資
料の作成
心づもりを記載した後の流れや管理方法
を明確に示す

　　－　医師と他職種との連携体制を推進する
　・短期的目標
　　－　具体的な実践例を集積する
　　－　関連職能団体や病院などとの話し合いを開

始する
　　－　関係者に対する研修会を開催する
　　－　医師から説明する際のリーフレットを作成

する
　　－　医師に対して「私の心づもり」を渡された

時の対応方法を提示する
（保管方法，運用方法，個人情報の管理，倫
理的配慮など）

　○今後の課題
　・倫理的問題への対応
　・法的拘束力などの法的問題への対応
　・ACPに対する正しい理解を推進する

「最期の迎え方」に限定したイメージを修正す
る
どう生きていくのかに焦点を当てた取り組み
への理解を進める
ACPが「良く生きるため」のツールであるこ
とへの理解
ACPが「医療の差し控え」」「医療費削減」を
目的としているという誤解を払拭する
「無駄な医療をしない」のではなく「望まない
医療を受けない」

　・研究も視野に入れた推進方法を検討する
（₂）第 ₁回 終末期医療のあり方検討専門委員会 

打合会（平成 ₂₈ 年 ₅ 月 ₉ 日）
　○協議事項
　・ACPの手引き・心づもり運用方法について

介入する際には，医師だけでなく，患者や家
族に接する機会の多いケアマネージャーなど
から実践するのが現実的であり，関係多職種
の研修などが必要である

県民の理解が必要であり，普及啓発を継続する
　・介入のタイミングについて検討する
　　　①退院時（退院指導，退院時カンファレンス）
　　　②介護保険申請時
　　　③ケアマネ・地域包括支援センターの介入時
　　　④介護施設などへの入所時
　　　⑤定年退職時
　○モデル事業実施報告会の運用について
　・報告会当日の予定を確認
　・ディスカッションのテーマと進め方について確認
（₃）ACP普及啓発モデル事業 報告会（平成 ₂₈ 年

₅ 月 ₂₉ 日）
　◯報告会開催の内容

（　　）126



　・「だれでも，かんたん，ACP」をメインテーマと
した。

　・話題提供：北川　靖氏（京都府医師会副会長）　
 （資料参照）

　　－　講演で超高齢社会における意思決定支援の
重要性が示され，患者・家族と医療者間の
逆風を乗り越えるためには，ACPが必要と
の指摘があった。

　　－　また京都府において医療・介護・福祉の関
係団体による京都地域包括ケア推進機構の
取り組みと，看取り対策プロジェクトにお
ける ACPの推進に状況が紹介された。

　・モデル事業を実施した 6地区のうち因島医師会
から民生委員を通じた地域住民への普及啓発の
現状と，東区医師会から東区内のACP実施状況
について報告があった。

 （資料参照）
　・ディスカッションでは，モデル事業を実施した
6医師会から登壇していただき，各地区の普及
啓発，導入のタイミング，対象者，運用方法に
ついて報告があった。
今後，認知症が増加するなかで，あらかじめ意
思決定をしておく必要のある人が増加するので，
ACPに関する住民への理解促進活動を，行政と
協力しながら実施する必要性が述べられた。

　・本委員会の目標は「患者の価値観や思いについ
て話し合うことによって，より良い医療環境を
築くこと」だと再確認した。
本委員会で作成したツールが医療者と患者との
「話し合い」のきっかけになることが期待される。

（₄）第 ₂回 終末期医療のあり方検討専門委員会 

打合会（平成 ₂₉ 年 ₂ 月 ₁₃ 日）
　◯平成 29 年度地対協の委員会について
　・これまで「終末期医療のあり方検討専門委員会」

で協議してきた ACPについては，平成 29 年度
からは広島県健康福祉局の所管課が「地域包括
ケア・高齢者支援課」になる予定が報告された。

　・次年度よりACPの普及啓発については「医療・
介護連携推進専門委員会」で協議することを検
討することを確認。

　・「ACP普及促進WG」として，ACPの普及啓発
を推進することを確認。

Ⅲ．　お　わ　り　に

　「終末期医療のあり方検討特別委員会」では，平成 25
年度からアドバンス・ケア・プランニング （Advance 

Care Planning: ACP）の普及に取り組んできた。
　現在ACPが想定しているのは，主に高齢者や末期
がん患者である。まずそうした患者の症状が安定し
ている時期に，先々の治療などについて話し合いを
始めて，患者・家族と医療者がお互いの意思を共有
する取り組みと言える。
　平成 28 年度からは厚生労働省委託事業「人生の最
終段階における医療体制整備事業研修会（E-FIELD）」
がはじまった。患者の意向を尊重した意思決定のた
めの研修会であり，プログラムの中ではACPは重点
的なテーマとして扱われている。平成 28 年度には全
国 8地域 12ヵ所で「E-FIELD」研修会が開催され，
平成 28 年 2 月 12 日には広島大学で開催された。
　今後はそうした国の動向も見ながら，広島県地対
協として県内の各地域で具体的な実践を積み重ねて
いく必要がある。
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介
護
、
ケ
ア
の
必
要
量
が
増
加
す
る
。

公
的
支
出
の
伸
び
を
抑
制
す
る
側
面
を
持
っ
た
社
会
保
険
制
度
改
革
が
進
ん
で
い
る
。

少
子
化
等
に
よ
り
マ
ン
パ
ワ
ー
の
確
保
が
厳
し
い
状
況
が
到
来
す
る
。

超
高
齢
社
会
と
し
て
の
備
え
と
し
て
の
、
＜
健
康
寿
命
の
延
伸
＞
と
＜
地
域
包
括
ケ
ア
の
確
立
＞

健
康

寿
命

の
延

伸
健

康
寿

命
の

延
伸

地
域

包
括

ケ
ア

地
域

包
括

ケ
ア

超
高
齢
社
会
へ
の
備
え

健
康
寿
命
の
延
伸

健
康

増
進

疾
病

予
防

（
が

ん
、
メ
タ
ボ
・
・
・
・
）

介
護

予
防

（
ロ
コ
モ
、
フ
レ
イ
ル

・
・
・
・
）

治
療

リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
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障
・
老

・
病

・
死

に
対

す
る
備

え

地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム

出
典

：
平
成
25

年
3月

地
域

包
括

ケ
ア
研

究
会

報
告

「
地

域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

構
築

に
お
け
る
今

後
の

検
討

の
た
め
の

論
点

」
田
中
座
長
の
図
を
も
と
に
事
務
局
作
成

Q
O
L

Ag
in
g 
in
Pl
ac
e

疾
病

治
癒

健
康

後
遺

症
慢

性
化

死

加
齢

・
気

懸
か

り
･不

安
･苦

し
み

疾
病

予
防

治
療

健
康

増
進

介
護

予
防

健
康
寿
命
の
延
伸

看
取

り

自
立

＋ 生
活

機
能

低
下

地
域
包
括
ケ
ア

Ag
in
g 
in
 p
la
ce

人
口

構
成

の
変

化

「
少

子
・
超

高
齢

社
会

」

疾
病

構
造

の
変

化

社
会
構
造
の
変
化
（
介
護
力
、
地
域
力
低
下
）

医
療
需
要
の
変
化
・
拡
大

要
介
護
3～

5：

約
47

,0
00

人
→
約
60

,0
00

人
（
平
成
37

年
）

年
間
死
亡
数
：

約
25

,4
00

人
→
約
31

,0
00

人
（
平
成
37

年
）

内
容

内
容

防
ぐ

防
ぐ

治
す

治
す

戻
す

戻
す

支
え
る

支
え
る

癒
す

癒
す

見
送

る
見

送
る

場
所

場
所

医
療

機
関

医
療

機
関

介
護

施
設

介
護

施
設

自
宅

以
外

の
住

ま
い

自
宅

以
外

の
住

ま
い

自
宅

自
宅

求
め
ら
れ

る
医

療

総
合
的

全
人
的

医
療

多
様
な

場
で
の

医
療

連
携

協
働
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求
め
ら
れ

る
医

師
の

役
割

医
療
の
専
門
家
と
し
て
の
役
割

医
療
の
責
任
者
と
し
て
の
役
割

•
医
療
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

•
チ
ー
ム
医
療
の
リ
ー
ダ
ー

•
介
護
と
の
連
携

対
人
援
助
者
と
し
て
の
役
割

•よ
く
生
き
る
た
め
の
伴
走
者
の
役
割

•意
思
決
定
の
支
援
、
事
前
ケ
ア
計
画

•痛
み
や
苦
し
み
を
和
ら
げ
る
役
割

•家
族
の
ケ
ア
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
、
チ
ー
ム
の
ケ
ア

多
職
種
協
働

共
通
機
能

治
す
医
療

治
し
、
支
え
る
医
療

支
え
る
医

療
？

•
訪
問
診
療

•
心
身
機
能
の
低
下
を
防
ぐ
、
補
う

•
医
療
的
ケ
ア
。
在
宅
医
療
機
器
、
福
祉
用
具
の
活
用

•
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
生
活
期
）

•
緩
和
医
療
、
ケ
ア

•
身
体
的
な
痛
み
や
苦
し
み
を
和
ら
げ
る

•
こ
こ
ろ
の
痛
み
を
和
ら
げ
る

•
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
痛
み
を
和
ら
げ
る

•
耳
を
傾
け
る
、
伴
走
す
る
、
物
語
を
一
緒
に
紡
ぐ

•
意
思
決
定
を
支
援
す
る

•
看
取
る

•
家
族
を
支
え
る

苦
手
！

複
雑

・
高

リ
ス
ク
と
い
う
壁

、
逆

風

病
態

が
複

雑
、
予

測
が

困
難

、
エ
ビ
デ
ン
ス
が

少
な
い
、
「
N
BM

」

診
断

・
治

療
の

制
限

、
「
無

力
感

」

痛
み

、
苦

し
み

、
死

の
忌

避
、
「
敗

北
感

」

価
値

観
の

多
様

性
、
意

志
の

自
己

決
定

が
困

難
、
方

針
の

曖
昧

さ
、
「
遠

く
の

親
戚

」

倫
理

的
妥

当
性

へ
の

プ
ロ
セ
ス
、
延

命
医

療
の

判
断

へ
の

法
的

懸
念

、
「
訴

訟
」

時
間

を
要

す
る
、
体

力
が

必
要

、
効

率
が

悪
い
、
「
２
４
時

間
３
６
５
日

」

自
己

完
結

で
き
な
い
、
包

括
的

ア
プ
ロ
ー
チ
、
「
多

職
種

協
働

」
、
「
総

合
医

療
」

介
護

力
・
地

域
力

低
下

、
脆

さ
、
不

安
定

さ
、
「
独

居
・
高

齢
世

帯
」
、
「
核

家
族

」

社
会

的
環

境
の

不
備

、
在

宅
療

養
へ

の
理

解
不

足
、
「
病

院
志

向
」
、
地

域
医

療
構

想
」

超
高
齢
社
会
で
は
、
総
合
的
な
医
療
、
多
様
な
場
で
の
医
療
提
供

が
求
め
ら
れ
て
い
る

求
め
ら
れ
る
医
師
の
役
割
を
果
た
す
に
は
、
連
携
・
多
職
種
協
働

が
不
可
欠

治
し
、
支
え
る
医
療
（
在
宅
医
療
、

、
緩

和
ケ
ア
、

看
取
り
等
）
の
ニ
ー
ズ
が
増
大
し
て
い
る

医
療
者
は
、
患
者
・
家
族
の
た
め
に
、
支
え
た
い
と
願
っ
て
い
る

が
、
高
い
壁
、
逆
風
に
悩
ん
で
い
る

壁
を
超
え
、
逆
風
の
中
を
進
む
に
は
、
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京
都
府
医
師
会

在
宅
医
療
・
地
域
包
括
ケ
ア

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 平
成

27
年
４
⽉
開
設

27
年

度
主

な
研

修

京
都

在
宅

医
療

塾
Ⅰ

～
探

究
編

～

京
都

在
宅

医
療

塾
Ⅱ

～
実

践
編

～

総
合

診
療

力
向

上
講

座

生
活

機
能

向
上

研
修

•
食
支
援

•
排
泄
支
援

•
AC

P

難
病

研
修

主
治

医
研

修

認
知

症
研

修

•
対
応
力
向
上
研
修

•
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研

京
都
府
医
療
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

卒
前

卒
後

の
医

師
の
生
涯
教
育
（
開
業
医
、
研
修

医
、
病

院
勤

務
医

、
医

学
部

学
生

）
だ
け
で
な
く
、
医

療
ス
タ
ッ
フ
、
介

護
関

係
者

な
ど
多
職
種
、
医
療
系

学
生

、
患

者
家

族
な
ど
を
対
象
に
研
修
を
行
う

「
京
都
在
宅
医
療
塾
」

20
12

～

•
ミ
ニ
講

演

•
症

例
検

討

•
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

形
式

•
医

師
、
看

護
師

対
象

•
在
宅
医
療
を
実
践
に
必
要
な
知
識
・
技
術
、
考
え
方
を
学
ぶ
。

•
生

活
を
支

え
る
医

療

•
苦
痛
や
不
安
を
緩
和
す
る
医
療

•
情

報
交

換
、
情

報
共

有

内
容

28
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京
都
在
宅
医
療
塾
Ⅰ
の
狙
い
・
内
容

在
宅
医
療
を
実
践
し
て
い
る
医
師
及
び
今
後
在
宅
医
療
に
取
り
組
む
医
師
、
訪
問
看
護
師
、
退
院
調
整
に
か
か
わ
る
看
護
師

を
対
象
に
、
専
⾨
医
か
ら
学
ぶ
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座
と
し
て
、
在
宅
医
療
エ
キ
ス
パ
ー
ト
、
専
⾨
医
な
ど
を
招
き
座
学
・

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
学
習
し
ま
す
。

本
年
度
は
、
平
原
佐
⽃
司
先
⽣
を
講
師
に
招
き
、
在
宅
医
療
に
つ
い
て
４
回
シ
リ
ー
ズ
の
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

第
⼀
回
：
在
宅
で
の
急
性
期
の
対
応
の
仕
⽅
（
10
/1
8

医
師
８
４
名
、
看
護
師
７
７
名
）

第
⼆
回
：
認
知
症
の
患
者
さ
ん
を
在
宅
で
看
取
る
（
11
/2
2

医
師
７
６
名

看
護
師
７
６
名
）

第
三
回
：
臓
器
不
全
患
者
の
在
宅
緩
和
ケ
ア

第
四
回
：
が
ん
患
者
の
在
宅
緩
和
ケ
ア

東
京
ふ
れ
あ
い
医
療
⽣
活
協
同
組
合
副
理
事
⻑

梶
原
診
療
所
在
宅
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
⻑
・
病
棟
医
⻑
オ
レ
ン
ジ
ほ
っ
と
ク
リ
ニ
ッ
ク
所
⻑

平
原

佐
⽃
司
先
⽣

講 師 対 象
医
師
、
看
護
師
（
看
護
師
、
訪
問
看
護
師
、
退
院
調
整
看
護
師
）

２
０
１
５
年

京
都
在
宅
医
療
塾
Ⅰ

〜
探
究
編

11
月
22

日
（
日

）

テ
ー
マ

認
知

症
の

患
者

さ
ん
を
在

宅
で
看

取
る

10
時

～
10

時
05

分
連

絡
事

項

10
時
05

分
～

10
時
45

分
基

本
講

義
「
認

知
症

高
齢

者
と
家

族
の

旅
路

」

10
時
45

分
～

10
時
55

分
会

場
移

動

10
時
55

分
～
11

時
15

分
ｱ
ｲ
ｽ
ﾌ
ﾞﾚ
ｰ
ｷ
ﾝ
ｸ
ﾞ「
自

己
紹

介
、
認

知
症

高
齢

者
と
の

関
わ

り
」

11
時
15

分
～
11

時
20

分
症

例
提

示

11
時
20

分
～
12

時
10

分
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

GW
（
９
名

×
２
０
グ
ル

ー
プ
）

「
症

例
検

討
」

12
時
10

分
～
13

時
昼

休
憩

13
時

～
13

時
30

分
全

体
化

（
3分

×
6G

）

13
時
30

分
～
14

時
症

例
の

解
説

と
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー

「
認

知
症

の
緩

和
ケ
ア
」

京
都
在
宅
医
療
塾
Ⅱ
の
狙
い
・
内
容

か
か
り
つ
け
医
に
役
⽴
つ
基
本
講
座
と
し
、
在
宅
医
療
を
実
践
し
て
い
る
医
師
及
び
今
後
在
宅
医
療
に
取
り
組
む
医
師

を
対
象
に
、
在
宅
医
療
エ
キ
ス
パ
ー
ト
、
専
⾨
医
や
多
職
種
の
⽅
を
講
師
に
迎
え
、
在
宅
医
療
技
術
、
機
器
の
使
⽤
法

を
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
実
技
な
ど
で
学
び
ま
す
。
医
師
の
在
宅
医
療
対
応
⼒
の
向
上
を
⽀
援
し
ま
す
。

第
⼀
回
、
第
⼆
回
：
在
宅
で
の
輸
液
に
つ
い
て

第
三
回
、
第
四
回
：
在
宅
で
の
呼
吸
管
理
に
つ
い
て

【
専

⾨
医
】

た
な
か
往
診
ク
リ
ニ
ッ
ク

⽥
中

誠
先
⽣
/ま
つ
だ
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク

松
⽥

か
が
み
先
⽣

【
認
定
看
護
師
】

京
都
府
看
護
協
会

勝
本

孝
⼦
先
⽣

京
都
府
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
協
議
会

松
久
保

眞
美
先
⽣

講 師 対 象
医
師
：
開
業
医
、
勤
務
医
（
病
院
・
⾼
齢
者
施
設
な
ど
）
、
研
修
医

２
０
１
５
年

京
都
在
宅
医
療
塾
Ⅱ
〜
実
践
編

タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

内
容

講
師

18
:0
0～

18
:0
5

開
催

挨
拶

京
都

府
医

師
会

北
川

副
会

長

18
:0
5～

18
:3
0

講
義

最
新
CV

ポ
ー
ト
管

理
三

菱
京

都
病

院
大

田
豊

承
先

生

18
:3
0～

18
:4
5

CV
ポ
ー
ト
在

宅
管

理
の

実
際

た
な
か

往
診

ク
リ
ニ
ッ
ク

田
中

誠
先

生

18
:4
5～

18
:5
5

家
族

へ
の

指
導

京
都

府
看

護
協

会
勝

本
孝

子
様

18
:5
5～

19
:0
0

ル
ー
ト
セ
ッ
ト
の

準
備

説
明

ま
つ
だ
在

宅
ク
リ
ニ
ッ
ク

松
田

か
が

み
先

生

19
:0
0～

19
:5
7

19
:0
0～

19
:2
5

ブ
ー
ス
1

Aグ
ル

ー
プ

ブ
ー
ス
2

Bグ
ル

ー
プ

19
:3
0～

19
:5
5

ブ
ー
ス
1

Bグ
ル

ー
プ

ブ
ー
ス
2

Aグ
ル

ー
プ

穿
刺

と
固

定
の
実

習

ブ
ー
ス
1

静
脈

留
置

針
皮

下
点

滴
技

術
（
ビ
デ
オ
上

映
）

ブ
ー
ス
2

CV
ポ
ー
ト

ブ
ー
ス
3

業
者

展
示

（
持

続
ポ
ン
プ
な
ど
）

Aグ
ル

ー
プ

た
な
か

往
診

ク
リ
ニ
ッ
ク

田
中

誠
先

生
京

都
府

看
護

協
会

勝
本

孝
子

様
Bグ

ル
ー
プ

ま
つ
だ
在

宅
ク
リ
ニ
ッ
ク

松
田

か
が

み
先

生
京

都
府

訪
問

看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

協
議

会
松

久
保

眞
美

様

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
：
認

定
看

護
師

６
名
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英
国

G
ol

d 
St

an
da

rd
s 

Fr
am

ew
or

k（
G

SF
代

表
）

Ke
ri

Th
om

as
教

授
講

師

対
象

医
師

・
多

職
種

⽣
活

機
能

向
上

研
修

「
AC

P」
テ

ー
マ

「
英

国
式

⼈
⽣

最
終

段
階

の
ケ

ア
」

〜
G

ol
d 

St
an

da
rd

s 
Fr

am
ew

or
k 

戦
略

〜

⽣
活

機
能

向
上

研
修

「
AC

Pに
つ

い
て

」
〜

AC
Pの

概
念

・
必

要
性

・
普

及
へ

の
取

り
組

み
〜

講
師

対
象

医
師

・
多

職
種

１
）

広
島

県
医

師
会

活
動

に
お

け
る

AC
P取

組
の

経
緯

に
つ

い
て

講
師

⼩
笠

原
英

敬
（

広
島

県
医

師
会

常
任

理
事

）
２

）
AC

Pの
概

念
に

つ
い

て
講

師
本

家
好

⽂
（

広
島

県
地

域
保

健
対

策
協

議
会

終
末

期
医

療
の

あ
り

⽅
検

討
専

⾨
委

員
会

委
員

⻑
/

広
島

県
緩

和
ケ

ア
⽀

援
セ

ン
タ

ー
⻑

）
３

）
な

ぜ
AC

Pが
必

要
な

の
か

講
師

有
⽥

健
⼀

（
広

島
県

地
域

保
健

対
策

協
議

会
終

末
期

医
療

の
あ

り
⽅

検
討

専
⾨

委
員

会
委

員
/

前
広

島
県

医
師

会
常

任
理

事
）

京
都

地
域

包
括

ケ
ア
推

進
機

構

設
立

の
目

的
：

高
齢

者
の

方
が

介
護

や
療

養
が

必
要

に
な

っ
て

も
、

地
域

で
関

わ
り

を
持

ち
な

が
ら

、
自

分
の

意
思

で
生

活
の

場

を
選

択
で

き
る

よ
う

な
環

境
整

備
を

進
め

、
個

人
の

尊
厳

が
尊

重

さ
れ

る
社

会
を

実
現

し
、

住
み

慣
れ

た
地

域
で

安
心

し
て

暮
ら

し

て
い

け
る

社
会

を
築

く
た

め
に

、
医

療
、

介
護

、
福

祉
の

サ
ー

ビ

ス
を

切
れ

目
な

く
一

体
的

に
提

供
す

る
、

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ

ム
の

実
現

を
目

指
す

。
そ

の
た

め
に

行
政

や
医

療
、

介
護

、
福

祉

関
係

の
あ

ら
ゆ

る
機

関
・

団
体

が
集

結
し

、
オ

ー
ル

京
都

体
制

で

進
め

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

設
立

：
平

成
２

３
年

６
月

１
日

京
都

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

機
構

•京
都

司
法

書
士

会
•社

会
福

祉
法

人
京

都
市

社
会

福
祉

協
議

会
•社

団
法

人
京

都
社

会
福

祉
士

会
•社

団
法

人
京

都
私

立
病

院
協

会
•社

団
法

人
京

都
精

神
病

院
協

会
•京

都
府

地
域

包
括

･在
宅

介
護

支
援

セ
ン
タ
ー
協

議
会

•京
都

市
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
・
在

宅
介

護
支

援
セ
ン
タ
ー
連

絡
協

議
会

•京
都

府
町

村
会

•京
都

府
病

院
協

会
•京

都
府

立
大

学
•京

都
弁

護
士

会
•京

都
府

訪
問

看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
協

議
会

•京
都

府
民

生
児

童
委

員
協

議
会

•京
都

市
民

生
児

童
委

員
連

盟
•社

団
法

人
京

都
府

薬
剤

師
会

•一
般

社
団

法
人

京
都

府
理

学
療

法
士

会
•京

都
療

養
病

床
協

会
•京

都
府

リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
連

絡
協

議
会

•一
般

社
団

法
人

京
都

府
老

人
福

祉
施

設
協

議
会

•一
般

社
団

法
人

京
都

市
老

人
福

祉
施

設
協

議
会

•京
都

府
老

人
保

健
施

設
協

会

３
９
団
体

（
50

音
順
）

•京
都

府
立

医
科

大
学

•公
益

社
団

法
人

京
都

府
栄

養
士

会
•社

団
法

人
京

都
府

介
護

支
援

専
門

員
会

•一
般

社
団

法
人

京
都

府
介

護
福

祉
士

会
•社

団
法

人
京

都
府

看
護

協
会

•京
都

大
学

•京
都

府
行

政
書

士
会

•京
都

府
言

語
聴

覚
士

会
•京

都
府

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
•京

都
府

国
民

健
康

保
険

団
体

連
合

会
•京

都
府

作
業

療
法

士
会

•社
団

法
人

京
都

府
歯

科
医

師
会

•社
団

法
人

京
都

府
歯

科
衛

生
士

会
•京

都
府

市
長

会

•
京

都
府

•
京

都
市

•
社
会
福
祉
法
人
京
都
府
社
会

福
祉

協
議

会
•

社
団

法
人

京
都

府
医

師
会

京
都

式
地

域
包

括
ケ
ア
の

７
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

京 都 地 域 包 括 ケ ア 推 進 機 構

【
認

知
症

総
合

対
策

推
進

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
】

医
療

・
ケ
ア
連

携
部

会

初
期

対
応

・
地

域
部

会

【
地

域
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
支

援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
】

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
部
会

【
看

取
り
対

策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
】

看
取

り
部

会

【
在

宅
療

養
あ
ん
し
ん
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
】

【
介

護
予

防
プ
ロ
グ
ラ
ム
構

築
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
】

【
地

域
で
支

え
る
生

活
支

援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
】

【
北

部
地

域
医

療
・
介

護
連

携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
】●
認

知
症

総
合

対
策

計
画

の
策

定
・
認

知
症

の
早

期
発

見
や
専

門
的

な
診

断
の
充

実
・
初

期
認

知
症

の
方

や
家

族
へ
の
集

中
的

な
支

援
・
認

知
症

疾
患

医
療

セ
ン
タ
ー
整

備
と
地

域
連

携

●
地

域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
推

進
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医

等
の
養

成
・
先

端
的

リ
ハ
ビ
リ
治

療
の
研

究
･
普

及
促

進

●
京

都
式

看
取

り
ﾌ
ﾟﾛ
ｸ
ﾞﾗ
ﾑ
の
策

定
・
在

宅
看

取
り
連

携
推

進
事

業
の
実

施
・
在

宅
療

養
･
看

取
り
に
関

す
る
府

民
啓

発
の
推

進

●
在

宅
療

養
あ
ん
し
ん
病

院
登

録
シ
ス
テ
ム
の
推

進
・
多

職
種

に
よ
る
在

宅
療

養
チ
ー
ム
の
拡

大
・
在

宅
療

養
に
係

る
府

民
啓

発
の
促

進

●
府

立
医

大
附

属
北

部
医

療
セ
ン
タ
ー
の
設

置
に
伴

う
地

域
医

療
展

開
と
の
協

働

●
亀

岡
市

、
府

立
医

大
と
の
連

携
し
た
全

国
最

大
規

模
の
介

護
予

防
の
検

証
事

業

●
企

業
が
高

齢
者

を
見

守
る
「
京

都
高

齢
者

あ
ん
し
ん
サ
ポ
ー
ト
企

業
」
の
展

開
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「
看
取
り
部
会
」
の
取
り
組
み

看
取

り
対

策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事

前
準

備
会

（
平

成
25

年
6～

12
月

）

看
取

り
対

策
部

会
（
平

成
26

年
1～

4月
）

20
25

年
を
見

据
え
た
看

取
り
対

策
協

議
会

（
平

成
26

年
8月

～
27

年
3月

）

Ａ
Ｃ
Ｐ
推

進
ワ
ー
キ
ン
グ

（
平

成
27

年
11

月
～

平
成
28

年
3月

）

京
都

地
域

包
括

ケ
ア
推

進
機

構
看

取
り
対

策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
そ
の

人
ら
し
い
看

取
り
」
を
支

援
す
る
た
め
の

調
査

•
調

査
期

間
：

平
成
25

年
8月

23
日

～
9月

30
日

•
調

査
対

象
：

京
都

府
内

の
看

取
り
に
関

係
す
る
施

設
等

在
宅
療
養

支
援
医
療

機
関

訪
問

看
護

事
業
所

病
院

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム

小
規
模
多

機
能
居
宅

介
護

サ
ー
ビ
ス

月
高
齢
者

住
宅
・有

料
老
人

ホ
ー
ム

合
計

対
象

数
（件

）
80

9
20

5
15

2
16

3
14

6
10

4
81

16
60

有
効
回
答
数
（件

）
22

5
10

4
86

73
83

55
38

66
4

回
答

率
（％

）
27

.8
50

.7
56

.6
44

.8
56

.8
52

.9
46

.9
40

Q
:年

齢

0
20

40
60

80
10
0

12
0

14
0

41
～
50

51
～
60

61
～
70

71
～
80

81
～
90

91
以

上

不
明

・
無

回
答

年
齢

非
が

ん

が
ん

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
向
け
調
査
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Q
：
Ａ
Ｄ
Ｌ
低
下
パ
タ
ー
ン

90

75

30

0
20

40
60

80
10
0

死
亡

の
数

週
間

前
ま
で

AD
Lが

保
た
れ

、
あ
る
時

点

か
ら
急

速
に
低

下
し
た

原
疾

患
の

悪
化

や
合

併
症

を
繰

り
返

し
、
AD

Lが
次

第

に
下

降
線

を
た
ど
っ
た

長
期

に
わ

た
り
比

較
的

に

な
だ
ら
か

に
AD

Lが
低

下
し

た

が
ん

47

9010
0

0
20

40
60

80
10
0

12
0

死
亡

の
数

週
間

前
ま
で

AD
Lが

保
た
れ

、
あ
る
時

点

か
ら
急

速
に
低

下
し
た

原
疾

患
の

悪
化

や
合

併
症

を
繰

り
返

し
、
AD

Lが
次

第

に
下

降
線

を
た
ど
っ
た

長
期

に
わ

た
り
比

較
的

に

な
だ
ら
か

に
AD

Lが
低

下
し

た

非
が

ん

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
向
け
調
査

Q
：
意
思
決
定
に
必
要
な
情
報
の
説
明

69
, 3
5%

10
3,
 5
2%

16
, 8
%7,
 4
%

3,
 1
%

0,
 0
%

が
ん

十
分

で
き
た

ほ
ぼ

で
き
た

ど
ち
ら
か

と
言

え
ば

で
き
た

あ
ま
り
で
き
な

か
っ
た

で
き
な
か

っ
た

不
明

・
無

回

答

46
, 1
9%

12
1,
 5
0%

41
, 1
7%20

, 8
%

6,
 3
%

6,
 3
%

非
が

ん

十
分

で
き
た

ほ
ぼ

で
き
た

ど
ち
ら
か

と
言

え
ば

で
き
た

あ
ま
り
で
き
な

か
っ
た

で
き
な
か

っ
た

不
明

・
無

回

答

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
向
け
調
査

Q
:説

明
に
対
す
る
本
人
・
家
族
の
理
解

70
, 3
5%

10
1,
 5
1%

17
, 9
%

9,
 5
%

1,
 0
%

0,
 0
%

が
ん

十
分

で
き
た

ほ
ぼ

で
き
た

ど
ち
ら
か

と
言

え

ば
で
き
た

あ
ま
り
で
き
な

か
っ
た

で
き
な
か

っ
た

不
明

・
無

回
答

22
%

11
4,
 4
7%

17
%

8%

3%

3%

非
が

ん

十
分

で
き
た

ほ
ぼ

で
き
た

ど
ち
ら
か

と
言

え

ば
で
き
た

あ
ま
り
で
き
な

か
っ
た

で
き
な
か

っ
た

不
明

・
無

回
答

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
向
け
調
査

Q
:認

知
症
（
中
重
度
）
の
有
無 88

, 
37

%

15
0,
 

62
%

2,
 1
%

非
が

ん

な
し

あ
り

不
明

15
9,
 

80
%

37
, 

19
%

2,
 1
%

が
ん

な
し

あ
り

不
明

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
向
け
調
査
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Q
:本

人
の
意
思
表
示

80
, 4
0%

75
, 3
8%

24
, 1
2%

18
, 9
%1,
 1
%

が
ん

明
確

な
意

思
表

示
が

あ
っ
た

明
確

で
は

な
い

が
、
意

思
表

示

が
あ
っ
た

意
思

表
示

は
な

か
っ
た

意
思

表
示

を
行

う
判

断
力

が
な

か
っ
た

不
明

・
無

回
答

56
, 2
3%

64
, 2
7%

48
, 2
0%

67
, 2
8%

5,
 2
%

非
が

ん

明
確

な
意

思
表

示
が

あ
っ
た

明
確

で
は

な
い

が
、
意

思
表

示

が
あ
っ
た

意
思

表
示

は
な

か
っ
た

意
思

表
示

を
行

う
判

断
力

が
な

か
っ
た

不
明

・
無

回
答

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
向
け
調
査

16
5,
 6
5%

63
, 2
5%15
, 6
%

9,
 4
%

明
確

な
意

思
表

示
が

あ
っ
た

評
価

が
高

い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

36
, 3
3%

51
, 4
7%

18
, 1
7%

3,
 3
%

評
価

が
高

い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

70
, 4
6%

55
, 3
7%

18
, 1
2%

7,
 5
%

意
思

表
示

を
行

う
判

断
力

が
無

か
っ
た

評
価

が
高

い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

49
%

98
, 4
1%

6%
4%

明
確

で
は

な
い
が

意
思

表
示

が
あ
っ
た

評
価

が
高

い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
、
訪
問
看
護
事
業
所
向
け
調
査

Q
:意

思
決
定
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン

9

88

10
4

23

2

い
な
い

本
人

主
介

護
者

そ
の

他

不
明

・
無

回
答

意
思

決
定

の
キ
ー
パ

ー
ソ
ン

が
ん

8

56

15
8

38

2

い
な
い

本
人

主
介

護
者

そ
の

他

不
明

・
無

回
答

意
思

決
定

の
キ
ー
パ

ー
ソ
ン

非
が

ん

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
向
け
調
査

Q
:家

族
の
意
思
表
示

11
0,
 5
6%

70
, 3
5%

16
, 

8%

1,
 0
%0,
 0
% 1,

 1
%

が
ん

明
確

な
意

思
表

示
が

あ
っ
た

明
確

で
は

な
い

が
、
意

思
表

示

が
あ
っ
た

意
思

表
示

は
な

か
っ
た

意
思

表
示

を
行

う
判

断
力

が
な

か
っ
た

意
思

決
定

に
関

わ
る
家

族
が

い

な
か

っ
た

不
明

・
無

回
答

10
3,
 4
3%

86
, 3
6%

32
, 1
3%

7,
 3
%

3,
 1
%

9,
 4
%非

が
ん

明
確

な
意

思
表

示
が

あ
っ
た

明
確

で
は

な
い

が
、
意

思
表

示

が
あ
っ
た

意
思

表
示

は
な

か
っ
た

意
思

表
示

を
行

う
判

断
力

が
な

か
っ
た

意
思

決
定

に
関

わ
る
家

族
が

い

な
か

っ
た

不
明

・
無

回
答

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
向
け
調
査
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意
思
表
示
の
方
法

が
ん

非
が
ん

リ
ビ
ン
グ
ウ
イ
ル

4
0

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト

2
1

そ
の
他
の
文
書

0
0

口
頭

7
2

5
2

そ
の
他

2
1

不
明
・
無
回
答

0
2

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
向
け
調
査

Q
:意

思
決
定
に
際
し
て
の
多
職

種
協
働

14
%

31
%

22
%

15
%

12
%

6%

が
ん

十
分

で
き
た

ほ
ぼ

で
き
た

ど
ち
ら
か

と
言

え

ば
で
き
た

あ
ま
り
で
き
な

か
っ
た

で
き
な
か

っ
た

不
明

・
無

回
答

13
%

32
%

20
%

12
%15
%

8%

非
が

ん

十
分

で
き
た

ほ
ぼ

で
き
た

ど
ち
ら
か

と
言

え

ば
で
き
た

あ
ま
り
で
き
な

か
っ
た

で
き
な
か

っ
た

不
明

・
無

回
答

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
向
け
調
査

69
%

25
%

4%
2%

多
職

種
に
よ
る
意

思
決

定
支

援
が

十
分

ま
た
は

ほ
ぼ

で
き
た

評
価

が
高

い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

44
%

46
%

9%

1%

多
職

種
に
よ
る
意

思
決

定
支

援
が

ど
ち
ら
か

と
言

え
ば

で
き
た

評
価

が
高

い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

29
%

50
%

19
%

2%

評
価

が
高

い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
、
訪
問
看
護
事
業
所
向
け
調
査

Q
:本

人
･家

族
が
揺
ら
い
だ
時
の
支
援

21
%

36
%

12
%

5%
0%

24
%

2%

が
ん

十
分

で
き
た

ほ
ぼ

で
き
た

ど
ち
ら
か

と
言

え

ば
で
き
た

あ
ま
り
で
き
な

か
っ
た

で
き
な
か

っ
た

揺
ら
ぎ
が

な

か
っ
た

不
明

・
無

回
答

18
% 38

%
11
%

4%0%

26
%

3%

非
が

ん

十
分

で
き
た

ほ
ぼ

で
き
た

ど
ち
ら
か

と
言

え

ば
で
き
た

あ
ま
り
で
き
な

か
っ
た

で
き
な
か

っ
た

揺
ら
ぎ
が

な

か
っ
た

不
明

・
無

回
答

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
向
け
調
査
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24
7,
 7
0%

87
, 2
5%

8,
 2
%

11
, 3
%

気
持

ち
が

揺
ら
い
だ
時

の
支

援

十
分

ま
た
は

ほ
ぼ

で
き
た

評
価

が
高

い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

28
, 3
3%

49
, 5
7%

8,
 9
%

1,
 1
%

気
持

ち
が

揺
ら
い
だ
時

の
支

援

ど
ち
ら
か

と
言

え
ば

で
き
た

評
価

が
高

い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

10
, 3
5%

10
, 3
4%

9,
 3
1%

0,
 0
%

気
持

ち
が

揺
ら
い
だ
時

の
支

援 評
価

が
高

い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

89
, 5
2%

71
, 4
1%

7,
 4
%

5,
 3
%

気
持

ち
が

揺
ら
い
だ
時

の
支

援

揺
ら
ぎ
が

無
か

っ
た

評
価

が
高

い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
、
訪
問
看
護
事
業
所
向
け
調
査

Q
:方

針
の
共
有

62

58 57

4 13 4

0
10

20
30

40
50

60
70

当
初

か
ら
、
本

人
と
家

族
の

方
向

性
が

一

致
し
て
お
り
、
関

係
者

が
そ
の

方
針

を
共

有

し
た

当
初

か
ら
、
本

人
、
家

族
、
関

係
者

に
よ
る

話
し
合

い
等

に
よ
り
、
早

期
に
一

定
の

方
針

が
決

ま
り
、
関

係
者

が
共

有
で
き
た

当
初

は
な
か

っ
た
が

、
本

人
、
家

族
、
支

援

す
る
関

係
者

に
よ
る
話

し
あ
い
を
重

ね
る
こ

と
に
よ
り
一

定
の

方
針

が
共

有
で
き
た

本
人

ま
た
は

家
族

の
意

思
決

定
能

力
が

な

く
、
主

に
関

係
者

の
話

し
合

い
で
方

針
を
決

定
し
、
本

人
ま
た
は

家
族

の
同

意
を
得

…

最
後

ま
で
方

針
が

定
ま
ら
な
か

っ
た

不
明

・
無

回
答が
ん

79

53

66

13

22

7

0
20

40
60

80
10
0

当
初

か
ら
、
本

人
と
家

族
の

方
向

性
が

一

致
し
て
お
り
、
関

係
者

が
そ
の

方
針

を
共

有

し
た

当
初

か
ら
、
本

人
、
家

族
、
関

係
者

に
よ
る

話
し
合

い
等

に
よ
り
、
早

期
に
一

定
の

方

針
が

決
ま
り
、
関

係
者

が
共

有
で
き
た

当
初

は
な
か

っ
た
が

、
本

人
、
家

族
、
支

援

す
る
関

係
者

に
よ
る
話

し
あ
い
を
重

ね
る
こ

と
に
よ
り
一

定
の

方
針

が
共

有
で
き
た

本
人

ま
た
は

家
族

の
意

思
決

定
能

力
が

な

く
、
主

に
関

係
者

の
話

し
合

い
で
方

針
を
決

定
し
、
本

人
ま
た
は

家
族

の
同

意
を
得

…

最
後

ま
で
方

針
が

定
ま
ら
な
か

っ
た

不
明

・
無

回
答

非
が

ん

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
向
け
調
査

9,
 1
4% 22

, 3
5%

27
, 4
3%

5,
 8
%

評
価

が
高

い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

14
1,
 5
8%

81
, 3
4%15

, 6
%

4,
 2
%

話
し
合

い
で
方

針
が

共
有

で
き
た

評
価
が
高
い

普
通

評
価
が
低
い

不
明
・
無
回
答

23
5,
 5
6%

14
8,
 3
6%

18
, 4
%

15
, 4
%

当
初

か
ら
方

針
が

共
有

で
き
た 評

価
が

高
い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
、
訪
問
看
護
事
業
所
向
け
調
査

Q
:方

針
と
看
取
り
の
過
程
の
一
致
度

43
%

36
%

9%2%

1%

9%

が
ん

一
致

し
て
い
た

ほ
ぼ

一
致

し
て

い
た

ど
ち
ら
と
も
言

え

な
い

あ
ま
り
一

致
し
て

い
な
か

っ
た

一
致

せ
ず

不
明

・
無

回
答

41
%

40
%

9%1%2%

7%

非
が

ん

一
致

し
て
い
た

ほ
ぼ

一
致

し
て

い
た

ど
ち
ら
と
も
言

え

な
い

あ
ま
り
一

致
し
て

い
な
か

っ
た

一
致

せ
ず

不
明

・
無

回
答

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
向
け
調
査
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60
%

34
%

4%
2%

方
針

と
看

取
り
の

過
程

が

一
致

し
て
い
た

評
価

が
高

い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

32
%

51
%

9%
8%

方
針

と
看

取
り
の

過
程

の
一

致
が

ど
ち
ら
と
も
言

え
な
い

評
価

が
高

い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

50
%

15
%

35
%

0%

評
価

が
高

い

普
通

評
価

が
低

い

不
明

・
無

回
答

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
、
訪
問
看
護
事
業
所
向
け
調
査

0
20

40
60

80
10
0

12
0

14
0

16
0

主
な
介

護
者

の
介

護
力

家
族

の
協

力
体

制

経
済

力

在
宅

医
療

（
訪

問
医

療
・
往

診
）
の

提
供

在
宅

医
療

処
置

・
機

器
へ

の
対

応

医
師

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

身
体

的
苦

痛
へ

の
緩

和
ケ
ア
の

実
施

医
師

と
患

者
や

家
族

と
の

信
頼

関
係

訪
問

看
護

サ
ー
ビ
ス
の

提
供

訪
問

看
護

師
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

医
師

と
訪

問
看

護
師

と
の

連
携

状
態

悪
化

時
等

に
お
け
る
入

院
支

援

必
要

な
介

護
サ

ー
ビ
ス
の

提
供

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

サ
ー
ビ
ス

多
職

種
間

の
情

報
共

有
や

意
思

疎
通

、
協

働

意
思

決
定

に
関
わ

る
キ
ー
パ

ー
ソ
ン
の

存
在

本
人

の
療

養
場
所
や

終
末
期

医
療
に
関
す
る
意
思

表
示
の

明
確
さ

家
族

の
療

養
場
所
や

終
末
期

医
療
に
関
す
る
意
思

表
示
の

明
確
さ

看
取

り
に
つ
い
て
の

本
人

、
家

族
、
関

係
者

間
で
の

方
針

の
共

有

本
人

や
家

族
の

意
思

決
定

へ
の

支
援

本
人

や
家

族
の
意
志

が
揺
ら
い
だ
と
き
の

支
援

病
院

に
よ
る
退

院
支

援
・
退

院
調

整

本
人

や
家

族
の

心
の

痛
み

や
不

安
に
対

す
る
ケ
ア
の

実
施

エ
ン
ゼ
ル

ケ
ア
・
グ
リ
ー
フ
ケ
ア

そ
の

他

看
取

り
の

質
を
向

上
し
た
要

因
が

ん
1～

5位

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
、
訪
問
看
護
事
業
所
向
け
調
査

0
20

40
60

80
10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

主
な
介

護
者

の
介

護
力

家
族

の
協

力
体

制

経
済

力

在
宅

医
療

（
訪

問
医

療
・
往

診
）
の

提
供

在
宅

医
療

処
置

・
機

器
へ

の
対

応

医
師

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

身
体

的
苦

痛
へ

の
緩

和
ケ
ア
の

実
施

医
師

と
患

者
や

家
族

と
の

信
頼

関
係

訪
問

看
護

サ
ー
ビ
ス
の

提
供

訪
問

看
護

師
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

医
師

と
訪

問
看

護
師

と
の

連
携

状
態

悪
化

時
等

に
お
け
る
入

院
支

援

必
要

な
介

護
サ

ー
ビ
ス
の

提
供

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

サ
ー
ビ
ス

多
職

種
間

の
情

報
共

有
や

意
思

疎
通

、
協

働

意
思

決
定

に
関
わ

る
キ
ー
パ

ー
ソ
ン
の

存
在

本
人

の
療

養
場
所
や

終
末
期

医
療
に
関
す
る
意
思

表
示
の

明
確
さ

家
族

の
療

養
場
所
や

終
末
期

医
療
に
関
す
る
意
思

表
示
の

明
確
さ

看
取

り
に
つ
い
て
の

本
人

、
家

族
、
関

係
者

間
で
の

方
針

の
共

有

本
人

や
家

族
の

意
思

決
定

へ
の

支
援

本
人

や
家

族
の

意
志

が
揺

ら
い
だ
と
き
の

支
援

病
院

に
よ
る
退

院
支

援
・
退

院
調

整

本
人

や
家

族
の

心
の

痛
み

や
不

安
に
対

す
る
ケ
ア
の

実
施

エ
ン
ゼ
ル

ケ
ア
・
グ
リ
ー
フ
ケ
ア

そ
の

他

看
取

り
の

質
を
向

上
し
た
要

因
非

が
ん

1～
5位

在
宅
療
養
支
援
医
療
機
関
、
訪
問
看
護
事
業
所
向
け
調
査

本
調
査
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と

が
ん
と
非
が
ん
で
異
な
る
点

•
年
齢

•
認
知
症
の
有
無

•
経
過

•
理
解
力

•
意
思
表
示
力

看
取
り
の
質
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
（
意
思
決
定
関
連
）

•
意
思
の
明
確
さ

•
意
思
決
定
支
援
、
継
続
的
支
援
（
多
職
種
協
働
）

•
情
報
共
有

•
決
定
方
針
と
の
一
致
度

（　　）142



生
死

老
成

長
、

上
昇

、
進

歩

生
死

子
ど
も

老
人

直
線
と
し
て
の
人
生
イ
メ
ー
ジ

円
環
と
し
て
の
人
生
イ
メ
ー
ジ

AC
P

ケ
ア

広
井
良
典
「
ケ
ア
を
問
い
な
お
す
」
か
ら
、
有
田
先
生
が
一
部
改
変
さ
れ
た
も
の
を
改
変

健
康

寿
命

の
延

伸

地
域

包
括

ケ
ア

支
え
る

医
療

と
て
も
難
し
い
！
！

語
り
方

聴
き
方

考
え
方

決
め
方

支
え
方

ア
ド
バ
ン
ス
ケ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
（
事
前
ケ
ア
計
画
）

リ
ビ
ン
グ
ウ
イ
ル

（
内

容
指

示
）

代
理

人
指

示

ア
ド
バ
ン
ス
デ
ィ
レ
ク
テ
ィ
ブ
（
事
前
指
示
）

「
人

生
、
老

い
や

死
に
つ
い
て
話

す
」

終
活

（
自

分
ら
し
く
生

き
る
た
め
に
）

超
高
齢
・
多
死
社
会
：
健
康
寿
命
の
延
伸
、
地
域
包
括
ケ
ア

「
防
ぐ
、
治
す
、
戻
す
、
支
え
る
、
癒
す
、
見
送
る
」
：
キ
ュ
ア
、
ケ
ア

チ
ー
ム
医
療
、
多
職
種
協
働
、
Ｐ
Ｃ
Ｍ
（
Pa
tie

nt
 C
en
te
re
d 
M
ed

ic
in
e）

患
者
－
医
師
関
係
：
Ｅ
Ｂ
Ｍ
、
Ｎ
Ｂ
Ｍ

•
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力

•
総

合
診

療
力

•
人

間
力

エ
ン
ド
オ
ブ
ラ
イ
フ
デ
イ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
｢終

活
｣の

啓
発
：
予
防
の
視
点

意
思
決
定
、
治
療
・
ケ
ア
方
針
決
定
：
支
援
､プ

ロ
セ
ス

•
Ａ
Ｃ
Ｐ
、
Ａ
Ｄ

•
ＩＣ

，
Ｓ
Ｄ
Ｍ
（
Sh
ar
ed

 D
ec
isi
on

 M
ak
in
g）

•
Ｃ
Ｂ
Ａ
（
Co

ns
en

su
s B

as
ed

 A
pp

ro
ac
h)

終
末
期
医
療
、
緩
和
ケ
ア
、
エ
ン
ド
オ
ブ
ラ
イ
フ
ケ
ア
、
看
取
り
､グ

リ
ー
フ
ケ
ア

•
緩

和
モ
デ
ル
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参考資料 2

一
般

社
団

法
人

因
島

医
師

会

終
末

期
医

療
の

あ
り

方
検

討
専

門
委

員
会

Ａ
Ｃ

Ｐ
（

ア
ド

バ
ン

ス
・

ケ
ア

・
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
）

モ
デ

ル
事

業
報

告 平
成

28
年

5月
29

日

因
島

医
師

会
に

つ
い

て

因
島

医
師

会
Ａ

会
員

１
９

名
Ｂ

会
員

１
５

名
三

原
市

医
師

会
（

瀬
戸

田
地

域
）

三
原

市
医

師
会 生
口

島

因
島

人
口

３
万

３
千

人
（

因
島

・
生

口
島

地
域

）
高

齢
化

率
４

０
．

２
％

弓
削

島
生

名
島

岩
城

島

因
島

・
生

口
島

の
高

齢
化

率

尾
道

市
医

師
会

Ｈ
1
9
年

開
設

う
み

か
ぜ

の
丘

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

Ｈ
２

４
年

開
設

介
護

老
人

保
健

施
設

ビ
ロ

ー
ド

の
丘

（
8
0
床

）

Ｈ
2
7
年

4
月

開
設

し
ま

か
ぜ

の
丘

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

Ｈ
1
2
年

因
島

医
師

会
在

宅
ケ

ア
セ

ン
タ

ー
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
ケ

ア
マ

ネ
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
ヘ

ル
パ

ー
ス

テ
ー

シ
ョ

ン

Ｓ
5
7
年

開
設

因
島

医
師

会
病

院
（

4
病

棟
1
9
7
床

）

因
島

医
師

会
の

施
設

紹
介

①
普

及
啓

発
活

動

・
講

演
会

の
開

催

医
療

職
対

象

地
域

住
民

対
象

・
地

域
の

ネ
ッ

ト
ワ

－
ク

（
ケ

ア
ネ

ッ
ト

因
島

）
の

活
用

②
Ａ

Ｃ
Ｐ

検
討

会
議

（
因

島
医

師
会

法
人

内
の

医
療

・
介

護
事

業
所

の
管

理
者

を
集

め
て

検
討

会
議

を
開

催
）

ケ
ア

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
を

利
用

し
て

の
導

入
の

検
討

③
ア

ン
ケ

ー
ト

の
実

施

Ａ
Ｃ

Ｐ
モ

デ
ル

事
業

の
実

施
内

容
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医
療

職
へ

の
普

及
啓

発
活

動

・
「

ア
ド

バ
ン

ス
・

ケ
ア

・
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
（

A
C
P
）

に
つ

い
て

」

日
時

：
平

成
2
7
年

1
0
月

3
0
日

（
金

）
1
8
：

4
5
～

1
9
：

4
5

講
師

：
有

田
健

一
先

生

参
加

者
：

1
1
8
名

医
師

1
2
名

看
護

師
3
5
名

リ
ハ

ビ
リ

2
6
名

介
護

職
2
名

因
島

医
師

会
病

院
地

域
連

携
室

2
名

尾
道

市
南

部
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
6
名

ケ
ア

マ
ネ

9
名

薬
剤

師
3
名

そ
の

他
（

事
務

職
）

8
名

外
部

事
業

所
1
5
名

・
因

島
医

師
会

員
に

A
C
P
普

及
活

動
の

説
明

と
協

力
依

頼

日
時

：
平

成
2
8
年

1
月

2
2
日

（
金

）

参
加

者
：

2
8
名

地
域

住
民

へ
の

普
及

啓
発

活
動

市
民

公
開

講
座

「
高

齢
社

会
に

お
け

る
医

療
の

選
択

－
ア

ド
バ

ン
ス

・
ケ

ア
・

プ
ラ

ン
ニ

ン
グ

（
A
C
P
）

と
共

に
」

日
時

：
平

成
2
7
年

1
2
月

7
日

（
月

）
1
7
：

3
0
～

1
8
：

4
0

講
師

：
有

田
健

一
先

生

参
加

者
：

1
7
5
名

医
療

職
員

5
8
名

介
護

職
員

4
1
名

事
務

職
員

1
0
名

外
部

事
業

所
職

員
4
6
名

地
域

住
民

1
3
名

民
生

委
員

7
名

地
域

の
ネ

ッ
ト

ワ
－

ク
を

活
用

し
た

普
及

啓
発

活
動

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
ケ

ア
ネ

ッ
ト

因
島

）
を

活
用

し
、

因
島

民
生

委
員

児
童

委
員

協
議

会
の

会
長

会
議

に
て

A
C
P
の

説
明

と
協

力
依

頼

日
時

：
平

成
2
７

年
1
2
月

2
4
日

（
木

）

場
所

：
尾

道
市

因
島

総
合

支
所

３
階

会
議

室

参
加

者
：

８
名

各
地

区
の

代
表

者
は

因
島

民
生

委
員

児
童

委
員

定
例

会
で

説
明

会
を

実
施

し
た

６
ヵ

所
で

D
V
D
鑑

賞
と

A
C
P
の

手
引

き
で

の
自

主
開

催
。

ア
ン

ケ
ー

ト
も

同
時

に
配

付

ア
ン

ケ
ー

ト
配

付
数

：
１

０
０

回
答

数
：

７
２

（
回

答
率

：
７

２
％

）

連
携

に
よ

る
支

援
体

制
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ビ
ロ

ー
ド

の
丘

事
務

室
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー

ケ
ア

マ
ネ

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

ヘ
ル

パ
ー

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

受
付

カ
ウ

ン
タ

ー

相
談

者

因
島

医
師

会
在

宅
ケ

ア
セ

ン
タ

ー
ケ

ア
ネ

ッ
ト

因
島

と
は

ケ
ア

ネ
ッ

ト
因

島
の

設
立

（
平

成
2
0
年

8
月

～
）

目
的 地

域
の

高
齢

者
の

安
心

と
安

全
を

守
る

た
め

に
、

お
互

い
の

組
織

の
活

動
内

容
を

知
り

、
相

互
の

組
織

の
活

動
の

補
完

と
連

携
を

図
る

こ
と

で
、

安
心

と
安

全
を

担
保

す
る

。
既

存
の

支
援

体
制

を
活

用
し

て
の

見
守

り
体

制
の

再
構

築
を

行
う

。

因
島

医
師

会
と

民
生

委
員

と
の

連
携

因
島

瀬
戸

田
地

区
民

生
委

員
児

童
委

員
会

長
会

議
1
回

／
２

ヶ
月

⇒
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
も

参
加

・
因

島
医

師
会

情
報

（
医

師
会

主
催

の
講

演
会

開
催

情
報

・
A
C
P
の

周
知

等
）

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
や

保
険

情
報

・
困

難
事

例
対

応
報

告
・

見
守

り
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
等

・
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

と
の

交
流

会
等

様
々

な
情

報
共

有
を

図
る

。

※
尾

道
市

南
部

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
前

身
の

基
幹

型
在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
（

H
1
3
.4

～
H
1
8
.3

）
時

か
ら

相
談

対
応

や
同

行
訪

問
、

医
療

連
携

等
の

関
わ

り
が

あ
り

、
よ

り
良

い
関

係
性

の
構

築
に

努
め

て
い

る
。

（
平

成
2
7
年

度
民

生
委

員
か

ら
の

新
規

相
談

件
数

3
3
件

）

民
生

委
員

を
通

じ
て

地
域

住
民

へ
の

Ａ
Ｃ

Ｐ
の

普
及

が
可

能
に

！

今
後

の
取

組

普
及

啓
発

活
動

１
）

医
師

へ
の

働
き

か
け

Ａ
Ｃ

Ｐ
モ

デ
ル

事
業

の
活

動
報

告
会

の
実

施
ポ

ス
タ

ー
・

チ
ラ

シ
等

の
資

料
の

配
付

２
）

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
利

用
民

生
委

員
か

ら
地

域
住

民
へ

の
紹

介
ケ

ア
ネ

ッ
ト

因
島

の
さ

ら
な

る
活

用
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
介

護
予

防
事

業
の

活
用

（
サ

ロ
ン

活
動

・
地

域
支

援
研

修
・

講
演

等
）

３
）

行
政

と
の

連
携

健
康

教
育

講
演

会
を

利
用

し
て

の
広

報
い

ん
の

し
ま

健
康

祭
り

で
の

講
演

地
域

医
療

構
想

会
議

に
組

み
込

む
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今
後

の
取

組

Ａ
２

版
ポ

ス
タ

ー

藤
井

医
院

待
合

室
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参考資料 3

平
成
2
7
年
度

A
C
P
普
及
啓
発
モ
デ
ル
事
業
報
告

一
般
社
団
法
人

広
島
市
東
区
医
師
会

•
平
成
2
7
年
8
月

東
区
医
師
会
が
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
採
択
さ
れ
る

•
平

成
2
7
年
1
1
月

2
9
日

A
C
P
市
民

公
開

講
座

会
場
で
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
ツ
ー
ル
を
使
用
し
「
私
の
心
づ
も
り
」
を
記
入
。

そ
の
前
後
で
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施

•
平
成
2
8
年
1
月
2
2
日

フ
ェ
イ
ス
ネ
ッ
ト
Ａ
Ｃ
Ｐ
研
修
会

※
フ
ェ
イ
ス
ネ
ッ
ト
と
は

、
東

区
医

師
会

が
主

導
し
て
い
る
ＩＣ

Ｔ
を
利

用
し
た

医
療

介
護

の
多

職
種

連
携

を
指

す

対
象
：
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
訪
問
看
護
、
介
護
職
、
行
政
職
員
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
な
ど

•
Ａ
Ｃ
Ｐ
実
践
例
の
集
計

A
C
P
に
つ
い
て
の
市
民
公
開
講
座

AC
Pに

つ
い
て
の

市
民

公
開

講
座

広
島
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

参
加
者
20

4名
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Ａ
Ｃ
Ｐ
ツ
ー
ル
使
用
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト

Ａ
Ｃ
Ｐ
ツ
ー
ル
使
用
後
ア
ン
ケ
ー
ト

フ
ェ
イ
ス
ネ
ッ
ト
Ａ
Ｃ
Ｐ
研
修
会

（
Ａ
Ｃ
Ｐ
ツ
ー
ル
に
つ
い
て
の
説
明
会
）

平
成
28

年
1月

22
日

東
区
医
師
会
が
主
導
し
て
い
る
ＩＣ

Ｔ
を
利
用
し
た
医
療
介
護
の

多
職
種
連
携
（
フ
ェ
イ
ス
ネ
ッ
ト
）
の
メ
ン
バ
ー
を
主
体
と
し
た
説
明
会

内
容
：

講
演

Ａ
Ｃ
Ｐ
っ
て
な
あ
に
？

～
「
私
の
心
づ
も
り
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か

～
小
笠
原

英
敬
先
生

報
告
と
提
案

Ａ
Ｃ
Ｐ
市
民
公
開
講
座
ア
ン
ケ
ー
ト
報
告
と
今
後
の
提
案
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フ
ェ
イ
ス
ネ
ッ
ト
Ａ
Ｃ
Ｐ
研
修
会

（
Ａ
Ｃ
Ｐ
ツ
ー
ル
に
つ
い
て
の
説
明
会
）

広
島
県
医
師
会
館

参
加
者
：

77
名

医
師
21

名
、

メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
18

名
、

歯
科
医
師
7名

、
薬
剤
師
3名

、

ケ
ア
マ
ネ
9名

、
地
域
包
括
7名

、

訪
問
看
護
5名

、
行
政
7名

平
成
28

年
1月

Ａ
Ｃ
Ｐ
ツ
ー
ル

説
明

会
後

A
C
P
実

践
例

の
報

告
ご
協

力
の

お
願

い

広
島

市
東

区
は

、
広

島
県

地
域

保
健

対
策

協
議

会
の

平
成

２
７
年

度
モ
デ
ル

事
業

地
区

の
一

つ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
皆
様
が
、
A
C
P
を
実
践
さ
れ
た
貴
重
な
ケ
ー
ス
を

そ
の
都
度
、
お
手
数
で
す
が
、
別
紙
に
ご
記
入
い
た
だ
き

F
A
X
送
信
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

＊
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
回
収
後
に
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
実
践
者
に
連
絡
を
と
り
状
況
の
更
な
る
確
認
を
し
た
。

A
C
P
実

践
例

の
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の

報
告

に
つ
い
て
（
依

頼
）

A
C
P
を
実
践
し
た
方
の
職
種

（
囲
ん
で
下
さ
い
）

（
医

師
・
歯

科
医

師
・
薬

剤
師

・
看

護
師

・
介

護
福

祉
士

・
介

護
支

援
専

門
員

・

行
政

関
係

・
そ
の

他
）

①
「
私
の
心
づ
も
り
」
の
回
収
時
期

：
平
成
２
８
年

（
）
月

②
事
例
の
年
齢

（
）
歳

③
事
例
の
性
別

（
男
性

・
女
性
）

④
事
例
の
希
望
す
る
環
境

（
在
宅

・
施
設

・
病
院

・
そ
の
他
）

⑤
事

例
の

今
後

の
ケ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
（
一

つ
選

ん
で
下

さ
い
）

（
）
積

極
的

な
医

療
・
介

護
プ
ラ
ン

（
）
自

然
に
任

せ
る
・
緩

和
的

な
医

療
・
介

護
プ
ラ
ン

（
）
状

況
に
よ
り
臨

機
応

変
に
対

応
す
る
医

療
・
介

護
プ
ラ
ン

⑥
A
C
P
を
実
践
す
る
の
に
難
し
か
っ
た
こ
と
（
自
由
記
載
）

A
C
P
実
践
例
の
集
計

（
平
成
2
8
年
2
月
～
4
月
）

A
C
P
実
践
例

：
1
４
例

Ａ
Ｃ
Ｐ
を
実
践
し
た
職
種

：
薬

剤
師

（
6
例
）
、
医
師
（
3
例
）
、
看
護
師
（
3
例
）
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
（
2
例
）

内
訳

：
年

齢
：

3
0
～
9
0
歳

、
平

均
年

齢
6
7
歳

性
別

：
男

5
例
、
女

9
例

生
活
環
境

：
外
来
通
院

9
例
、
通
院
困
難
で
在
宅
療
養
中

5
例

事
例
の
今
後
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
希
望

：
積
極
的
な
医
療
・
介
護
プ
ラ
ン

0
例

自
然
に
任
せ
る
・
緩
和
的
な
医
療
・
介
護
プ
ラ
ン

6
例

状
況
に
よ
り
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
医
療
・
介
護
プ
ラ
ン

8
例
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A
C
P
の
実
践
例

（
薬
剤
師
に
よ
る
６
例
）

同
一
の
調
剤
薬
局
だ
っ
た

Ａ
Ｃ
Ｐ
に
つ
い
て
の
声
か
け
を
し
て
、
調
剤
の
待
ち
時
間
を

利
用
し
て
「
私
の
心
づ
も
り
」
を
作
成
し
て
い
た
だ
い
た
。

年
齢

30
～
60

歳
（
じ
ん
ま
疹
、
花
粉
症
、
高
血
圧
な
ど
）

「
私
の
心
づ
も
り
」
を
作
成
し
て
の
コ
メ
ン
ト
：

現
在
は
ま
だ
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
て
い
な
い
（
６
例
中
３
例
）

振
り
返
れ
ば
、
親
族
が
癌
末
期
で
あ
っ
た
時
、
こ
の
AC

Pツ
ー
ル
が
あ
れ
ば
良
か
っ
た
。

AC
Pの

実
践
を
依
頼
し
た
薬
剤
師
の
コ
メ
ン
ト
：

高
齢
の
方
に
は
、
聞
き
づ
ら
か
っ
た
。

人
生
の
最
期
に
つ
い
て
早
め
に
心
づ
も
り
を
す
る
の
は
良
い
と
思
う
が
、

い
ざ
と
い
う
場
面
で
は
ま
た
悩
む
だ
ろ
う
。

き
っ
か
け
づ
く
り
位
の
意
味
で
取
り
組
ん
だ
。

A
C
P
の
実
践
例

（
医
師
に
よ
る
３
例
）

２
名
の
医
師
に
よ
る

年
齢

５
８
～
９
０
歳

（
２
例
が
在
宅
訪
問
診
療
、
１
例
は
外
来
）

Ａ
Ｃ
Ｐ
を
取
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
：

退
院
か
ら
在
宅
に
な
っ
た
時
、
状
態
が
悪
く
な
り
回
復
し
た
時
、
今
回
の
実
践
依
頼
が
あ
っ
た
た
め

AC
Pの

実
践
を
依
頼
し
た
医
師
の
コ
メ
ン
ト
：

１
例
は
、
在
宅
で
最
期
を
迎
え
た
い
と
強
い
覚
悟
が
あ
り
、
ス
ム
ー
ズ
だ
っ
た
。

１
例
は
、
胃
瘻
は
し
た
く
な
い
こ
と
以
外
、
決
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

外
来
で
実
践
し
た
例
は
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
に
興
味
が
あ
り
ス
ム
ー
ズ
だ
っ
た
。

診
療
中
に
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
実
践
が
終
わ
れ
な
く
て
、
訪
問
看
護
師
に
後
を
お
願
い
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。

A
C
P
の
実
践
例

（
看
護
師
に
よ
る
３
例
）

同
一
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る

年
齢

６
５
～
８
２
歳

（
１
例
が
進
行
癌
で
不
安
定
、
２
例
は
病
状
安
定
）

Ａ
Ｃ
Ｐ
を
取
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
：
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
実
践
依
頼
が
あ
っ
た
た
め

医
師
に
許
可
を
と
り
Ａ
Ｃ
Ｐ
を
聞
き
取
り
、
終
了
後
、
医
師
に
報
告
し
た
。

AC
Pの

実
践
を
依
頼
し
た
看
護
師
の
コ
メ
ン
ト
：

事
例
１
（
８
２
歳
、
進
行
癌
）：
心
づ
も
り
の
文
章
の
意
味
の
理
解
が
難
し
く
、
説
明
す
る
と

こ
ち
ら
の
主
観
が
入
っ
て
い
く
感
じ
が
し
た
。
延
命
治
療
を
説
明
す
る
の
が
難
し
か
っ
た
。

１
時
間
か
か
っ
た
。

事
例
２
：
比
較
的
自
立
し
て
い
る
場
合
、
「
苦
痛
を
和
ら
げ
る
た
め
の
処
置
」
、
「
人
の
手
を

か
り
る
こ
と
」
、
「
苦
痛
」
が
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
様
子
。
「
必
要
最
低
限
の
治
療
」
は
患
者
と

医
療
従
事
者
で
と
ら
え
方
の
違
い
を
感
じ
た
。

A
C
P
の
実
践
例

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
に
よ
る
２
例
）

同
一
の
セ
ン
タ
ー
に
よ
る

年
齢

８
６
歳

と
９
０
歳

Ａ
Ｃ
Ｐ
を
取

っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
：
定

期
訪

問
時

。
最

近
Ａ
Ｃ
Ｐ
の

勉
強

を
し
て
き
て
、

お
元
気
な
段
階
で
心
づ
も
り
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
お
願
い
し
た
。

AC
Pの

実
践

を
依

頼
し
た
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
職

員
の

コ
メ
ン
ト
：

３
０
分
程
度
で
終
了
し
た
。

心
づ
も
り
の
結

果
は

、
主

治
医

に
連

絡
し
た
。

む
や

み
に
延

命
治

療
は

受
け
た
く
な
い
と
希

望
が

あ
り
、
事

前
に
話

す
こ
と
が

で
き
て
良
か
っ
た
と
喜
ば
れ
た
。
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広
島
市
東
区
医
師
会
で
は
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
普
及
啓
発
モ
デ
ル

事
業
か
ら
、
実
際
に
Ａ
Ｃ
Ｐ
を
実
践
し
た
事
例
を
集
計
し
た

内
容
を
中
心
に
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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広島県地域保健対策協議会 終末期医療のあり方検討専門委員会
委員長　本家　好文　広島県緩和ケア支援センター
委　員　有田　健一　三原赤十字病院
　　　　小笠原英敬　広島県医師会
　　　　加賀谷哲郎　広島市健康福祉局保健部保健医療課
　　　　小早川　誠　広島大学病院
　　　　佐々木真哉　広島県健康福祉局がん対策課
　　　　竹内　啓祐　広島大学医学部地域医療システム学
　　　　田中　和則　広島県健康福祉局地域包括ケア・高齢者支援課
　　　　豊田　秀三　広島県医師会
　　　　檜谷　義美　広島県医師会
　　　　藤原　雅親　東広島地区医師会
　　　　松浦　将浩　安芸地区医師会
　　　　山崎　正数　広島県医師会
　　　　吉川　幸伸　呉市医師会
　　　　吉田　良順　安佐医師会
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健康危機管理対策専門委員会

（平成 28 年度）

健康危機管理対策専門委員会報告書

広島県地域保健対策協議会 健康危機管理対策専門委員会

委 員 長　桑原　正雄

Ⅰ．　は　じ　め　に

　広島県医師会が長年主体的に活動している感染症
関連の委員会は広島県医師会感染症対策委員会と本
委員会（県地対協健康危機管理対策専門委員会，旧
感染委員会）がある。前者は主に県医師会会員の感
染症医療や対策を支援する委員会として機能してお
り，後者は委員会名が示すようにパンデミック対策，
予防接種を含めた感染症の拡大防止などの危機管理
に対応するものとして活動している。
　今年度は，両委員会での取り組みや現在検討して
いる事業などについて情報共有を図るため，両委員
会の合同委員会を開催した。

Ⅱ．　事　　　　　業

₁）合同委員会の開催
　平成 28 年 9 月 12 日（月）に，広島県医師会感染
症対策委員会と健康危機管理対策専門委員会の合同
委員会を開催し，両委員会での取り組みや，現在検
討している事業などについて情報共有を図った。
①広島県医師会感染症対策委員会の取り組みにつ
いて
　感染症対策相談窓口の運営について，平成 27 年度
より対象を「特別養護老人ホーム」から「全会員施
設」に拡充したが，その後の相談件数は 1件となっ
ている。このことを鑑み，より相談しやすい窓口と
するため，具体的な相談事例や回答者名（本委員会
委員名）を広報ポスターに明示し，医師会速報や新
型インフルエンザ等実地研修などを通して会員周知
を行ったことが報告された。
　次に，「広島県感染症だより」の発行について，あ
らゆる感染症の流行時や感染症に係る行事などにあ
わせて，主に会員向けに情報を発信することを目的
に，A4・1 枚程度のチラシを不定期で発行すること
の提案があった。「NPO法人ひろしま感染症ネット

ワーク」が原案を作成し，感染症対策委員会で承認
の上，広島県医師会速報などに同封する方向性で検
討した。委員からは，広島県医師会ホームページへ
の掲載などについて要望があり，広報の仕方につい
ては広島県医師会内で検討することとした。
　「広島県感染対策支援ネットワーク（仮称）」につ
いては，昨年度より各市郡地区医師会単位での構築
を進めており，この概要と進捗状況の報告があった。
本ネットワークは，地域の基幹病院（院内感染対策
加算Ⅰ取得病院を想定）が有事の際に会員施設へ院
内 ICT（感染制御チーム）を派遣の上，院内感染対
策の専門的助言や指導を行うものである。平成 28 年
5 月 18 日に開催の市郡地区医師会感染症担当理事連
絡協議会で概要を説明し，今般，地区医師会からの
疑問点に対して Q＆ Aを作成した旨，報告があっ
た。委員からは，ICT派遣に伴う費用負担のあり方
について，各市郡地区医師会の参考となるよう事例
を蓄積してほしいとの要望があった。今後は，本
ネットワーク構築に係る協定書のひな形を作成の上，
再度市郡地区医師会担当理事連絡協議会を開催し，
可能な地区医師会から構築を進める予定とした。
②地対協　健康危機管理対策委員会の取り組みに
ついて
　学校欠席者情報収集システムの普及について，広
島県より報告があった。本委員会開催時点で，14／
23 市町の公立学校，全市町の県立学校に本システム
が導入されており，私立学校・保育園へは，公立学
校の導入などに伴い，随時導入の働きかけを行って
いるとのことだった。また，前回の健康危機管理対
策委員会にて園医・学校医以外でも本システムを閲
覧できるよう希望があったことから，本システムを
運営している日本学校保健会と調整の上，医師会員
用の共通 ID・パスワードを入手した旨，報告があっ
た。また，当日出席の委員に対して，本システムで
は学校側が欠席状況などのデータを入力することが
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前提となっていることを説明し，市郡地区医師会な
どから導入していない保育園・学校へ働きかけてい
ただくよう呼び掛けた。今後は，市郡地区医師会の
感染症および学校保健担当理事宛てに，ID・パス
ワードの会員周知依頼を行うとともに，導入拡大へ
の協力依頼を行うこととした。
　また，蚊媒介感染症リーフレットの作成について
説明した。本委員会で過去に作成したダニ類媒介感
染症リーフレットは，各市町行政や医療機関などで
配布され好評を博しており，同様に，近年問題と
なっている蚊媒介感染症についてもリーフレットを
作成することを提案した。本リーフレット案では，
デング熱，ジカ熱，チクングニア熱，マラリアにつ
いて，広島県の発生状況や治療，予防，確定診断の
方法などについてまとめており，委員から寄せられ
た意見を反映した上で，委員長一任で発行すること
が了承された。
　薬剤耐性菌対策について，国の「薬剤耐性（AMR）
対策アクションプラン」では，2020 年までにヒト抗
微生物剤の使用量や薬剤耐性率などの削減目標が示
されており，抗微生物剤使用の動向調査や適正使用
など国の取り組み方針が示されている。県内でも地
域毎に薬剤耐性率が異なることから，地域別のデー
タを各医療機関で閲覧できるシステムが必要との考
えを説明し，今後，国で実施されるサーベイランス
において，地域別データがフィードバックされるか
どうかを確認の上，本委員会としての取り組み方針
を検討することとした。
　また，平成 27 年度から本委員会のもとに新たに設
置した予防接種WGについて，活動状況の報告が
あった。平成 27 年度に「広島県統一の定期予防接種
接種率 推奨算定式」を作成し，今般，本算定式に基
づいた平成 27 年度の各市町別接種率を算出した。市

町間の比較により効果的な接種勧奨方法を検討する
ため，今後は対象ワクチンを絞って継続調査を行う
予定である旨，説明があった。委員からは，接種対
象時期を過ぎた児への行政措置予防接種や，未接種
者への個別勧奨，子ども予防接種週間での啓発など，
接種率向上のための提案があった。市町によって予
算の問題など事情も異なることから，接種率向上に
向けた協議は各市郡地区医師会と市町の間で行って
いただくこと，また本結果を市郡地区医師会へ開示
するにあたっては，取扱い上の注意点を十分に説明
する予定であることが確認された。
③その他
　広島県より広島県医師会が委託を受け例年開催し
ている新型インフルエンザ等実地研修について情報
共有した。近年，本研修の内容が座学中心となって
おり，パンデミック時に各地区で対応できる実践的
な研修内容となるよう，今年度は研修内容のモデル
案を示したことが報告された。
₂）蚊媒介感染症リーフレットの作成
　上記合同委員会でも協議を行った通り，近年デン
グ熱やジカウイルス感染症（ジカ熱）などの蚊媒介
感染症が問題となっていることを鑑み，医療者や県
民に向けたリーフレットを作成することとした。本
リーフレットは，主にデング熱，ジカウイルス感染
症（ジカ熱），チクングニア熱，マラリアについて，
感染経路や症状，治療，県内の患者発生状況などを
まとめたものである。
　本リーフレットは，広島県地域保健対策協議会の
ホームページ（http://citaikyo.jp/）からダウンロー
ドできるため，県内の蚊媒介感染症の普及などに是
非活用いただきたい。

添付　蚊媒介感染症リーフレット
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1～4週間
（原虫の種類に

より異なる）
2～12日2～12日3～7日

マラリアチクングニア熱ジカ熱デング熱

発熱

関節痛・筋肉痛

四肢の浮腫

腹痛・下痢

紅斑

後眼窩痛

結膜充血

リンパ節腫脹

白血球 / 血小板減少

出血症状
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+++

ー

ー

++

+
+ー

++

+++

+
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+

+
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+++

++

+

ー

+++

++++

ー

ー

++

+

+

++

++

ー

+++

++
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ー
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ー

潜伏期間

　感冒やインフルエンザのような症状に似ていますが，紅斑や結膜
充血などの特徴的な症状もあります。
　デング熱では，高熱と血小板の著明な低下が現れます。
　チクングニア熱では，長引く関節痛，筋肉痛があります。
　ジカ熱では，結膜充血，全身の皮疹の頻度が高率です。
　マラリアでは，特徴的な発熱と血小板減少がみられます。特に3日熱，4日熱マラリアでは発熱に周期性があり，3日に1度，4日に1
度の発熱はマラリアの可能性があります。最重症の熱帯熱マラリアでは高熱が続きます。
　発熱，血小板減少，皮疹等の症状を認めた場合には，海外渡航歴の聴取が重要です。

海外で気をつける蚊媒介感染症

デング熱，ジカ熱，チクングニア熱，マラリアとはどんな病気ですか？
どのようにして感染するのですか？

　デング熱，ジカ熱，チクングニア熱は，
それぞれデングウイルス，ジカウイルス，チ
クングニアウイルスというウイルスの感染
により発症する病気です。マラリアは，マ
ラリア原虫という寄生虫により発症する病
気です。
　これらの病気は，蚊が媒介することに
よってヒトに感染を起こします。デングウ
イルス，ジカウイルス，チクングニアウイル
スはネッタイシマカやヒトスジシマカに
よって，マラリアはハマダラカによって媒
介されます。これらの蚊が生息している地
域で流行しています。

デング熱，ジカ熱，チクングニア熱，マラリアの症状はどのようなものですか？

　デング熱，ジカ熱，チクングニア熱，マラリアの症状は，次の
ようになります。

治療はどのように行うのですか？

　デング熱，ジカ熱，チクングニア熱は対症療法が中心となります。重症型デングとなった場合には，厳重な体液量管理，出血に対する輸
血などが必要となります。マラリアには，抗マラリア薬である，マラロン®（アトバコン・プログアニル），キニマックス®（キニーネ）等が使
用されます。重症型デングやマラリアは集中治療室を備えた施設での治療が推奨されます。

デング熱のリスクのある国

デング熱の皮疹

※ジカ熱やチクングニア熱についても，同様の地域での蚊の感染に
　気をつけてください。

写真提供（デング熱，ジカ熱，チクングニア熱）：
国立国際医療研究センター病院
国際感染症センター　忽那賢志 氏

写真提供：川崎医科大学附属川崎病院
　　　　　見手倉久治 氏

（出典：Med Mal Infect. 2014　Jul；44(7)：302-307を改変）

マラリアのリスクのある国
（出典：厚生労働省検疫所FORTH） （出典：厚生労働省検疫所FORTH）

ジカ熱の結膜充血

末梢血塗抹ギムザ染色標本の
熱帯熱マラリア原虫

チクングニア熱により右肩が上がらない

デング熱，ジカウイルス感染症（ジカ熱），チクングニア熱，マラリアデング熱，ジカウイルス感染症（ジカ熱），チクングニア熱，マラリア

　デング熱，ジカ熱，チクングニア熱は，

デング熱の発生がある地域（2013年）
デング熱媒介蚊生息地の北限および南限

2014 WHO International travel and healthをもとに作成

マラリアの感染が起こっている国および地域
限定的ではあるのが、マラリアの感染が起こっている国および地域
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広島県内の患者の発生状況は？

　平成28年6月末日現在，デング熱，チクングニア熱，マラリアの県内の
届出報告は，いずれも国外で感染した患者（輸入症例）で，県内での感染は
ありません。また，平成28年2月15日から感染症法で全数報告対象と
定められたジカウイルス感染症（ジカ熱）の報告はありません。しかしなが
ら，近年，これらの感染症の流行地への旅行者等の増加により届出報告数
は増加しており，平成28年は上半期で7例と，過去の年別報告数を上
回っています。
　デング熱，ジカ熱，チクングニア熱を媒介するヒトスジシマカが，県内で
も生息していることを考えると，平成26年のデング熱の国内集団発生のよ
うに，こうした蚊媒介感染症が県内で発生する可能性はあります。
　今後，県内からの流行地域への旅行者や，流行地域からの県内への旅行
者が増加することが見込まれることから，マラリアも含め，蚊媒介感染症の
国内外の発生状況に対する注意が必要です。

予防はどうすれば良いのですか？

　デング熱，ジカ熱，チクングニア熱については，ワクチンや予防薬はありません。流行地の
情報と旅行先での蚊対策が重要になります。そのためには，長袖長ズボンで皮膚の露出を避
ける，電池式携帯蚊取り器を携行する，皮膚の露出部や衣服に虫よけ成分のDEETまたはイ
カリジン（Picaridin）を含んだ虫よけ剤を使用するなどの対策を行います。また，ホテル等で
は網戸を使用したり窓を閉める，蚊取り器や蚊帳を使用するなどの対策も考えましょう。なお，
日本で市販されている虫よけ剤のDEET成分は10％程度で，持続時間はおよそ2時間です。
海外に行かれる場合には，海外でDEET30％程度の虫よけ剤を購入し，使用することをお勧
めします。日本でも，平成29年に数社からDEET30％の虫よけ剤が販売される予定となっ
ています。
　マラリアに関しては，蚊の対策に加え，マラロン®やメファキン®の予防内服が行われます
が，保険適用にはなりません。

これらの病気を診断した医師は保健所へ届出してください

　デング熱，ジカウイルス感染症（ジカ熱），チクングニア熱，マラリアは，感染症法で定められた全数報告対象の4類感染症です。
　診断された場合は，ただちに保健所への届け出が必要です。

確定診断はどこでできるのですか？　その際の検体採取方法と注意点は？

　デング熱患者，ジカ熱及びチクングニア熱患者については，まず管轄保健所に検査について相談してください。その時点で検査が必要
と判断された場合は，地方衛生研究所や国立感染症研究所において遺伝子検査や抗体検査が実施されます。
　遺伝子検査のための検体は，急性期の血液（EDTAで凝固防止した血液や血清），発病後日数が経過している場合は尿（5ml程度）も
採取してください。
　抗体検査のための検体は，急性期（発症後5日程度のもの）の血清と，必要であればペア血清（発症後3週間以上経過したもの）を
採取してください。採取した検体は冷蔵で保存し，速やかに検査機関に提出してください。
　なお，デング熱については，患者の集中治療に対応できる医療機関での入院患者に限り，保険適用での検査（血液中の抗原及び抗体検
査）が可能です。
　マラリア患者については，血液塗抹で赤血球中の原虫を確認します。塗抹標本で検査可能な施設に御相談ください。

※すべて国外感染例（輸入症例）です。
※チクングニア熱は平成23年2月1日から，ジカ熱（ジカウイルス感染症）は
　平成28年2月15日から，感染症法に基づく全数報告対象となる。
※平成28年は6月までの報告数。

県内の届出報告の年別状況

（写真提供：広島県立総合技術研究所保健環境センター）
ヒトスジシマカ

広島県地域保健対策協議会 健康危機管理対策専門委員会/広島県感染症・疾病管理センター（ひろしまＣＤＣ）
広島県立総合技術研究所 保健環境センター /特定非営利活動法人 ひろしま感染症ネットワーク

リーフレットに関するお問い合わせ ：広島県地域保健対策協議会事務局（広島県医師会内、TEL 082-568-1511）
その他の相談，お問い合わせ　　  ：最寄りの保健所・保健センターまで
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広島県地域保健対策協議会 健康危機管理対策専門委員会
委員長　桑原　正雄　広島県感染症・疾病管理センター
委　員　伊豫　浩司　広島県立総合技術研究所保健環境センター
　　　　上田久仁子　広島市健康福祉局保健部保健医療課
　　　　大毛　宏喜　広島大学病院感染症科
　　　　大本　　崇　広島県医師会
　　　　海嶋　照美　広島県健康福祉局健康対策課
　　　　片桐　則明　安芸地区医師会
　　　　小山　祐介　福山市医師会
　　　　坂口　剛正　広島大学大学院医歯薬保健学研究院ウイルス学
　　　　田中　知徳　福山市保健所
　　　　田中　純子　広島大学大学院医歯薬保健学研究院疫学・疾病制御学
　　　　田渕　文子　広島県健康福祉局健康対策課
　　　　近末　文彦　広島県保健所長会
　　　　津谷　隆史　広島県医師会
　　　　内藤　雅夫　呉市保健所
　　　　中島浩一郎　庄原赤十字病院
　　　　新田　康郎　新田小児科医院
　　　　野間　　純　広島県医師会
　　　　藤上　良寛　広島県臨床検査技師会
　　　　増田　裕久　安佐医師会
　　　　望月　　満　呉市医師会
　　　　森　　直樹　広島市医師会
　　　　柳田　実郎　舟入市民病院
　　　　横崎　典哉　広島大学病院検査部
　　　　渡邊　弘司　広島県医師会
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予防接種ワーキンググループ
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Ⅰ．　は　じ　め　に

　定期予防接種は，勧奨接種であるが費用対効果は
実証されており，積極的に勧奨されるべきものであ
る。また，流行を防ぐには，9割以上の接種率を維
持する必要がある。接種率を上げるためには，勧奨
方法による効果も検証する必要がある。しかし，定
期予防接種は，市町村マターであることから，これ
まで広島県，広島県医師会とも県下における定期予
防接種・接種率の把握ならびに勧奨方法の違いに関
しての情報を得ていなかった。広島県地域対策協議
会予防接種ワーキンググループは，県下自治体間に
おける予防接種率ならびに勧奨方法の格差を少なく
するため，定期予防接種の接種率の算定方法を調査
した。さらに，推奨する算定式を提示するとともに，
統一された算定によるによる県下自治体間の接種率
の違いについて検証した。

Ⅱ．　広島県における定期予防接種率算定の現状

　広島県下における定期予防接種の実施状況（平成
25 年度実績）について，平成 26 年 11 月に調査を
行った。予防接種実施情報はすべての自治体で電子
管理されていたが，23 市町では独自のソフトを使用
していたため，共通ソフトによる県内の一括管理体
制は困難と考えた。接種率の算定に関しては，母数
を，該当年度に対象となるすべての年齢人口（12 市
町），該当年度に初めて対象となる年齢の人口（12
市町），対象年齢に該当するものから予防接種を受け
ることが望ましくないものを除いた者（4市町）な
ど，各々の自治体が独自に定めており，このような
状況では接種率を比較することはできないと判断し
た。

Ⅲ．　定期予防接種率算定標準化

　広島県内で統一した接種率算定式を用いるとする

なら，どのような算定方法であれば，すべての自治
体で対応が可能となるかを検討することを目的とし
て，再度，各自治体にアンケート調査を行った。調
査結果より予防接種・接種率算定方法を統一できな
い背景には，転入出者の接種歴や把握困難などの問
題が明らかとなった。そこで，アンケートにおいて，
県内で最も多くの対象者に対し行われていた算定式
に統一可能か否か各自治体に意見を求めた。
　広島県地域対策協議会における推奨算定式（案）
は以下のとおりである。
（該当年度に接種を受けた人数）／（該当年度の 4月
1日時点での標準的な接種年齢期間の者の人口＊）
　例：DPT-IPVの場合，標準的な接種年齢期間（厚

労省の「定期接種実施要項」の定義）が 3ヵ
月～1歳のため，平成 27 年 4 月 1 日時点で 0
歳の人口

　＊ただしシステム上，4月 1日時点が難しい場合
には，3月 31 日や 5月 1日など，前後に定点を
設けることも可能

　＊既接種者や既罹患者等は除外しない
　再度，各市町に集計に関して協力を依頼（平成 27
年 10 月 21 日広地対協第 33号文書）したところ，特
に反対の意見はなかったことから，平成 28 年 6 月
27 日広島県地域保健対策協議会会長より各市町予防
接種書簡課長宛てに，地域保健対策協議会予防接種
ワーキンググループ推奨算定式による定期予防接
種・接種状況調査依頼文（広地対協第 14 号）を発送
した。

Ⅳ．　広島県下自治体における予防接種・接種率

　平成 28年 9月 8日　予防接種ワーキンググループ
会議を開催した。6月 27 日に依頼した接種率データ
について協議を行った。中でも重要と考える 3つの
ワクチンに関して勧奨方法などに関し，再調査を依
頼した。再調査ワクチンとその理由は以下のとおり。

予防接種ワーキンググループ

（平成 28 年度）

予 防 接 種 WG報 告 書

広島県地域保健対策協議会 予防接種ワーキンググループ

委 員 長　渡辺　弘司
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　【再調査対象ワクチン】
　・日本脳炎： 日本小児科学会で生後 6ヵ月からの

接種が推奨されているが，国の推奨
年齢は 3歳からとなっている。また
第 2期の接種率の市町間差が比較的
大きい。

　・水　　痘： 平成 26 年 10 月から新たに定期接種
化されている。

　・2種混合2期：接種時期が遅く（11歳から推奨），
全体の接種率が比較的低い（県平均
72.5％）。

　平成 28 年 12 月 15 日に平成 28 年度市郡地区医師
会予防接種担当理事および市町担当者連絡協議会を
開催し，収集した情報を提示した。接種率情報は，
公示を前提に収集していないことから，このたびの
報告書には掲載しない。
　接種率データに関する議論の内容を以下に示す。
　・新生児訪問等の時期を過ぎ，就学前後など医療
機関に罹る機会が減る子どもへの接種の勧奨が
課題である。

　・未接種者への個別郵送による案内が効果的と考
えられるが，予算確保の問題や，保護者に案内
文の内容が理解されにくい等の問題がある。

　・市町によっては，就学時健診の際に未接種者へ
の勧奨を行っている，学校を通じて案内してい
る，今年度より個別通知の頻度を増やしている，

などの勧奨を行っていた。
　・接種率調査については協力的な意見が多く，継
続的な調査を希望する声もあった。

　・広島県に対して接種勧奨の協力を求める意見も
あった。広島県からは，県のホームページ・
フェイスブック等の広報媒体を通じて何らかの
協力が可能かどうか，教育委員会とも相談の上
検討するとの回答があった。

　・接種率の比較において，自衛隊など住民の移動
が盛んな業種が多い地区では，比較に際し，考
慮する必要がある。

Ⅴ．　広島県自治体における予防接種勧奨方法
について

　接種率が低い・定期化されて間もないなど特に検
討が必要と思われる 4ワクチン（DT，MR，日本脳
炎，水痘）について，市町別の接種勧奨方法を調査
した。

Ⅵ．　今 後 の 方 針

　昨年導入された B型肝炎ワクチンは，接種年齢が
限定されていたことから，平成 28 年 4～5 月生まれ
の子供には非常に厳しいスケジュールとなっている。
そのため，未接種者の調査を行うこととした。また，
可能な範囲で今回実施した接種率のデータ集積を行
い，定期的に関係者と協議を行うこととした。
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広島県地域保健対策協議会 予防接種ワーキンググループ
委員長　渡邊　弘司　広島県医師会
委　員　上田久仁子　広島市健康福祉局保健部保健医療課
　　　　大本　　崇　広島県医師会
　　　　木谷　和夫　広島県小児科医会
　　　　木原　幹夫　尾三地域保健対策協議会
　　　　桑原　正雄　広島県医師会
　　　　小山　祐介　福山・府中地域保健対策協議会
　　　　重信　和也　備北地域保健対策協議会
　　　　嶋田　博光　広島県西部地域保健対策協議会
　　　　杉原　雄三　広島中央地域保健対策協議会
　　　　田渕　文子　広島県健康福祉局健康対策課
　　　　望月　　満　呉地域保健対策協議会
　　　　森　　直樹　広島市連合地区地域保健対策協議会
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あ　　と　　が　　き

　
　平成 28 年度における，広島県地域保健対策協議会の各委員会活動の集大成である調査研究報告書をお
届けいたしました。
　平成 28 年度の広島県地域保健対策協議会は，1委員会（永続性のある事業を行う），10 専門委員会（事
業年限 2年間），1特別委員会（事業年限 1年間），12WGという組織構成とし，事業を推進してまいりま
した。
　平成 28 年 3 月末に策定された「広島県地域医療構想」を踏まえ，病床の機能分化・連携，人材育成な
どに関わるさまざまな取り組みが「地域包括ケアシステムの構築」を目標に開始されました。
　広島県地域保健対策協議会事務局を担う広島県医師会でも，平成 27 年度から広島県歯科医師会，広島
県薬剤師会，広島県看護協会と連携し，「県民が安心して暮らせるための四師会協議会」を設置し，①医
療・介護人材の育成・確保に向けた対策について，②県民が生涯にわたって健康で過ごすための予防体
制の構築について，具体的な取り組みを開始しています。
　こうした取り組みに加え，関係機関との連携を深め，各圏域地対協との連携強化に努めるため，地域
医療構想（ビジョン）に係る意見交換会を四半期ごとに開催しました。
　平成 30 年度からは，いよいよ 5疾病 5事業と在宅医療を軸とする施策が展開されます。
　本協議会を構成する各団体の取り組みは，自ずと異なりますが，われわれ医療関係団体の目指すとこ
ろは，まさに共通して，県民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることを支えることであると思い
ます。
　平成 28 年度も各委員会それぞれ活発なご協議をいただき，大きな成果が得られたものと確信しており
ます。本協議会活動の大きな目的である県民の健康保持増進への寄与のため，本報告書の活動の成果を
ご活用いただき，広島県のあり方をともに考えていただければ幸いです。
　終わりにあたり，各委員会の委員長をはじめ委員の皆様のご協力・ご労苦に深く感謝申し上げます。
　この報告書に盛り込まれた成果や提言が，今後の行政施策に充分反映されるとともに，関係機関にお
いて積極的に生かされることを祈念いたします。

　　　　平成 29 年 12 月

広島県医師会（地対協担当役員）

副 会 長　　檜　　谷　　義　　美
副 会 長　　豊　　田　　秀　　三
副 会 長　　桑　　原　　正　　雄
常任理事　　中　　西　　敏　　夫
常任理事　　山　　崎　　正　　数
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